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1 

序 文 

藤田保健衛生大学 

学長 黒澤 良和 

 

藤田保健衛生大学疾患モデル教育センター紀要 2005の発行から数年経過し、このたび

新たに紀要 2010 を発刊する運びになりました。この間、平成 20 年には、センター長が

高橋久英教授から長尾静子准教授に交代し、更に施設内にも大きく手が加えられ、ＳＰ

Ｆに対応したスペースも大幅に拡大しました。長尾准教授を中心とする皆さんがまとめ

た本紀要には、動物実験を扱うに際して必要な様々な関連法規が抜粋して掲載され(15

－114 頁）、また本学でのセンター使用に際して知っておくべき指針と心得が詳細に記

されています(115－203 頁）。実験実施にあたり必要な書類(204－247 頁)もすべて含ま

れていますから、センター利用者には必読書です。 

 本センターは、本学医学部が設立されて間もなく、医学部１号館地下 3 階の全フロア

をセンターのためのスペースとして使用して設置されました。創立者である藤田啓介総

長が、医学研究において動物を用いた研究がいかに重要であるかを深く認識していたこ

との現れです。設立からすでに 47年経過しましたが、医学・生物学の分野で実験動物(と

りわけマウス)を用いた研究が占める比重はますます高まっています。一方、動物愛護を

重視する意見も大きくなっており、個々の研究者にとっても、実験動物の尊い犠牲のも

とに行われている研究の意味を自覚しながら慎重に研究を行う必要が求められています。 

 本紀要には、紀要 2005発刊以降に本センターで実施された動物実験により得られた研

究論文のリストも掲載されています（251－377頁）。従来と比較して質・量ともに格段

に優れた内容となっており、本学で現在行われている研究の充実ぶりをうかがい知るこ

とができます。私共の大学は医療系総合大学であり、オリジナルでユニークな質の高い

研究が実施されているという評価をより確実に受け続けることを目指して、研究を実施

している学園の皆様にお願いするとともに、この紀要をご覧になる学外の方々の温かい

御理解と御支援が得られることを望んでおります。 

 

 

 

 



2 

紀要 2010発刊にあたり 

疾患モデル教育研究センター 

センター長  長尾 静子  

 

2005 年（平成 17 年）に、「動物の愛護および管理に関する法律」が改正され、第 41

条に国際的な人道的動物実験の 3R［Refinement（苦痛の軽減、安楽死の適用、飼育環境

のエンリッチメント）、Reduction （科学的に必要最少限の実験動物の使用）および

Replacement（意識・感覚の少ない系統樹下位への代替）］が文言として盛り込まれまし

た。これを受けて、文部科学省は、新たに「研究機関における動物実験等の実施に関する

基本指針」を策定しました。そこで、我々は、法律および基本指針を遵守するため、１）

学長から権限を委嘱された動物実験委員会が、研究者の立案した動物実験計画書を審査後、

学長によって承認される自主管理制度と、２）本学の教員、大学院生および学部学生が実

験動物や動物実験に必要な知識や技術を得るための教育制度を整えました。さらに、３）

動物実験の再現性を担保するために、遺伝学的および微生物学的に統御された実験動物が、

生物学的特徴を踏まえた適切な飼養および保管をされた上で、研究に供されるように施設

環境を整備しました。加えて、４）規程、指針、マニュアルおよび利用心得等を明文化し、

５）「動物実験に関する自己点検・評価報告書」を作成し、ホームページに公開しました。 

基本指針施行後 5年が経過した平成 23年度には、市民の皆さんからの情報公開請求に

よって、文部科学省による“研究機関等における動物実験に係る体制整備の状況等に関す

る調査結果”が公開され、動物実験の透明化が着々と進んでいます。平成 24 年度に予定

されている「動物の愛護および管理に関する法律」の改正では、「動物実験施設の届出

制度の新設」と「3R の強化」が検討されており、今後より一層、透明化が進むと予想さ

れます。 

動物実験は、過去の史実や最新の報道からも、医療や科学の発展に欠くことのできない

手段であることは明らかです。そこで、我々は、各人が動物の福祉を正しく理解し、組

織として適正な動物実験が行われる体制を作り、一つでも多くの研究成果を社会に還元

し、医療や科学の発展に貢献することが、今後益々求められることでしょう。動物実験

に関わる皆さんには、引き続き適正な動物実験の実施に向けて、ご協力頂きますよう、

お願い致します。
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１ 沿革 

 

昭和５０年 ４月   名古屋保健衛生大学実験動物センター設立 

昭和６０年 ３月   クリーンルーム整備 

昭和６３年 １月   藤田学園保健衛生大学実験動物センター規程施行 

平成 元年 １月   藤田保健衛生大学動物実験指針施行 

平成 元年１０月   実験動物センター規程一部改正 

平成 ３年 ４月   実験動物センター規程一部改正 

平成 ３年１０月   ＳＰＦ１飼育室整備 

平成 ５年 ４月   動物実験指針一部改正 

平成１０年 ３月   ＳＰＦ２飼育室（ハイテクリサーチ）整備 

平成１３年 ４月   疾患モデル教育研究センターに名称変更 

平成１３年 ４月   疾患モデル教育研究センター規程一部改正 

動物実験指針一部改正 

平成１６年 ２月   動物実験指針一部改正 

平成１６年 ３月   感染動物飼育室（オープンリサーチ）整備 

平成１６年 ４月   動物実験指針一部改正 

平成１９年 ４月   藤田保健衛生大学動物実験規程策定 

平成２０年 ４月   藤田保健衛生大学動物実験規程一部改正案作成 

平成２０年１１月   疾患モデル教育研究センター改修工事第１期 

平成２１年 ４月   疾患モデル教育研究センター規程一部改正案作成 

平成２２年 １月   疾患モデル教育研究センター改修工事第２期 

 

 

 

 

 

 

歴代センター長 

 

昭和５０年～昭和６１年  藤田 啓介  学長 

昭和６１年～平成 元年  石黒 伊三雄 教授 

平成 元年～平成 ５年  高木 康敬  教授 

平成 ５年～平成１２年  永津 俊治  教授 

平成１２年～平成２０年  高橋 久英  教授  

平成２０年～現在     長尾 静子  准教授  
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２ 施設概要 
 

医学部１号館地下３階フロア 

延べ床面積：2033㎡ 

 

  
 

 

主な施設 
管理室               SPF飼育室 

会議室               クリーン飼育室 

教員室               コンベンショナル飼育室 

胚操作室１、２           クリーン実験室 

多目的室１、２           生理検査室 

実験室               培養室 

洗浄室１、２            機械室 
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エリア概念図 
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小動物飼育室              小動物飼育室 

医学部１号館３階フロア         医学部１号館４階フロア 

延べ面積 37 m２                       延べ面積 63m２ 

 

 

       

 

 

 

 

小動物飼育室 

医学部１号館５階フロア 

延べ面積 26 m２ 
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３ 組織構成 

○センター長 

藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センター規程より抜粋 

（疾患モデル教育研究センター長） 

第２条 本センターに疾患モデル教育研究センター長（以下、センター長

という）を置く。センター長は大学長の推薦に基づき、理事会の議

を経て理事長が任命する。 

２．センター長は本センターの管理、実験動物の管理及び動物実験

の指導、監督を行う。 

 

○動物実験委員会 

動物実験委員長 

動物実験委員 

藤田保健衛生大学動物実験規程より抜粋 

第２章 動物実験委員会（Institutional Animal Care and Use Committee : 

IACUC ） 

（動物実験委員会の役割） 

第６条 動物実験委員会は、次の事項について審議又は調査し、学長に報

告、助言又は具申する。なお、委員は自らが動物実験責任者となる

動物実験計画書の審査に参画してはならない。 

(1) 動物実験計画がガイドライン及び本規程に適合していること 

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること 

(3) 動物実験研究施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること 

(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関す

る教育訓練の内容又は体制に関すること 

(5) その他、動物実験の適正な実施のための必要事項に関すること 

 

（動物実験委員長と委員会の構成） 

第７条 動物実験委員長は、動物実験委員会において互選し、学長の承認

を得て理事長が委嘱する。 

２．動物実験委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者  若干名 

(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者   若干名 

(3) 動物福祉に関して優れた識見を有する者   若干名 

(4) その他学識経験を有する者         若干名 

 

（動物実験委員の任期及び運営） 

第８条 委員の任期は、１年とし再任を妨げない。任期途中で就任した委

員の任期は前任者の残任期間とする。 

２．動物実験委員会は、年１回定期に開催する。 
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３．動物実験委員会は、必要に応じ臨時に開催することができる。 

４． 動物実験委員会の管理事務は疾患モデルセンター専任事務職員

が担当する。 

 

○運営委員会 

藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センター規程より抜粋 

（運営委員会） 

第４条 本センターの運営を円滑に行うため、運営委員会を置き、運営委

員長はセンター長が兼務する。 

２．運営委員は、運営委員長が推薦し、大学長の承認を得て理事長

が任命する。 

３．運営委員の任期は１年とし、再任を妨げない。任期途中で就任

した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（運営委員会の開催等） 

第５条 運営委員会は、年２回定期に開催する。 

２．運営委員会は、必要に応じ臨時に開催することができる。 

 

○教職員 

藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センター規程より抜粋 

（専任教職員等） 

第６条 本センターに専任教職員を置き、センター長を含めず定員を４名

とする。ただし、専任教員３名、専任職員１名を原則とする。 

２．専任教員は、センター長を補佐し、本センターの管理、実験動

物及び動物実験に関する教育、ゼミナール、講習会等の開催、

研究の指導、助言及び支援を行う。また、研究支援業務のほか

に、調査、研究、研究成果の刊行、国内外研究機関との人的交

流及び共同研究等を行うことができる。 

３．センター長は、専任教員の中から実験動物管理者を推薦し、大

学長の承認を得て理事長が任命する。 

４．専任職員はセンター長の指示に従い、本センターの管理及び健

全な実験動物の飼養に関する技術支援を行う。 

 

○事務職員 

藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センター規程より抜粋 

（事 務） 

第７条 本センターの事務は、学事部研究管理課が担当する。また、担当

者は運営委員会及び動物実験委員会の事務も行う。 
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４ 年間予定 

新規利用者講習会と説明会・入室教育訓練の準備と開催、セキュリティ許可・メー

リングリスト入力（随時） 

新規動物実験計画書等の受付、動物実験委員会開催、学長承認、番号通知（3 月、

5 月および随時） 

動物実験計画書や各種書類の記載方法のアドバイス（随時） 

3、4、5 階小動物室点検（毎月） 

汚物搬出（毎日） 

汚物回収（毎週） 

屍体搬出（随時） 

屍体回収（2 回/月） 

実験動物保管管理簿整理（毎月） 

飼育施設設備および飼育器材のプレフィルター交換（毎月） 

床敷きキャビネットのプレフィルター交換および清掃（毎週） 

洗浄機の清掃およびタンクの整備（毎週） 

飼育室、洗浄室清掃（毎週） 

排煙口点検（5 月、11 月） 

誘導灯点検（6 月、12 月） 

火災報知機点検（7 月、1 月） 

消火器（消火栓）点検（11 月） 

SPF１飼育室浄水フィルター交換（年２回） 

センター廊下ワックス剥離作業、ワックスがけ（8 月、2 月） 

飼育機材準備（随時） 

餌・床敷・動物の受け取り（随時） 

アセンブリ活動（月曜日）の準備と講義 
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５ 関連法規 

 

１．動物の愛護及び管理に関する法律－抜粋－・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 

２．実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（環境省）・・・・・・33 

 

３．研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（文部科学省）・・・・39 

 

４．厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 

  （厚生労働省）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

 

５．動物実験の適正な実施に向けたガイドライン（日本学術会議）・・・・・・・・49 

 

６．遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 

  －抜粋－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 

 

７．麻薬及び向精神薬取締法－抜粋－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 

 

８．感染症の予防及び感染症の患者に対する法律－抜粋－・・・・・・・・・・・・101 

 

９．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則－抜粋－・・102 

 

10．動物の輸入届出制度について－抜粋－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 

 

11．特定外来生物による生態系等に係わる被害防止に関する法律－抜粋－・・・・・108 
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５－１． 動物の愛護及び管理に関する法律 －抜粋－ 

 

（昭和四十八年十月一日法律第百五号） 

最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号 

 

 

  第一章 総則（第一条―第四条）  

  第二章 基本指針等（第五条・第六条）  

  第三章 動物の適正な取扱い  

   第一節 総則（第七条―第九条）  

   第二節 動物取扱業の規制（第十条―第二十四条）  

   第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置（第二十五条）  

   第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置 

（第二十六条―第三十三条）  

   第五節 動物愛護担当職員（第三十四条）  

  第四章 都道府県等の措置等（第三十五条―第三十九条）  

  第五章 雑則（第四十条―第四十三条）  

  第六章 罰則（第四十四条―第五十条）  

  附則  

 

 

第一章 総  則  

 

（目的）  

第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項

を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の

涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及

び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 

  

（基本原則）  

第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦し

めることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して

適正に取り扱うようにしなければならない。  

 

（普及啓発）  
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第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互

に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓

発を図るように努めなければならない。  

 

（動物愛護週間）  

第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深

めるようにするため、動物愛護週間を設ける。  

２ 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。  

３ 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施され

るように努めなければならない。  

 

 

第二章 基本指針等  

 

（基本指針）  

第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指

針（以下「基本指針」という。）を定めなければならない。  

２ 基本指針には、次の事項を定めるものとする。  

一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向  

二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項  

三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項  

３ 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議しなければならない。  

４ 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。  

 

（動物愛護管理推進計画）  

第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に

関する施策を推進するための計画（以下「動物愛護管理推進計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２ 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。  

一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針  

二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項  

三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項  

四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備（国、

関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。）に関する事項  
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五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項  

３ 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。  

４ 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。  

 

 

第三章 動物の適正な取扱い  

    第一節 総則  

 

（動物の所有者又は占有者の責務等）  

第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を

十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管すること

により、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若し

くは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。  

２ 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾

病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなけれ

ばならない。  

３ 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにす

るための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。  

４ 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基

準を定めることができる。  

 

（動物販売業者の責務）  

第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正

な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければなら

ない。  

 

（地方公共団体の措置）  

第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすこ

とのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物

の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。  

 

    第二節 動物取扱業の規制  

 

（動物取扱業の登録）  



18 

第十条 動物（哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究

用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保

管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。）の取扱業（動物の販売（その取

次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。）、保管、貸出し、訓練、展示（動物との触れ合

いの機会の提供を含む。次項において同じ。）その他政令で定める取扱いを業として行うこ

とをいう。以下「動物取扱業」という。）を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所

在地を管轄する都道府県知事（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五

十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都市」という。）にあつては、その長とする。

以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。）の登録を受け

なければならない。  

２ 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定

める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名  

二 事業所の名称及び所在地  

三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者（第二十二条第一項に規定する者をい

う。）の氏名  

四 その営もうとする動物取扱業の種別（販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項

の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。）並びにその種

別に応じた業務の内容及び実施の方法  

五 主として取り扱う動物の種類及び数  

六 動物の飼養又は保管のための施設（以下この節において「飼養施設」という。）を

設置しているときは、次に掲げる事項  

イ 飼養施設の所在地 

ロ 使用施設の構造及び規模 

ハ 飼養施設の管理の方法 

七 その他環境省令で定める事項  

 

（登録の実施）  

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項

の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第

五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しな

ければならない。  

２ 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に

通知しなければならない。  

 

（登録の拒否）  
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第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに

該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動

物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして

環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に

係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び

管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに

重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、

その登録を拒否しなければならない。  

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの  

二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  

三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年

を経過しない者  

四 第十条第一項の登録を受けた者（以下「動物取扱業者」という。）で法人であるも

のが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分

のあつた日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分

のあつた日から二年を経過しないもの  

五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過

しない者  

六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由

を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。  

 

（登録の更新）  

第十三条 第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつ

て、その効力を失う。  

２ 第十条第二項及び前二条の規定は、前項の更新について準用する。  

３ 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この条において「登録

の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従

前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効

力を有する。  

４ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登

録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

 

（変更の届出）  
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第十四条 動物取扱業者は、第十条第二項第四号に掲げる事項を変更し、又は飼養施設を設置

しようとする場合には、あらかじめ、環境省令で定める書類を添えて、同項第四号又は第

六号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。  

２ 動物取扱業者は、第十条第二項各号（第四号を除く。）に掲げる事項に変更（環境省

令で定める軽微なものを除く。）があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三

十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なけ

ればならない。  

３ 第十一条及び第十二条の規定は、前二項の規定による届出があつた場合に準用す

る。  

 

（動物取扱業者登録簿の閲覧）  

第十五条 都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。  

 

（廃業等の届出）  

第十六条 動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該

各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。  

一 死亡した場合 その相続人  

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者  

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人  

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清

算人  

五 その登録に係る動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であつた個人又は

動物取扱業者であった法人を代表する役員  

２ 動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、動物取扱業者の登

録は、その効力を失う。  

 

（登録の抹消）  

第十七条 都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力

を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該動物取扱

業者の登録を抹消しなければならない。 

 

（標識の掲示）  

第十八条 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい

場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲

げなければならない。  
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（登録の取消し等）  

第十九条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録

を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。  

一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。  

二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の

健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものと

して環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。  

三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び

管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に

関する基準に適合しなくなつたとき。  

四 第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつ

たとき。  

五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したと

き。  

２ 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。  

 

（環境省令への委任）  

第二十条 第十条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項に

ついては、環境省令で定める。  

 

（基準遵守義務）  

第二十一条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の

支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で

定める基準を遵守しなければならない。  

２ 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保

全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要

があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準

を定めることができる。  

 

（動物取扱責任者）  

第二十二条 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る

業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。  

２ 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者

でなければならない。  
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３ 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任

者研修（都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関す

る研修をいう。）を受けさせなければならない。  

 

（勧告及び命令）  

第二十三条 都道府県知事は、動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守し

ていないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法

等を改善すべきことを勧告することができる。  

２ 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第三項の規定を遵守していないと認めるとき

は、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。  

３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、

その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ

る。  

 

（報告及び検査）  

第二十四条 都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び前三条の規定の施行に必要な限

度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法そ

の他必要な事項に関し報告求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の事業所その他

関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。  

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

提示しなければならない。  

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。  

 

    第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置  

 

第二十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損な

われている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生

じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべき

ことを勧告することができる。  

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなか

つた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、そ

の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

３ 都道府県知事は、市町村（特別区を含む。）の長（指定都市の長を除く。）に対し、前

二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。  
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    第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置  

 

（特定動物の飼養又は保管の許可）  

第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物

（以下「特定動物」という。）の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところ

により、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設（以下この節に

おいて「特定飼養施設」という。）の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなけれ

ばならない。ただし、診療施設（獣医療法 （平成四年法律第四十六号）第二条第二項 

に規定する診療施設をいう。）において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管

する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しな

ければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名  

二 特定動物の種類及び数  

三 飼養又は保管の目的  

四 特定飼養施設の所在地  

五 特定飼養施設の構造及び規模  

六 特定動物の飼養又は保管の方法  

七 その他環境省令で定める事項  

 

（許可の基準）  

第二十七条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるとき

でなければ、同項の許可をしてはならない。  

一 その申請に係る前条第二項第五号及び第六号に掲げる事項が、特定動物の性

質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物

の飼養又は保管の方法に関する基準に適合するものであること。  

二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。  

イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過

しない者 

ロ 第二十九条第一項の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日か

ら二年を経過しない者 

ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者がある

もの 
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２ 都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、

身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限

度において、その許可に条件を付することができる。  

 

（変更の許可等）  

第二十八条 第二十六条第一項の許可（この項の規定による許可を含む。）を受けた者（以下「特

定動物飼養者」という。）は、同条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項

を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りで

ない。  

２ 前条の規定は、前項の許可について準用する。  

３ 特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、

又は第二十六条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項その他環境省令で定め

る事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。  

 

（許可の取消し）  

第二十九条 都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その

許可を取り消すことができる。  

一 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。  

二 その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方

法が第二十七条第一項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。  

三 第二十七条第一項第二号ハに該当することとなつたとき。  

四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したと

き。  

 

（環境省令への委任）  

第三十条 第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関

し必要な事項については、環境省令で定める。  

 

（飼養又は保管の方法）  

第三十一条 特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係

る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けてい

ることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。  

 

（特定動物飼養者に対する措置命令等）  
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第三十二条 都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第二十七条第二

項（第二十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定により付された条件に違

反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のた

め必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

 

（報告及び検査）  

第三十三条 都道府県知事は、第二十六条から第二十九条まで及び前二条の規定の施行に必

要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又

は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼

養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設

その他の物件を検査させることができる。  

２ 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用

する。  

 

    第五節 動物愛護担当職員  

 

第三十四条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第二十四条第一項又は前条第一項の

規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物

愛護管理員等の職名を有する職員（次項において「動物愛護担当職員」という。）を置くこ

とができる。  

２ 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼

養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。  

 

 

第四章 都道府県等の措置等  

 

（犬及びねこの引取り）  

第三十五条 都道府県等（都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一

項の中核市（以下「中核市」という。）その他政令で定める市（特別区を含む。以下同じ。）

をいう。以下同じ。）は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引

き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等（都道府県等の長をいう。

以下同じ。）は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。  

２ 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者

その他の者から求められた場合に準用する。  
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３ 都道府県知事は、市町村（特別区を含む。）の長（指定都市、中核市及び第一項の政

令で定める市の長を除く。）に対し、第一項（前項において準用する場合を含む。第五

項及び第六項において同じ。）の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力

を求めることができる。 

４ 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取り

を委託することができる。  

５ 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた

場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。  

６ 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項

の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。  

 

（負傷動物等の発見者の通報措置）  

第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、

ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が

判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報す

るように努めなければならない。  

２ 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死

体を収容しなければならない。  

３ 前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。  

 

（犬及びねこの繁殖制限）  

第三十七条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受け

る機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止す

るため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。  

２ 都道府県等は、第三十五条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前

項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなけ

ればならない。  

 

（動物愛護推進員）  

第三十八条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を

有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。  

２ 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。  

一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めるこ

と。  



27 

二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防

止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をする

こと。  

三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正

な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をす

ること。  

四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行

う施策に必要な協力をすること。  

 

（協議会）  

第三十九条 都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の

団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該

都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する

支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。  

 

 

第五章 雑則  

 

（動物を殺す場合の方法）  

第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法に

よつてしなければならない。  

２ 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めるこ

とができる。  

 

（動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等）  

第四十一条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供

する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物

を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を

少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。  

２ 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限り

その動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。  

３ 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている

場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法

によつてその動物を処分しなければならない。  

４ 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよ

るべき基準を定めることができる。  
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（経過措置）  

第四十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、

その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。  

 

（審議会の意見の聴取）  

第四十三条 環境大臣は、基本指針の策定、第七条第四項、第十二条第一項、第二十一条第一

項、第二十七条第一項第一号若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第

一項の事態の設定又は第三十五条第五項（第三十六条第三項において準用する場合を

含む。）若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を

聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しよ

うとするときも、同様とする。  

 

 

第六章 罰則  

 

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の

罰金に処する。  

２ 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行

つた者は、五十万円以下の罰金に処する。  

３ 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。  

４ 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。  

一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる  

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫

類に属するもの  

 

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。  

一 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又

は保管した者  

二 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者  

三 第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号又は第四号か

ら第六号までに掲る事項を変更した者  

 

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者  
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二 不正の手段によつて第十条第一項の登録（第十三条第一項の登録の更新を含

む。）を受けた者  

三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者  

四 第二十三条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反した者  

 

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。  

一 第十四条第一項若しくは第二項又は第二十八条第三項の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者  

二 第二十四条第一項又は第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは

虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

者  

三 第二十五条第二項の規定による命令に違反した者  

 

第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。  

 

第四十九条 第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円

以下の過料に処する。  

 

第五十条 第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。  

 

 

附 則 （平成一七年六月二二日法律第六八号） 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。  

 

（施行前の準備） 

第二条 環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動物の愛護及び管

理に関する法律（以下「新法」という。）第五条第一項から第三項まで及び第四十三条の

規定の例により、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的

な指針を定めることができる。  

２ 環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 
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３ 第一項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日（以下「施行日」

という。）において新法第五条第一項及び第二項の規定により定められた基本指針とみな

す。  

 

第三条 新法第十二条第一項、第二十一条第一項及び第二十七条第一項第一号の基準の設定

については、環境大臣は、この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴く

ことができる。  

 

（経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に新法第十条第一項に規定する動物取扱業（以下単に「動物取

扱業」という。）を営んでいる者（次項に規定する者及びこの法律による改正前の動物の愛

護及び管理に関する法律（以下「旧法」という。）第八条第一項の規定に違反して同項の

規定による届出をしていない者（旧法第十四条の規定に基づく条例の規定に違反して同

項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。）を除く。）は、施行日から一

年間（当該期間内に新法第十二条第一項の規定による登録を拒否する処分があったとき

は、当該処分のあった日までの間）は、新法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続

き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合におい

て、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるま

での間も、同様とする。  

２ 前項の規定は、この法律の施行の際現に動物の飼養又は保管のための施設を設置

することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項

中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養又は保管のための施設を設置

することなく当該業」と読み替えるものとする。  

３ 第一項（前項において準用する場合を含む。）の規定により引き続き動物取扱業を営

むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管

轄する都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条

の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。次条第三項において同じ。）の

登録を受けた動物取扱業者とみなして、新法第十九条第一項（登録の取消しに係る

部分を除く。）及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二

十四条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。  

 

第五条 この法律の施行の際現に旧法第十六条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて

新法第二十六条第一項に規定する特定動物（以下単に「特定動物」という。）の飼養又は

保管を行っている者は、施行日から一年間（当該期間内に同項の許可に係る申請につい

て不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間）は、同項の許可を受けな

いでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内
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に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について

許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。  

２ 前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができ

る者が当該特定動物の飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更（環境省

令で定める軽微なものを除く。）をする場合その他環境省令で定める場合には、適用

しない。  

３ 第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合におい

ては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都

道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一条、第三十二条（第三十一

条の規定に係る部分に限る。）及び第三十三条の規定（これらの規定に係る罰則を含

む。）を適用する。  

 

（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

 

（政令への委任） 

第七条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定め

る。  

 

（条例との関係） 

第八条 地方公共団体の条例の規定で、新法第三章第二節及び第四節で規制する行為で新法

第六章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部

分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。  

２ 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が

条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、そ

の失効後も、なお従前の例による。  

 

（検討） 

第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  

 

 

附 則 （平成一八年六月二日法律第五〇号） 抄  

 

（施行期日） 

１ この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。  



32 

（調整規定） 

２ 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正す

る法律（平成十八年法律第＊＊号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施

行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成

十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定

の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の

特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律

第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。  

 

３ 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処

理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における

組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例による

こととされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的

犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。  
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５－２． 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準 

平成十八年四月二十八日 

環境省告示第八十八号 

第１ 一般原則 

１ 基本的な考え方  

動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可

欠なものであるが、その科学上の利用に当たっては、動物が命あるものであることにかんがみ、科

学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得る

ものを利用すること、できる限り利用に供される動物の数を少なくすること等により動物の適切な利

用に配慮すること、並びに利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法に

よって行うことを徹底するために、動物の生理、生態、習性等に配慮し、動物に対する感謝の念及

び責任をもって適正な飼養及び保管並びに科学上の利用に努めること。また、実験動物の適正な

飼養及び保管により人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止及び周辺の生活環境の保全

に努めること。  

 

２ 動物の選定  

管理者は、施設の立地及び整備の状況、飼養者の飼養能力等の条件を考慮して飼養又は保管

をする実験動物の種類等が計画的に選定されるように努めること。  

 

３ 周知  

実験動物の飼養及び保管並びに科学上の利用が、客観性及び必要に応じた透明性を確保しつ

つ、動物の愛護及び管理の観点から適切な方法で行われるように、管理者は、本基準の遵守に

関する指導を行う委員会の設置又はそれと同等の機能の確保、本基準に即した指針の策定等の

措置を講じる等により、施設内における本基準の適正な周知に努めること。 

また、管理者は、関係団体、他の機関等と相互に連携を図る等により当該周知が効果的かつ効率

的に行われる体制の整備に努めること。  

 

第２ 定義 

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)実験等  

動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することを

いう。  

(2)施設  

実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。  

(3)実験動物  
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実験等の利用に供するため、施設で飼養又は保管をしている哺(ほ)乳類、鳥類又は爬(は)虫

類に属する動物（施設に導入するために輸送中のものを含む。）をいう。  

(4)管理者  

実験動物及び施設を管理する者（研究機関の長等の実験動物の飼養又は保管に関して責任

を有する者を含む。）をいう。  

(5)実験動物管理者  

管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。  

(6)実験実施者  

実験等を行う者をいう。  

(7)飼養者  

実験動物管理者又は実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。  

(8)管理者等  

管理者、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者をいう。  

 

第３ 共通基準 

１動物の健康及び安全の保持 

(1)飼養及び保管の方法 

実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次の事項に留意し、実験動物の健康及び安全の

保持に努めること。 

ア 実験動物の生理、生態、習性等に応じ、かつ、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲

で、適切に給餌(じ)及び給水を行うこと。  

イ 実験動物が傷害（実験等の目的に係るものを除く。以下このイにおいて同じ。）を負い、又は実

験等の目的に係る疾病以外の疾病（実験等の目的に係るものを除く。以下このイにおいて同

じ。）にかかることを予防する等必要な健康管理を行うこと。また、実験動物が傷害を負い、又

は疾病にかかった場合にあっては、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切

な治療等を行うこと。  

ウ 実験動物管理者は、施設への実験動物の導入に当たっては、必要に応じて適切な検疫、隔

離飼育等を行うことにより、実験実施者、飼養者及び他の実験動物の健康を損ねることのな

いようにするとともに、必要に応じて飼養環境への順化又は順応を図るための措置を講じるこ

と。  

エ 異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、実験等の目的の達

成に支障を及ぼさない範囲で、その組合せを考慮した収容を行うこと。  

 

(2)施設の構造等 

管理者は、その管理する施設について、次に掲げる事項に留意し、実験動物の生理、生態、習性

等に応じた適切な整備に努めること。 
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ア 実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、個々の実験動物が、自然な姿勢で立ち上

がる、横たわる、羽ばたく、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための広さ及び空間を備えるこ

と。  

イ 実験動物に過度なストレスがかからないように、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲

で、適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。  

ウ 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理が容易な構

造とするとともに、実験動物が、突起物、穴、くぼみ、斜面等により傷害等を受けるおそれが

ない構造とすること。  

 

(3)教育訓練等 

管理者は、実験動物に関する知識及び経験を有する者を実験動物管理者に充てるようにすること。

また、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう

努めること。 

 

２ 生活環境の保全 

管理者等は、実験動物の汚物等の適切な処理を行うとともに、施設を常に清潔にして、微生物等

による環境の汚染及び悪臭、害虫等の発生の防止を図ることによって、また、施設又は設備の整

備等により騒音の防止を図ることによって、施設及び施設周辺の生活環境の保全に努めること。 

 

３ 危害等の防止 

(1)施設の構造並びに飼養及び保管の方法 

管理者等は、実験動物の飼養又は保管に当たり、次に掲げる措置を講じることにより、実験動物

による人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。 

ア 管理者は、実験動物が逸走しない構造及び強度の施設を整備すること。  

イ 管理者は、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者が実験動物に由来する疾病にかかるこ

とを予防するため、必要な健康管理を行うこと。  

ウ 管理者及び実験動物管理者は、実験実施者及び飼養者が危険を伴うことなく作業ができる施

設の構造及び飼養又は保管の方法を確保すること。  

エ 実験動物管理者は、施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養

又は保管をする実験動物の数及び状態の確認が行われるようにすること。  

オ 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次に掲げるところにより、相互に実験動物によ

る危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めること。  

(Ⅰ)実験動物管理者は、実験実施者に対して実験動物の取扱方法についての情報を提

供するとともに、飼養者に対してその飼養又は保管について必要な指導を行うこと。  
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(Ⅱ)実験実施者は、実験動物管理者に対して実験等に利用している実験動物について

の情報を提供するとともに、飼養者に対してその飼養又は保管について必要な指導

を行うこと。  

(Ⅲ)飼養者は、実験動物管理者及び実験実施者に対して、実験動物の状況を報告する

こと。  

カ 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに実験等に関係のない者が実験動物に接するこ

とのないよう必要な措置を講じること。  

 

(2)有毒動物の飼養及び保管 

毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備えるとと

もに、事故発生時に医師による迅速な救急処置が行える体制を整備し、実験動物による人への危

害の発生の防止に努めること。 

 

(3)逸走時の対応 

管理者等は、実験動物が保管設備等から逸走しないよう必要な措置を講じること。また、管理者は、

実験動物が逸走した場合の捕獲等の措置についてあらかじめ定め、逸走時の人への危害及び環

境保全上の問題等の発生の防止に努めるとともに、人に危害を加える等のおそれがある実験動

物が施設外に逸走した場合には、速やかに関係機関への連絡を行うこと。 

 

(4)緊急時の対応 

管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の

緊急時に採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成するものとし、管理者等は、緊急事態が発

生したときは、速やかに、実験動物の保護及び実験動物の逸走による人への危害、環境保全上

の問題等の発生の防止に努めること。 

 

４ 人と動物の共通感染症に係る知識の習得等 

実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習

得及び情報の収集に努めること。また、管理者、実験動物管理者及び実験実施者は、人と動物の

共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との

連絡体制の整備に努めること。 

 

５ 実験動物の記録管理の適正化 

管理者等は、実験動物の飼養及び保管の適正化を図るため、実験動物の入手先、飼育履歴、病

歴等に関する記録台帳を整備する等、実験動物の記録管理を適正に行うよう努めること。また、人

に危害を加える等のおそれのある実験動物については、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等

の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるよう努めること。  
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６ 輸送時の取扱い 

実験動物の輸送を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、実験動物の健康及び安全の確保並

びに実験動物による人への危害等の発生の防止に努めること。 

ア なるべく短時間に輸送できる方法を採ること等により、実験動物の疲労及び苦痛をできるだけ

小さくすること。  

イ 輸送中の実験動物には必要に応じて適切な給餌及び給水を行うとともに、輸送に用いる車両

等を換気等により適切な温度に維持すること。  

ウ 実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送するとともに、輸送に用いる

車両、容器等は、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに実験動物の逸走を防止するた

めに必要な規模、構造等のものを選定すること。  

エ 実験動物が保有する微生物、実験動物の汚物等により環境が汚染されることを防止するため

に必要な措置を講じること。  

 

７ 施設廃止時の取扱い 

管理者は、施設の廃止に当たっては、実験動物が命あるものであることにかんがみ、その有効利

用を図るために、飼養又は保管をしている実験動物を他の施設へ譲り渡すよう努めること。やむを

得ず実験動物を殺処分しなければならない場合にあっては、動物の処分方法に関する指針（平

成７年７月総理府告示第 40 号。以下「指針」という。）に基づき行うよう努めること。 

 

第４ 個別基準 

１ 実験等を行う施設 

(1)実験等の実施上の配慮  

実験実施者は、実験等の目的の達成に必要な範囲で実験動物を適切に利用するよう努めること。

また、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、麻酔薬、鎮痛薬等を投与すること、実験

等に供する期間をできるだけ短くする等実験終了の時期に配慮すること等により、できる限り実験

動物に苦痛を与えないようにするとともに、保温等適切な処置を採ること。  

 

(2)事後措置  

実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、実験等を終了し、若しくは中断した実験動物又は

疾病等により回復の見込みのない障害を受けた実験動物を殺処分する場合にあっては、速やか

に致死量以上の麻酔薬の投与、頸(けい)椎(つい)脱臼(きゅう)等の化学的又は物理的方法による

等指針に基づき行うこと。また、実験動物の死体については、適切な処理を行い、人の健康及び

生活環境を損なうことのないようにすること。  

 

２ 実験動物を生産する施設 
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幼齢又は高齢の動物を繁殖の用に供さないこと。また、みだりに繁殖の用に供することによる動物

への過度の負担を避けるため、繁殖の回数を適切なものとすること。ただし、系統の維持の目的で

繁殖の用に供する等特別な事情がある場合については、この限りでない。また、実験動物の譲渡

しに当たっては、その生理、生態、習性等、適正な飼養及び保管の方法、感染性の疾病等に関

する情報を提供し、譲り受ける者に対する説明責任を果たすこと。 

 

第５ 準用及び適用除外 

管理者等は、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物以外の動物を実験等の利用に供する場合に

おいてもこの基準の趣旨に沿って行うよう努めること。また、この基準は、畜産に関する飼養管理の

教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的として実験動物の飼養又は保

管をする管理者等及び生態の観察を行うことを目的として実験動物の飼養又は保管をする管理者

等には適用しない。 

なお、生態の観察を行うことを目的とする動物の飼養及び保管については、家庭動物等の飼養及

び保管に関する基準（平成14年５月環境省告示第37号）に準じて行うこと。
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５－３．研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針 

   平成十八年六月一日 

 文部科学省告示第七十一号 

  

前文 

地球上の生物の生命活動を科学的に理解することは、人類の福祉、環境の保全と再生などの多く

の課題の解決にとって極めて重要であり、動物実験等はそのために必要な、やむを得ない手段で

あるが、動物愛護の観点から、適正に行われなければならない。 

このため、研究機関等においては、従前から「大学等における動物実験について（昭和 62 年 5 月

25 日文部省学術国際局長通知）」等に基づき、動物実験委員会を設けるなどして、動物実験指針

の整備及びその適正な運用に努めてきたところであるが、今後も生命科学の進展、医療技術等の

開発等に資するため、動物実験等が実施されていくものと考えられる。 

一方、平成 17 年 6 月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成 17 年法

律第 68 号）が公布され、動物実験等に関する理念であるいわゆる 3R のうち、Refinement（科学上

の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならな

いことをいう。）に関する規定に加え、Replacement（科学上の利用の目的を達することができる範

囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。）及びReduction

（科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の

数を少なくすることをいう。）に関する規定が盛り込まれた。 

このような動物実験等を取り巻く環境の変化を受け、研究機関等においては、科学上の必要性の

みならず、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号。以下「法」という。）及び

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成18年環境省告示第88号。以下

「飼養保管基準」という。）の規定も踏まえ、科学的観点と動物の愛護の観点から、動物実験等を

適正に実施することがより重要である。 

このような現状を踏まえ、動物実験等の適正な実施に資するため、研究機関等における動物実験

等の実施に関する基本指針（以下「基本指針」という。）を定める。 

 

第 1 定義 

この基本指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。  

（1）動物実験等  

動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供すること

をいう。 

（2）実験動物  

動物実験等のため、研究機関等における施設で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類

及び爬虫類に属する動物をいう。 
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（3）研究機関等  

次に掲げる機関であって、科学技術に関する試験、研究若しくは開発又は学術研究を実

施するものをいう。  

①大学  

②大学共同利用機関法人 

③高等専門学校 

④文部科学省の施設等機関 

⑤独立行政法人（文部科学省が所管するものに限り、独立行政法人国立高等専門学校

機構を除く。）  

⑥民法（明治 29 年法律第 89 号）第 34 条の規定により設立された法人（文部科学省が所

管するものに限る。） 

（4）動物実験計画  

動物実験等の実施に関する計画をいう。 

（5）動物実験実施者  

動物実験等を実施する者をいう。 

（6）動物実験責任者  

動物実験実施者のうち、動物実験の実施に関する業務を統括する者をいう。 

 

第２ 研究機関等の長の責務 

１ 研究機関等の長の責務 

研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し、

動物実験委員会の設置、2 に規定する機関内規程の策定、動物実験計画の承認、動物実

験計画の実施の結果の把握その他動物実験等の適正な実施のために必要な措置を講じる

こと。 

２ 機関内規程の策定 

研究機関等の長は、法、飼養保管基準、基本方針その他の動物実験等に関する法令（告示

を含む。以下同じ。）の規定を踏まえ、動物実験施設の整備及び管理の方法並びに動物実

験等の具体的な実施方法等を定めた規程（以下「機関内規程」という。）を策定すること。 

３ 動物実験計画の承認 

研究機関等の長は、動物実験等の開始前に動物実験責任者に動物実験計画を申請させ、

その動物実験計画について動物実験委員会の審査を経てその申請を承認し、又は却下す

ること。 

４ 動物実験計画の実施の結果の把握 

研究機関等の長は、動物実験等の終了の後、動物実験計画の実施の結果について報告を

受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずること。 
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第３ 動物実験委員会 

１ 動物実験委員会の設置 

研究機関等の長は、動物実験委員会を設置すること。 

２ 動物実験委員会の役割 

動物実験委員会は、次に掲げる業務を実施すること。 

①研究機関等の長の諮問を受け、動物実験責任者が申請した動物実験計画が動物実

験等に関する法令及び機関内規程に適合しているかどうかの審査を実施し、その結

果を研究機関等の長に報告すること。 

②動物実験計画の実施の結果について、研究機関等の長より報告を受け、必要に応じ

助言を行うこと。 

３ 動物実験委員会の構成 

動物実験委員会は、研究機関等の長が次に掲げる者から任命した委員により構成することと

し、その役割を十分に果たすのに適切なものとなるよう配慮すること。 

①動物実験等に関して優れた識見を有する者 

②実験動物に関して優れた識見を有する者 

③その他学識経験を有する者 

 

第４ 動物実験等の実施 

１ 科学的合理性の確保 

動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する等の観点から、

次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験等を適正に実施すること。 

（１）適正な動物実験等の方法の選択 

次に掲げる事項を踏まえ、適正な動物実験等の方法を選択して実施すること。 

①代替法の利用 

動物実験等の実施に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲にお

いて、できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること等により実験動

物を適切に利用することに配慮すること。 

②実験動物の選択 

動物実験等の実施に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲にお

いて、できる限りその利用に供される実動物の数を少なくすること等により実験動物を適

切に利用することに配慮すること。この場合において、動物実験等の目的に適した実験

動物種の選定、動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的

及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮する必要があること。 

③苦痛の軽減 

動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準を踏まえ、科学上の利用に必

要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えない方法によってすること。 
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（２）動物実験等の施設及び設備 

適切に維持管理された施設及び設備を用いて実施すること。 

 

２ 安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等 

研究機関等の長は、安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等を実施する際には、

次に掲げる事項に配慮すること。 

①物理的、化学的な材料若しくは病原体を取り扱う動物実験等又は人の安全若しくは健

康若しくは周辺環境に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を実施する際には、研

究機関等における施設及び設備の状況を踏まえつつ、動物実験実施者の安全の確

保及び健康保持について特に注意を払うこと。 

②飼育環境の汚染により実験動物が傷害を受けることのないよう施設及び設備を保持す

るとともに、必要に応じ、検疫を実施するなどして、実験動物の健康保持に配慮するこ

と。 

③遺伝子組換え動物を用いる動物実験等、生態系に影響を及ぼす可能性のある動物実

験等を実施する際には、研究機関等における施設及び設備の状況を踏まえつつ、遺

伝子組換え動物の逸走防止等に関して特に注意を払うこと。 

 

第５ 実験動物の飼養及び保管 

動物実験等を実施する際の実験動物の飼養及び保管は、法及び飼養保管基準を踏まえ、科学

的観点及び動物の愛護の観点から適切に実施すること。 

 

第６ その他 

１ 教育訓練等の実施 

研究機関等の長は、動物実験実施者及び実験動物の飼養又は保管に従事する者（以下

「動物実験実施者等」という。）に対し、動実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管を

適切に実施するために必要な基礎知識の修得を目的とした教育訓練の実施その他動物実

験実施者等の資質向上を図るために必要な措置を講じること。 

２ 基本指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証 

研究機関等の長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、定期的に、研究機

関等における動物実験等の基本指針への適合性に関し、自ら点検及び評価を実施するとと

もに、当該点検及び評価の結果について、当該研究機関等以外の者による検証を実施する

ことに努めること。 

３ 情報公開 

研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等に関する情報（例：機関内規程、動物

実験等に関する点検及び評価、当該研究機関等以外の者による検証の結果、実験動物の

飼養及び保管の状況等）を、毎年 1 回程度、インターネットの利用、年報の配付その他の適
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切な方法により公表すること。 

 

 

附則 

この基本指針は、平成 18 年６月１日から施行する。 
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５－４．厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する 

基本指針 

  平成十八年六月一日 

 厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知 

 

前文 

 生命科学の探究、人及び動物の健康・安全、環境保全等の課題の解決に当たっては、動物実

験等が必要かつ唯一の手段である場合があり、動物実験等により得られる成果は、人及び動物の

健康の保持増進等に多大な貢献をもたらしてきた。 

 一方、動物実験等は、動物の生命又は身体の犠牲を強いる手段であり、動物実験等を実施する

者はこのことを念頭におき、適正な動物実験等の実施に努める必要がある。また、平成１７年６月に

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第６８号）が公布され、

これまで規定されていた Refinement（苦痛の軽減）に関する規定に加え、Replacement（代替法の

利用）及び Reduction（動物利用数の削減）に関する規定が盛り込まれ、我が国においても、動物

実験等の理念であり、国際的にも普及・定着している「３Ｒの原則」にのっとり、動物実験等を適正

に実施することがより一層重要となっている。 

 本指針は、このような状況を踏まえ、厚生労働省の所管する実施機関において、動物愛護の観

点に配慮しつつ、科学的観点に基づく適正な動物実験等が実施されることを促すものである。 

 

第１ 総則 

１ 目的 

本指針は、人の健康の保持増進及び医学の進展等のためには、動物実験等は必要不可欠な手

段であるが、命ある動物を用いることにかんがみ、動物愛護に配慮しつつ、科学的観点に基づく動

物実験等を適正に実施するために遵守すべき基本的事項を定めることにより、適正な動物実験等

の実施の推進を図ることを目的とする。 

２ 定義  

（１）動物実験等 

動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供すること

をいう。 

（２）実験動物 

動物実験等のため、施設で飼養し、又は保管している哺（ほ）乳類、鳥類及び爬（は）虫類

に属する動物をいう。 

（３）実施機関 

動物実験等を実施する機関であって、次に掲げるもの（これに係る動物実験等を実施する

附属の研究所等も含む。）をいう。  

(1)厚生労働省の施設等機関 
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(2)独立行政法人（厚生労働省が所管するものに限る。） 

(3)民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立された法人（厚生労働省が所

管するものに限る。） 

(4)その他の厚生労働省が所管する法人 

（４）動物実験計画 

動物実験等の実施に関する計画をいう。 

（５）動物実験実施者 

動物実験等を実施する者をいう。 

（６）動物実験責任者 

動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に係る業務を統括する者をいう。 

 

第２ 実施機関の長の責務 

１ 実施機関の長の責務 

実施機関の長は、実施機関における動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し、本指針に

定める措置その他動物実験等の適正な実施のために必要な措置を講じること。 

２ 機関内規程の策定 

実施機関の長は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号。以下「動物愛護

管理法」という。）、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成１８年環境省

告示第８８号。以下「飼養保管基準」という。）、本指針その他の動物実験等に関する法令等の規

定を踏まえ、動物実験等の施設等の整備及び管理の方法並びに動物実験等の具体的な実施方

法等を定めた規程（以下「機関内規程」という。）を策定すること。 

３ 動物実験委員会の設置 

実施機関の長は、動物実験計画が本指針及び機関内規程に適合しているか否かの審査を行うな

ど、適正な動物実験等の実施を図るために必要な事項を検討するため、動物実験委員会を設置

すること。 

４ 動物実験計画の承認 

実施機関の長は、動物実験等の開始前に動物実験責任者に動物実験計画を申請させ、その動

物実験計画について動物実験委員会の審査を経て、その申請を承認し、又は却下すること。 

５ 動物実験計画の実施結果の把握 

実施機関の長は、動物実験等の終了後、動物実験責任者から動物実験計画の実施結果につい

て報告を受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずること。 

６ 教育訓練等の実施 

実施機関の長は、動物実験実施者その他実験動物の飼養又は保管等に携わる者（以下「動物実

験実施者等」という。）に対し、適正な動物実験等の実施並びに実験動物の適切な飼養及び保管

に関する知識を修得させるための教育訓練の実施その他動物実験実施者等の資質の向上を図る

ために必要な措置を講じること。 
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７ 自己点検及び評価 

実施機関の長は、定期的に、実施機関における動物実験等の本指針及び機関内規程への適合

性について、自ら点検及び評価を実施すること。 

８ 動物実験等に関する情報公開 

実施機関の長は、機関内規程及び７の規定に基づく点検及び評価の結果等について、適切な方

法により公開すること。 

 

第３ 動物実験責任者の責務 

１ 動物実験計画の策定 

動物実験責任者は、動物実験等の実施に当たっては、あらかじめ動物実験計画を策定し、実施機

関の長の承認を得ること。 

２ 動物実験計画の実施結果の報告 

動物実験責任者は、動物実験等の終了後、実施機関の長に動物実験計画の実施結果について

報告すること。 

 

第４ 動物実験委員会 

１ 動物実験委員会の役割  

動物実験委員会は、次に掲げる業務を行うこと。  

(1)実施機関の長の諮問を受け、動物実験計画が本指針及び機関内規程等に適合して

いるか否かの審査を 行い、その結果を実施機関の長に報告すること。 

(2)動物実験計画の実施結果について、実施機関の長より報告を受け、必要に応じ助言

を行うこと。 

２ 動物実験委員会の構成 

動物実験委員会は、実施機関の長が次に掲げる者から任命した委員により構成することとし、その

役割を果たすためにふさわしいものとなるよう配慮すること。  

(1)動物実験等に関して優れた識見を有する者 

(2)実験動物に関して優れた識見を有する者 

(3)その他学識経験を有する者 

 

第５ 動物実験等の実施上の配慮 

１ 科学的合理性の確保 

動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する等の観点から、次に

掲げる事項を踏まえ、動物実験計画を立案し、動物実験等を適正に実施すること。 

（１）適正な動物実験等の方法の選択次に掲げる事項に配慮し、適正な動物実験等の方法を選択

して実施すること。  

(1)代替法の利用 
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科学上の利用の目的を達することができる範囲において、実験動物を供しない方法が

利用できる場合は当該方法によるなど、できる限り実験動物を供する方法に代わり得る

ものを利用すること等により実験動物を適切に利用することに配慮すること。 

(2)実験動物の選択 

科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供され

る実験動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮するこ

と。この場合において、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成

績の精度及び再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並び

に飼養条件を考慮すること。 

(3)苦痛の軽減 

動物愛護管理法及び飼養保管基準における苦痛の軽減に係る規定を踏まえ、科学上

の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えない方法による

こと。 

（２）動物実験等の施設及び設備 

適切に維持管理された施設及び設備において動物実験等を実施すること。 

 

２ 安全管理 

物理的・化学的な材料、病原体又は遺伝子組換え生物等を用いる動物実験など、人又は実験動

物の安全・健康、周辺環境及び生態系に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を実施する場合

は、関係法令等の規定並びに実施機関の施設及び設備の状況を踏まえ、動物実験実施者等の

安全確保及び健康保持のほか、公衆衛生、生活環境及び生態系の保全上の支障を防止するた

めに相当の注意を払うこと。また、飼育環境の汚染により実験動物が傷害を受けることのないよう十

分に配慮すること。 

 

 

第６ 実験動物の飼養及び保管 

実験動物の飼養及び保管（輸送時を含む。）は、動物愛護管理法及び飼養保管基準に従うほか、

飼育環境の微生物制御等の科学的観点から、動物実験等に必要な飼養及び保管方法を踏まえ

適切に行うこと。 

 

 

第７ その他 

１ 地方公共団体の設置する衛生に関する試験検査研究施設及び病院等において動物実験等を

実施する場合は、本指針に準ずることが望ましいこと。 
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２ 本指針の適用される実施機関が本指針と同等以上の基準を定めた他省庁の定める動物実験

等に関する指針の適用を受け、当該他省庁の定める指針に従って動物実験等を実施している場

合は、本指針に準じて実施されているものとすること。 

３ 本指針が適用される実施機関において、動物実験等を別の機関に委託する場合は、委託先に

おいても、本指針又は２に規定する他省庁の定める動物実験等に関する指針に基づき、適正に動

物実験等を実施するように努めること。 

４ 本指針が適用されない実施機関であって、２に規定する他省庁の定める動物実験等に関する

指針も適用されない場合において、厚生労働省の所掌事務に係る動物実験等を実施するときは

本指針に準ずることが望ましいこと。 
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５－５．動物実験の適正な実施に向けたガイドライン 

平成十八年六月一日 

日本学術会議 

 

前文 

 わが国では、｢動物の愛護及び管理に関する法律｣（昭和 48 年法律第 105 号）および｢実験動物

の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準｣（昭和 55 年総理府告示第 6 号）等に基づいて、

実験動物の取扱いに関する具体的配慮の必要性が示されてきた。 

 そのような状況の中で動物実験に関しては、科学研究の進歩を支える重要性に鑑み、法令でな

く行政指導によってその適正化が図られてきた。すなわち、日本学術会議が｢動物実験ガイドライ

ンの策定について｣を政府に勧告し（昭和 55 年）、この勧告に基づいて、当時の文部省が｢大学等

における動物実験について｣を所管の機関等に通知した（昭和 62 年学術国際局長）。これに基づ

いて、研究機関は動物実験等をより適正に実施するための指針等および動物実験委員会を整備

して、きめ細かな運用を図っているところである。その結果、自由闊達で創造性豊かな科学研究を

行うことが可能になり、わが国の医学、生命科学は、国際的にも目覚しい発展を遂げた。 

 生命科学を推進するには、その必要性を最もよく理解している研究者が責任をもって動物実験

等を自主的に規制することが望ましいと考える。その一方で、動物実験等の適正な実施に関して

国としてのよりどころを求める声もある。そこで、動物実験等に関するガイドラインの策定が急務とな

り、日本学術会議第 7 部（当時）は平成 16 年に｢動物実験に対する社会的理解を促進するために

（提言）｣を報告した。 

 これを受けて文部科学省および厚生労働省は、｢研究機関等における動物実験等の実施に関す

る基本指針｣および｢厚生労働省における動物実験等の実施に関する基本指針｣を取りまとめた。

さらに、両省は日本学術会議に対し、上記の基本指針をふまえて各研究機関が動物実験等に関

する規程等を整備するに際してモデルとなる共通ガイドラインの作成を依頼した。 

実験動物の取扱いに関してそれぞれの国家に固有の宗教や文化が影響している。法令によら

ない動物実験等の自主管理は北米形ともいわれるが、わが国は日本の土壌に根ざした管理体制

の樹立を目指すべきであり、それによって、動物実験等が社会的理解の下で適正に進められ、生

命科学研究の発展に寄与することを願ってやまない。 
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趣旨と目的 

 医学、生命科学の教育、研究ならびに試験に際して動物実験は必要不可欠であり、それぞれの

実施機関等が責任をもって自主的に管理し、実施すべき事柄である。どのような方法で動物実験

の成果を得るかは、基本的に動物実験を実施する研究者が科学的合理性に基づくとともに、動物

の愛護に配慮して立案しなければならない。研究者は動物実験等を行う場合には、立案した動物

実験計画の妥当性について、機関内に設置された動物実験委員会の審査を受ける必要がある。 

 本ガイドラインは、動物実験等を実施する各機関等を所管する行政機関（文部科学省、厚生労

働省等）の策定した動物実験等の実施に関する基本指針等｢研究機関等における動物実験等の

実施に関する基本指針｣平成 18 年 6 月 1 日（文部科学省告示、｢厚生労働省における動物実験等

の実施に関する基本指針｣平成 18 年 6 月 1 日厚生労働省通知）を基に、科学的観点から適正な

動物実験等を遂行する目的で作成された。また、動物実験を適正に行うための実験動物の取扱い

に関しては、｢実験動物の飼養および保管並びに苦痛の軽減に関する基準｣（平成 18 年 4 月 28

日環境省告示第 88 号）の規定を踏まえている。 

 本ガイドラインの構成は、冒頭に自主管理の要となる機関等の責任体制ならびに動物実験委員

会に関する章をおき、次に動物実験操作、実験動物の選択に関する章を設けた。さらに実験動物

の飼養・保管、健康管理、施設等および安全管理と続け、動物実験等の適正化に必要な教育訓

練、自己点検・評価および検証ならびに情報公開に関する記述で締めくくった。 

 各機関等では、本ガイドラインを基に，科学的に適正な動物実験が実施されるよう自主的に機関

内の規程等を策定することを期待する。 

脚注：本ガイドラインは、産業動物の飼養保管や畜産における育種改良を目的とする教育もしくは試験研究には適

用されないが、必要に応じて準用することが望ましい。 

 

第１ 定義 

本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるとおりにする。 

１）動物実験等 動物を教育、試験研究または生物学的製剤の製造の用、その他科学上の

利用に供することをいう。 

２）施設等 動物実験等を行う施設・設備をいう。 

３）実験動物 動物実験等の利用に供する哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。 

４）機関等 動物実験等を行う組織体（大学、研究所、独立行政法人、企業等）をいう。 

５）機関等の長 動物実験の適正かつ安全な遂行に係わる、各機関等の総括責任者（学長、

機関長、校長、理事長、社長、所長など）をいう。 

６）動物実験計画 動物実験等を行うために事前に立案する計画をいう。 

７）動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。 

８）動物実験責任者 動物実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係る業務を総括する

者をいう。 

９）管理者 機関等の長のもとで、実験動物および施設等を管理する者（動物実験施設長、
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部局長など）をいう。 

10）実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。 

11）飼養者 実験動物管理者または動物実験実施者の下で、実験動物の飼養または保管に

従事する者をいう。 

12）管理者等 機関等の長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者をい

う。 

13）指針等 動物実験等に関して行政機関の定める基本指針および日本学術会議が策定

する。｢動物実験の適正な実施に向けたガイドライン（本ガイドライン）｣をいう。 

14）規程等 各研究機関等が関連法令および指針等の趣旨をもとに、動物実験等の適正な

遂行と実験動物の適正な飼養・保管のために定める機関内規程をいう。 

 

第２ 機関等の長の責務 

機関等の長は、当該機関等で実施されるすべての動物実験等の実施に関して最終的な責任を負

う。機関等の長は、実験動物を適正に飼養・保管し、動物実験等を適正かつ安全に遂行するため

に必要と考えられる施設等を整備し管理者を任命するとともに、実験動物に関する知識および経

験を有する者を実験動物管理者に充てる。また、管理者および実験動物管理者の協力を得て、動

物実験実施者、飼養者等の関係者を教育するとともに、関連法令ならびに指針等の周知を図る。 

各機関等においては、指針等を踏まえて、機関等の長の権限と責任をはじめ、動物実験等を実施

する場合の手続き、ならびに実験動物の適正な飼養・保管、施設等の整備および管理の方法を定

めた規程等を策定しなければならない。 

動物実験委員会は、機関等ごとに設置しなければならない。機関等の長は、動物実験責任者から

提出された動物実験計画について、科学的合理性に基づき、かつ、動物の愛護に配慮した審査

を動物実験委員会に諮問する。また、動物実験委員会の答申にもとづいて承認を与え、または与

えないこととする。さらに、動物実験等の終了の後、履行結果を把握し、また、動物実験委員会の

助言を尊重して、動物実験責任者および管理者に改善を指示する。 

機関等の長は、動物実験計画書、動物実験の履行結果および動物実験委員会の議事録等を保

存するとともに、研究や企業活動に支障のない範囲内で、個人情報や研究情報の保護を図りつつ、

動物実験等の透明性の確保ならびに成果の公表を図らなければならない。また、実験動物管理者、

動物実験実施者、飼養者の資質向上を図るため、教育訓練の実施等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

第３ 動物実験委員会 

動物実験委員会は、機関等における動物実験等に係る計画が適正に立案、実施されたかどうかを

客観的な視点で審査、点検する。そのために、動物実験委員会は、施設等の運営に当たる組織

等とは別に設置する必要がある。動物実験委員会の役割および構成等は、次のとおりとする。 
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１）動物実験委員会の役割 

動物実験委員会は、機関等の長の諮問を受け、動物実験責任者から提出された動物実験計画に

ついて、｢動物の愛護及び管理に関する法律｣ならびに｢実験動物の飼養及び保管並びに苦痛軽

減に関する基準｣の規定を踏まえつつ、科学的合理性の観点から審査を行い、結果を機関等の長

に報告する。また、機関等の長から動物実験計画の履行結果についての報告を受け、必要に応じ

て施設等の実態を調査し、機関等の長に報告、助言する。 

動物実験委員会は、実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者に対する教育訓練等の実施状

況を把握し、機関等の長に助言する。また、必要に応じて教育訓練に参画する。動物実験委員会

において審議された内容は議事録として記録し、保存しなければならない。委員会の議事録には

次の事項を含む。 

（１）委員会の開催日時及び場所 

（２）委員会に参加した委員の氏名 

（３）委員会での審議内容（委員会から質問内容、及びそれに対する実験責任者からの回答

等）および審議の結果 

 

２）動物実験委員会の構成 

動物実験委員会は、機関等の長が任命した委員により構成する。委員は、動物実験等を行う研究

者、実験動物の専門家、その他の学識経験を有する者から任命することとし、その役割を全うする

のに相応しい見識を有する者となるよう配慮する。 

委員の定数は、機関等の規模、審査を行う研究分野の範囲、動物実験計画の申請数等を勘案し

て定めるが、動物実験計画の審査において実効性を確保するために必要な人数とする。なお、委

員は、自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に参画してはならない。 

 

第４ 動物実験計画の立案及び実験操作 

動物実験等の実施に際しては、研究の意義および動物実験等を必要とする理由を説明できなけ

ればならない。動物実験等は科学的合理性に基づくとともに、｢動物の愛護及び管理に関する法

律の一部を改正する法律（（平成１７年６月２２日法律第 68 号｣に明文化された動物実験の国際原

則である｢３Ｒ(Replacement：科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り

動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、Reduction：科学上の利用の目的を達すること

ができる範囲において、できる限りその利用に供される動物数を少なくすること、Refinement：その

利用に必要な限度において、その動物に苦痛を与えない方法によってすること)｣に則って立案さ

れ、実行されなければならない。３Ｒの原則は、動物実験に係る理念であると同時に実験動物の取

扱いに係る理念でもある。したがって、動物実験等は当該研究の目的を達成するために必要な限

度において、３Ｒの原則に配慮して適切に行われるべきものである。 

 

１．動物実験計画の立案 
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動物実験責任者は、上記の趣旨を踏まえて動物実験等を計画し、必要な事項を動物実験計画書

の様式(下記の２)に記入し、機関等の長に実施の承認を申請する。機関等の長は、より専門的な

視点から計画書の内容を審査するよう動物委員会に諮問する。動物実験委員会は、動物実験計

画を遅滞なく審査し、機関等の長に結果を速やかに報告する。動物実験責任者は、機関等の長の

承認が得られたのちに動物実験を開始するものとする。 

動物実験責任者は、機関等の長が承認した動物実験計画に沿って動物実験等を実施する。承認

された範囲を超える実験計画の変更が必要な場合は、規程等で定められた手続きに従う。実験が

終了した後、その旨を規程等に従って機関等の長に報告する。機関等の長による改善指示の実

行にあたっては、動物実験責任者は必要に応じて実験動物管理者と十分な打ち合わせを行う。 

以下に、動物実験計画の立案に際して動物実験責任者が検討すべき事項の例を示し、併せて動

物実験計画書の様式についても記述する。 

１）動物実験計画の立案時に検討を要する事項 

・動物実験等の目的とその必要性 

・動物実験等の不要な繰り返しに当たらないかどうか 

・in vitro の実験系および系統発生的に下位の動物種への置き換えが可能かどうか（代替法

の活用） 

・より侵襲の低い動物実験方法への置き換えが可能かどうか 

・使用する実験動物の数 

・動物実験実施者および飼養者に対する教育訓練の実績 

・特殊なケージや飼育環境を適用する場合はそれが必要な理由 

・実験処置により発生すると予想される障害や症状および苦痛の程度 

・実験動物にとって耐え難い苦痛が予想される場合の苦痛軽減処置 

・鎮静、鎮痛、麻酔処置 

・大規模な外科的処置の繰り返しに当たらないかどうか 

・術後管理の方法 

・実験動物の最終処分方法（安楽死の方法など） 

・人および環境等に影響を与える可能性のある動物実験等であるかどうか。該当する場合は、

必要な措置および手続き等 

・動物実験実施者、飼養者の労働安全衛生に係る事項 

未知の課題に対する新しい動物実験等においては、実験方法の設定や使用動物数の算

出が困難な場合がある。このような場合は予備実験を行うなどして適切と考えられる方法と

使用動物数を検討したうえで、本実験の計画を立案するように努める。また、実験動物が逃

れることのできない激しい苦痛を伴う実験計画に関しては、動物実験責任者は文献検索等

により代替法の有無を検索する必要がある。代替法がなく、研究上の理由により麻酔、鎮痛

等の苦痛軽減措置が困難と思われる場合は、必要に応じて実験動物の専門家から助言を

得ることが望ましい。このような必要性は動物実験計画書に明記しなければならない。 
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２）動物実験計画書の様式 

動物実験計画書の様式は、以下の例を参考に作成するとよい。 

（１）動物実験責任者 

氏名 

所属および身分 

連絡先 

動物実験の経験および教育訓練の経歴 

（２）動物実験実施者氏名（分担者氏名） 

（３）研究課題 

（４）研究目的 

（５）実験動物に対する具体的な実験処置の方法 

（６）動物実験機関 

（７）動物実験計画の種類（記述内容の具体例） 

試験・研究 

教育訓練 

その他（具体的に記入） 

（８）実験動物の種･系統･性別･齢等、使用匹数 

（９）動物実験の場所 

（10）飼養方法（飼養場所、個別飼育か群飼育か、群飼育の場合の１ケージあたりの匹数、飼料） 

（11）動物実験等を必要とする理由（記述内容の具体例） 

代替手段がない 

代替手段の感度･精度が不十分である 

その他（理由:  ） 

（12）それぞれの実験処置により予想される実験動物の苦痛の程度（Scientists Center for Animal 

Welfare:SCAW が 作成した｢ 動物実験委員会の果たすべき役割に 関する提言｣

（Laboratory Animal Science Special lssue：11-13,1987）のなかに示されている苦痛分類を

参照） 

（13）実験動物の苦痛軽減方法（記述内容の具体例） 

軽微な苦痛の範囲内なので特に措置を講じない 

短期間の保定・拘束なので特に問題ないと考える 

麻酔薬･鎮痛薬等を使用する（薬剤名：   ） 

科学上の目的を損なわない苦痛軽減方法は存在しない（理由  ） 

長時間の保定・拘束が避けられない（理由  ） 

人道的エンドポイントを適用する（エンドポイントの判定） 

その他（    ） 

（14）実験動物の処分方法（記述内容の具体例） 
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過剰量の麻酔薬の投与 

炭酸ガスの吸入 

頸椎脱臼 

その他 

（15）実験動物の死体の処分方法 

（16）物理学的、化学的または生物学的危険因子、遺伝組換え生物の使用 

 

２ 実験操作 

動物実験の実施に当たっては、科学上の利用に必要な限度において実験動物に与える苦痛を軽

減すべきである。科学上の必要性は動物実験等ごとに異なるので、動物実験責任者は当該動物

実験計画における具体的実験処置と予想される苦痛の程度を動物実験計画書に記述し、動物実

験委員会による審査と機関等の長による承認を得なければならない。 

動物実験責任者は、試薬・薬剤、実験機材の保管を適切に行う。特に、規制対象となる麻薬、毒

物、劇物等の保管については当該法令や基準を遵守する。 

動物実験実施者は、実験操作の実施に際して次の事項に留意する。 

・実験動物の保定や薬剤投与、試料採取などの手技の習得 

・外科的処置に関する手技の習得（長時間に及ぶ開腹手術、開胸手術、整形外科的手術の

操作は、その操作を実施するのに十分な知識と経験を有する者の指導下で行う。） 

・実験動物への苦痛軽減処置（麻酔、鎮痛、鎮静など） 

・実験の中断や終了の基準（人道的エンドポイント）の遵守 

・安楽死処置に関する知識と技術の習得 

１）実験室および実験準備 

動物に実験的処置を加え、もしくは生理的機能等を解析するための実験室は、動物の逸走を防止

し、排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造とする。常に清潔な衛生状態を

保ち、万一、実験動物が室内に逸走しても捕獲しやすいように整理整頓に心掛ける。 

外科手術用の実験室（手術室）は、対象動物の体格、数、手術操作の複雑さ、使用機器の数と大

きさ等により具備すべき用件が異なる。げっ歯目の実験動物を対象とする場合、無菌操作により術

野の微生物汚染を防ぐことができれば、通常の実験室でも実施可能である。大型の実験動物を対

象とする外科手術は操作が複雑で手術時間も長く、数名の手術チームを編成して行うことが多い

ので、それに見合った広さと手術台、吸入麻酔装置、手術用光源、生命監視装置などの設備が必

要となる。また、手術室に併設して検査室、レントゲン室、更衣室などのサポート区域の設置も考慮

する。特に、手術後に長期間生存させる動物実験等を実施する目的で使用する実験室では無菌

手術を想定した汚染防止対策が必要であり、使用後にクリーンアップしやすい構造とし、清浄空気

の供給など空調システムにも配慮が必要である。 

飼育室内において実験動物に実験処置等を行う必要がある場合には、飼育中の他の実験動物へ

の影響をできる限り少なくする。特にイヌ、ネコ、サル類など高度な情動動物を示す動物種におい



58 

ては、同室の個体に不安を感じさせない配慮が必要である。 

２）身体の保定 

身体の保定とは、各種の実験処置、例えば検査、材料採取、投薬、あるいは治療等のために、用

手的にあるいは器具を用いて、実験動物の正常な動作を局所的にもしくは全身的に制限すること

をいう。保定器具(固定器等)は適切な大きさで操作しやすく、実験動物に与える不快感や傷害の

できるだけ少ないものが求められる。保定器具を使用する場合は、実験動物を訓練して器具と動

物実験実施者に順化させることが重要である。イヌ、ネコ、サル類の多くは、保定を積極的に受け

入れるように条件付けしてやれば、短時間の実験処置に四肢を差し出し、不動の姿勢をとるように

なる。 

モンキーチェアなどによる長時間の保定は、研究目的の遂行に不可欠な場合を除いて避けるべき

である。サル類を鎖でつなぐなど、実験動物の正常な姿勢を損なうことのない軽度の保定は実験

目的の範囲で適用する。保定器具に関して配慮すべき事項を以下に示す。 

・保定期間は、研究目的を果たすに必要な時間限りとする。 

・実験動物の状態を頻繁に観察する。 

・保定に伴い外傷や体調不良が生じた実験動物は保定器具から解放する。 

・保定器具を飼育器具と考えてはいけない。 

・保定器具を実験動物の飼育管理に便宜的に使用してはいけない。 

３）給餌および給水制限 

研究の目的によっては、実験動物に対して給餌・給水の制限を課す場合がある。たとえこのことが

動物実験等のデータの信頼性・再現性を高めるために不可欠であっても、以下の点を十分考慮す

る。 

・実験上の理由から給餌・給水を制限する場合でも、最低必要量の飼料および飲水が摂取さ

れるように計画する。 

・研究を理由にした給餌・給水制限には科学的根拠が必要である。 

・脱水状態をモニターするため、生理学的あるいは行動学的指標の観察に加えて体重測定

などを実施する。 

４）外科的処置 

外科的処置による侵襲を実験動物に加える場合は、研究の目的を損なわない範囲で実験動物の

苦痛をできるだけ軽減するため、特に以下のことに留意する。 

・手技そのものを向上させることのほか、術中の無菌操作および術後管理が重要である。 

・消化管など非無菌的部位を外科的に露出し、あるいは当該処置によって免疫機能が低下

すると思われる場合は抗生物質を投与する。ただし、抗生物質の投与は無菌操作に代わる

ものではない。 

・大規模な存命手術(開腹術、開胸術、開頭術など)においては、体腔が侵襲・露出されるか、

実質的な物理学的・生理学的損傷がもたらされるので、無菌操作、麻酔・鎮痛処置および

補液、保温は不可欠である。 
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・小規模存命手術(傷口の縫合、末梢血管へのカニューレ挿入など)では体腔の露出はなく、

物理的損傷はほとんど、あるいはまったく生じないので、その実施条件は大規模手術ほど

厳密ではない。しかし、器材の滅菌と適切な麻酔は必要である。 

・侵襲性の高い大規模な存命手術は、その操作を実施するのに十分な経験と知識を有する

者の指導下で行わなければならない。 

５）鎮痛処置、麻酔および術後管理 

実験動物の苦痛軽減は、動物愛護の観点のみならず、実験成績の信頼性や再現性を確保するう

えで重要である。 

・鎮痛処置は、実験動物が示す痛みの症状を感知することから始まる。動物が痛みを感じて

いる場合、鳴き声をあげる、沈鬱になる、異常な表情あるいは姿勢をとる、動かなくなるなど、

種それぞれに特有の行動を示す。 

・異常を感知するためには、その動物種(あるいはその個体)が安らいでいる時の行動学的、

生理・生化学指標を知っておくことが重要である。 

・研究の目的を損なうことのない鎮痛・麻酔方法を選ぶためには、必要に応じて医師、獣医師、

薬剤師等の専門家に助言を求める。術後の回復期における動物の観察をどの程度まで行

うかは動物種と手術内容による。環境温度管理、循環器・呼吸器の機能のモニタリングおよ

び術後の疼痛、特に麻酔の覚醒期の症状には特に注意する。 

・不測の事態が発生したときの対処には、実験動物の健康管理に関する専門家に助言を求

める。 

・モニタリング項目として、麻酔の深さと生理学的機能のチェック、および臨床症状や一般状

態の評価があげられる。 

・正常体温の維持は、麻酔薬に起因する循環器ならびに呼吸器障害の予防に効果的であ

る。 

・覚醒期には、清潔で適正な温湿度に保たれた場所に実験動物を保管し、動物の状態を頻

繁に観察する。 

・水分および電解質バランスの維持のための非経口的輸液、鎮痛剤などの薬剤投与、術野

の管理に留意する。 

６）人道的エンドポイント 

人道的エンドポイント（humane endpoint）とは、実験動物を激しい苦通から解放するための実験を

打ち切るタイミング（すなわち安楽死処置を施すタイミング）をいい、実験動物が死亡するまで実験

を続けるような実験計画の設定（death as endpoint）に対比して使われる用語である。 

・動物実験等は安楽死処置をもって終了することを原則とする。 

・動物実験等の最終段階において、あるいは鎮痛剤、鎮静剤等では軽減できないような疼痛

や苦痛から実験動物を解放する手段として安楽死処置を行う（苦痛軽減方法のひとつ）。 

・摂餌・摂水困難、苦悶の症状（自傷行動、異常な姿勢、呼吸障害、鳴き声など）、回復の兆

しが見られない長期の外見異常（下痢、出血、外陰部の汚れなど）、急激な体重減少（数日  
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間で２０％以上）、腫瘍のサイズの著しい増大（体重の１０％以上）などが人道的エンドポイン

ト適用の目安になる。 

・人道的エンドポイントの設定に関しては、該当する国際ガイドラインを参照する。 

・苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的など毒性試験、感染実験、放射線照射等を行う

場合、動物実験責任者は動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイントの設定を検討

する。 

７）安楽死処置 

動物実験計画に従って動物実験終了後に実験動物を処分する場合、あるいは動物実験等の過

程で実験動物に激しい苦痛が見られ、麻酔、鎮痛処置を加えることが研究の遂行上適用できない

と判断された場合は、動物実験実施者が安楽死処置を行う。 

安楽死処置に使用する薬剤や方法は、動物種および実験目的に依存して選択する。一般的には

化学的方法（過剰量のバルビツール系麻酔薬、非爆発性吸入麻酔薬等の投与、炭酸ガス）あるい

は物理的方法（頚椎脱臼、断頭、麻酔科での放血など）によるが、動物福祉の観点からの実験動

物に対する安楽死の方法の適否は、国際間で判断が微妙に異なるので、動物実験責任者は必要

に応じて実験動物の専門家に助言・指導を求めるとよい。 

・安楽死処置とは、苦痛を伴うことなく実験動物に速やかな意識消失と死を誘導する行為を

いう。 

・｢動物の処分方法に関する指針｣（平成７年７月４日 総理府告示第４０号）に従うほか、国際

ガイドラインにも配慮すべきである。 

・他の実験動物に苦痛を感じとられないような方法で安楽死処置を実行する。意識消失に至

る過程で鳴き声を上げたり、フェロモンを放出たしたりすることがあるので、このことに十分配

慮する. 

・安楽死処置は、当該動物種に対する手技を習得した者が行い実験動物の死を必ず確認す

る。 

８）安全管理への配慮 

遺伝子組換え実験、放射性物質や放射線を用いる動物実験等、毒物・劇物・向精神薬等を用いる

実験、病原体あるいは有害化学物質等を用いる動物実験等については、それぞれの関連法令や

規程等を遵守のうえ実施する。実験動物の死体や実験廃棄物の処理は、規程等が定める方法で

適切に行う。特に、法令により規制の対象となる廃棄物については関係法令等を遵守する。 

９）履行結果の報告 

動物実験責任者は、承認された動物実験等を履行した後、使用実験動物数、計画から変更の有

無、動物実験等の成果等について、規程等に従って機関等の長に報告する。機関等の長は、履

行結果の適正について、必要に応じて動物実験委員会に諮問する。 

 

第５ 実験動物の選択ならびに授受 

動物実験等のデータの精度、再現性などの科学的信頼性は、実験動物の遺伝的品質のみならず、
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飼育環境による影響を受けやすく、特に飼育環境の微生物学的統御は重要である。したがって、

実験に供する動物を選ぶときには、遺伝学的・微生物学的品質に十分留意なければならない。な

お、導入された実験動物の健康管理と安全な飼育に関しては、｢実験動物の飼養及び保管並びに

苦痛の軽減に関する基準｣または｢産業動物の飼養及び保管に関する基準｣に従う。 

１）実験動物の導入 

実験動物の導入に当たっては以下のことを考慮する。 

・実験動物は合法的に入手しなければならない。遺伝子組換え動物や特定外来生物の授受

およびげっ歯目やサル類に属する実験動物の輸入は関連法令に従わなければならない

(脚注)。 

・合目的的に生産され、微生物モニタリング成績もしくは感染症検査成績の添付された実験

動物を用いることが望ましい。生産場におけるこれらの情報は実験動物を受け入れるか否

かの判断に役立つ。 

・搬入した実験動物はその都度、発注要件や外見上の異常等について検収し、動物種なら

びに施設の状況に応じた方法で検疫・順化を行う。 

脚注：生きた哺乳類と鳥類およびげっ歯目、ウサギ目動物の死体を輸入する場合は、輸入動物を原因とする人の

感染症の発生を防ぐため、｢感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律｣および｢感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する法律施行規則｣等により動物の輸入が規制され、実験

動物としてのげっ歯目にも輸入届出制度が適用される。このほか、特定外来生物に該当する実験動物(カニクイザ

ル、アカゲザル、タイワンザル等)を導入する場合は、｢特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律｣および関連法令、特定動物に該当する実験動物(ニホンザル等のサル類、毒ヘビ等)を導入する場合は｢動物

愛護及び管理に関する法律｣に基づく特定動物に関する基準等、遺伝子組換え動物に該当する実験動物を導入

する場合は｢遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律｣および関連省令、家

畜に該当する実験動物（ブタ、ヒツジ、ヤギ等）を導入する場合は｢家畜伝染病予防法｣および関連省令、イヌを導

入する場合は｢狂犬病予防法｣および関連法令の適用を受けるため、それぞれ必要な手続きを行わなければならな

い。 

２）検疫および順化 

検疫とは、施設等への感染症の侵入を防ぐために、新しく導入する実験動物について、健康状態

が確認されるまで既存の動物から隔離し、症状の観察や必要に応じて微生物学的検査等を行う行

為をいう。検疫および順化にあたっては以下の事項を考慮する。 

・管理者は、施設等の構造や衛生状態、動物種、動物実験等の目的に応じて、あってはなら

ない感染症を、実験動物管理者の意見を尊重して総合的に判断する。 

・個々の動物実験等に必要な微生物統御は、動物実験責任者と実験動物管理者が協議す

る。 

・供給元での微生物学的モニタリングの成績を検疫の参考資料とすることができる。生産業

者から情報入手は検疫の内容を考慮するうえで重要である。 

・必要な検疫機関、人や既存の動物に対する危険性、および検疫中における治療の要不要
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は、実験動物管理者が判断する。 

・マウスについては、体外受精・胚移植や帝王切開による微生物学的クリーニングの要不要

も検討する。 

・動物実験等への使用に先立ち、実験動物の生理学的、心理学的、栄養学的な面から順化

機関を設ける必要がある。順化に要する期間は輸送方法と所要時間、動物種および実験

動物の使用目的によって異なる。 

・サル類に関しては、人や実験装置を含む環境への順化に十分な時間をかける。 

３）輸送 

実験動物の輸送とは、施設等に導入するための実験動物の施設等間にわたる移動をいう。輸送に

あたっては以下の事項を考慮する。 

・実験動物の輸送に当たる者は、実験動物の健康および安全ならびに実験動物による人へ

の危害等の発生の防止に努める。 

・輸送は、実験動物に疲労や苦痛を与えるばかりでなく動物実験等のデータにも影響するの

で、科学的に適正な動物実験等を実施するためには、できるだけ短時間に完了するように

努める。 

・輸送中の実験動物には必要に応じて給餌・給水を行うとともに、空調、換気等により適切な

温度を維持する。 

・輸送中の実験動物による環境汚染の防止については、本質的に機関等における飼養およ

び保管に関する対応と変わりない。輸送には公共の交通機関あるいは行動を利用するので、

万一の事態を考慮して環境汚染防止に努める。そのためには、実験動物の逸走を防ぐこと

のみならず、実験動物から微生物、汚染等が外に出にくい容器を用いる。 

・輸送用の容器は、実験動物の逸走を防止する構造と強度を有し、軽く小型で転倒しにくい

こと、震動等で蓋が開かないこと、通気性があること等が求められる。万一、実験動物が異

常を来たした場合や逸走した場合等のために、連絡先（住所、電話番号等）を表示する。 

・国境を超えた移動は、生きた実験動物の国際航空輸送協会による規程（International Air 

Transportation Association(IATA) Live Animal Regulations）に配慮する。 

４）実験動物の授受における情報提供等 

実験動物の譲渡・販売をする者は、その生理・生態、習性、適正な飼養および保管方法、微生物

学的品質、感染性の疾病等に関する情報を提供し説明しなければならない。受け入れ施設等で

は検疫を行うほか必要に応じて適切な微生物学的クリーニング（体外受精・胚移植、帝王切開・里

子法等）あるいは薬物投与、ワクチン接種などを行う。 

遺伝子組換え生物に該当する実験動物の授受は｢遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生

物の多様性の確保に関する法律｣および｢研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用

等にあたって執るべき拡散防止措置等を定める省令｣等の規制を受ける。 

 

第６ 実験動物の飼養および保管 
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施設等において、動物愛護に配慮しながら動物実験等のデータの科学的信頼性を高め、かつ、

動物実験実施者、飼養者の安全を確保するためには、実験動物を適切に飼養・保管しなければな

らない。その際には次の事項について検討する必要がある。 

・飼養あるいは保管の目的（試験研究か教育かなど） 

・動物種、系統、性別、齢、体格、行動、履歴、健康状態等の個体の特徴 

・関連法令により、飼養等の許可が必要であるかどうか（特定動物や特定外来生物に該当す

る実験動物を飼養、保管等する場合には、国または自治体の許可が必要である。） 

・個別飼育か群飼育か 

・飼育期間 

・動物実験等の処置の内容（身体への侵襲とその程度、日常的な観察項目など） 

・遺伝子組換え操作、免疫抑制処置、感染性あるいは発がん性物質の投与 

１）飼養および保管の基本 

実験動物管理者および飼養者は、当該実験動物に固有の生理、生態、習性が発揮され、ストレス

をできる限り抑さえることを目標に実験動物を飼養または保管する。実験動物に望ましい飼育環境

は、科学上の目的を勘案しながら管理者等が自主的に決めるべきものである。異種または複数の

実験動物を同一の施設等で飼養および保管する場合には、動物実験の目的の達成に支障を及

ぼさない範囲で、その組み合わせを考慮した収容を行う。飼養者は、実験動物の健康および安全

の保持のため、動物実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で適切に給餌および給水を行

う。施設等の廃止に当たっては、実験動物の有効利用を図るため飼養または保管している実験動

物を他の施設等に譲り渡すことも検討する。 

２）ケージ内環境と飼育室の環境 

ケージ内および飼育室の環境は換気により連結しているが、温度・湿度等に隔たりが生じる場合も

ある。ケージ内環境の温・湿度およびガス状・粒子状物質の濃度は飼育室内に比べて一般に高値

を示す。このことに留意しないと飼育する実験動物の代謝および生理学的機能等に予想外の影響

を及ぼし、あるいは疾病に対する感受性を変化させることがある。 

ケージ等の飼育機材には以下の配慮が求められる。 

・動物種に応じた逸走防止の構造と強度を有すること 

・個々の実験動物が容易に摂餌・摂水できること 

・正常な体温が維持できること 

・排尿・排糞および自然な姿勢が維持できること 

・動物種固有の習性に応じて、実験動物自身を清潔で乾燥した状態に保てること 

・動物種に特有な習性に応じた動物間の社会的接触と序列の形成が可能であること 

・実験動物にとって安全であること（鋭利な辺縁や突出部がない、ケージの間隙等に体や四

肢を挟まれない） 

・できるだけ動物の行動を妨げずに観察できること 

・給餌・給水作業および給餌・給水器の交換が容易であること 
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・洗浄、消毒あるいは滅菌等の作業が容易な構造で、それに耐える材質であること 

・床敷等の必要性およびその材質や交換頻度 

（１）飼育スペース 

飼育スペースが適切かどうかの判断には種々の要因が関与するので、動物の体重やケージ

サイズだけを考慮したのでは十分とはいえない。単に床面積を広げるより、高さを高くしたり、

壁面積を広げたり、避難場所を設けたり、ケージを複雑な作りにすることを必要とする動物種

もある。動物の習性や行動を指標にすれば、飼育スペースが適切であるかどうか判定できる

であろう。文献的情報（ILAR Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 等）のほか、

専門家の意見、および研究遂行上の必要性も考慮しなければならない。 

（２）環境温度および湿度 

恒温動物が快適に過ごすためには。体温が正常範囲に維持されなければならない。動物種

ごとに求められる適切な温度と湿度の範囲は、科学的根拠に基づく推奨値が教科書等に詳

述されている。なお、外科処置のための麻酔から完全に覚醒していない実験動物、被毛を欠

く実験動物、母獣から離された新生子、孵化後数日以内のヒナ等に対しては、室温の温度設

定を高めるが、局所的に保温する必要がある。 

（３）換気 

換気の目的は、隣接する空間との間に静圧差を設けることにより、適度の酸素を供給するとと

もに、動物体内、照明装置および機器類などから発する熱負荷を除去し、ガス状・粒子状物

質を希釈し、室内空気の温度・湿度を調整することである。ケージ内の換気が飼育室内のそ

れを反映しているとは限らないので注意する。実験動物の飼育環境を適正に保つために、空

調系はきわめて重要である。したがって、空調装置の運転状況の把握だけでなく、飼育室の

温湿度や換気回数等を実測するとともに定期的に装置の保守点検が必要である。 

（４）照明 

照明は各種動物に生理学的・形態学的影響を与え、行動に変化をもたらすことがある。不適

切な照明時間、照度および光線スペクトルは実験動物にとってストレスとなる。多用される実

験動物の多くは夜行性であることに配慮する。なお、アルビノラットは他の動物種に比べて光

毒性による網膜症に侵されやすい。また、照明の暗期におけるわずかな光の漏洩が、げっ歯

類の性周期に影響することがある。 

（５）飼料 

飼養者は、動物実験責任者の特別な指示がない限り、実験動物の嗜好にあった汚染のない

栄養学的に適正な飼料を毎日与える。また、飼料を介して病原微生物およびそれを伝播す

るベクター（昆虫など）あるいは汚染化学物質等が施設等に持ち込まれないように注意する。

飼料およびその原料を処理・保管する区域は清潔に保ち、害虫の進入防止対策を整える。

資料の保存期間は、保存温度や飼料の品質等を踏まえて飼料ごとに実験動物管理者が判

断する。給餌器は摂餌しやすいように、また、糞尿で汚染されないように管理する。 

（６）飲水 
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飼養者は、給水瓶や自動給水装置などの給水器を毎日点検し、適切に機能していることおよ

び清潔に保たれていることを確認する。自動給水装置からの飲水に慣れていない個体は、観

察を怠ると脱水状態に陥るおそれがある。このような場合は、飲水方法を丁寧に訓練しなけれ

ばならない。給水瓶は微生物の伝播を予防するうえで、水を補充するのではなく給水瓶自体

を交換するほうがよい。 

３）記録類の保存 

管理者等は、実験動物の入手先、飼養の履歴、病歴等ならびに飼育環境等に関する記録台帳を

整備する等、実験動物の記録管理を適正に行うよう努め、施設等での実験動物の飼養および保管

に役立てる。このような資料は動物実験等のデータの信頼性評価にも有用である。 

 

第７ 実験動物の健康管理 

実験動物の健康管理は科学的に行わなければならない。実験動物管理者および動物実験実施

者は、実験動物が動物実験等の目的と無関係に傷害を負い、または疾病にかかることを予防する

ため、必要な健康管理を行わなければならない。また、動物実験等の目的と無関係に傷害を負い、

または疾病にかかった場合には、動物実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な

治療等を行う。このため、実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者は、実験動物の健康状

態に関する情報を相互に提供し、速やかに必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

実験動物の健康管理は、動物種の生態、習性あるいは生理・解剖学的特性を理解し、その正常と

異常を区別し、さらに実験処置等による異常とそれ以外の原因による異常を区別する必要がある

ため、実験動物管理者のみならず関係者の協力が不可欠である。また、必要に応じてそれぞれの

動物種や疾病の専門家に助言を求める。 

実験動物の健康管理において、感染症の発生予防は動物や人への影響、実験成績への影響等

から特に重要であり、動物種や動物実験等の目的に応じて、実験動物の検疫・隔離ならびに微生

物モニタリングの実施を検討しなければならない。検討に当たっては、以下の点を考慮する。 

・実験動物から人への感染の事例として、マウスまたはハムスター類に起因するリンパ球性脈

絡髄膜炎、ラットに起因する腎症候性出血熱、およびサル類に起因するヘルペス B ウィルス

感染や細菌性赤痢等が国内外で報告されている。 

・トリ類を動物実験等に使用する場合は、オウム病クラミジアおよびサルモネラの感染に注意

する。 

・カメ類に関してはミドリガメを介したサルモネラの感染が報告されている。 

・輸入サル類の飼養にあたっては、｢感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律｣および関連法令の規定により、施設等の事前の届出や細菌性赤痢等の発生時の

届出が必要である。 

・家畜に該当する実験動物の健康管理において、｢家畜伝染病予防法｣および関連法令で

規定される感染症（家畜伝染病、届出伝染病）に留意し、異常が観察された場合には、獣

医師の診断、助言を求める。 
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・検疫の重要課題は不顕性感染の摘発である。実験処置というストレスによる不顕性感染の

顕性化を予防することより、実験成績の信頼性を確保するとともに、施設等における感染症

の蔓延を防止する。検疫において配慮すべき事項については、第 5 章において述べる。 

・ある種の動物に対して病原性が低く不顕性感染で経過する病原体でも、他の動物種に感

染すると発病する事例があるので、動物種ごとの隔離飼育を原則とする。 

・動物実験等が開始されてからの健康管理には、実験動物の症状による異常の早期発見と

処置のほかに、マウス、ラット、モルモット、ウサギ等の小動物では、定期的な微生物モニタリ

ングによる健康状態の確認が有効である。微生物モニタリング成績は、施設等の感染症対

策にも役立つ。 

・他の機関等に実験動物を提供する場合、獣医師が発行する健康証明書の提出が求められ

ることがある。 

施設等で独自の検査や健康証明書の発行等ができない場合、実験動物の検査機関に依

頼することも可能である。 

 

第８ 施設等 

管理者は、実験動物管理者の意見を尊重して、研究遂行上の要件、動物の生理、生態、習性およ

び衛生管理のための必要条件を調和させながら施設等を構築・運営する。施設等の床、内壁、天

井及び附属設備等は清掃・消毒が容易である等、衛生状態の維持及び管理が容易な構造とする

とともに、実験動物が突起物、穴、くぼみ、斜面等により障害等を受けるおそれがない構造にする。

ケージ灯の点検・保守により実験動物の逸走や負傷を防止し、実験動物の身体を快適に保ち、衛

生管理や日常作業を容易にする。施設等の整備に当たっては、次の事項を検討する。 

・実験動物の飼養・保管設備、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備及び実験設備を設置す

る。 

・外部からの野生動物の侵入を防ぐための構造と強度を確保する。 

・実験動物が逸走しない構造及び強度を確保する 

・病原体の感染動物実験、放射性物質を用いる動物実験等を行う施設等では、感染動物、

化学物質を投与した実験動物、放射性物質で処置された実験動物の逸走を確実に防ぐた

めの設備を設ける。 

臭気、騒音対策に必要な構造および廃棄物の保管に必要な設備を設ける。 

・動物実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、実験動物に過剰なストレスがかから

ないような広さと温度、湿度、照度等を保つ。 

・動物の種類や実験の目的に応じて、施設等の環境を恒常的に保つために必要な空調設備

等を設ける。 

・易感染性の実験動物を飼育する施設等では、微生物統御等に必要な衛生設備や空調設

備等を設ける。 

・動物実験実施者および飼養者が危険を伴うことなく作業ができる構造を確保する。 
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・必要に応じて、安全キャビネット、ドラフチャンバー、局所排気装置などの設備・備品を整備

し、労働災害の防止に備える。また、動実験実施者、飼養者への教育訓練を通じて安全な

操作方法等の周知を図る。 

・ビニールアイソレータ等飼育装置のガス滅菌を行う際には、必要に応じてガスマスクを着用

する。 

・オートクレープやエチレンオキシドガス滅菌器などは、法令に定められた定期点検に加えて、

日常の始業時点検等を励行する。 

 

第９ 安全管理 

機関等の長は、関連法令に基づき施設等における業務について安全衛生の確保に努める。また、

実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者が実験動物に由来する疾病にかかることを予防

するため、必要な設備を整えるとともに健康管理を行う。物理的、化学的に危険な材料または病原

微生物（以下、危険因子）を取扱う動物実験等、ならびに遺伝子組換え生物を用いる動物実験等

においては、人や実験動物の安全と健康、生態系への影響、実験動物が障害を受けることによる

実験結果の信頼性の低下等が起こらないようにしなければならない。また、動物実験実施者及び

周辺施設等に対する公衆衛生、生活環境及び生態系保全上の支障を防止するために必要な措

置を講じなければならない。 

１）危険因子の把握と取扱い 

機関等の長および管理者は、労働安全衛生上の危険因子を把握する。その危険評価に当たって

は、必要に応じて専門家に意見を求める。動物実験責任者は、実験計画の立案段階で実験動物

管理者に危険因子の種類と危険性について説明し、危険因子を有する実験動物の飼養・保管場

所や安全設備の使用について協力を求める。また、動物実験責任者は、動物実験実施者および

飼養者に危険因子の危険性やその取扱い方法及び災害防止等に必要な情報を提供する。 

・病原微生物および化学物質の危険度に対する評価は、関連するガイドラインあるいはデー

タベース等を参考に行う。 

・危険因子を使用する区域や部屋には危険因子の表示を行う。なお遺伝子組換え実験、電

離放射線を使用する動物実験等については、法の定めに従って表示する。 

２）実験動物による危害等の防止 

動物実験に関わる特有に危険因子として、病原体に自然感染した実験動物から人への感染、実

験動物の被毛等によるアレルギー、実験動物による咬傷や掻傷などがある。実験動物管理者、動

物実験実施者及び飼養者は、当該実験動物の取扱い方法について相互に情報の提供等を行い、

実験動物による危害を予防する。 

・動物実験等の実施において実験動物による咬傷を受けないように、動物実験実施者及び

飼養者にあらかじめ必要な教育訓練を行う。 

・毒ヘビ等の有毒動物、サル類、イヌ等による咬傷等の事故に備え、必要な救急医薬品を備

えるとともに、事故発生時に医師等による迅速な救急措置が行える体制を整備する。 
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・実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等に関係のない者が、実験動物に接することの

ないよう必要な措置を講じる。 

３）実験動物の逸走時の対応 

管理者等は、実験動物が保管設備等から逸走しないように、必要な措置を講じる。作業時以外は

実験動物を収容するケージの蓋をきちんと閉め、あるいはケージの扉に鍵をかける。 

・飼育室のドアは常時閉鎖とし、必要に応じて施錠する。 

・作業の開始時および終了時に実験動物数を確認する。 

・実験動物が施設等から逸走した場合を想定した措置方法等をあらかじめ規程等に定める。 

・人に危害を加える等のおそれがある実験動物が施設等から外部に逸走した場合いには、

速やかに関連機関に連絡する。 

４）緊急時の対応 

管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の緊

急時に採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成する。 

・緊急事態が発生したときは、速やかに、実験動物の保護ならびに実験動物の逸走による人

への危害等および環境保全上の問題等の発生防止に努める。 

・休日や夜間ならびに非常時の連絡網を整備し、緊急連絡体制を確立する。 

５）生活環境の保全 

管理者等は、実験動物の汚染の適切な処理を行なうとともに施設等を常に清潔にして、微生物等

による環境の汚染及び悪臭、害虫等の発生の防止を図る。また施設等の整備により騒音の防止を

図ることによって生活環境の保全に努める。 

・動物実験により発生した実験動物の死体や汚物等の廃棄物は、各自治体における廃棄物

の分類に従って適正に処理する。これらを一時的に保管する場合、悪臭の拡散や衛生昆

虫等の飛来を防止する。 

・動物実験等に使用した注射筒や注射針は、感染性の医療系廃棄物として専用の容器に回

収し、内容物の飛散等が生じないように厳重に保管し、各自治体の条例等に従って処理す

る。 

 

第 10 教育訓練等の実施 

機関等の長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が

確保されるように努める。教育訓練は、動物実験等に従事する前に実施する必要があり、その後も

必要に応じて実施することが望ましい。 

教育訓練を実施した場合は規定等の定めに従って、実施日、教育内容、講師および受講者の氏

名等を記録し、保存する。 

教育訓練の項目は、機関等の業務の内容を勘案して規程等で定める。適正な動物実験等の実施

の観点から、次の項目を教育訓練の対象に含めることが望ましい。 

・関連法令、条例、指針等および規程等に関する事項 
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・動物実験等および実験動物の取扱いに関する事項 

・実験動物の飼養保管に関する事項 

・安全確保に関する事項 

・施設等の利用に関する事項 

 

第 11 その他 

機関等の長は、動物愛護に配慮した科学的な動物実験等の推進を図るため、指針等ならびに規

程等への適合性に関し、定期的に自己点検・評価を行う。また当該機関等以外の者による検証を

行うことを慮する。自己点検・評価等の記録は、規程等に従って一定期間保存する。 

機関等の長は、規程等に基づき機関等における動物実験等に関する情報について、個人情報や

研究情報の保護および正当な企業活動への影響に配慮しつつ、それぞれ適切と判断された方法

で公開を行い、当該機関等における動物実験等に係る情報の社会的透明性の向上に努める。 

 

附則 

本ガイドラインの見直し 

本ガイドラインは、関連する研究領域の進展や社会状況の変化、関連法令の改正等に対応するた

め必要に応じて見直しを検討する。 
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５－６．遺伝子組換え生物等の使用等の規制による 

生物の多様性の確保に関する法律 －抜粋－ 

（平成十五年六月十八日法律第九十七号） 

最終改正：平成一九年三月三〇日法律第八号 

 

目次 

 第一章 総則（第一条－第三条） 

 第二章 国内における遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止に関

する措置 

   第一節 遺伝子組換え生物等の第一種使用等（第四条－第十一条） 

   第二節 遺伝子組換え生物等の第二種使用等（第十二条－第十五条） 

   第三節 生物検査（第十六条－第二十四条） 

   第四節 情報の提供（第二十五条・第二十六条） 

 第三章 輸出に関する措置（第二十七条－第二十九条） 

 第四章 雑則（第三十条－第三十七条） 

 第五章 罰則（第三十八条－第四十八条） 

 附則 

 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等

の使用等の規制に関する措置を講ずることにより生物の多様性に関する条約のバイオセーフティ

に関するカルタヘナ議定書（以下「議定書」という。）の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類

の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを

目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「生物」とは、一の細胞（細胞群を構成しているものを除く。）又は細胞

群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及

びウイロイドをいう。 

２ この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又

はその複製物を有する生物をいう。 

一 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 
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二 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって主務省令で定めるも

の 

３ この法律において「使用等」とは、食用、飼料用その他の用に供するための使用、栽培その他

の育成、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為をいう。 

４ この法律において「生物の多様性」とは、生物の多様性に関する条約第二条に規定する生物の

多様性をいう。 

５ この法律において「第一種使用等」とは、次項に規定する措置を執らないで行う使用等をいう。 

６ この法律において「第二種使用等」とは、施設、設備その他の構造物（以下「施設等」という。）

の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等

であって、そのことを明示する措置その他の主務省令で定める措置を執って行うものをいう。 

７ この法律において「拡散防止措置」とは、遺伝子組換え生物等の使用等に当たって、施設等を

用いることその他必要な方法により施設等の外の大気、水又は土壌中に当該遺伝子組換え生物

等が拡散することを防止するために執る措置をいう。 

 

（基本的事項の公表） 

第三条 主務大臣は、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項（以下「基本的

事項」という。）を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。 

一 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうおそれ

のあるもの（以下「生物多様性影響」という。）を防止するための施策の実施に関する基本

的な事項 

二 遺伝子組換え生物等の使用等をする者がその行為を適正に行うために配慮しなければ

ならない基本的な事項 

三 前二号に掲げるもののほか、遺伝子組換え生物等の使用等が適正に行われることを確

保するための重要な事項 

 

 

第二章 国内における遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止に関す

る措置 

第一節 遺伝子組換え生物等の第一種使用等 

 

（遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認） 

第四条 遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第一種使用等をしようとする者その他の遺伝

子組換え生物等の第一種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一

種使用等に関する規程（以下「第一種使用規程」という。）を定め、これにつき主務大臣の承認を受

けなければならない。ただし、その性状等からみて第一種使用等による生物多様性影響が生じな

いことが明らかな生物として主務大臣が指定する遺伝子組換え生物等（以下「特定遺伝子組換え
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生物等」という。）の第一種使用等をしようとする場合、この項又は第九条第一項の規定に基づき主

務大臣の承認を受けた第一種使用規程（第七条第一項（第九条第四項において準用する場合を

含む。）の規定に基づき主務大臣により変更された第一種使用規程については、その変更後のも

の）に定める第一種使用等をしようとする場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。 

２ 前項の承認を受けようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等による

生物多様性影響について主務大臣が定めるところにより評価を行い、その結果を記載した図書

（以下「生物多様性影響評価書」という。）その他主務省令で定める書類とともに、次の事項を記載

した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 

一 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。

第十三条第二項第一号及び第十八条第四項第二号において同じ。） 

二 第一種使用規程 

３ 第一種使用規程は、主務省令で定めるところにより、次の事項について定めるものとする。 

一 遺伝子組換え生物等の種類の名称 

二 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容及び方法 

４ 主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合には、主務省令で定めるところにより、当該申

請に係る第一種使用規程について、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者（以下

「学識経験者」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 主務大臣は、前項の規定により学識経験者から聴取した意見の内容及び基本的事項に照らし、

第一項の承認の申請に係る第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合に野生動植物の

種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響その他の生物多様性影響が生ずるおそ

れがないと認めるときは、当該第一種使用規程の承認をしなければならない。 

６ 第四項の規定により意見を求められた学識経験者は、第一項の承認の申請に係る第一種使用

規程及びその生物多様性影響評価書に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

７ 前各項に規定するもののほか、第一項の承認に関して必要な事項は、主務省令で定める。 

 

（第一種使用規程の修正等） 

第五条 前条第一項の承認の申請に係る第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合に

生物多様性影響が生ずるおそれがあると認める場合には、主務大臣は、申請者に対し、主務省令

で定めるところにより、当該第一種使用規程を修正すべきことを指示しなければならない。ただし、

当該第一種使用規程に係る遺伝子組換え生物等の第一種使用等をすることが適当でないと認め

るときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による指示を受けた者が、主務大臣が定める期間内にその指示に基づき第一種使

用規程の修正をしないときは、主務大臣は、その者の承認の申請を却下する。 

３ 第一項ただし書に規定する場合においては、主務大臣は、その承認を拒否しなければならな

い。 
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（承認取得者の義務等） 

第六条 第四条第一項の承認を受けた者（次項において「承認取得者」という。）は、同条第二項

第一号に掲げる事項中に変更を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その理由を付して

その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

２ 主務大臣は、次条第一項の規定に基づく第一種使用規程の変更又は廃止を検討しようとする

ときその他当該第一種使用規程に関し情報を収集する必要があるときは、当該第一種使用規程に

係る承認取得者に対し、必要な情報の提供を求めることができる。 

 

（承認した第一種使用規程の変更等）  

第七条 主務大臣は、第四条第一項の承認の時には予想することができなかった環境の変化又

は同項の承認の日以降における科学的知見の充実により同項の承認を受けた第一種使用規程に

従って遺伝子組換え生物等の第一種使用等がなされるとした場合においてもなお生物多様性影

響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合は、生物多様性影響を防止するため必要な限

度において、当該第一種使用規程を変更し、又は廃止しなければならない。 

２ 主務大臣は、前項の規定による変更又は廃止については、主務省令で定めるところにより、あ

らかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。 

３ 前項の規定により意見を求められた学識経験者は、第一項の規定による変更又は廃止に係る

第一種使用規程及びその生物多様性影響評価書に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用して

はならない。 

４ 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による変更又は廃止に関して必要な事項は、主

務省令で定める。 

 

（承認した第一種使用規程等の公表）  

第八条 主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞

なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 

一 第四条第一項の承認をしたとき その旨及び承認された第一種使用規程 

二 前条第一項の規定により第一種使用規程を変更したとき その旨及び変更後の第一種

使用規程 

三 前条第一項の規定により第一種使用規程を廃止したとき その旨 

２ 前項の規定による公表は、告示により行うものとする。 

 

（本邦への輸出者等に係る第一種使用規程についての承認） 

第九条 遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者に第一種使用等をさせようとする者その他

の遺伝子組換え生物等の第一種使用等を他の者にさせようとする者は、主務省令で定めるところ

により、遺伝子組換え生物等の種類ごとに第一種使用規程を定め、これにつき主務大臣の承認を

受けることができる。 
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２ 前項の承認を受けようとする者が本邦内に住所（法人にあっては、その主たる事務所。以下この

項及び第四項において同じ。）を有する者以外の者である場合には、その者は、本邦内において

遺伝子組換え生物等の適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者を、本邦内に住所

を有する者その他主務省令で定める者のうちから、当該承認の申請の際選任しなければならな

い。 

３ 前項の規定により選任を行った者は、同項の規定により選任した者（以下「国内管理人」とい

う。）を変更したときは、その理由を付してその旨を主務大臣に届け出なければならない。 

４ 第四条第二項から第七項まで、第五条及び前条の規定は第一項の承認について、第六条の

規定は第一項の承認を受けた者（その者が本邦内に住所を有する者以外の者である場合にあっ

ては、その者に係る国内管理人）について、第七条の規定は第一項の規定により承認を受けた第

一種使用規程について準用する。この場合において、第四条第二項第一号中「氏名及び住所」と

あるのは「第九条第一項の承認を受けようとする者及びその者が本邦内に住所（法人にあっては、

その主たる事務所）を有する者以外の者である場合にあっては同条第二項の規定により選任した

者の氏名及び住所」と、第七条第一項中「第四条第一項」とあるのは「第九条第一項」と読み替え

るものとする。 

 

（第一種使用等に関する措置命令） 

第十条 主務大臣は、第四条第一項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第一種使用等をし

た者、又はしている者に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換

え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

２ 主務大臣は、第七条第一項（前条第四項において準用する場合を含む。）に規定する場合そ

の他特別の事情が生じた場合において、生物多様性影響を防止するため緊急の必要があると認

めるとき（次条第一項に規定する場合を除く。）は、生物多様性影響を防止するため必要な限度に

おいて、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者、若しくはした者又はさせた者（特に緊

急の必要があると認める場合においては、国内管理人を含む。）に対し、当該第一種使用等を中

止することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

 

（第一種使用等に関する事故時の措置） 

第十一条 遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者は、事故の発生により当該遺伝子

組換え生物等について承認された第一種使用規程に従うことができない場合において、生物多様

性影響が生ずるおそれのあるときは、直ちに、生物多様性影響を防止するための応急の措置を執

るとともに、速やかにその 事故の状況及び執った措置の概要を主務大臣に届け出なければなら

ない。 

２ 主務大臣は、前項に規定する者が同項の応急の措置を執っていないと認めるときは、その者に

対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。 
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第二節 遺伝子組換え生物等の第二種使用等 

 

（主務省令で定める拡散防止措置の実施） 

第十二条 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、当該第二種使用等に当たって執る

べき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする間、当該拡散防

止措置を執らなければならない。 

 

（確認を受けた拡散防止措置の実施） 

第十三条 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、前条の主務省令により当該第二種

使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合（特定遺伝子組換え生物等の

第二種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。）には、その使用等をする間、あら

かじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならない。 

２ 前項の確認の申請は、次の事項を記載した申請書を提出して、これをしなければならない。 

一 氏名及び住所 

二 第二種使用等の対象となる遺伝子組換え生物等の特性 

三 第二種使用等において執る拡散防止措置 

四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 

３ 前二項に規定するもののほか、第一項の確認に関して必要な事項は、主務省令で定める。 

 

（第二種使用等に関する措置命令） 

第十四条 主務大臣は、第十二条又は前条第一項の規定に違反して第二種使用等をしている者、

又はした者に対し、第十二条の主務省令で定める拡散防止措置を執ることその他の必要な措置を

執るべきことを命ずることができる。 

２ 主務大臣は、第十二条の主務省令の制定又は前条第一項の確認の日以降における遺伝子組

換え生物等に関する科学的知見の充実により施設等の外への遺伝子組換え生物等の拡散を防

止するため緊急の必要があると認めるに至ったときは、第十二条の主務省令により定められている

拡散防止措置を執って第二種使用等をしている者、若しくはした者又は前条第一項の確認を受け

た者に対し、当該拡散防止措置を改善するための措置を執ることその他の必要な措置を執るべき

ことを命ずることができる。 

 

（第二種使用等に関する事故時の措置） 

第十五条 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている者は、拡散防止措置に係る施設等に

おいて破損その他の事故が発生し、当該遺伝子組換え生物等について第十二条の主務省令で

定める拡散防止措置又は第十三条第一項の確認を受けた拡散防止措置を執ることができないとき

は、直ちに、その事故について応急の措置を執るとともに、速やかにその事故の状況及び執った

措置の概要を主務大臣に届け出なければならない。 
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２ 主務大臣は、前項に規定する者が同項の応急の措置を執っていないと認めるときは、その者に

対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。 

 

第三節 生物検査 

 

（輸入の届出） 

第十六条 生産地の事情その他の事情からみて、その使用等により生物多様性影響が生ずるお

それがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高

い場合その他これに類する場合であって主務大臣が指定する場合に該当するときは、その指定に

係る輸入をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、その都度その旨を主務大臣に届け出

なければならない。 

 

（生物検査命令） 

第十七条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、前条の規定による届出をした者に対し、

その者が行う輸入に係る生物（第三項及び第五項において「検査対象生物」という。）につき、主務

大臣又は主務大臣の登録を受けた者（以下「登録検査機関」という。）から、同条の指定の理由とな

った遺伝子組換え生物等であるかどうかについての検査（以下「生物検査」という。）を受けるべきこ

とを命ずることができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による命令は、前条の規定による届出を受けた後直ちにしなければ

ならない。 

３ 第一項の規定による命令を受けた者は、生物検査を受け、その結果についての通知を受ける

までの間は、施設等を用いることその他の主務大臣の指定する条件に基づいて検査対象生物の

使用等をしなければならず、また、検査対象生物を譲渡し、又は提供してはならない。 

４ 前項の通知であって登録検査機関がするものは、主務大臣を経由してするものとする。 

５ 主務大臣は、第三項に規定する者が同項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、

同項の条件に基づいて検査対象生物の使用等をすることその他の必要な措置を執るべきことを命

ずることができる。 

 

（登録検査機関） 

第十八条 前条第一項の登録（以下この節において「登録」という。）は、生物検査を行おうとする

者の申請により行う。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

ることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。  

二 第二十一条第四項又は第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算

して二年を経過しない者であること。 
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三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。 

３ 主務大臣は、登録の申請をした者（以下この項において「登録申請者」という。）が次の各号の

いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して

必要な手続は、主務省令で定める。 

一 凍結乾燥器、粉砕機、天びん、遠心分離機、分光光度計、核酸増幅器及び電気泳動装

置を有すること。 

二 次のいずれかに該当する者が生物検査を実施し、その人数が生物検査を行う事業所ご

とに二名以上であること。 

イ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。）、旧

大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧専門学校令（明治三十六

年勅令第六十一号）に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、

水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修め

て卒業した後、一年以上分子生物学的検査の業務に従事した経験を有する者であるこ

と。 

ロ 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学若しくは生物

学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上分子生物学的検

査の業務に従事した経験を有する者であること。 

ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

三 登録申請者が、業として遺伝子組換え生物等の使用等をし、又は遺伝子組換え生物等

を譲渡し、若しくは提供している者（以下この号において「遺伝子組換え生物使用業者等」と

いう。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 

イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、遺伝子組換え生物使用業者等がそ

の親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第一項に規定する

親法人をいう。）であること。 

ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社

をいう。）にあっては、業務を執行する社員）に占める遺伝子組換え生物使用業者等の

役員又は職員（過去二年間にその遺伝子組換え生物使用業者等の役員又は職員であ

った者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。 

ハ 登録申請者（法人にあっては、その代表権を有する役員）が、遺伝子組換え生物使

用業者等の役員又は職員（過去二年間にその遺伝子組換え生物使用業者等の役員又

は職員であった者を含む。）であること。 

４ 登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一 登録の年月日及び番号 

二 登録を受けた者の氏名及び住所 

三 前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項  

 



80 

（遵守事項等）  

第十九条 登録検査機関は、生物検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場

合を除き、遅滞なく、生物検査を実施しなければならない。 

２ 登録検査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める方法により生物検査を実施しなければなら

ない。 

３ 登録検査機関は、生物検査を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようと

する日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 

４ 登録検査機関は、その生物検査の業務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その生物

検査の業務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも、同様とする。 

５ 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及

び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。）の作

成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。）を作成し、五年

間事業所に備えて置かなければならない。 

６ 生物検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつで

も、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査

機関の定めた費用を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された

事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務省令で定めるものによ

り提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

７ 登録検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、生物検査に関し主務省令で定

める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

８ 登録検査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、その生物検査の業務の全部又は一部を

休止し、又は廃止してはならない。 

 

（秘密保持義務等）  

第二十条 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その生物検査に関し

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 生物検査に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）

その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 
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（適合命令等） 

第二十一条 主務大臣は、登録検査機関が第十八条第三項各号のいずれかに適合しなくなった

と認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきこ

とを命ずることができる。 

２ 主務大臣は、登録検査機関が第十九条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認める

とき、又は登録検査機関が行う第十七条第三項の通知の記載が適当でないと認めるときは、その

登録検査機関に対し、生物検査を実施すべきこと又は生物検査の方法その他の業務の方法の改

善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

３ 主務大臣は、第十九条第四項の規程が生物検査の公正な実施上不適当となったと認めるとき

は、その規程を変更すべきことを命ずることができる。 

４ 主務大臣は、登録検査機関が第十八条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、

登録を取り消さなければならない。 

５ 主務大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又

は期間を定めて生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第十九条第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。 

二 第十九条第四項の規程によらないで生物検査を実施したとき。  

三 正当な理由がないのに第十九条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。  

四 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。 

五 不正の手段により登録を受けたとき。 

 

（報告徴収及び立入検査） 

第二十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、

その生物検査の業務に関し報告を求め、又はその職員に、登録検査機関の事務所に立ち入り、

登録検査機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがで

きる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示し

なければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

 

（公示） 

第二十三条 主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 

一 登録をしたとき。 

二 第十九条第三項の規定による届出があったとき。 

三 第十九条第八項の許可をしたとき。 
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四 第二十一条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により

生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 

 

（手数料）  

第二十四条 生物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国（登

録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関）に納めなければならない。 

２ 前項の規定により登録検査機関に納められた手数料は、登録検査機関の収入とする。 

 

第四節 情報の提供 

 

（適正使用情報） 

第二十五条 主務大臣は、第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けた第一種使用規程に

係る遺伝子組換え生物等について、その第一種使用等がこの法律に従って適正に行われるように

するため、必要に応じ、当該遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、若しくは委託してそ

の第一種使用等をさせようとする者がその譲渡若しくは提供を受ける者若しくは委託を受けてその

第一種使用等をする者に提供すべき情報（以下「適正使用情報」という。）を定め、又はこれを変更

するものとする。  

２ 主務大臣は、前項の規定により適正使用情報を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で

定めるところにより、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。 

３ 前項の規定による公表は、告示により行うものとする。 

 

（情報の提供）  

第二十六条 遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとす

る者は、主務省令で定めるところにより、その譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けてその

使用等をする者に対し、適正使用情報その他の主務省令で定める事項に関する情報を文書の交

付その他の主務省令で定める方法により提供しなければならない。 

２ 主務大臣は、前項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託による

使用等がなされた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多

様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供

し、又は委託して使用等をさせた者に対し、遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要

な措置を執るべきことを命ずることができる。 

 

 

第三章 輸出に関する措置 

 

（輸出の通告） 
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第二十七条 遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、主務省令で定めるところにより、輸入

国に対し、輸出しようとする遺伝子組換え生物等の種類の名称その他主務省令で定める事項を通

告しなければならない。ただし、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品（薬事

法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項の医薬品をいう。以下この条において同じ。）

以外の医薬品を輸出する場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。 

 

（輸出の際の表示） 

第二十八条 遺伝子組換え生物等は、主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物等

又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他主務省令

で定める事項を表示したものでなければ、輸出してはならない。この場合において、前条ただし書

の規定は、本条の規定による輸出について準用する。 

 

（輸出に関する命令） 

第二十九条 主務大臣は、前二条の規定に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場

合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止する

ため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を輸出した者に対し、当該遺伝子組換え生

物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

 

 

第四章 雑則 

 

（報告徴収）  

第三十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、遺伝子組換え生物等（遺伝子

組換え生物等であることの疑いのある生物を含む。以下この条、次条第一項及び第三十二条第一

項において同じ。）の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供

した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者からその行為の実施状

況その他必要な事項の報告を求めることができる。 

 

（立入検査等）  

第三十一条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、遺伝子組換え

生物等の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国

内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場

所に立ち入らせ、関係者に質問させ、遺伝子組換え生物等、施設等その他の物件を検査させ、又

は検査に必要な最少限度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させることができる。 

２ 当該職員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去（以下「立入検査等」という。）をす

る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
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３ 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならな

い。 

 

（センター等による立入検査等）  

第三十二条 農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第一項の場合において

必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管

理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政

法人製品評価技術基盤機構又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「センター等」と

いう。）に対し、次に掲げるセンター等の区分に応じ、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、

又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等

を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入らせ、関係者に質問さ

せ、遺伝子組換え生物等、施設等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量

に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させることができる。 

一 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立

行政法人家畜改良センター及び独立行政法人水産総合研究センター 農林水産大臣 

二 独立行政法人製品評価技術基盤機構 経済産業大臣 

三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 厚生労働大臣 

２ 農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定によりセンター等に立入検査

等を行わせる場合には、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、センター等に対し、立入検

査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 

３ センター等は、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等をする場合に

は、遺伝子組換え生物等に関し知識経験を有する職員であって、同項各号に掲げるセンター等の

区分に応じ当該各号に定める大臣が発する命令で定める条件に適合するものに行わせなければ

ならない。 

４ センター等は、第二項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等を行ったとき

は、農林水産省令、経済産業省令又は厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により得

た検査の結果を同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、農林水産大臣、経済産業大臣又は

厚生労働大臣に報告しなければならない。 

５ 第一項の規定による立入検査等については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。 

 

（センター等に対する命令）  

第三十三条 農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第一項の規定による立入

検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項各号に掲げるセンタ

ー等の区分に応じ、センター等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 

 

（科学的知見の充実のための措置）  
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第三十四条 国は、遺伝子組換え生物等及びその使用等により生ずる生物多様性影響に関する

科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進そ

の他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（国民の意見の聴取）  

第三十五条 国は、この法律に基づく施策に国民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意

見の交換の促進を図るため、生物多様性影響の評価に係る情報、前条の規定により収集し、整理

し及び分析した情報その他の情報を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。 

 

（主務大臣等） 

第三十六条 この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、財務大臣、文部科学大臣、

厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。 

２ この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 

 

（権限の委任） 

第三十六条の二 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方

支分部局の長に委任することができる。 

 

（経過措置） 

第三十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、

その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

 

 

第五章 罰則 

 

第三十八条 第十条第一項若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項若しくは第二項、

第十五条第二項、第十七条第五項、第二十六条第二項又は第二十九条の規定による命令に違

反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 

第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科する。 

一 第四条第一項の規定に違反して第一種使用等をした者 

二 偽りその他不正の手段により第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けた者 
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第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。 

一 第四条第六項又は第七条第三項（これらの規定を第九条第四項において準用する場合

を含む。）の規定に違反した者 

二 第二十条第一項の規定に違反した者 

 

第四十一条 第二十一条第五項の規定による生物検査の業務の停止の命令に違反したときは、

その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。 

 

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十三条第一項の規定に違反して確認を受けないで第二種使用等をした者 

二 偽りその他不正の手段により第十三条第一項の確認を受けた者 

三 第十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸入した者 

四 第二十六条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供して遺伝子

組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者 

五 第二十七条の規定による通告をせず、又は虚偽の通告をして輸出した者 

六 第二十八条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして輸出した者 

 

第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一 第三十条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

二 第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

第四十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員

又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十九条第七項の規定に違反して、同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽

の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 

二 第十九条第八項の許可を受けないで生物検査の業務の全部を廃止したとき。 

三 第二十二条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 

 

第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第三十八条、第三十九条、第四十二条又は第四十三条の違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。  
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第四十六条 第六条第一項（第九条第四項において準用する場合を含む。）の規定による届出を

せず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員

又は職員は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第十九条第五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載す

べき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 

二 正当な理由がないのに第十九条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。 

 

第四十八条 第三十三条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンター等

の役員は、二十万円以下の過料に処する。 

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 次条から附則第六条まで及び附則第十五条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。） 

公布の日 

二 附則第十五条の規定（独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第

百九十二号）第十五条第二項の改正規定に係る部分に限る。） この法律の施行の日（以

下「施行日」という。）又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の施行の日のいずれ

か遅い日 

 

（経過措置） 

第二条 第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けようとする者は、施行日前においても、第

四条又は第九条の規定の例により、その承認の申請をすることができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、施行日前においても、第四条

又は第九条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、これらの規定の

例により承認を受けたときは、施行日において第四条第一項又は第九条第一項の規定により承認

を受けたものとみなす。 

３ この法律の施行の際現に遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者であって、当該第

一種使用等について第四条第一項又は第九条第一項の承認がなされていないものは、施行日か

ら六月間は、当該第一種使用等に係る承認がなされたものとみなす。その期間が満了するまでに

当該第一種使用等に係る第一種使用規程の承認の申請がなされた場合において、その期間を経
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過したときは、その申請に係る承認又は承認の申請の却下若しくは承認の拒否の処分がある日ま

で、同様とする。 

 

第三条 第十三条第一項の確認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例に

より、その確認の申請をすることができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定により確認の申請があった場合には、施行日前においても、第十三

条の規定の例により、その確認をすることができる。この場合において、同条の規定の例により確

認を受けたときは、施行日において同条第一項の規定により確認を受けたものとみなす。 

３ この法律の施行の際現に第十三条第一項に規定する第二種使用等をしている者であって、同

項の確認を受けた拡散防止措置を執っていないものは、施行日から六月間は、当該確認を受けた

拡散防止措置を執っているものとみなす。その者がその期間が満了するまでに当該確認の申請を

した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく確認又は確認の拒否の処分が

ある日まで、同様とする。 

 

第四条 第十八条第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うこと

ができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、第十八条の規

定の例により、登録をすることができる。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたと

きは、施行日において同条第一項の規定によりその登録を受けたものとみなす。 

 

第五条 第十九条第四項の規程の認可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を

行うことができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、第十九条第四

項の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により認可を受

けたときは、施行日において同項の規定によりその認可を受けたものとみなす。 

 

（政令への委任） 

第六条 第二条から前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令

で定める。 

 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況につい

て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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５－７．麻薬及び向精神薬取締法 －抜粋－ 

 

（昭和二十八年三月十七日法律第十四号） 

最終改正：平成一八年六月一四日法律第六十九号 

 

  

第一章 総則（第一条・第二条）  

第二章 麻薬に関する取締り  

  第一節 免許（第三条―第十一条）  

  第二節 禁止及び制限（第十二条―第二十九条の二）  

  第三節 取扱い（第三十条―第三十六条）  

  第四節 業務に関する記録及び届出（第三十七条―第四十九条）  

第三章 向精神薬に関する取締り  

  第一節 免許及び登録（第五十条―第五十条の七）  

  第二節 禁止及び制限（第五十条の八―第五十条の十八）  

  第三節 取扱い（第五十条の十九―第五十条の二十二）  

  第四節 業務に関する記録及び届出（第五十条の二十三・第五十条の二十四）  

  第五節 雑則（第五十条の二十五・第五十条の二十六）  

第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等（第五十条の二十七―第五十条の三十七）  

第四章 監督（第五十条の三十八―第五十八条）  

第五章 麻薬中毒者に対する措置等（第五十八条の二―第五十八条の十九）  

第六章 雑則（第五十九条―第六十三条）  

第七章 罰則（第六十四条―第七十六条）  

附則  

 

 

第一章 総則  

 

（目的）  

第一条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取

締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及

び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的

とする。  

 

（用語の定義）  
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第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。  

一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。  

六 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。  

八 麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造

業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研

究者をいう。  

九 麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。  

十六 麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又

は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。  

二十 麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻

薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。  

二十三 麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。  

二十六 向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向

精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試

験研究施設設置者をいう。  

二十七 向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬

取扱者をいう。  

三十四 向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は

使用する施設（以下「向精神薬試験研究施設」という。）の設置者であつて、厚生労働大臣又は

都道府県知事の登録を受けたものをいう。  

三十五 向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所

及び薬局をいう。  

 

 

第二章 麻薬に関する取締り  

    第一節 免許  

 

（免許）  

第三条 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は

麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬

管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。  

２ 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。  

九 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又

は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者  

３ 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。  
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一 第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していな

い者  

二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三

年を経過していない者  

三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法 （昭和二十三年法律第百二十

四号）、あへん法 、薬剤師法 （昭和三十五年法律第百四十六号）、薬事法 、医師法 

（昭和二十三年法律第二百一号）、医療法 その他薬事若しくは医事に関する法令又はこ

れらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者  

四 成年被後見人  

五 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令

で定めるもの  

六 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者  

七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの  

 

（免許証）  

第四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたとき

は、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。  

２ 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載

しなければならない。  

３ 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。  

 

（免許の有効期間）  

第五条 麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の十二月三十

一日までとする。  

 

（免許の失効）  

第六条 麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定に

より取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。  

一 次条第一項の届出があつたとき。  

二 当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。  

 

（業務廃止等の届出）  

第七条 麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に

関する業務又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造

業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻
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薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知

事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。  

２ 前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。  

３ 麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人

に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併に

より設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、

麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生

労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡

又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならな

い。  

 

（免許証の返納）  

第八条 麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項の規定により免

許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製

剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、

麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許

証を返納しなければならない。  

 

（免許証の記載事項の変更届）  

第九条 麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、

麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつ

ては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者

にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。  

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替

えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。  

 

（免許証の再交付）  

第十条 麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、

且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻

薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業

者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許

証の再交付を申請しなければならない。  

２ 麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したとき

は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製

造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬
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施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければ

ならない。  

 

（輸入の許可） 

６ 厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて

交付する。  

 

（輸出の際の表示）  

第十九条の二 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表

示をしてはならない。  

 

（譲受）  

第二十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻

薬を譲り受けてはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。  

一 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合  

二 麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業

者から譲り受ける場合  

２ 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項若しくは第四項の規定

に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたもの

であるときは、適用しない。  

３ 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、第二十四条の規定によ

り禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。  

 

（施用、施用のための交付及び麻薬処方せん）  

第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記

載した処方せんを交付してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。  

一 麻薬研究者が、研究のため施用する場合  

二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合  

三 麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施

用する場合  

 

（所持）  

第二十八条 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻

薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

 

（廃棄）  
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第二十九条 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都

道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者

又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤さ

れた麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。  

 

    第三節 取扱い  

 

（麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理）  

第三十三条 二人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者

一人を置かなければならない。但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。  

２ 麻薬管理者（麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この節

及び次節において同じ。）又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設又は当該麻薬研究施設におい

て施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しな

ければならない。  

３ 麻薬施用者は、前項の規定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を当該麻薬診療施

設において施用し、又は施用のため交付してはならない。  

 

（保管）  

第三十四条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなけ

ればならない。  

２ 前項の保管は、麻薬以外の医薬品（覚せい剤を除く。）と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に

貯蔵して行わなければならない。  

 

（事故及び廃棄の届出）  

第三十五条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その

他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにす

るため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬

製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻

薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。  

２ 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せ

んにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生

労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。  

３ 都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければな

らない。  

 

（免許が失効した場合等の措置）  
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第三十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者

の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研

究施設でなくなつたとき（麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻

薬営業者となつたときを除く。）は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、

麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売

業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県

知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出なければならない。  

２ 前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日か

ら五十日以内に、同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置

者（同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る。）に譲り

渡す場合（麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者

にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業

者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る。）に限り、その譲

渡し及び譲受けについては、第十二条第一項、第二十四条第一項及び第二十六条第三項の規

定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第十二条第一

項及び第二十八条第一項の規定を適用しない。  

３ 前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から十五日以内に、第一項に規定する区分

に従い厚生労働大臣又は都道府県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲

受人の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。  

４ 第一項及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設

置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて

相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立

された法人の代表者に準用し、第二項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡及び譲

受並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。  

 

    第四節 業務に関する記録及び届出  

 

（帳簿）  

第四十条 麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しな

ければならない。  

一 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日  

二 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月日  

三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量  

２ 麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者

に引き渡さなければならない。  
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３ 麻薬研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載（あへん

法第三十九条第二項 の規定による記載を含む。）の日から二年間、これを保存しなければならな

い。  

 

（麻薬研究者の届出）  

第四十九条 麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け

出なければならない。  

一 前年の十月一日に管理した麻薬の品名及び数量  

二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に属した麻薬及び同期

間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量  

三 その年の九月三十日に管理した麻薬の品名及び数量  

 

 

第三章 向精神薬に関する取締り  

    第一節 免許及び登録  

 

（登録）  

第五十条の五 向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設

にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、

それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。  

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消

しの日から三年を経過していない者については、登録をしないことができる。  

 

（登録の失効）  

第五十条の六 向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消

されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。  

 

（準用）  

第五十条の七 第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精

神薬試験研究施設設置者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並び

に第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読 み替えるほか、これらの規

定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  

 

    第二節 禁止及び制限  

 

（譲渡し等）  
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第五十条の十六  向精神薬営業者（向精神薬使用業者を除く。）でなければ、向精神薬を譲り渡

し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所

持する場合  

二 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲

り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合  

 

    第三節 取扱い  

 

（事故の届出）  

第五十条の二十二 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明

その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名

及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬

輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神

薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、

病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道

府県知事に届け出なければならない。  

２ 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければなら

ない。  

 

    第四節 業務に関する記録及び届出  

 

（記録）  

３ 向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。  

一 輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日  

二 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬（第三種向精神薬を除く。次号において同

じ。）の品名及び数量並びにその年月日  

三 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び

住所  

４ 向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、向精神薬営業所、病

院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。  

 

（届出）  

第五十条の二十四   
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２ 向精神薬試験研究施設設置者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を、厚生労働大臣の

登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、都道府県知事の登録に

係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。  

一 前年中に輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量  

二 その他厚生労働省令で定める事項  

 

 

第四章 監督  

 

（報告の徴収等）  

第五十条の三十八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は向精神薬の取締り上必要が

あると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は

麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精

神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件

を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭

麻薬、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。  

３ 前二項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しな

ければならない。  

４ 第一項又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  

 

（措置命令）  

第五十条の三十九 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造

製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者に

ついて、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府

県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第五十条の二十一の

規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管又は廃棄の方

法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。  

 

（免許等の取消し等）  

第五十一条 厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、

家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売

業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法

律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した

条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から第七号までの各号のいずれかに該当するに

至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を

命ずることができる。  
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２ 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精

神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、

これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処

分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロからトま

でのいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に

関する業務の停止を命ずることができる。  

３ 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道

府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が

この法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反

したときは、その登録を取り消すことができる。  

 

（手数料）  

第五十九条の五 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければなら

ない。  

一 麻薬輸入業者の免許を申請する者  

二 麻薬輸出業者の免許を申請する者  

三 麻薬製造業者の免許を申請する者  

四 麻薬製剤業者の免許を申請する者  

五 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者  

六 麻薬元卸売業者の免許を申請する者  

七 向精神薬輸入業者の免許を申請する者  

八 向精神薬輸出業者の免許を申請する者  

九 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者  

十 向精神薬使用業者の免許を申請する者  

十一 向精神薬試験研究施設設置者の登録（厚生労働大臣の登録に係るものに限る。）を申

請する者  

十二 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、

麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若し

くは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証（厚生労働

大臣の登録に係るものに限る。）の再交付を申請する者  

 

（免許又は許可の条件）  

第五十九条の六 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更すること

ができる。  
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２ 前項の条件は、麻薬又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必

要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとなら

ないものでなければならない。  

 

（国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分）  

第六十条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬又は向精神薬について必要

な処分をすることができる。  



101 

５－８．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 －抜粋－ 

 

 

（平成十年十月二日法律第百十四号） 

改正：平成十八年十二月八日法律第百六号 

最終改正：平成二〇年六月一八日法律第七三号 

 

 

（輸入届出） 

第五十六条の二  

動物（指定動物を除く。）のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で

定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令

で定めるもの（以下この条及び第七十七条第九号において「届出動物等」という。）を輸入しようと

する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量その他厚生労働省

令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、

当該届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症

にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令で定める事項を記載し

た輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、届出動物等の輸入の届出に関し必要な事項は、厚生労働省令で

定める。 
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５－９．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 

－抜粋－ 

 

(平成十年十二月二十八日) 

厚生省令第九十九号 

第十章 輸入届出 

 

（届出動物等） 

第二十八条 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各

項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第一項に規定する当該届出動物等ごとに厚

生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該

各項の第二欄に定める感染症とする。 

 

（輸入届出） 

第二十九条 法第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動

物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動

物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所（検疫所の支所を含む。以下同じ。）の

長（厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると

認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長）に提出して行うも

のとする。 

２ 法第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。 

一 用途 

二 原産国 

三 由来 

四 輸出国及び積出地 

五 搭載船舶名又は搭載航空機名 

六 搭載年月日 

七 到着年月日 

八 到着地及び保管場所 

九 荷送人及び荷受人の氏名及び住所（これらの者が法人であるときは、その名称、主たる

事務所の所在地及び代表者の氏名） 

十 輸送中の事故の概要 

十一 衛生証明書（法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。）の

発行番号 

十二 生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴 

十三 輸入後の保管施設の名称及び所在地（個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名



103 

及び住所又は居所） 

十四 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号 

十五 その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認

める事項 

３ 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。

ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出し

た書類（一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。）であって厚生

労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 

一 人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記

載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本

台帳法（昭和四十二年2法律第八十一号）第三十条の四十四第一項に規定する住民基本

台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届

出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類 

二 人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であ

ることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類 

三 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し 

四 別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾

病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれ

がないものと認められる旨を証する書面 

五 検疫所の長が第五項の規定により提出を指示した書類 

４ 第一項の届出書には、届出者が署名又は記名押印しなければならない。 

５ 検疫所の長は、第一項の届出書及び第三項の添付書類に記載された事項が真正なものであ

ることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の

提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認

するものとする。 

６ 検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合

し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨

を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。 

７ 検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める

方法により適正に処理するよう指示するものとする。この場合において、届出者は、自ら又は他

人に委託して適正な処理を確保しなければならない。 

（衛生証明書の記載事項） 

第三十条 法第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項

のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載

は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事

項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。 
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２ 前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染

症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場

合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと

厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。 

第三十一条 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 輸出国の政府機関の名称及び所在地 

二 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名 

三 発行年月日 

四 発行番号 

五 荷送人及び荷受人の氏名及び住所（これらの者が法人であるときは、その名称及び主た

る事務所の所在地） 

六 輸入しようとする届出動物等の種類及び数量 

七 輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名 

八 齧歯目に属する動物又はその死体（別表第一の第一項の第一欄及び同表の第六項の

第一欄に掲げるものに限る。）にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在

地 

九 齧歯目に属する動物（別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。）にあっては、そ

の出生以来保管されている施設の名称及び所在地 

２ 衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第二号の

担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。 
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５－10．動物の輸入届出制度について －抜粋－ 

 

（平成十七年十二月改正） 

（平成二十二年五月修正） 

 

１．根拠法令  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（第５６条の２） 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（第２８条～第３１条） 

 

２．概要  

平成１７年９月１日から、「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧

歯目、うさぎ目の動物の死体」（注）を日本に輸入するためには、下記手続きが必要となりました。

（販売や展示のために輸入するものだけでなく、個人のペットなどすべてが対象となります。） 

（１）厚生労働省検疫所に、当該動物等の種類、数量等を記載した届出書を提出しなければなりま

せん。また、この届出書には、当該動物の感染症に関する安全性について証明した輸出国政府機

関発行の衛生証明書を添付しなければならなりません。  

（２）検疫所は、提出された届出書、衛生証明書その他輸入者の身分証明書類等の内容を審査・

確認します。提出書類に不備がない場合、検疫所は輸入者に届出受理証を交付します。  

（３）当該動物は、他の法令等への適合について税関の審査を受けた上で日本国内への持ち込み

が許可されます。  

注：既に検疫が行われている動物、輸入が禁止されている動物は、本制度の対象から除かれます。 

具体的な手続き 

 

１）輸入の届出は、当該動物等の日本到着後遅滞なく、届出書を当該動物等が到着した空海港を

担当する検疫所に提出することになります。なお、届出書には、届出者の署名又は記名押印が必

要です。 

  

２）届出書には、以下の書類を添付します。 

（１）輸出国政府機関発行の衛生証明書（又はその写し：コピー不可） 

（２）届出者が本人であることを確認するための書類  

ただし、法人の登記事項証明書、住民票の謄本もしくは抄本、住民票記載事項証明書、登録原

票の写しもしくは登録原票記載事項証明書又は印鑑登録証明書については、既に検疫所に提

出した場合（１年以内に作成され、内容に変更がないもの）は、届出書にその旨を付記すれば、

作成日より１年以内は届出の都度の添付の必要はありません。  

①個人の場合：届出者の氏名及び住所又は居所（日本国内に限る。）が記載されている、以

下のいずれかの書類を提出（提示）    
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旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、住

民票の謄本もしくは抄本、住民票記載事項証明書、登録原票の写しもしくは登録原票記載事

項証明書、印鑑登録証明書（有効期限内あるいは届出前１年以内に作成されたもの）  

②法人の場合：届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名が記載されている

以下のいずれか組み合わせの書類（届出の日前１年以内に作成されたものに限る。）を提出

（提示）   

・「法人の登記事項証明書」及び「届出書に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書」  

・「法人の登記事項証明書」及び「法人の代表者に係る「(1)個人の場合」に規定する書

類」  

③代理人の場合：以下のいずれかの組み合わせの書類の提出（提示）   

・「本人及び代理人に係る「①個人の場合」に規定する書類」及び「委任状（本人が署名又

は記名押印したもの）」  

・「本人に係る「①個人の場合」に規定する書類」、「委任状（本人が記名押印したもの）」

及び「当該委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書（届出前１年以内に作成

されたもの）」  

（３）当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し 

（４）齧歯目に属する動物（高度な衛生管理がなされたものであって、厚生労働大臣が定める材質

及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。）においては、感染性の疾病の病原体

に関する検査の結果書又はその写し  

 

３）検疫所は、届出書及び衛生証明書などの添付書類に記載された事項を審査し、適合であること

を確認した上で、届出書に受理印を押印し、届出受理証として届出者に交付します。 

 

４）検疫所は、届出が法令等に適合しない場合、届出者に対し、当該動物等を衛生的観点から適

正に処理するよう指示します。この場合、届出者は、自ら又は他者に委託して適正な処理を行わな

ければなりません。 
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届出書の様式 
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５－11．特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 ―抜粋― 

（平成十六年六月二日法律第七十八号） 

最終改正：平成一七年四月二七日法律第三三号 

 

 第一章 総則（第一条―第三条）  

 第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制（第四条―第十条）  

 第三章 特定外来生物の防除（第十一条―第二十条）  

 第四章 未判定外来生物（第二十一条―第二十四条）  

 第五章 雑則（第二十五条―第三十一条）  

 第六章 罰則（第三十二条―第三十六条）  

 附則  

 

 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬（以下「飼養等」という。）、輸入

その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、

特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び

身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資

することを目的とする。  

 

（定義等）  

第二条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来

の生息地又は生育地の外に存することとなる生物（以下「外来生物」という。）であって、我が国にそ

の本来の生息地又は生育地を有する生物（以下「在来生物」という。）とその性質が異なることによ

り生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体（卵、

種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。）及びその器官（飼養等に係る規制

等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであっ

て、政令で定めるもの（生きているものに限る。）に限る。）をいう。  

２ この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産

業に係る被害をいう。 

３ 主務大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に

関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。  

 

（特定外来生物被害防止基本方針）  

第三条 主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る被害

を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。  

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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２ 前項の基本方針（以下「特定外来生物被害防止基本方針」という。）は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。  

一 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想  

二 特定外来生物の選定に関する基本的な事項  

三 特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項  

四 国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項  

五 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

重要事項  

３ 主務大臣は、特定外来生物被害防止基本方針について第一項の閣議の決定があったときは、

遅滞なくこれを公表しなければならない。  

４ 第一項及び前項の規定は、特定外来生物被害防止基本方針の変更について準用する。  

 

 

第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制  

 

（飼養等の禁止）  

第四条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合  

二 第三章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由があ

る場合  

 

（飼養等の許可）  

第五条 学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする

者は、主務大臣の許可を受けなければならない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をし

なければならない。  

３ 主務大臣は、前項の申請に係る飼養等について次の各号のいずれかに該当する事由があると

きは、第一項の許可をしてはならない。  

一 飼養等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。  

二 飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適合する

飼養等施設（以下「特定飼養等施設」という。）を有しないことその他の事由により飼養等に

係る特定外来生物を適切に取り扱うことができないと認められること。  

４ 主務大臣は、第一項の許可をする場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害の

防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することが

できる。  
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５ 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外来生物に係る特

定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてその許可を受けていること

を明らかにすることその他の主務省令で定める方法によらなければならない。  

 

（飼養等許可者に対する措置命令等）  

第六条 主務大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第五項の規定に違反し、又は同条第

四項の規定により付された条件に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被

害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定外来生物に係る飼養等の方法の改善その他

の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。  

２ 主務大臣は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定

又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害

が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可を取り消すことができる。  

 

（輸入の禁止）  

第七条 特定外来生物は、輸入してはならない。ただし、第五条第一項の許可を受けた者がその

許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。  

 

（譲渡し等の禁止）  

第八条 特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り（以下「譲渡し等」とい

う。）をしてはならない。ただし、第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間にお

いてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、

この限りでない。  

 

（放つこと、植えること又はまくことの禁止）  

第九条 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養

等施設の外で放ち、植え、又はまいてはならない。  

 

（報告徴収及び立入検査）  

第十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五条第一項の許可を受けてい

る者に対し、特定外来生物の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職

員に、特定外来生物の飼養等に係る施設に立ち入り、特定外来生物、書類その他の物件を検査

させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２ 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。  

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

 

 

第四章 未判定外来生物  
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（輸入の届出）  

第二十一条 未判定外来生物（在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及

ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの（生きているものに

限る。）をいう。以下同じ。）を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、そ

の未判定外来生物の種類その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな

い。  

 

（判定）  

第二十二条 主務大臣は、前条に規定する届出があったときは、その届出を受理した日から六月

以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系

等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなけ

ればならない。  

 

（輸入の制限）  

第二十三条 未判定外来生物を輸入しようとする者は、その未判定外来生物について在来生物と

その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の通

知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。  

 

（外国における輸出者に係る未判定外来生物）  

第二十四条 未判定外来生物を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるとこ 

ろにより、その未判定外来生物の種類その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出ること

ができる。  

２ 第二十二条の規定は、前項に規定する届出について準用する。  

 

 

第五章 雑則 

 

（輸入のための証明書の添付等）  

第二十五条 特定外来生物又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできる生物と

して主務省令で定めるもの以外の生物（生きているものに限る。）は、当該生物の種類を証する外

国の政府機関により発行された証明書その他の主務省令で定める証明書を添付してあるものでな

ければ、輸入してはならない。  

２ 前項の証明書の添付を要する生物は、主務省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入し

てはならない。  

 

 

第六章 罰則 
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第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科する。  

一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者  

二 偽りその他不正の手段により第五条第一項の許可を受けた者  

三 第六条第一項の規定による命令に違反した者  

四 第七条又は第九条の規定に違反した者  

五 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者  

 

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。  

一 第四条又は第八条の規定に違反した者（前条第一号又は第五号に該当する者を除く。）  

二 第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者  

三 第二十三条の規定に違反した者  

 

第三十四条 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処

する。  

 

第三十五条 第十条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳

述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。  

 

第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  

一 第三十二条 一億円以下の罰金刑  

二 第三十三条 五千万円以下の罰金刑  

三 第三十四条又は第三十五条 各本条の罰金刑  

 

   附 則 （平成一七年四月二七日法律第三三号） 抄  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。  

 

（経過措置） 
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第二十四条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃

する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内

において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。  
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の概要 
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６−１．藤田保健衛生大学動物実験規程 
施行 昭和 63(1988). 1.30 

改正 平成 21(2009). 4. 1 

第１章 総  則 

 

（目 的） 

第１条 大学等における動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康、福祉、先端医療の開発展開

のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展において必要な手段である。こ

れまで、大学等においては、昭和 62 年の文部省学術国際局長通知等に基づいて動物

実験の適正な実施に努めてきたが、その後、関連法令等の改正も含め、動物実験を取り

巻く国内外の状況に大きな変化が生じてきている。 

２．本規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成 17 年法

律第 68 号）」（以下、動物愛護管理法という、英文名 Law for the Humane Treatment 

and Management of Animals）による「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に

関する基準（平成 18 年環境省告示第 88 号）」（以下、飼養保管基準という、英文名

Standards Relating to the Care and Management of Laboratory Animals and Relief of 

Pain）、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する

基本指針（平成 18 年 6 月 1 日告示）」（以下、基本指針という）と内閣府告示の「動物

の処分方法に関する指針」等に基づき、日本学術会議が作成した「動物実験の適正

な実施に向けたガイドライン（平成 18 年 6 月 1 日通知）」（以下、ガイドラインという）を

踏まえて、藤田保健衛生大学（以下、本学という）における動物実験の実施方法

（Guidelines for the Management of Laboratory Animals in Fujita Health University）を

定めるものである。 

 

（趣旨及び基本原則） 

第２条 本規程は、本学における動物実験が科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点

並びに実験等を行う教職員及び学生等の安全確保の観点から動物実験を適正に行うた

めに必要な事項を定めるものとする。 

２．動物実験の実施については、「動物愛護管理法」、「飼養保管基準」、「基本方針」、内

閣府告示の「動物の処分方法に関する指針」、「ガイドライン」、その他の法令等に定

めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。 

 

（定義） 

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 動物実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用や、その他の

科学上の利用に供することをいう 

(2) 動物実験研究施設 実験動物を恒常的に飼養もしくは保管又は動物実験等を行う

研究施設をいう 

(3) 飼育室 動物実験研究施設以外において実験動物を飼養する場所をいう 

(4) 実験室 動物実験研究施設以外において動物実験を行う場所をいう 

(5) 動物実験研究施設等 動物実験研究施設、飼育室及び実験室をいう 

(6) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、動物実験研究施設等で飼養又は保

管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物（動物実験研究施設等に導入す

るために輸送中のものを含む）をいう 

(7) 動物実験計画 動物実験等を実施するための計画をいう 

(8) 管理者 学長の下で、実験動物及び動物実験研究施設等を管理する者をいう 

(9) 実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物に関する高度な知識及び経験を有

する実験動物の管理を担当する専任教員をいう 
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(10) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験の実施に関する業務を統括

する者をいう 

(11) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう 

(12) 実施分担者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は

保管に従事する者をいう 

(13) 動物実験関係者 学長、動物実験委員長、管理者、実験動物管理者、動物実験

実施者及び実施分担者をいう 

(14) ガイドライン 動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及び日本学術会

議が策定した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」をいう 

 

（適用範囲） 

第４条 本規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類及び爬虫類を用いたすべての動物実

験等に通用する。 

２．哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物以外の動物を実験等の利用に供する場合に

おいても本規程の趣旨に沿って行うよう努める。 

３．動物実験等を別の機関に委託等する場合や別機関にて共同で行う場合等には、委託

先においても、基本指針や飼養保管基準等に基づき、適正に動物実験等が実施され

ることを確認する。 

 

（組織） 

第５条 動物実験計画の審査、実施状況及び結果の把握、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、

その他動物実験等の適正な実施に関する諮問・助言組織として、第２章に定める動物実

験委員会を置く。 

 

 

第２章 動物実験委員会(Institutional Animal Care and Use Committee: IACUC) 

 

（動物実験委員会の役割） 

第６条 動物実験委員会は、次の事項について審議又は調査し、学長に報告、助言又は具申する。

なお、委員は自らが動物実験責任者となる動物実験計画書の審査に参画してはならな

い。 

(1) 動物実験計画がガイドライン及び本規程に適合していること 

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること 

(3) 動物実験研究施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること 

(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の

内容又は体制に関すること 

(5) その他、動物実験の適正な実施のための必要事項に関すること 

 

（動物実験委員長と委員会の構成） 

第７条 動物実験委員長は、動物実験委員会において互選し、学長の承認を得て理事長が委嘱

する。 

２．動物実験委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者  若干名 

(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者   若干名 

(3) 動物福祉に関して優れた識見を有する者   若干名 

(4) その他学識経験を有する者         若干名 

 

（動物実験委員の任期及び運営） 
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第８条 委員の任期は、１年とし再任を妨げない。任期途中で就任した委員の任期は前任者の残

任期間とする。 

２．動物実験委員会は、年１回定期に開催する。 

３．動物実験委員会は、必要に応じ臨時に開催することができる。 

４．動物実験委員会の管理事務は疾患モデルセンター専任事務職員が担当する。 

 

 

第３章 動物実験等の実施 

 

（動物実験計画の立案） 

第９条 動物実験責任者は、動物実験等によって得られる知見の科学的合理性の確保並びに動

物愛護の観点から立案した動物実験計画書（申請書１）を、疾患モデルセンターを経由し

て動物実験委員会に提出し、その具申を経て、学長の承認を受ける。 

２．動物実験計画の立案に当たっては、以下の点について検討する。 

(1) 研究及び教育の目的、意義及び必要性 

(2) 代替法の利用（科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限

り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること等）により実験動物を適

切に選択する 

(3) 実験動物の選択（科学上の利用の目的を達することができる範囲において､できる

限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等）により実験動物を適切

に利用する。この場合において、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、

動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物

学的品質並びに飼養条件を考慮する 

(4) 苦痛の軽減（科学上の利用に必要な限度において、できるだけその実験動物に苦

痛を与えないこと等）により動物実験を適切に行う 

(5) 人道的エンドポイント（実験動物を激しい苦痛から開放するための実験を打ち切る

タイミング）について動物実験責任者は、苦痛度の高い動物実験等、例えば、致

死的な毒性試験、感染実験、放射線照射等を行う場合、動物実験等を計画する

段階で人道的エンドポイントの設定を検討する 

 

（実験操作） 

第 10 条 動物実験実施者は、動物実験等の実施にあたって、飼養保管基準やガイドラインに従う

とともに、以下の事項を遵守する。 

(1) 動物実験計画書に記載された事項 

(2) 適切に管理された動物実験研究施設等（第４章における設置申請、承認を受けた

ものをいう）を用いて動物実験等を行う 

(3) 人への危害防止上、安全管理に注意を払うべき実験（物理的、化学的に危険な材

料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験）については、関係法令等及び別

に定める規程等の規定に従う 

(4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験について、安全のため

の適切な動物実験研究施設や設備を確保する 

(5) 動物実験実施者は、実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努め、侵襲性

の大きい外科的手術にあたっては、経験等を有する者の指導下で行う 

(6) 動物実験責任者は、動物実験終了時、動物実験実施報告書（報告書１）により、使

用動物数、計画からの変更の有無、実験成果等について疾患モデルセンターを

経由し、動物実験委員会から学長に報告する 

 

第４章 動物実験研究施設等 
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（動物実験研究施設の設置） 

第 11 条 ヒト疾患モデルに関する教育及び研究活動の円滑化を図るため、本学の動物実験研究

施設として、豊明校地には中央管理方式による疾患モデル教育研究センター（以下、疾

患モデルセンターという 英文名 Education and Research Center of Animal Models for 

Human Diseases、 英文略称 CAMHD）、七栗校地に七栗疾患モデル研究室（英文名

Nanakuri Laboratory of Animal Models for Human Diseases、英文略称 NAMHD）及び中

川校地に坂文種疾患モデル研究室（英文名 Banbuntane Laboratory of Animal Models 

for Human Diseases 英文略称 BAMHD）を設置する。 

２．各動物実験研究施設の管理者として、疾患モデルセンターにはセンター長、七栗疾患

モデル研究室と坂文種疾患モデル研究室には室長を置く。 

３．動物実験研究施設の運営はそれぞれ別に定める規程に従う。 

 

（動物実験研究施設以外の飼育室あるいは実験室の設置） 

第 12 条 動物実験研究施設以外の飼育室あるいは実験室を設置したい場合は、それぞれの動物

実験研究施設を経由して、実験動物飼育室・動物実験室承認申請書（申請書３）により、

学長の承認を得るものとする。 

 

（飼育室あるいは実験室の要件） 

第 13 条 飼育室あるいは実験室は、以下の要件を満たすものとする。 

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲し

やすい環境が維持されている 

(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が安易な構造である 

(3) 臭気、騒音、廃棄物の扱い等に配慮がなされている 

(4) 管理者及び実験動物管理者の指導を受ける 

 

（飼育室あるいは実験室の維持管理） 

第 14 条 飼育室あるいは実験室の使用を申請する者（以下、申請者という）は、実験動物の適正

な管理並びに動物実験の遂行に必要な飼育室あるいは実験室の維持に努める。 

２．申請者は、微生物等による環境の汚染及び悪臭、害虫等の発生の防止を図り、飼育

室あるいは実験室及び周辺の生活環境の保全に努める。 

 

（飼育室あるいは実験室の廃止） 

第 15 条 申請者は飼育室あるいは実験室の廃止にあたり、それぞれの動物実験研究施設を経由

し、実験動物飼育室・動物実験室廃止届出書（申請書６）を学長に提出し報告する。 

２．申請者は、管理者、実験動物管理者及び動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実

験動物を他の動物実験研究施設に譲り渡すよう努める。 

 

 

第５章  実験動物の飼養及び保管 

 

（標準操作手順の作成と周知） 

第 16 条 管理者及び実験動物管理者は、飼養保管のための標準的な操作手順を定め動物実験

実施者及び実施分担者に周知する。 

２．動物実験研究施設における飼養及び保管については、本規程の他にそれぞれの動

物実験研究施設規程並びに｢マニュアル｣、｢利用心得｣等で定める。 

 

（実験動物の健康及び安全の保持） 

第 17 条 実験動物管理者、動物実験実施者及び実施分担者は、飼養保管基準を遵守し、実験

動物の健康及び安全の保持に努める。 
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（実験動物の導入） 

第 18 条 動物実験関係者は、実験動物の導入に当たり、「動物愛護管理法」、「飼養保管基準」、

「基本方針」、「ガイドライン」に基づき適正に管理あるいは生産されている動物実験研究

施設及び実験動物生産場より導入するよう努める。 

２．実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行う。 

３．実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への馴化あるいは順応を図るため必要な措

置を講じる。 

 

（給餌及び給水） 

第 19 条 動物実験実施者は、管理者及び実験動物管理者に助言を求め、実験動物の生理、生

態、習性等に応じて、適切に給餌と給水を行う。 

 

（健康管理） 

第 20 条 動物実験実施者は、管理者及び実験動物管理者に助言を求め、実験目的以外の傷害

や疾病を予防するため必要な健康管理を行う。 

２．動物実験実施者は、管理者及び実験動物管理者に助言を求め、動物が実験目的以

外の傷害や疾病にかかった場合には、適切な治療等を行う。 

 

（異種又は複数動物の飼育） 

第 21 条 管理者及び実験動物管理者は、異種又は複数の実験動物を同一動物実験研究施設内

で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行う。 

 

（記録の保存及び報告） 

第 22 条 動物実験関係者は、実験動物の入手先、飼育履歴、疾病等に関する記録を整備、保存

する。 

２．管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と匹数等について、学長に報告

する。 

 

（譲渡等の際の情報提供） 

第 23 条 動物実験関係者は、実験動物の譲渡にあたり、その特性、飼養保管の方法、感染性疾

病等に関する情報を提供する。 

 

（輸 送） 

第 24 条 動物実験関係者は、実験動物の輸送にあたり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健

康及び安全の確保、ヒトへの危害防止に努める。 

 

 

第６章  安全管理 

 

（危害防止） 

第 25 条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定める。 

２．人に危害を加える等の恐れのある実験動物が動物実験研究施設等外に逸走した場

合には、速やかに関係機関へ連絡する。 

３．管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物由来の感染症

及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を迅速に講じ

る。 

４．実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、

必要な措置を講じる。 
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（廃棄物の処理） 

第 26 条 実験動物の飼養や動物実験等により発生した動物死体は動物霊園で火葬し、実験廃棄

物類は、適切に処理する。 

 

（緊急時の対応） 

第 27 条 管理者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の手引きをあらかじめ作成し、関係者

に対して周知を図る。 

２．管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による危害

防止に努める。 

 

 

第７章  教育訓練 

 

（教育訓練） 

第 28 条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、所定の教育訓練を受けなければなら

ない。 

２．実験動物管理者は、関係省庁や学術団体等が開催する関係会議への出席、シンポジ

ウムやセミナー等の受講を持って教育訓練に代えることができる。 

３．動物実験実施者及び飼養者の教育訓練の内容、及び実施方法について、別に定め

る「動物実験に関わる教育訓練実施要領」によるものとする。 

 

（実施記録の保存） 

第 29 条 教育訓練の実施日、実施内容、講師及び受講者名を記録し、５年間保存する。 

 

 

第８章  その他 

 

（自己点検及び評価） 

第 30 条 管理者は、基本指針への適合性に関し、別に定める「動物実験に関わる自己点検・評価

実施要領」により自己点検を行い、学長に報告する。 

２．自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努める。 

 

（情報公開） 

第 31 条 本学における、動物実験等に関する情報（動物実験等に関する規程、実験動物の飼養

保管状況、自己点検・評価、検証の結果等の公開方法等）を毎年１回程度、年報等の印

刷物やホームページ等で公表する。 

 

 

      附     則 

 

１．この規程に定めるもののほか必要な事項は、動物実験委員会において定める。 

２．藤田保健衛生大学動物実験指針は廃止する。 

３．この規程は、平成 19 年 4 月１日から施行する。 

４．平成 21 年４月１日一部改正 
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６−２．藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センター規程 
施行 昭和 63(1988).1.30 

改正 平成 21(2009).4. 1 

（設 置） 

第１条 藤田保健衛生大学(藤田保健衛生大学短期大学を含む）におけるヒト疾患モデルに関す

る教育及び研究活動の円滑化を図るため、中央管理方式による疾患モデル教育研究セ

ンター（以下、本センターという）（略称疾患モデルセンター、英文名 Education and 

Research Center of Animal Models for Human Diseases、英文略称 CAMHD）を藤田保健

衛生大学動物実験研究施設として設置する。 

 

（疾患モデル教育研究センター長） 

第２条 本センターに疾患モデル教育研究センター長（以下、センター長という）を置く。センター

長は大学長の推薦に基づき、理事会の議を経て理事長が任命する。 

２．センター長は本センターの管理、実験動物の管理及び動物実験の指導、監督を行う。 

 

（動物実験） 

第３条 本センターにおけるすべての動物実験は、別に定める藤田保健衛生大学動物実験規程

に従うものとする。 

 

（運営委員会） 

第４条 本センターの運営を円滑に行うため、運営委員会を置き、運営委員長はセンター長が兼

務する。 

２．運営委員は、運営委員長が推薦し、大学長の承認を得て理事長が任命する。 

３．運営委員の任期は１年とし、再任を妨げない。任期途中で就任した委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 

（運営委員会の開催等） 

第５条 運営委員会は、年２回定期に開催する。 

２．運営委員会は、必要に応じ臨時に開催することができる。 

 

（専任教職員等） 

第６条 本センターに専任教職員を置き、センター長を含めず定員を４名とする。ただし、専任教員

３名、専任職員１名を原則とする。 

２．専任教員は、センター長を補佐し、本センターの管理、実験動物及び動物実験に関

する教育、ゼミナール、講習会等の開催、研究の指導、助言及び支援を行う。また、研

究支援業務のほかに、調査、研究、研究成果の刊行、国内外研究機関との人的交流

及び共同研究等を行うことができる。 

３．センター長は、専任教員の中から実験動物管理者を推薦し、大学長の承認を得て理

事長が任命する。 

４．専任職員はセンター長の指示に従い、本センターの管理及び健全な実験動物の飼養

に関する技術支援を行う。 

 

（事 務） 

第７条 本センターの事務は、学事部研究管理課が担当する。また、担当者は運営委員会及び動

物実験委員会の事務も行う。 

 

（費用負担） 

第８条 動物購入費、飼料代等は使用する研究者の所属部門の負担とする。 

２．動物ケージの補充、修理、屍体処理費等は各学部の醵出する経費によるものとする。 
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（飼育室等の使用） 

第９条 医学部１号館３、４、５階の小動物飼育室、本センター内 SPF（Specific Pathogen Free）動物

飼育室、クリーン動物飼育室及び感染動物飼育室に、飼育室使用者の互選により、各々

飼育室責任者を置く。 

２．飼育室責任者は、使用者の意見を取りまとめ飼育室毎の利用心得等を立案し、専任

教職員の助言等を経て、センター長に報告する。センター長は必要に応じ助言する。

ただし、その管理については、本センターが行うものとする。 

３．飼育室責任者は、利用状況を毎年度末に、センター長に報告するものとする。 

 

 

      附     則 

 

１．この規程は、昭和 63 年１月 30 日から施行する。 

名古屋保健衛生大学総医研実験動物センター運営内規は廃止する。 

２．平成元年 10 月 30 日一部改正 

３．平成 3 年 4 月 1 日一部改正 

４．平成 13 年 4 月 1 日 組織の名称変更により、規程の名称を「藤田保健衛生大学疾患モデル教

育研究センター規程」に変更し一部改正 

５．平成 16 年 2 月 9 日感染動物室の使用開始により、一部改正 

６．平成 19 年 4 月 1 日藤田保健衛生大学動物実験規程施行により、一部改正 

７．平成 21 年 4 月 1 日一部改正 
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６−３．疾患モデル教育研究センターにおける微生物学的統御に関する指針 
 

施行 平成 21(2009).12. 1 

 

はじめに 

動物実験とは、実験処置によって動物が示す反応を観察しその反応を通して加えた実験処置がヒ

ト等にどのような効果や影響をもたらすかを推測（外挿）することである。動物実験では動物の反応

に再現性がみられることが重要であるが、その再現性を得るためには、実験動物の微生物学的統

御が適切になされていなければならない。そこで、本「微生物学的統御に関する指針」は、疾患モ

デル教育研究センター（以下疾患モデルセンターという）内の疾患モデル動物（実験動物）におけ

る「微生物モニタリング項目」と「感染した際の対応策」を明文化することによって、疾患モデルセン

ターをできるだけ早く「再現性の高い動物実験」が行える微生物学的環境に戻すことを目的として

設定する。 

 

 

1. 疾患モデルセンターにおける微生物モニタリング項目を下記のように取り決める。 

1) 搬入 

目的：疾患モデルセンターへ搬入する動物を「適切な微生物学的統御がなされている動

物」に限定する。 

(1) 三大繁殖業者（日本チャールス・リバー、日本クレア、日本 SLC）から SPF（あるいはクリ

ーン）レベルのマウス・ラットを購入する際はヘルスレポート（モニタリング結果）の提出

を免除する。 

三大繁殖業者は毎月繁殖場の微生物モニタリングの検査結果（人畜共通伝染病を

はじめとして、主要な微生物感染症の結果）を公表しているので、それを代用する。 

(2) 三大繁殖業者以外の繁殖場から SPF（あるいはクリーン）レベルのマウス・ラットを搬入

する場合には、事前に「1 ヶ月以内のヘルスレポート（モニタリング結果）」と「過去一年

間のヘルスレポート（モニタリング結果）」を提出して、センター長の許可を得る。微生

物モニタリング項目は、ICLAS モニタリングセンターの血清セット I、培養セット I、鏡検

セット I とする。 

(3) 利用者が(1)、(2)以外から疾患モデルセンターにマウス・ラットを搬入する際には、まず、

「過去一年間のヘルスレポート（モニタリング結果）」と「実験動物授受のための動物健

康及び飼育形態調査レポート（FHU）（様式 14）」を提出する。その後、指定の方法

(微生物指針別紙 1)あるいはそれに準じた方法で搬入する動物をモニターできる動

物のヘルスレポート（モニタリング結果）（可能な限り結果判明後 2〜3 日以内）」を提

出して、センター長の許可を得る。微生物モニタリング項目は、ICLAS モニタリングセ

ンターの血清セット I、培養セット I、鏡検セット I とする。 

(4) マウス・ラット以外の小動物の微生物モニタリングは、上記(1)-(3)に準ずる。 

(5) モルモット・ウサギなどの中動物等の微生物モニタリングは、上記(1)-(3)に準ずる。 

 

2) 定期的微生物モニタリング 

目的：搬入された「適切な微生物学的統御がなされている動物」の飼育中の微生物の状態

を確認する。 

(1) SPF 飼育室 

① 使用基準は本学にしか種動物がいないマウスあるいはそれと同等と考えられるマ

ウスとする。 

② 微生物モニタリングは 3 ヶ月に一度とし、項目はマウス血清セット I：リンパ球性脈絡

髄膜炎ウイルス (Lymphocytic Choriomeningitis Virus: LCMV)、マウス肝炎ウイル

ス （ Mouse Hepatitis Virus: MHV) 、 セ ン ダ イ ウ イ ル ス (Sendai Virus, 

Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ(Mycoplasma pulmonis: 
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Mp)、エクトロメリアウイルス、 ティザー菌 (Tyzzer, Clostridium piliforme)とする。 

(2) クリーン飼育室 

① 使用基準は自家繁殖による継代・維持を行うマウス・ラットあるいはそれと同等

（SCID、ヌードマウス等）と考えられるマウス・ラットとする。 

② 微生物モニタリングは 6 ヶ月に一度とし、マウスは血清 4 項目：マウス肝炎ウイルス

（Mouse Hepatitis Virus: MHV）、センダイウイルス(Sendai Virus, Hemagglutinating 

Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ(Mycoplasma pulmonis: Mp)、ティザー菌 

(Tyzzer, Clostridium piliforme) 、ラットは血清 5 項目：腎症候性出血熱ウイルス

(Hantavirus)、唾液腺涙腺炎ウイルス（Sialodacryoadenitis Virus: SDAV）、センダイ

ウイルス(Sendai Virus, Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ

(Mycoplasma pulmonis: Mp)、ティザー菌 (Tyzzer, Clostridium piliforme) を検査

項目とする。 

(3) コンベンショナル飼育室 

① 使用基準は購入した小動物（基本的に自家繁殖による継代・維持はしない）、中

動物等とする。 

② 微生物モニタリングは 6 ヶ月に一度とし、マウスは血清 4 項目：マウス肝炎ウイルス

（Mouse Hepatitis Virus: MHV）、センダイウイルス(Sendai Virus, Hemagglutinating 

Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ(Mycoplasma pulmonis: Mp)、ティザー菌 

(Tyzzer, Clostridium piliforme)、ラットは血清 5 項目：腎症候性出血熱ウイルス

(Hantavirus)、唾液腺涙腺炎ウイルス（Sialodacryoadenitis Virus: SDAV）、センダイ

ウイルス(Sendai Virus, Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ

(Mycoplasma pulmonis: Mp、ティザー菌 (Tyzzer, Clostridium piliforme) を検査項

目とする。 

(4) マウス・ラット以外の小動物の微生物モニタリングは、コンベンショナル飼育室のマウス・

ラットの項目に順ずる。 

(5) モルモット・ウサギなどの中動物等の微生物モニタリングは、コンベンショナル飼育室の

マウス・ラットの項目に順ずる。 
 

 

2. 微生物モニタリング方法を下記のように定める。 

目的：不幸にして感染してしまった場合は、初期に検出する。 

1) モニター動物の数 

(1) モニター動物は原則として 1 ラックに 1 匹とする。 

(2) 実施代表者は、疾患モデルセンターが用意する 1〜2 匹のマウスあるいはラットをモニ

ター動物とする。（2 匹までは疾患モデルセンター負担） 

(3) 2 ラック以上飼育している実施代表者は、以下のいずれかの方法によって飼育している

すべての動物をモニターする。 

① 実施代表者は、モニター動物配布日にすべてのラックにモニター動物を充てるよ

うに準備し（自己負担）、モニタリング責任者(疾患モデルセンター教員)に、(a)か

(b)を連絡する。 

(a) コンベエリアとクリーンエリアの実施代表者は、センターで準備する ELISA の準

備の都合上、モニター動物配布日までに増やしたモニター動物数を伝える。 

(b) SPF エリアでは、実施代表者が直接 ICLAS モニタリングセンターへ増やしたモ

ニター動物の検査の依頼を行い、コピーを提出する。輸送費は疾患モデルセ

ンター指定日時に血清を提出すれば、センターが負担する。 

② 実施代表者は、2 匹のモニター動物によって、どのようにすべてのラック（2 ラック以

上）をモニターするのかその方法をセンター長に書面にて申請し助言を得る。 
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2) 微生物モニタリング対象動物 

モニター動物配布日に疾患モデル動物（実験動物）を飼育している場合には、飼育動物数

やその後の飼育期間や関わらず例外なく微生物モニタリング対象動物とする。 

 

3) モニター動物飼育方法 

実施代表者は、モニター動物の検査によって確実に微生物を検出できる方法（微生物指

針別紙 1 参照）でモニター動物を飼育する。 

 

4) モニター動物飼育期間 

モニター動物飼育期間は原則 2 ヶ月とする。 

 

5) モニター動物の血清の提出方法 

実施代表者は、指定日時にモニター動物から血清を採取し 0.1％アジ化ナトリウムで 10 倍

希釈し提出する（微生物指針別紙 2 参照）。但し、センター教員に採血を依頼する場合は、

モニター動物を指定日時に指定場所に提出する。（指定日時に授業や診療等がある場合

は、前日までにセンター管理室に連絡し提出方法を打ち合わせる。） 

指定日時に動物や血清を未提出の場合は、利用者が ICLAS に検査依頼（費用は利用者

負担とする。）して結果を疾患モデルセンターに報告する。報告締め切りは、モニター動物

回収日から 3 週間以内とする。 

 

6) モニター動物飼育期間中に実験が終了する場合 

(1) 実験終了時にモニター動物をすでに 4 週間以上飼育していれば事前にセンター管理

室に連絡した上でモニター動物の血清を採取し、センターへ提出する。 

（100μL の血清：希釈しない、凍結しない） 

(2) 実験終了時にモニター動物を飼育して 4 週間経っていなければ、ラック内の塵等をケ

ージ内に入れて 4 週間飼育後血清を採取し、センターへ提出する。 

（100μL の血清：希釈しない、凍結しない） 

 

 

3. 微生物モニタリング結果の対処方法を下記のように定める。 

目的：初期に検出された感染の影響を最小限に止めるための対策をとる。 

 1) コンベエリアとクリーンエリア 

(1) 疾患モデルセンターはモニター動物から得た血清を用いて ELISA 検査（モニライザ）

を行う。ELISA 検査では、「感染」の他、「偽陽性反応」と「交差反応」においても陽性

所見がみられることから、ELISA 陽性検体（血清）は ICLAS モニタリングセンターに送

付し確定検査（IF 法）を依頼する。 

(2) 疾患モデルセンターは当該動物実験責任者及び実施代表者に ELISA 検査結果を伝

え、モニター動物以外の動物の検査を希望するか確認する。希望する場合は ELISA

陽性検体（血清）とともに ICLAS モニタリングセンターに送付する。掛かる費用は自己

負担とする。 

＊ 確定検査の結果は数日でわかる。 

＊ 本指針の目的は、「万が一疾患モデル動物（実験動物）がモニタリング項目の微生

物に感染していることが判明した場合、適切に対処することで、他の利用者の動

物への感染の影響を最小限に止める」ことであることを再度認識し、冷静に対応し

てほしい。 

(3) 動物実験責任者及び実施代表者は、確定検査でも陽性が確認されたモニター動物

がモニターしていたラックの動物を、確定検査結果が伝えられた後 1 週間以内に安楽

死を行う。（止むを得ない場合は、3 ヶ月をめどに隔離を認める。） 

＊ 購入可能な動物を用いた実験の場合は安楽死させる。 
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＊ 入手が困難な系統維持動物の場合は、陰圧 HEPA フィルターラックで飼育し 3 ヶ

月をめどにクリーンナップする。（事前に受精卵保存することを推奨する。） 

＊ 掛かる費用は原則として自己負担とする。 

＊ 安楽死させる場所や方法、使用中の飼育機材（ケージ等）の対処は、センター長

の指示に従う。 

(4) 動物実験責任者及び実施代表者は、確定検査陽性であったモニター動物と同室の

すべての動物（各自のモニター動物の検査結果は陰性）を、確定検査結果が伝えら

れた後 1 週間以内に安楽死か隔離を行う。 

＊ 隔離の場合は 3 ヶ月をめどに実験を終了し、センターへの再搬入は行わない。 

隔離中の飼育方法は、センター長の指示に従う。 

＊ 動物をクリーンナップあるいは再購入する際の費用は原則として自己負担とする

が、必要に応じセンターが相談に応じる。 

＊ 感染が判明した微生物の宿主とならないことが科学的に明らかな動物種は安楽死

や隔離の対象としないが、飼育室のクリーンナップのため移動する必要があるの

で、センター長の指示に従う。 

＊ 感染経路には、動物が他の動物に直接接触して感染する場合や飼育者の手指を

介して間接的に接触感染する場合の他に空気伝播（エアロゾール）もある。また、

ELISA 検査で陰性判定された動物でも判定時は潜伏期間であった可能性は否定

できない。そこで、陽性項目の微生物のクリーンナップは、ラック毎では不完全で

あると考えられ、少なくとも飼育室単位で行うことが合理的である。 

(5) 疾患モデルセンターは当該飼育室から動物が居なくなった時点で、速やかに消毒作

業を行う。費用はセンター管理費でまかなう。 

 

2) SPF エリア 

(1) 動物実験責任者及び実施代表者は、ICLAS モニタリングセンターの検査結果が陽性

であったモニター動物がモニターしていたラックの動物を、検査後 1 週間以内に安楽

死を行う。（止むを得ない場合は、3 ヶ月をめどに隔離を認める。） 

＊ 受精卵保存している系統の場合は安楽死させる。 

＊ 受精卵保存していない系統の場合は、陰圧 HEPA フィルターラックで飼育し 3 ヶ月

をめどにクリーンナップする。（事前に受精卵保存することを推奨する。） 

＊ これらの費用は原則として自己負担とする。 

＊ 安楽死させる場所や方法、使用中の飼育機材（ケージ等）の対処は、センター長

の指示に従う。 

(2) 動物実験責任者及び実施代表者は、ICLAS モニタリングセンターの検査結果が陽性

であったモニター動物と同室のすべての動物（各自のモニター動物の検査結果は陰

性）を、結果が伝えられた後 1 週間以内に安楽死か隔離を行う。 

＊ 隔離の場合は 3 ヶ月をめどに実験を終了し、センターへの再搬入は行わない。 

＊ 隔離中の飼育方法は、センター長の指示に従う。 

＊ 動物をクリーンナップあるいは再購入する際の費用は原則として自己負担とする

が、必要に応じセンターが相談に応じる。 

(3) 疾患モデルセンターは当該飼育室から動物が居なくなった時点で、速やかに消毒作

業を行う。費用はセンター管理費でまかなう。 

 

4. 感染のリスクを抑える方法 

疾患モデルセンターには、SPF 動物（「人獣共通感染病」と「主要な動物から動物にうつる病

気」に感染していないことが保証された動物）を搬入しているので、その状態を保つために、下

記の点に注意する。 

(1) 利用者は、動物実験の再現性に影響を与える微生物に関する知識を積極的に得る。 

(2) 利用者は、エリア毎の「利用心得」を遵守する。 



129 

http://www.fujita-hu.ac.jp/CAMHD/CAMHD/riyou/riyou.htm を参照する。 

(3) 利用者は、疾患モデルセンターに入室する期間、モニタリング項目に該当する微生物

の宿主となりうる動物をペットとして飼育しないよう心がける。（ペットは我々ヒトと同様

にコンベンショナル環境下で生活している。） 

(4) 利用者は、野生マウスやラットの感染症を媒介する可能性のある昆虫を見つけたら処

分する。 

 

5. 立入りの制限 

(1) 利用者の中で飼育状況に問題があると認められた場合には、センター長が当該実施

代表者に改善を促す。もし、改善が認められない場合は、立ち入りを制限する場合が

ある。 

(2) 微生物モニタリングで陽性判定があった場合は、聞き取り調査を行い今後の感染防御

に役立てる。飼育状況等に問題があると認められた場合には立ち入りを制限する場

合がある。 

 

 

http://www.fujita-hu.ac.jp/CAMHD/CAMHD/riyou/riyou.htm
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疾患モデル教育研究センターにおける微生物学的統御に関する指針の概略 
 

 

 
 

 

疾患モデルセンターでELISA検査（抗体） 

陽性 陰性＊ 

陽性 陰性＊ 

１週間以内に安楽死（あるいは隔離） 

（当該利用者がおこなう） 

ICLASでの確定検査（抗原）（第三者機関） 

コンベ、クリーン 

SPF＊、コンベ、クリーン 

確定検査後公表 

飼育室ごとの消毒：センター負担 

SPF＊は、ELISA検査もICLASで行う。 

＊確定検査で陽性の動物がいた場合、 

感染症を封じ込めるため、１週間以内

に同飼育室内のすべての動物は安楽死

あるいは隔離。但し、宿主とならないこと

が明らかな動物種はその限りではない。 

（例：宿主がマウスのみのMHVやラットのみの

SDAV） 
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６−４．組換え動物取扱い指針 
最終改正 平成 23（2011）1.31 

 

1. はじめに 

組換え動物を取扱う動物実験は、「第二種使用等（環境中への拡散を防止しつつ行う使用）」

として扱われ、その基本的事項は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律（平成十五年六月十八日法律第九十七号、改正：平成一九年三月三

〇日法律第八号）」に示されている。組換え動物を用いた実験を行おうとする動物実験責任者、

動物実験実施者及び実施分担者は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多

様性の確保に関する法律」に従い実験の安全確保のための手続きを行った上で注 1）、藤田保

健衛生大学動物実験規程（平成 19(2007).4.1 施行、平成 21 年（2009）4.1 改訂施行）を遵守し

なければならない。 

 

2. 組換え動物の概念 

組換え動物とは、組換え体のうち、遺伝子組換え技術により得られた核酸及びその複製物を

有する動物（動物の個体、配偶子（卵）、胚、培養細胞（ES細胞も含む。）及び組織・臓器）及び

導入された形質を保持するその後代をいう。 

 

3. 組換え動物の基本的取扱い 

1) 組換え動物が外部へ逃亡した場合は自然環境に影響を与える可能性があるため、組換え

動物が管理区域（疾患モデル教育研究センター等の動物実験研究施設、実験動物飼育

室および動物実験室）外へ逃亡できないように管理する。 

2) 組換え動物の系統維持には、厳密な感染症対策を行い、疾患モデル教育研究センターに

おける微生物学的統御に関する指針を遵守し、定期的な微生物モニタリングを行う。 

 

4. 組換え動物の飼育管理の方法（「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関

する法律」より抜粋等） 

組換え動物の飼育管理は、次に掲げる事項（P1A レベル）に配慮して適切に行うものとする。 

・ 実験室が通常の動物の飼育室としての構造及び設備を有すること 

・ 実験室の出入口、窓など組換え動物の逃亡の経路となる箇所に、組換え動物の習性に応じ

た逃亡の防止のための設備、機器又は器具が設けられていること 

・ 組換え動物のふん尿等の中に遺伝子組換え生物が含まれる場合には、ふん尿等を回収す

るために必要な設備等が設けられていること、又は実験室の床がふん尿等を回収できる構

造であること 

・ 遺伝子組換え生物等を含む廃棄物については、廃棄の前に不活化の措置を講ずること 

・ 付着した設備（実験台を含む）、機器及び器具については、廃棄又は再使用（再洗浄）の前

に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること 

・ 実験室の扉については、閉じておくこと 

・ 実験室の窓等については、昆虫等の侵入を防ぐため閉じておく等の必要な措置を講ずるこ

と 

・ すべての操作に於いて、エアロゾルの発生を最小限にとどめること 

・ 実験の過程において組換え動物等を実験室から持ち出すときは、組換え動物等の漏出や

拡散が起こらない構造の容器に入れること 

・ 感染することを防止するため、遺伝子組換え生物等の取扱いにおける手洗い等必要な措置

を講ずること（飲食の制限も含む） 

・ 実験の内容を知らない者がみだりに実験室に立ち入らないための措置を講ずること 

・ 組換え動物等を、移入した組換え核酸の種類又は保有している遺伝子組換え生物等の種

類ごとに識別することができる措置を講ずること 

・ 実験室の入口に,「組換え動物等飼育中」と表示すること 
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・ 実験に用いた組換え動物の後代を得てそれを飼育する場合には、第 1 代と同様の管理を

行うこと。 

・ 導入した又は接種した組換え体に関する記録を作成し、保存すること。 

 

5. 組換え動物の譲渡 

1) 組換え動物を譲渡しようとする者は、譲渡先において明確な使用計画があること及び適切

な管理体制が整備されていることを事前に確認するものとする。 

2) 譲渡を受ける動物実験責任者は、当該組換え動物を用いる実験について、組換え DNA 実

験の安全確保のための手続を経た上で「遺伝子組換え生物等の譲受に関する届出書（様

式 11）」に必要事項を記入し、学長宛に届ける。必要に応じて検疫証明書を添付する。 

 
注 1）：動物を用いる実験で、他生物への自立的移行性を持たない DNA を導入して作出した組

換え動物系統のうち、当該 DNA に係る形質が安定しており、かつ、人に対する安全性の保

持に影響を及ぼすことがない系統を用いる実験は機関届出実験とする（実験実施機関の長

が安全委員会における検討を経て、当該系統に該当する旨を認定した系統を用いる場合に

限る）。拡散防止措置が決められない場合は、大臣確認申請を行い、確認を受けた上で実験

を実施する。 
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６—５．感染動物取扱い指針  

平成 23(2011).1.31 

 

1. はじめに  

感染動物を取扱う動物実験は、「動物接種実験」あるいは「感染動物実験」として扱われ、その

基本的事項は、「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成

16 年 2 月 19 日施行）」あるいは「感染動物実験における安全対策（国立大学動物実験施設協

議会 2001 年 5 月 25 日改訂）」に示されている。感染動物を用いた実験を行おうとする動物実

験責任者、動物実験実施者及び実施分担者は、上記法律あるいは安全対策に従い実験の安

全確保のための手続きを行った上で 注 1 ） 、藤田保健衛生大学動物実験規程（平成

19(2007).4.1 施行、平成 21（2009）4.1 改訂施行）を遵守しなければならない。  

 

2. 感染動物の概念  

組換え微生物あるいは病原体を接種した動物をいう。  

 

3. 感染動物の基本的取り扱い  

1) 感染動物が外部へ逃亡した場合は自然環境及び人又は他の実験動物等に影響を与える

可能性があるため、感染動物がケージ外や飼育室外へ逃亡できないように管理する。  

2) 感染動物から病原体が実験者等のヒトや他の実験動物に感染しないよう、実験中のみなら

ず屍体や排泄物等の処理を慎重に行う。  

 

4. 感染動物の飼育管理の方法（「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関す

る法律」あるいは「感染動物実験における安全対策」より抜粋）  

感染動物の飼育管理は、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。安全度（人に対す

る危険性から分類されたもの）は、試験管内実験における P1-4 にほぼ相当する。実験動物間

での伝播に特に注意を要する環境での実験（病原体による同居感染の可能性があるため、他

の正常動物との隔離を特に必要とする場合）は 1 ランク上げるものとする。  
注１） 本センター感染動物室で飼育可能なレベルは、安全度 1 と 2 である。  

安全度 3 の動物実験は、藤田学園感染症発生予防規程を順守し決められた場所で

行うものとする。 

 

[安全度 1］（P1A）  

：人に対してほとんど病原性を示さず、人の実験室感染及び実験動物間での同居感染の可能

性がほとんどないもの。  

 

1) 標準操作手順  

(1) 感染実験区域内への飲食物の持込みまたは喫煙を禁止する。  

(2) 動物飼育室内に手洗い装置を設け、作業後は手指の洗浄消毒を行う。  

(3) 作業時には、マスク、帽子及びゴムまたはプラスチック製手袋を着用する。 

(4) 床敷交換などの作業時のエアロゾル発生を極力防ぐ。  

(5) 使用済みケージ等汚染器材は消毒または滅菌したのち洗浄する。  

(6) 汚染床敷や動物由来排泄物は消毒または滅菌したのち廃棄する。  

(7) 動物屍体は焼却する。  

(8) 動物飼育室内では専用の作業衣、長靴などを着用する。  

(9) 動物実験関係者以外の立ち入りを制限する。  

 

2) 安全設備  

(1) 動物の飼育は脱出防止装置の付いたケージ内で行う。  
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3) 動物飼育室の構造  

(1) 感染実験区は他の区域と区別し、昆虫及びげっ歯類の侵入を防止する。  

(2) 床、壁には耐水性でかつ消毒薬耐性の素材を用いる。  

(3) その他は非感染動物飼育室の構造に準じる。  

 

［安全度 2］（P2A）  

：以下の条件のいずれかに該当するもの。  

・ 通常の病原微生物学的設備および操作手順で人への実験室感染を防ぐことが可能である

もの。  

・ 実験動物に感染し、病原性を示し動物実験成績への影響の可能性があるもの。  

 

1) 標準操作手順  

 安全度 1 の手順に以下を加える。  

(1) 使用済みのケージなど汚染器材や動物屍体は高圧蒸気滅菌を行ったのち洗浄または

焼却する。  

2) 安全設備  

(1) 単純飼育時 ：マウス、ラットの飼育は感染動物用アイソレータ内で行う。  

(2) 飼育管理作業時及び接種・解剖作業時：高濃度のエアロゾルを発生する作業は、感

染動物用安全キャビネット内で行う。  

(3) その他：感染実験区域内に高圧蒸気滅菌装置を設置する。  

3) 飼育室の構造  

  安全度 1 に準じる。  



135 

６−６．動物実験に関わる有害化学物質の取扱いマニュアル 
 

施行  平成 22 年（2010）4.1 

 

本マニュアルは、国立大学法人動物実験施設協議会環境保全委員会が提案した「動物実験施設

等で使用する有害化学物質の取扱いについて（特定化学物質）」を参考に、動物実験を行う際に

使用する有害化学物質の取扱いを定めるものである。ここで言うところの有害化学物質とは、「労働

安全衛生法施行令別表第三特定化学物質（別紙）、ならびに発癌性、揮発性等の性状からこれら

に準じる毒性を有すると判断される物質」とする。なお、その廃棄に際しては、藤田保健衛生大学

廃棄物区分を遵守する。 

 

1. 「動物実験に関わる有害化学物質の取扱いに関する申請書(申請書４)」の提出 

有害化学物質を動物に投与する場合、動物実験責任者は動物実験計画書（申請書１）に「動物

実験に関わる有害化学物質の取扱いに関する申請書」を添付する。使用する化学物質などが

申請するべき有害化学物質であるかどうかは、動物実験責任者が労働安全衛生法施行令別表

第三特定化学物質（別紙）、MSDSならびに安全衛生情報センター（http://www.jaish.gr.jp/）等

で確認する。また、動物実験責任者は、有害化学物質の性質により、実験室や飼育室の申請の

ほか、特殊なラックやディスポ製品を使用する必要性を予め検討する。 

 

2. 実験室 

疾患モデル教育研究センターの実験室には、ドラフトチャンバ型局所排気装置が設置されて

いないため、以下の点を注意する。 

1) 揮発性の高い有害化学物質を動物に投与する場合、動物実験責任者はそれぞれの物に

適した実験室を申請する。なお、化学物質の特徴によっては、動物実験責任者がそれぞ

れの物質に適した飼育室及び使用方法も併せて申請する（「実験動物飼育室・実験室申

請書（申請書３）」）。 

2) 有害化学物質の調整は、各自の実験室等の局所排気装置内で実施する。有害化学物質

の性質により、ドラフトチャンバ型等の適切な局所排気装置を選択する。局所排気が有効

な範囲内に納まるまで、有害化学物質は、気密性の高い容器に入れ部屋内への拡散を防

止する。なお、局所排気装置を使用しても排気装置内は有害化学物質が高濃度であるた

め、防護服・防護手袋、ゴーグル等により適切に皮膚及び眼等の保護を行う。必要に応じ

て排ガス等の処理装置を設置し、環境への対応をおこなう。 

 

3. 飼育室及び飼養 

1) 動物実験責任者は、有害物質の性質に応じて以下の適切な処置を十分検討する。 

(1) 高い揮発性を有する場合・・・局所排気装置内で投与する。この場合、センター外へ動

物を持ち出すことになるが、微生物学的統御の観点から疾患モデル教育研究センタ

ーに動物を再搬入できないので、飼育室の申請を行う（小動物飼育室の使用を希望

する場合は、事前に申し出る。） 

(2) 揮発性がない場合・・・指定された飼育室内で投与することができる。この場合、万が

一、有害化学物質を漏出することを想定し、吸着紙を敷く。 

(3) 糞尿等に排出される場合・・・①乾燥により飛散する可能性があるため、必ず陰圧クリ

ーンラックやアイソレーターラック（外部と遮断して動物を飼育する装置）などを使用し

飛散を防止する。この場合ラックのフィルターが、飛散しない能力を持っているかを確

認してセンターに申し出る。②飼育の際は、想定された範囲以外への拡散を防止す

る。③床敷交換の際は、ディスポーサブルケージ（使い捨てケージ）を用いるなどして

洗浄等の工程を省き、暴露や拡散の機会を減らすよう努める。 

(4) 糞尿等に排出されないことが明らかな場合・・・通常の飼育ラックで飼育することができ

る。 

http://www.jaish.gr.jp/
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(5) 強毒性の場合・・・ディスポーサブルケージを用いるなどして洗浄等の工程を省き、暴

露や拡散の機会を減らす。また、疾患モデル教育研究センターが用意するケージの

材質が有害化学物質の処理を行うのに適さない場合は、ディスポーサブルケージを

使用する。 

2) 1)を踏まえた有害化学物質の性質により、陰圧クリーンラックやアイソレーターラック（外部と

遮断して動物を飼育する装置）などの中から、化学物質の暴露や拡散防止を十分に図れ

る最適な飼育機材を使用することを申請する。 

3) 1)、2)以外に配慮すべきことがあれば申告する。 

4) 有害化学物質の性質と申請した投与方法及び飼育形態により、想定された範囲以外への

拡散 を防止する。 

5) 有害化学物質を投与された動物の飼育ラックもしくは飼育室に「動物実験に関わる有害化

学物質の取り扱いに関する申請書」のコピーを掲示し、関係者以外の立ち入り等を制限す

る表示を行う。 

6) 飼育終了後、①床敷の廃棄やケージ等の洗浄時には、投与時や飼養時と同様の暴露防

止措置を行う。②動物実験責任者は、飼育に使用されたラックや飼育機材を、その使用さ

れた有害化学物質の性質に応じた処理をおこなってから返却する。③処理のための移動

等は、気密性の高い容器に入れ動線（ヒト等が移動する順路）上の汚染を防止する必要が

ある。 

 

4. 暴露時の対応 

1) 「動物実験に関わる有害化学物質の取扱いに関する申請書」ならびにMSDSに従い、暴露

部位の洗浄等を行い、応急手当と医師の診察を受ける。 

2) 汚染箇所の洗浄を行い、有害化学物質の拡散防止措置を行う。 
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別紙 

 

労働安全衛生法施行令 別表第三 特定化学物質等（第六条、第十五条、第十七条、第二

十一条、第二十二条関係） 

一 第一類物質 

1   ジクロルベンジジン及びその塩 

2   アルフア—ナフチルアミン及びその塩 

3   塩素化ビフエニル（別名PCB） 

4   オルト—トリジン及びその塩 

5   ジアニシジン及びその塩 

6   ベリリウム及びその化合物 

7   ベンゾトリクロリド 

8   1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物

をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物（合金にあっては、

ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。） 

二 第二類物質 

1   アクリルアミド 

2   アクリロニトリル 

3   アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。） 

4   石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く。） 

5   エチレンイミン 

5の2 エチレンオキシド 

6   塩化ビニル 

7   塩素 

8   オーラミン 

9   オルト—フタロジニトリル 

10   カドミウム及びその化合物 

11   クロム酸及びその塩 

12   クロロメチルメチルエーテル 

13   五酸化バナジウム 

14   コールタール 

15   三酸化砒素 

16   シアン化カリウム 

17   シアン化水素 

18   シアン化ナトリウム 

19   三・三’—ジクロロ—四・四’—ジアミノジフエニルメタン 

20   臭化メチル 

21   重クロム酸及びその塩 

22   水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。） 

23   トリレンジイソシアネート 

24   ニツケルカルボニル 

25   ニトログリコール 

26   パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン 

27   パラ—ニトロクロルベンゼン 

28   弗化水素 

29   ベータ—プロピオラクトン 

30   ベンゼン 

31   ペンタクロルフエノール（別名PCP）及びそのナトリウム塩 

32  マゼンタ 
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33   マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。） 

34   沃化メチル 

35   硫化水素 

36   硫酸ジメチル 

37   1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの 

三 第三類物質 

1   アンモニア 

2   一酸化炭素 

3   塩化水素 

4   硝酸 

5   二酸化硫黄 

6   フエノール 

7   ホスゲン 

8   ホルムアルデヒド 

9   硫酸 

10   1から9までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの 
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６−７．疾患モデル教育研究センターにおける災害対策マニュアル 

 
改正 平成 22（2010）.9. 1 

 

目   次 

 

1. 総 則 

2. 災害時における初期対策 

3. 異常発生時の連絡先 

4. 災害時における伝達･情報収集経路 

5. 復旧作業 

6. 災害対策マニュアル 

7. 緊急連絡網 

8. 防災備品一覧 

9. 被害状況チェックリスト 

 

 

1. 総則 

1) 藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センター（以下疾患モデルセンターという）におい

て火災、地震、その他の自然災害等が発生した場合、または予知される場合に対処する

防災対策について必要事項を定め、災害時における被害の軽減を図るとともに災害の復

旧を円滑に行い、災害対策に関し疾患モデルセンターとしての責務を果たすために必要

な事項を定める。とりわけ、動物資源の保護ならびに環境への影響防止のため、災害発生

時にはセンター長、疾患モデルセンター教職員の指揮の下で対応を整える。 

2) 本マニュアルは、「藤田学園防災対策規定」に準拠する。 

3) 本マニュアルは、疾患モデルセンター教職員および疾患モデルセンターに出入りするすべ

ての人に適用する。 

 

2. 災害時における初期対策 

1) 災害が発生した場合、疾患モデルセンター教職員勤務時間内は管理室へ、夜間・休日は

防災センターおよび守衛室に連絡する（内線電話が使用不能な場合は、直接赴き連絡を

行う） 

2) 災害発生時には身体の安全を確保し、避難することを原則とするが、災害規模が小さけれ

ば初期消火や動物の収容確認等を行う。 

3) 動物への対応 

・ 動物は直ちにケージに収容し、ケージを飼育棚に戻す。 

・ ケージの落下防止装置を確認する。 

・ 飼育棚の転倒防止装置を確認する。 

・ 上記の対応ができない場合は、ケージを床に置く 

・ 災害発生時には動物が飼育室あるいは実験室の外に逃亡しないよう心がける。ただし、

緊急の場合はこの限りではない。 

4) 運転中の機器への対応 

・ 運転を緊急停止する。 

・ オートクレーブ滅菌装置等は直ちに緊急停止ボタンを押して機械を停止させ、電源を

切る。 

・ 可能であればオートクレーブの蒸気バルブを閉栓する。 

5) 使用中の薬品への対応 

・落下しないよう床に置く等の対処をする。 

・引火性・爆発性のある薬品については豊明市火災予防条例が定める方法に従う。 
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6) 使用中のガス・電気・水道・蒸気への対応 

・直ちに使用を中止し、元栓等を閉める。 

7) 飼育室・実験室からの避難 

・避難時には動物が逃亡しないよう扉を閉める。ただし、緊急の場合はこの限りではない。 

 

3. 異常発生時の連絡先 

センター長 内線 2434 

管 理 室 内線 2447 

教 員 室 内線 2449 

施設部（時間内） 内線 2043 

防災センター（夜間・休日） 内線 2040 

守衛室（1 号館 B1） 内線 2403 

 

 

4. 災害時における伝達･情報収集経路 

1) 勤務時間内の場合 

(1) 災害発生時の通報・教職員への連絡 

＊勤務時間内は管理室に連絡後、防災センター、守衛室に連絡する。 

・ 管理室は防災センター、守衛室に連絡後、災害の状況を確認し、センター長に連

絡する。 

・ センター長の指示に従って分担して各飼育室等に大声で知らせる（センター長が

不在の場合は教職員の指示に従う）。 

・ センター長（不在の場合は教職員）は災害の状況を確認し、防災センターまたは施

設部および守衛室に報告する。 

(2) 救出あるいは初期消火活動 

・ 災害の程度が軽い場合には、センター長等の指示に従い、逃げ遅れた人の救出お

よび初期消火活動等を行う。 

(3) 職員・利用者の安否の確認 

・ 疾患モデルセンター利用者の状況や職員の作業場所をセンター長に連絡し、安否

を確認する。 

(4) 疾患モデルセンター外への避難 

・ エレベーターは使用しない。 

・ 管理室前扉、近くの非常口あるいは階段を使用して避難する。 

・ 避難時には開けた扉は動物が逃亡しないよう閉める。ただし、緊急の場合はこの限

りではない。 

2) 夜間および休日の場合 

(1) 疾患モデルセンター教職員の疾患モデルセンターあるいは指定場所への集合 

疾患モデルセンター教職員は、 

・ 可能な限り出勤する。 

・ 出勤できない場合は、センター長に連絡する。 

・ 疾患モデルセンターに入室できない場合は指定場所で待機する。 

(2) センター長の指示に従って疾患モデルセンター教職員の安否・出勤の可否について

教職員同士で確認する。 

 

3) 利用者における留意点 

(1) 災害発生の通報 

① 疾患モデルセンター教職員の勤務時間内 

・ 疾患モデルセンター内に大声で事態を知らせる。 

・ 管理室に連絡する。その後管理室から防災センターおよび施設部、守衛室に連
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絡する（内線電話が使用不能の場合は直接赴き守衛室に知らせる）。 

② 疾患モデルセンター教職員の勤務時間外（夜間および休日） 

・防災センターおよび守衛室に連絡する。 

(2) 疾患モデルセンター外への避難 

・ 近くの非常口あるいは階段を使用して避難する。 

・ 避難時には開けた扉は動物が逃亡しないよう閉める。ただし、緊急の場合はこの限

りではない。 

・ エレベーターは使用しない。 

(3) 疾患モデルセンター教職員への状況報告 

・ 後日、実験中の動物に対する対応及び避難経路について報告する。 

 

5. 復旧作業 

1) 疾患モデルセンター全体の被害状況の概要を把握する。 

2) センター長は、疾患モデルセンターに対策室（被害に応じて管理室や教員室等）を設け、

疾患モデルセンター教職員の安否、出勤の可否などを確認した後、出勤してきた教職員

により具体的な被害状況を把握し復旧行動計画を練る。また、被害状況などを大学の災害

対策本部にも報告する。運営委員及び動物実験委員の中で、対策室で活動できるものが

いれば、協力を仰ぐ。 

3) 疾患モデルセンター全体の被害状況の調査は二人一組になり、ヘルメット等の安全装備の

上、懐中電灯を持ってそれぞれの飼育室等を中心として被害状況を確認し、その都度対

策室に連絡し以後の対策方法の指示を待って行動する。 

4) 災害後の機器の点検 

・ 建物の安全確認後、各機器を点検し正常に作動するか確認する。正常運転不能な場

合は、修理等の手配を行う。 

・ 各講座が所有している機器を点検し、正常運転が不能な場合は疾患モデルセンター外

に持ち出す。 

・ 施設内の整備等の理由により、疾患モデルセンターが機器の持ち出しを要請した場合

所有者はすみやかに講座に持ち帰る。 

5) 点検項目 

(1) 飼育室：飼育室内の動物の脱走の有無、飼育ラックの移動や転倒、水漏れや給水排

水装置の異常などを確認する。非常時には緊急措置として逃亡動物の飼育室外へ

の逃亡防止策を講ずる。 

(2) 実験室：実験機器の異常の有無と、薬品保管庫内の試薬瓶の転倒、破損の有無を確

認する。 

(3) 倉庫：消毒や薬品、器材の転倒破損状況、飼料、床敷の保管状況などの確認を行う。 

(4) 疾患モデルセンター（もしくは医学部 1 号館）の外観、空調設備、エレベーターなどの

建物構造：施設部職員と綿密に連絡を取りあって被害状況を把握する。 

(5) 感染動物実験室：実験している講座の感染動物実験責任者あるいは実施代表者と連

絡を取り、感染事故の無いように注意して被害状況を把握する。 

6) 対応策 

(1) 対応策をセンター長及び対策室で協議する。 

(2) 建物の安全確認後、災害時に放置した実験中の動物の状態について確認し、逃亡動

物の収容・選別（やむをえない場合は安楽死処置）、給餌・給水体制の確立、動物屍

体の処置、飼飼室や実験室の清掃・消毒処理など、順次緊急を要するものから復旧

作業に取りかかる。 

(3) 災害の規模が大きく、全動物を適正に維持することが困難と判断された場合、動物実

験実施者が実験動物を安楽死させる。 

(4) 建物、空調機などの被害に関しては、施設部との連絡を綿密に取りあって、協力して

対応にあたる。 
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7) 災害発生時、センター長は、下記事項を速やかに学長及び関係部署に報告する。また、必

要に応じ、文部科学省 研究振興局学術機関課庶務・学術資料係ならびに公私立大学動

物実験施設協議会会長校に連絡する。 

(1) 人身事故の有無 

(2) 動物への被害 

(3) 建物・設備などの被害 

(4) ライフラインの状態 

(5) 物的・人的応援の必要性 

(6) その他 

8) その他 

・ 夜間疾患モデルセンターを使用する場合は、停電を想定して懐中電灯等を用意する。 

・ 各自で必要と考えられる措置を実施し、後日疾患モデルセンターに連絡する。 
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疾患モデル教育研究センター災害対策マニュアル概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疾患モデル教育研究センター緊急連絡網（平成 23 年 1 月現在） 
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防災備品一覧表（センター常備品） 

 

品  名 規  格 員数 設置場所 担当 

移動式救助工具 

セット 
平バール(600mm) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPF1 エリア 

 

SPF2 エリア 

 

クリーンエリア 

 

管理室（コンベアリア） 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

吉原 

 

吉原 

 

釘田 

 

羽根田 

 

 

 

 

 

ハンマー1.3Kg 

万能斧 

油圧ジャッキ 

折畳みのこぎり 

ゴーグル 

クレモナロープ 

防塵マスク 

軍手 

ヘルメット 脱げ防止機構つき 

ダイナモライト 

 

 

1 分の充電で 30 分使用 

 

 

3 SPF1 エリア、 

SPF2 エリア、 

クリーンエリア 

 

懐中電灯 単一電池使用 2 管理室（コンベアリア） 羽根田 

メガホン 

 

単一電池使用 2 SPF2 エリア 

管理室（コンベアリア） 

吉原 

羽根田 

救急箱 

 

消毒、絆創膏、包帯 

鎮痛剤等 

1 管理室（コンベアリア） 

 

羽根田 

 

その他 
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被害状況チェックリスト 

 

日時 ：    年   月   日（  曜日）   午前・午後   時   分 

チェック項目 状  況 

死亡者 
 

負傷者 
 

行方不明者 
 

火災発生エリア 

 

水漏れエリア 

 

飼育室状況 

SPF1 エリア 

 

 

 

SPF2 エリア 

 

 

 

クリーンエリア 

 

 

 

コンベエリア 

 

 

 

電  気 
 

水  道 
 

電  話 
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参考資料 

・学校法人藤田学園「防災対策規程」 

・藤田保健衛生大学病院「災害対策マニュアル」 

・藤田保健衛生大学施設部「緊急時防災マニュアル」 

・藤田保健衛生大学病院放射線部「災害時の連絡通報体制」 

・藤田保健衛生大学病院医療ガス安全管理委員会「災害時対応マニュアル」 

・名古屋大学「自然災害対策規程」 

・神戸大学「動物実験施設における災害対策マニュアル」 

・島根大学「総合科学支援センター実験動物分野における震災などへの対応について」 

・鹿児島大学「防災マニュアル（事務局）」 

・山形大学「防災規程」 

・豊明市火災予防条例 
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６−８．遺伝子組換え動物移動/運搬マニュアル 

 
施行 平成 22(2010).12.1 

 

遺伝子組換え動物の取り扱いは、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に

関する法律(平成一九年三月三〇日法律第八号)」を遵守して行う。その中でも逃亡防止措置（ネズミ返し、

排水口の閉鎖等）の実施は重要である。そこで、遺伝子組換え動物は逃亡防止措置が施された疾患モ

デル教育研究センター（以下疾患モデルセンター）内の飼育室と実験室（胚操作室、クリーン実験室、コ

ンベ実験室およびコンベ多目的室等）内で取り扱うことを原則とする。万一、遺伝子組換え動物を安楽死

させる等の理由で疾患モデルセンター内を移動させる場合、また、実験のため疾患モデルセンター外の

「承認された実験動物飼育室あるいは動物実験室」にやむをえず運搬する場合は、移動/運搬中にケー

ジを落下させる等を想定した上で動物が逃亡することを防ぐため、所定の移動用ボックスにフタをしたケ

ージを入れて二重に逃亡防止措置を施して行う。特に、炭酸ガス安楽死装置が設置されている洗浄室は

構造上完璧な動物の逃亡防止措置を施せないため、洗浄室内で二重に逃亡防止措置を施した移動/運

搬用ボックスから遺伝子組換え動物を出すことはもちろんのこと、移動/運搬用ボックスから遺伝子組換え

動物が入ったフタ付きケージを出すことも厳禁とする。 

 

 

1. 手 順 

1) 遺伝子組換えマウス（遺伝子型が未判定のマウスを含む）の場合 

(1) 逃亡防止のため「ネズミ返し」の設置されている飼育室内で遺伝子組換えマウスをケージに

まとめる。 

(2) 滅菌済みの遺伝子組換えマウス移動/運搬用ボックスである結束バンド用穴あきエコンアー

クを用意する。移動/運搬用ボックスは、本体とフタが同じ番号のものを使用する。番号が異

なると穴の位置が合わず、使用出来ない。 

 

        
 

 

(3) 移動/運搬用ボックスに遺伝子組換えマウスが入っ

たケージを入れる。 

 

 

(4) 移動/運搬用ボックスのフタをきちんと閉め、穴（＊

1）に結束バンドを通す（＊2）。結束バンドを締めて

フタがずれないようにする（＊3）。不要ならば余剰

部分を切る（＊4）。 
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(5) 移動/運搬用ボックスを運搬する。 

移動/運搬先が炭酸ガス安楽死装置の場合：移動/運搬用ボックスのまま洗浄室内の炭酸

ガス安楽死装置に入れて安楽死を行う。遺伝子組換えマウスが安楽死したことを確認して専

用の袋に収容し、屍体安置用冷凍庫に安置する。 

＊ 遺伝子組換えマウスの安楽死（実験に用いる場合を除く）は、原則として逃亡防止措置

が施されている飼育室内で脱臼死により行うこととする。 

 

移動/運搬先が疾患モデルセンター内実験室や「承認された実験動物飼育室あるいは動物

実験室」の場合：室内の逃亡防止措置を確保するまで、移動/運搬用ボックスを開封しな

い。 

 

        
 

(6) 作業終了後、移動/運搬用ボックスの洗浄および滅菌を行い、各エリアの所定の場所に保管

する。 

 

2) 遺伝子組換えラット（遺伝子型が未判定のラットを含む）の場合 

：遺伝子組換えマウスの移動手順に準じて下記のように行う。 

(1) 遺伝子組換えラットを移動する場合は、滅菌したラット移動/運搬用ボックス用いる。 

(2) 遺伝子組換えラット移動/運搬用ボックスに動物が入ったケージを収容した後、フタをロックし、

さらに結束バンドで固定する。 
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ラット用移動ボックス ロック部分 結束バンドで固定したところ 

（不要なら余剰部分を切る） 

 

(3) 移動/運搬用ボックスを運搬する。 

移動/運搬先が炭酸ガス安楽死装置の場合：移動/運搬用ボックスのまま洗浄室内の炭酸

ガス安楽死装置に入れて安楽死を行う。遺伝子組換えラットが安楽死したことを確認して専

用の袋に収容し、屍体安置用冷凍庫に安置する。 

＊200g 以下の幼少の遺伝子組換えラットは、逃亡防止措置が施されている飼育室内で可

能な限り脱臼死による安楽死を施す。 

 

移動/運搬先が疾患モデルセンター内実験室や「承認された実験動物飼育室あるいは動物

実験室」の場合：室内の逃亡防止措置を確保するまで、移動/運搬用ボックスを開封しな

い。 

 

  
 扉を閉めたところ 

 

(4) 作業終了後、移動/運搬用ボックスの洗浄および滅菌を行ない、各エリアの所定の場所に保

管する。 

 

※移動/運搬用ボックス保管場所 

SPF1⇒SPF1 内清浄廊下    

SPF2⇒SPF2 前室 

クリーンエリア⇒クリーンエリア内エアーシャワー横の棚（1 段目：マウス用、3 段目：ラット用） 
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６−９．疾患モデル教育研究センター利用心得 （教職員用） 

 
最終改正 平成 23(2011).4. 1 

 

1. 動物実験を始める前に 

1) 新たに動物実験を始める場合は、疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターとい

う）規程、藤田保健衛生大学動物実験指針を熟読し、十分に理解してください。 

2) 実験開始に際しては、「動物実験計画書（申請書１）」と「疾患モデル教育研究センター備品利用

届（様式３）」を作成してください。実験計画書の作成に当たっては 3R の原則に基づき、使用動物

数削減・実験動物の苦痛軽減・動物を使わない実験への代替を十分検討してください。 

3) 研究代表者は、「動物実験計画書」、「疾患モデル教育研究センター備品利用申請書」を管理室

に提出し、承認が下りてから実験を開始するよう心がけてください。 

 

2. 疾患モデルセンターへの立入りについて  

1) 疾患モデルセンターが開催する新規利用者講習会に出席し、「疾患モデル教育研究センター入

室登録・削除願（様式１）」を提出ください。  

2) 疾患モデルセンターへの入退出には職員証(学生証)を携帯してください。  

3) 地下 3 階エレベーター近くの木製ロッカーに疾患モデルセンター外で使用している白衣を掛けて

ください。  

4) カードリーダーが設置されている扉まで進み、1 名ずつ職員証（学生証）をカードリーダーに通して

開錠・入室してください。（ホストコンピューターで管理しています。入退出は必ず 1 名ずつ行なっ

てください。）  

5) 下足用の下駄箱に下足を入れ、疾患モデルセンター専用のスリッパに履き替え、手指を洗浄・消

毒し、マスク、手袋を装着後、疾患モデルセンター専用白衣を着用してください。なお、疾患モデ

ルセンター専用白衣は各自で用意してください。  

6) 退出時は手洗い場で手指を洗浄し、入室時同様に職員証（学生証）をカードリーダーに通して開

錠・退出してください。  

7) 各人の健康管理については、下記の項目を厳守してください。  

(1) 入退室時に、所定の手洗い場にて手指を洗浄してください。  

(2) 感染防御の観点から、手袋とマスク、帽子を使用してください。  

(3) 疾患モデルセンター内では、原則として専用白衣あるいは作業着を着用してください。  

(4) 体調不良の場合は、動物の飼育を極力控えてください。  

(5) 飼育室や実験室内で飲食しないでくさい。  

 

3. 動物の飼育方法について  

1) 給餌、給水、体重測定、床敷交換、ケージ洗浄等の飼育管理は研究代表者の指示の下で行って

ください。  

2) 飼料と床敷は、各講座で用意してください。  

3) 飼育器具等は、適宜消毒（アルコール等）・滅菌して使用してください。  

4) 各飼育室に用意してある消毒薬で、ラック内および床の清潔を保ち、感染防御に努めてください。  

 

4. 洗浄室、洗浄機等について 

動物間やヒトへの感染事故が発生しないように、洗浄室と洗浄機の利用は下記のルールを守ってくだ

さい。  

1) 汚れた床敷は、洗浄室の床敷キャビネットを使用し、処理してください。この際、幼弱な動物が紛

れていない事を確認してください。万一、逃亡動物や野鼠・昆虫等を発見した場合は、捕獲に努

め管理室に報告してください。  

2) ケージは原則として洗浄機で洗浄してください。  

3) 給水ビンは手洗いしてください。ただし、本体のみは網かごに入れてフタをし、飛び出さないような

処置がしてあれば洗浄機で洗浄することができます。  
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4) 洗浄機の故障の原因になるため、ケージフタは手洗いをしてください。  

5) 洗浄機のコンベヤ作動中は、衣服や手指が巻き込まれないように注意し、非常時にはコンベヤの

非常停止用ボタンを OFF にしてください。  

6) 洗浄作業終了後、床敷キャビネット内及び床の清掃をしてください。  

7) オートクレーブ滅菌装置の使用は、原則として疾患モデルセンター専任教員から使用方法の説

明を受けた教職員が行うようにしてください。  

 

5. 投与、麻酔、安楽死、剖検について  

1) 動物愛護の精神にのっとり、研究代表者の監督下で、投与、麻酔、安楽死、剖検等を行ってくだ

さい。  

2) 麻酔は、原則として腹腔内投与等による注射麻酔薬を使用するか二酸化炭素安楽死装置（通称

ドリームボックス）を利用してください。エーテルを吸入麻酔薬として使用する場合は、研究代表者

の監督下で行ってください。（質問や疑問点があれば、疾患モデルセンター専任教員に尋ねてく

ださい。）  

 

6. 屍体処理について  

飼育室、洗浄室、実験室等に設置してある所定の黒ビニール袋に屍体を入れ、セキュリティ内の場合

は洗浄室の冷凍庫へ、疾患モデルセンター外からの場合は管理室前の冷凍庫に、それぞれ屍体処

理簿に月日、学部、講座名、承認番号、研究代表者、氏名、動物名（統計処理の関係上動物種毎に

記載）、頭数等の必要事項を記入して安置してください。屍体は後日動物専用霊園に運搬され、火

葬されます。  

 

7. 疾患モデルセンター外への動物搬出について  

1) コンベ飼育室 

動物を疾患モデルセンターコンベ飼育室から医学部 1 号館上階に搬出する場合は、逃亡防止に

十分留意の上、小型昇降機を使用して下さい。また、医学部 1 号館上階から動物の屍体、汚物な

どを搬入する場合は、ビニール袋などで密封したのちに小型昇降機を使用してください。なお、

原則として通常のエレベーターを使用しないでください。 

医学部 1 号館以外へ搬出する場合は、上記の方法に準じてコンベ飼育室のセキュリティ出入口を

使用してください。 

 

2) クリーン・SPF 飼育室 

動物を疾患モデルセンタークリーン・SPF 飼育室から医学部 1 号館上階に搬出する場合は、逃亡

防止に十分留意の上、小型昇降機を使用して下さい。 

医学部1 号館以外へ搬出する場合は、上記の方法に準じてクリーン・SPF飼育室のセキュリティ出

入口を使用してください。 

 

＊なお、疾患モデルセンター内への動物搬入については、諸手続きがありますので、専任職員ある

いは教員にお尋ねください。 

 

8. 実験室の使用及び清掃、消毒について  

1) 疾患モデルセンター内の実験室を長時間使用したい場合は、事前に研究代表者が実験室使用

届を管理室に提出してください。（但し緊急の場合はご協力ください。）  

2) 実験室の使用後の消毒・清掃及び消灯は、必ず各自で行ってください。  

 

9. その他  

1) 床敷の空箱や空飼料袋等は、所定の場所に整理して置いてください。  

2) 破損したケージ等があれば、すみやかに管理室に申し出てください。  

3) 疾患モデルセンター内は静寂を旨とし、大きな声で話をしないでください。  
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※清掃や届出書類等に関して疑問点があれば疾患モデルセンター専任職員に、動物の取扱いや投与

等について疑問点があれば疾患モデルセンター専任教員に尋ねてください。  
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６−10．疾患モデル教育研究センター利用心得 （卒論生用） 

 
最終改正 平成 23(2011).4. 1 

 

1. 疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）への立入について 

指導教員があらかじめ動物実験計画書、備品利用申請書並びに入室登録申請書を提出済みである

ことが前提です。  

1) 卒論生の疾患モデルセンターへの立入は、  

(1) 指導教員が「入室登録申請書」を届ける。  

(2) 疾患モデルセンター主催の講習会に参加する。  

(1)および(2)を終了することによって疾患モデルセンター長の許可を得ることができます。  

2) 具体的な入退出方法は以下の通りです。  

（注意）疾患モデルセンターへの入退出のために学生証が必要です。  

(1) 木製ロッカーに疾患モデルセンター外で使用している白衣を掛けてください。  

(2) カードリーダーが設置されている扉まで進み、1 名ずつ学生証をカードリーダーに通して開錠

してください。（ホストコンピューターで管理しています。入室は必ず 1 名ずつ行ってくださ

い。）  

(3) 下足用の下駄箱に下足を入れ、疾患モデルセンター専用のスリッパに履き替え、手指を消毒

し、マスク、手袋を着用して、疾患モデルセンター内用白衣を着用してください。  

(4) 退室時は手洗い場で手指を洗浄し、入室時同様に学生証をカードリーダーに通して開錠し

てください。（ホストコンピューターで管理しています。退室は必ず1名ずつ行ってください。）  

3) 各人の健康管理については、下記項目を厳守してください。  

(1) 入退室時に、管理室横の所定の手洗い場にて手指を洗浄してください。  

(2) 感染防御の観点から、手袋とマスク、帽子を使用してください。  

(3) 疾患モデルセンター内では、専用白衣あるいは作業着の着用を原則とし、これらは各人が用

意してください。  

(4) 体調不良の場合は、動物の飼育を極力控えてください。  

(5) 飼育室や実験室内で飲食しないでください。  

 

2. 動物の飼育方法について  

1) 給餌、給水、体重測定、床敷交換、洗浄等の飼育管理は各指導教員の指示の下で行ってくださ

い。  

2) 飼料と床敷の補充（購入）と保管場所は、指導教員の指示を仰いでください。  

3) 乾燥した飼育器具等は、適宜消毒（アルコール）・滅菌して使用してください。  

4) 各飼育室に用意してある消毒薬で、ラック内および床の清潔を保ち、感染防御に努めてください。  

 

3. 洗浄室、洗浄機等について  

動物間やヒトへの感染事故が発生しないように、洗浄室と洗浄機の利用は下記のルールを守ってくだ

さい。  

1) 床敷は、洗浄室の床敷キャビネットにて処理してください。この際、幼弱な動物が紛れていない事

を確認し、動物を発見した場合は殺処分するなど指導教員の指示を仰いでください。また逃亡動

物や野鼠・昆虫等を発見した場合は、捕獲に努め管理室に報告してください。  

2) ケージは原則として洗浄機で洗浄してください。  

3) 給水ビンは手洗いしてください。ただし、本体のみは網かごに入れてフタをし、飛び出さないような

処置がしてあれば洗浄機で洗浄することができます。  

4) 洗浄機の故障の原因になるため、ケージフタは手洗いを行ってください。  

5) 洗浄機のコンベヤ作動中は、衣服や手指が巻き込まれないように注意し、非常時にはコンベヤの

非常停止用ボタンを OFF にして停止させてください。  

6) 洗浄作業終了後、床の清掃をしてください。  

7) 洗浄した飼育器具は、教室や講座毎に定められた場所や棚で乾燥してください。 
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8) オートクレーブ滅菌装置の使用は、原則として疾患モデルセンター専任教員から使用方法の説

明を受けた教職員が行い、卒論生は行わないでください。  

 

4. 投与、麻酔、安楽死、剖検について  

1) 動物愛護の精神にのっとり、指導教員の監督下に、投与、麻酔、安楽死、剖検等を行ってくださ

い。  

2) 麻酔は、原則として腹腔内投与等による注射麻酔薬を使用するか二酸化炭素安楽死装置（通称

ドリームボックス）を利用してください。エーテルを吸入麻酔薬として使用する場合は、指導教員の

監督下で行ってください。（質問や疑問点があれば、疾患モデルセンター専任教員に尋ねてくだ

さい。）  

 

5. 屍体処理について  

管理室、洗浄室、実験室等に設置してある所定の黒ビニール袋に屍体を入れ、セキュリティ内の場合

は洗浄室内の冷凍庫に、疾患モデルセンター外からの場合は管理室前の冷凍庫に、それぞれ屍体

処理簿に月日、学部、講座名、承認番号、研究代表者、氏名、動物名（統計処理の関係上動物種毎

に記載）、頭数等の必要事項を記入して安置してください。屍体は後日動物専用霊園に運搬され、火

葬されます。  

 

6. 疾患モデルセンター外への動物搬出について  

1) コンベ飼育室 

動物を疾患モデルセンターコンベ飼育室から医学部 1 号館上階に搬出する場合は、逃亡防止に

十分留意の上、小型昇降機を使用して下さい。また、医学部 1 号館上階から動物の屍体、汚物な

どを搬入する場合は、ビニール袋などで密封したのちに小型昇降機を使用してください。なお、

小型昇降機の利用にあたっては必ず指導教員の監督下でおこなって下さい。原則として通常の

エレベーターを使用しないでください。 

医学部 1 号館以外へ搬出する場合は、上記の方法に準じてコンベ飼育室のセキュリティ出入口を

使用してください。 

 

2) クリーン・SPF 飼育室 

動物を疾患モデルセンタークリーン・SPF 飼育室から医学部 1 号館上階に搬出する場合は、逃亡

防止に十分留意の上、小型昇降機を使用して下さい。なお、小型昇降機の利用にあたっては必

ず指導教員の監督下でおこなって下さい。原則として通常のエレベーターは使用しないで下さ

い。 

医学部1 号館以外へ搬出する場合は、上記の方法に準じてクリーン・SPF飼育室のセキュリティ出

入口を使用してください。 

 

＊なお、疾患モデルセンター内への動物搬入については、指導教員にお尋ねください。 

 

7. 実験室の使用及び清掃、消毒について  

1) 疾患モデルセンター内の実験室を長時間使用したい場合は、事前に指導教員が動物実験室使

用届を管理室に提出してください。（但し緊急の場合はご協力ください。）  

2) 実験室の使用後の消毒・清掃及び消灯は、必ず各人で行ってください。  

 

8. その他   

1) 床敷の空箱や空飼料袋等は、所定の場所に整理して置いてください。  

2) 破損したケージ等があれば、すみやかに管理室に申し出てください。  

3) 疾患モデルセンター内は静寂を旨とし、大きな声で話をしないでください。  

4) 指導教員が不在の場合等で、清掃や届出書類等に関して疑問点があればセンター専任職員に、

動物の取扱いや投与等について疑問点があれば、疾患モデルセンター専任教員に尋ねてくださ

い。  
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9. 参考書籍 疾患モデルセンター内に用意してあります。  

1) 実験動物学―総論、田嶋嘉雄、朝倉書店  

2) 新実験動物学、前島一淑、江崎孝三郎、朝倉書店  

3) 初心者のための実験動物手技Ⅰ、マウス・ラット、鈴木 潔、講談社  

4) 初心者のための実験動物手技Ⅱ、ウサギ・モルモット、鈴木 潔、講談社  
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６−11．SPF 飼育室及び実験室利用心得 
最終改正 平成 23(2011).1. 31 

 

1. 運営  

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）内 SPF 動物飼育室（以下、

SPF 飼育室という）の運営は、疾患モデル教育研究センター長（以下、センター長という）の

監督下におこなわれる。センター長は、全利用者間のコンセンサスが保たれるように、実務的

な日常作業を監督する飼育室責任者を指名する。飼育室責任者はセンター長の要請に応じて利

用者会議を開催し、SPF飼育室の運営が円滑に行なわれるように努める。胚操作室については、

SPF 飼育室との間で動物の移動が行われるため、その管理、運営は SPF飼育室に準ずるものと

する。 

 

2. 方針  

1) SPF 飼育室で起こる感染事故はそのほとんどが人為的なものであること（ヒトが病原微生

物を持ち込む）に鑑み、SPF飼育室への立入りは SPF飼育室利用登録を済ませた者に限る。

SPF 飼育室利用登録には、疾患モデルセンター指定の所定の手続きを済ませた後、飼育室

の使用方法に関する合意事項を熟知するため、担当者（原則として各 SPF飼育室利用教員）

の動物飼育に関する教育訓練（経験者について 2 週間以上）を受けることを義務づける。

教育訓練を受けた者は飼育室責任者によって、動物飼育に関する教育訓練の確認を受け、

教育修了報告書をセンター長に提出する。 

2) SPF 飼育室の利用は、本学で作製された組換え動物あるいは本学のみが保持している組換

え動物を飼育している者等で、なおかつ、本飼育室の利用規程を理解し、SPF 飼育室立入

りに関する教育訓練を受けた者とする｡胚操作室の利用もこれに準ずる。 

3) SPF1 飼育室の登録を済ませた者にはカードキーの使用を認める。SPF2 飼育室の登録を済

ませた者にはカードキーを支給する。カードキーの他への貸与は認めない。また不要にな

った時はただちに返却する。  

4) 同一日にクリーン飼育室およびコンベンショナル飼育室での作業後に SPF飼育室に入室す

ることを禁ずる。やむを得ない場合にはシャワー等で体を清潔にした後、着替えを済ませ

てから入室すること。基本的には、クリーンもしくはコンベンショナル飼育室の作業者と

SPF 飼育室の作業者は別々の者が当たることが望ましい。 

5) 飼育室に持ち込む動物は、原則として微生物学的に各 SPF飼育室を上回るレベルの施設で

生産している業者から新規購入したものに限る。  

6) 他研究室から譲り受けた組換え動物等は、原則として凍結保存卵の状態にした上で、SPF

動物に移植するという過程を経て搬入する。体外受精のみや帝王切開による持ち込みは原

則として認めない。ただし、搬入する組換え動物等が信頼できる SPF施設で飼育されてい

ることが確認されており、搬入前 1年間の微生物モニタリングの結果が陰性であるならば、

センター長の判断によって搬入を認める場合もある。  

7) SPF 飼育室から一旦外に持ち出した動物を再び SPF 飼育室に戻すことを禁ずる。ただし、

胚操作室およびに適切な方法で運搬した動物に関してはこの限りではない。  

8) SPF 飼育室と胚操作室との間で動物を移動する場合は、動物をケージごと密封できるケー

スに入れる。部屋に搬入する際にはケースの周りにアルコール等を噴霧して消毒する。  

9) 新規購入動物の搬入は、クリーン・SPF 飼料倉庫内の専用棚へ納入されるので、エアーシ

ャワー室経由で飼育室に搬入する。動物輸送箱はパスボックスを経由して室外に搬出する。  

10)SPF 飼育室利用に当たっては組換え動物取扱マニュアル、感染動物取扱マニュアルおよび

有害化学物質の取扱マニュアルを遵守する。 

 

3. SPF飼育室の環境条件 
 再現性のある実験結果を得るために、実験動物の飼育環境は一定に保つことが重要であるため、
以下の基準値を参考に、定期的に環境モニタリングが実施され、その結果はセンター長が管理
する。 
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動物種  マウス、ラット、ハムスター類、モルモット 

温  度  20〜26℃ 

湿  度  40〜60％ 

換気回数  6〜15 回/時 

気流速度  13〜18ｃｍ/秒 

気  圧  周辺廊下よりも静圧差で 20Pa高くする（SPFバリア区域） 

塵  埃  クラス 10,000＊1（動物を飼育していないバリア区域) 

落下細菌  3個以下＊2（動物を飼育していないバリア区域） 

 30個以下（動物を飼育していない通常の区域） 

臭  気  アンモニア濃度で 20ppm以下 

照  明  150〜300ルクス以下（床上 40〜85cm） 

騒  音  60db以下 

 
＊1 米国航空宇宙局の分類によるクラス分け 
＊2 9cmシャーレ 30分解放 「ガイドラインー実験動物施設の建築及び設備」 日本建築学会編（アドスリ

ー）1996 

 

4. 微生物モニタリング検査と微生物統御  

SPF 飼育室では、下記に定めた微生物モニタリング検査を年 4回に行なう。微生物モニタリン

グは、モニター動物を配布して 2 ヶ月以上通常の飼育を行なった後、血清等の検体を採取し、

検査をおこなう。その結果は疾患モデルセンター長が管理する。 

 

【微生物モニタリング検査項目】  

マウス血清 6項目：マウス肝炎ウイルス(Mouse Hepatitis Virus: MHV)、センダイウイル

ス(Sendai Virus, Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マ

イコプラズマ(Mycoplasma pulmonis: Mp)、ティザー菌(Tyzzer, 

Clostridium piliforme)、エレクトロメリアウイルス(Ectromelia 

virus) 、 リ ン パ 球 性 脈 絡 髄 膜 炎 ウ イ ル ス (Lymphocytic 

choriomeningitis virus: LCMV）  

 

SPF 飼育室における微生物学的統御は、ひとつの飼育室でのみで保たれるものではないので、

全利用者の理解と統一した作業行程等の協力が重要である。また、感染事故を想定し、本学で

作製した組換え動物等の貴重な動物種についてはあらかじめ凍結保存卵を作製したり、分散飼

育したりするなどの予防策を講じておくことが望ましい。感染事故を起こさないためにも、動

物を常に健康な状態に保ち不必要な動物を飼育しない等の飼育の基本を守ることが不可欠で

ある。 

 

5. SPF1 飼育室への立入り等  

1) 入退室  

 (1) 電磁ロックドア手前にあるロッカーにそこまで着用していた白衣等の外衣を入れ、

消毒液にて手指を消毒する。  

(2) 電磁ロックドアをカードキーで開錠し、更衣室へ入室する。  

(3) 更衣室にて疾患モデルセンター指定のスリッパを脱ぎ、専用の白衣、マスク、手袋、

着用後、消毒用アルコールを全身に噴霧する。  

(4) 専用のスリッパに履き替え、エアーシャワー室に入り、エアーシャワーを 30秒間（ア

ナウンスが終了するまで）浴びる。なお、エアーシャワー室には一人ずつ入室するこ

と。 また、エアシャワーの両扉が一度に開くことがないように気をつける。 
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(5) 退出の際にはエアーシャワー室を通って更衣室に出る。  

(6) 専用白衣を所定の位置に返却し、マスク、手袋、は外のゴミ箱へ捨てる。  

 

2) ケージ交換作業  

ケージなどの飼育機材および床敷はオートクレーブ等で滅菌したものを用い、飲用水はフ

ィルター濾過等で滅菌したものを用いる。また、飼料は放射線滅菌したものを用いる。  

ケージ交換は基本的に週に 1回以上、飼育室全てのケージについて行う。  

 

手順は以下の通りとする。  

(1) 前室でケージに床敷を詰め、飼育室へ搬入する。  

(2) 使用中の給水ビンを取り外し、運搬用のカゴに詰める。  

(3) 消毒液にてラックおよびケージのフタを拭き、新しいケージにマウスを移す。その際、

マウスの行動、被毛の色、つや、汚れ、脱毛や外傷の有無、眼、鼻、口、尾、肛門周

囲などの汚れの有無、体重などを確認し健康状態を把握する。また、マウス移動の際

は逃亡しないよう十分に注意を払う。 

(4) 全てのケージが交換し終わった後に飼育室の床に落ちた床敷を片付け、消毒液に浸し

たモップで拭く。  

(5) 新しい給水ビンにフィルター濾過された水を補充し、給水栓を閉める。  

(6) 給水ビン、飼料の補充を行う。  

使用後のケージ、給水ビン等はパスボックスから搬出し、クリーン・SPF洗浄室に搬

入する。汚れた床敷は床敷キャビネットを使用して廃棄する。ケージ、給水瓶等は、

洗浄後所定の位置で乾燥させる。 

洗浄後のケージ、給水ビンは、指定の時間帯にオートクレーブ滅菌にかける。 

 

3) その他  

(1) 本飼育室内に実験器具等の機器を搬入する場合には、可能な限りオートクレーブ滅菌

を実施する。オートクレーブで滅菌できないものは、アルコール等の消毒約を噴霧、

清拭して搬入する。 

(2) 動物の屍体は黒いビニール袋に入れ、所定の屍体用冷凍庫に安置する。また、安楽死

にエーテルを使用した場合は、エーテルを完全に除去してから安置する。 

 

6. SPF2 飼育室への立入り等  

1) 入退室  

(1) オートクレーブ室にあるハンガーに、そこまで着用していた白衣等の外衣を掛ける。 

(2) 紫外線滅菌水作製装置のスイッチを入れる。  

(3) オートクレーブ室に備え付けてある噴霧型消毒装置で手指の消毒をおこなう。  

(4) カードキーを用いて、更衣室のロックを解錠する。扉の前で疾患モデルセンター指定

のサンダルを脱ぎ、更衣室に入る。  

(5) 更衣室で専用のサンダルに履き替え、専用の白衣に着替える。さらにマスク、キャッ

プ、オーバーシューズもしくは専用の長靴を装着し、最後に手袋をつける。オーバー

シューズの上からサンダルを履き、エアシャワー(約 10秒)を浴び、前室に入室する。

なお、エアーシャワー室には一人ずつ入室する。  

(6) 作業終了後、前室の消灯を確認し、再びエアーシャワー室を通って更衣室に出る。マ

スク、キャップ、手袋を指定のごみ箱に捨て、オーバーシューズ、白衣を元の位置に

戻す。  

(7) 更衣室を出る際にサンダルを履き替え、更衣室の消灯を確認し、オートクレーブ室を

通り抜けて退室する。  

(8) 紫外線滅菌水作製装置のスイッチを切る。  

 

2) ケージ交換作業  
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(1) ケージ、給水ビンは洗浄しオートクレーブ滅菌をした後に前室に搬入する。ケージ交

換に供するまでは前室の棚に保管しておく。  

(2) 床敷、餌は滅菌済みのものを使用する。餌は放射線滅菌のものが望ましい。床敷、餌、

マウス等オートクレーブ滅菌できないものは、作業者とともにエアーシャワー室を通

って前室に搬入する。  

(3) 前室で床敷をケージに詰める。  

(4) 滅菌済みの給水ビンに滅菌水作製装置から採水した水を入れる。給水ビンは専用ケー

ジに入れ、各飼育室に搬入する。  

(5) 飼育室でケージ交換作業をおこなう。新しいケージに一匹ずつマウスを移す。その際、

マウスの行動、被毛の色、つや、汚れ、脱毛や外傷の有無、眼、鼻、口、尾、肛門周

囲などの汚れの有無、体重などを確認することで健康状態を把握する。また、マウス

移動の際は逃亡しないよう十分に注意を払う。使用済みの給水ビン、汚れた床敷、マ

ウスの屍体等をパスボックスに入れる。必要に応じてインターホンを用いて共同作業

者を呼び出し、パスボックスからの搬出をおこなう。これら各飼育室で出た汚物、屍

体は決して前室に持ち出さない。汚物を搬出した後、パスボックス内をアルコール噴

霧で消毒しておく。パスボックスの飼育室側の扉は、汚物を搬出する際に開ける以外

は常に閉じて鍵をかけておく。 

(6) ケージ交換作業終了後、飼育室の床を箒で清掃した後、消毒薬を用いて消毒する。  

(7) 前室を清掃後、床を消毒する。  

(8) 再び SPF に戻すことのない動物はパスボックス経由で搬出する。  

(9) 胚移植用の仮親動物等、SPF に戻す必要のある動物の搬出は、動物を密封できる専用

ケースにケージごと入れ、周りをアルコール等で噴霧消毒し、作業者とともにエアー

シャワー室を経由して持ち出す。  

（10） 使用後のケージ、給水ビン等はパスボックスから搬出し、クリーン・SPF洗浄室に

搬入する。汚れた床敷は床敷キャビネットを使用して廃棄する。ケージ、給水瓶等は

洗浄後、所定の位置で乾燥させる。オートクレーブ滅菌終了後は、前室内の指定の棚

に保管する。  

 

3) その他 

(1) オートクレーブ室、更衣室の清掃は利用者が交代でおこなう。  

(2) 飼育室の照明はタイマーによって自動的にオンオフされている。消灯時間中に一時的

に点灯して室内で作業した場合、再び設定を元に戻すことを忘れてはならない。また、

作業終了後必ず消灯しておく。（飼育室の扉が透明ガラスになっているため、前室の

明かりが飼育室内に漏れるのを防ぐため）  

(3) 動物の屍体は黒いビニール袋に入れ、所定の屍体用冷凍庫に安置する。また、安楽死

にエーテルを使用した場合は、エーテルを完全に除去してから安置する。 

 

7. 胚操作室への立入り等 

(1) SPF 以外の飼育室への入室後の胚操作室への入室は基本的には行わない。  

(2) 着用していた白衣を前室の紫外線滅菌ロッカーに入れタイマーをセットした後、専用

の白衣に着替える。  

(3) 手指をアルコールで消毒する。  

(4) 入室後、専用のスリッパに履き替える。  

(5) 室内は整理整頓を心がけ、清潔を保つようにする。  
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６−12．クリーン飼育室及び実験室利用心得 

 
最終改正 平成 22(2010).12. 24 

 

1. 運営  

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）内クリーンエリアの動物飼育室（以

下、クリーン飼育室という）の運営は、疾患モデルセンター長の監督下に行われる。問題が発生した

場合は、利用者は、クリーンエリア全体あるいは飼育室単位で利用者会議を開催し、疾患モデルセン

ター長およびセンター専任教職員の助言のもとに、話し合いで解決する。 

 

2. 方針  

1) クリーンエリアに入室できるものは事前に登録された者とし、新たに入室を希望する者は疾患モデ

ルセンターが指定する飼育室利用のための説明会を受講しなければならない。卒論生等の学部

学生は、指導教員等と一緒に入室することを原則とする。 

2) 利用者は作業動線を考慮し、クリーンエリアより低い環境レベルの動物室や洗浄室に出入りしたも

のは、原則として同日にクリーンエリアに入室しないこととする。  

3) 飼育室単位の取り決めを認めるが、疾患モデルセンター全体あるいはクリーンエリア全体に関わ

るような事柄については、飼育室単位の取り決めよりも優先される。 

4) 使用する飼育機材は、滅菌処理を原則とする（但し、一部は滅菌に準じた処理を認める）。  

5) クリーン飼育室で飼育する動物は、遺伝子組換え動物、長期飼育動物や免疫不全動物等とする。

但し、疾患モデルセンター長が妥当であると認めた実験動物も飼育することができる。 

6) 遺伝子組換え動物を飼育する場合は遺伝子組換え動物の届出、飼育および譲渡方法を文部科

学省が定める「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

（平成16年2月19日告示97号）」と本疾患モデルセンターが定める組換え動物使用マニュアルに

従うものとする。特に、動物の逃亡防止（ネズミ返し等）の設置や動物個体の永久識別法（イヤー

パンチ等）を行う必要性を理解するものとする。 

7) クリーン飼育室に搬入できる実験動物は、「疾患モデル教育研究センターにおける微生物学的統

御に関する指針」を考慮し、疾患モデルセンター長が許可したものに限る。   

8) 他施設からの分与、譲渡を行う場合は、必ず飼育形態調査レポートや微生物モニタリング結果

（一年間）その他必要書類を添えて事前にセンターに届け出る。最新の微生物モニタリングの結

果を提出し、センター長の許可を得た後、搬入する。 

9) 微生物モニタリング（年2回）で汚染が確認された場合は、「疾患モデル教育研究センターにおけ

る微生物学的統御に関する指針」に従うと共に、速やかに疾患モデルセンターの助言を得る。  

10)処置・手術等はクリーン実験室で行う。必要に応じ、クリーン飼育室に戻すことができる。但し、飼

育するラックに関しては、疾患モデルセンターの助言を得る。 

11)一度クリーンエリアから搬出した動物を再度同エリア内に搬入しないこととする。クリーンエリアから

搬出した動物を飼育する場所については、事前に疾患モデルセンターの指示を受ける。 

 

3. クリーン飼育室の環境条件 

 再現性のある実験結果を得るために、実験動物の飼育環境は一定に保つことが重要であるため、

以下の基準値を参考に、定期的に環境モニタリングが実施され、その結果はセンター長が管理

する。 

 

動物種  マウス、ラット、ハムスター類、モルモット 

温  度  20〜26℃ 

湿  度  40〜60％ 

換気回数  6〜15 回/時 
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気流速度  13〜18ｃｍ/秒 

気  圧  周辺廊下よりも静圧差で 20Pa高くする（SPFバリア区域） 

塵  埃  クラス 10,000＊1（動物を飼育していないバリア区域) 

落下細菌  3個以下＊2（動物を飼育していないバリア区域） 

 30個以下（動物を飼育していない通常の区域） 

臭  気  アンモニア濃度で 20ppm以下 

照  明  150〜300ルクス以下（床上 40〜85cm） 

騒  音  60db以下 

 
＊1 米国航空宇宙局の分類によるクラス分け 
＊2 9cmシャーレ 30分解放 「ガイドラインー実験動物施設の建築及び設備」 日本建築学会編（アドスリ

ー）1996 

 

 

4. 微生物モニタリングと微生物学的統御 

クリーン飼育室では、下記に定めた微生物モニタリング検査を年 2 回おこなう。微生物モニタリングは、

モニター動物を配布して 2 ヶ月以上通常の飼育をおこなったのち血清等の検体を採取し、検査をお

こなう。その結果は疾患モデルセンター長が管理する。 

【微生物モニタリング検査項目】 

マウス血清 4 項目：マウス肝炎ウイルス（Mouse Hepatitis Virus: MHV）、センダイウイルス(Sendai 

Virus, Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ) 、 肺 マ イ コ プ ラ ズ マ

(Mycoplasma pulmonis: Mp)、ティザー菌 (Tyzzer, Clostridium piliforme) 

ラ ッ ト 血 清 5 項 目 ： 腎 症 候 性 出 血 熱 ウ イ ル ス (Hantavirus) 、 唾 液 腺 涙 腺 炎 ウ イ ル ス

（ Sialodacryoadenitis Virus: SDAV) 、セン ダイ ウ イルス (Sendai Virus, 

Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ(Mycoplasma 

pulmonis: Mp)、ティザー菌(Tyzzer、Clostridium piliforme)  

 

5. クリーン飼育室への立ち入り等 

1) 飼育室への入退室  

(1) 廊下用のスリッパを脱ぎ、クリーンエリア前室（更衣室）で専用のスリッパに履き替える。 

(2) クリーンエリア前室（更衣室）のロッカーにあるクリーンエリア専用白衣に着替え、アルコール

で手指を消毒し、手袋、マスク、帽子等を着用する。  

(3) エアシャワールームの中に入ってドアを閉める。エアーが出ている間は、ホコリを落とすように

努める。エアーシャワーが完全に停止してからドアを開けてクリーンエリアへ入室する（無理

に開けてドアを曲げないように気をつける。）。 

(4) 飼育室入室の際は入口で飼育室専用スリッパに履き替える。  

(5) 作業終了後は、エアシャワールームを通り前室へ戻り、手袋、マスクなどを前室に設置してあ

るゴミ箱に捨て、クリーンエリア専用白衣をロッカーに戻したのち、スリッパを履き替えて退室

する。 エアシャワールームを通る時、ドアは片方しか開かない仕組みになっているので、無

理に開けてドアを曲げないように気をつける。 

＊ エアシャワールーム内の警告灯（赤）が点灯したら、直ちに疾患モデルセンター教職員に知ら

せる。 

 

2) ケージ交換作業  

交換方法 

ケージなどの飼育機材および床敷はオートクレーブ等で滅菌したものを用い、ケージ交換は、基

本的に週に1回以上、飼育室全てのケージについて行う。 

手順は以下の通りとする 

(1) 清浄倉庫にて給水ビンに新鮮な水を詰める。この際に水漏れ等がないかを確認する。  



162 

＊ 原則として、飼育室に入室後、清浄倉庫に入る必要がないように準備するように努める。 

(2) 飼育室内でケージに床敷を詰める。ケージ交換は飼育室専用作業台上で行う。原則として

ケージ等は直接床に置かない。  

(3) 床敷交換時には、ケージ本体の捻れ、ひび割れや穴等とフタの網の欠線、捻れやフックの歪

み等がないか注意する。  

(4) 新しいケージに動物を移し、動物が逃亡する隙間がないように注意しセットする。  

(5) 使用済みケージに幼弱動物等が隠れていないか確認する。同時にケージカードに記載され

ている動物の数と、新しいケージに移した動物の数が合うことを確認する。床に動物が逃亡

した場合は、必ず捕獲し原則としてケージに戻さず殺処分する。  

(6) ケージ交換時にはラックを消毒薬で拭き、清潔を保つ。  

(7) 免疫不全動物等を飼育する場合は、フィルターキャップをかぶせるなど感染症に特に注意し、

消毒、滅菌等、通常の飼育作業の際にも細心の注意を払う。  

(8) 新鮮な水が詰まった給水ビンをケージにセットし、水漏れのチェックを行う。  

(9) 飼料を適量補充する。  

(10)ラックの扉を閉めた後飼育室の床に落ちたゴミを掃き、オートモップ（ピュ-ラックス等）を用い

て床を清掃する。（床敷、飼料、糞は使用済みのケージに入れ、原則としてゴミ箱に捨てな

い）。 

(11)飼育室を退室する前に、もう一度給水ビンの水漏れ、餌の入れ忘れ、動物の逃亡の有無を

確認する。  

(12) 使用済みのケージ、給水ビン等はパスボックスから搬出し、汚染廊下を経由して洗浄室に

運び、洗浄室にて洗浄後、所定の場所で乾燥させる。  

(13)動物輸送箱、飼料袋、床敷の箱などもパスボックスから搬出し、汚染廊下を経由し所定の場

所に置く。 

(14)死亡した動物は黒ビニール袋に入れ、パスボックスから搬出する。 

(15)再搬入予定のない動物はパスボックスから搬出する。その際紫外線ランプに直接当てないよ

うに工夫する。 

 

3) アイソラックおよびクリーンラックのフィルター交換 

汚れ具合により1ケ月に1度の割合で、プレフィルターの交換を行う。  

このフィルターの交換は、事前に同室の他講座に連絡し、飼育作業等と重ならないようにする。  

交換方法  

(1) ラックの電源をOFFにする。 

(2) ラック上部のプレフィルター（枠付き）を引き出し、滅菌済みプレフィルター（枠付き）をセットす

る。 

(3) ラックの電源を入れる。 

(4) ボールペンの先などで漏電チェックボタンを押し、ラックの電源が OFF になることを確認す

る。 

(5) ラックの電源を入れる。 

(6) 使用済みのプレフィルター（枠付き）はパスボックスから搬出する。 

(7) 交換年月日を各自ラックに貼り付けたメモ用紙に記載する。 

(8) 他の講座にフィルター交換作業が済んだことを知らせる。  

＊ プレフィルターの交換不足により、早期にHEPAフィルターの交換の必要があった場合、交換

費用をお願いすることがありますので、ご注意下さい。 

＊ 使用済みプレフィルターの洗浄と消毒方法 

① プレフィルターは枠からはずさず、掃除機でホコリを取り、水道水中でやさしく押し洗いし、

乾燥させる 

② オートクレーブ滅菌をおこなう。 

 

4) 従来飼育ラックのフィルター交換  
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汚れ具合により3〜6ケ月に1度の割合で、ラックのフィルター交換を行う。  

このフィルターの交換は、事前に同室の他講座に連絡し、飼育作業等と重ならないようにする。  

交換方法  

(1) あらかじめ消毒した作業台等の上でフィルターを適当な大きさに切る（フィルターは二重にし

た方がよい）  

(2) ラックの電源をOFFにする。 

(3) 汚れたフィルターを取り除く。 

(4) ラックの汚れを取り除き、消毒薬等で清拭する。 

(5) フィルターを張る 

(6) ラックの電源を入れる。 

(7) 交換年月日を新しいフィルターに記入する。  

(8) 汚れたフィルターは一般ごみとして出す。  

(9) 他の講座にフィルター交換作業が済んだことを知らせる。  

 

5) クリーン実験室の使用について 

(1) 飼育室からクリーン実験室へ動物を移動させる際は、動物の入ったケージを清潔なエコンア

ーク等で覆い、感染防止に務める。 

(2) クリーン実験室使用後は実験台を消毒し、床の清掃をおこなう。 

 

6) 蒸気オートクレーブの滅菌作業について  

(1) 蒸気オートクレーブは講習を受けた教職員が操作する。  

(2) 蒸気オートクレーブの誤操作は大事故につながる場合があるので、事前に使用方法を熟知

し、異常を感じた場合は速やかに使用を中止し、疾患モデルセンター教職員に通知する。  

(3) 滅菌済み被滅菌物は、クリーンエリア内の所定の場所に保管する。  

(4) 事情により予定された日程で滅菌を行うことができない場合は、利用者間の話し合いで調整

を行う。  

(5) オートクレーブ当番の担当者は搬入・搬入の時間を厳守すること。 

 

6. その他  

1) 飼育室で使用する白衣はクリーン飼育室専用とし、他のクリーン飼育室レベルより低い環境で着

用する白衣と区別する。ディスポーザブルでない白衣を着用する場合は、各自で定期的（1週間

に1回を推奨）に洗濯を行う。  

2) 飼育室内に実験器具等の機器を搬入する場合には、アルコール噴霧等の消毒を行う。  

3) 飼育室内の清掃は各講座が責任を持って行い、特に共同利用場所（流し台、パスボックス、清浄

廊下および汚染廊下）は清潔を保つように努める。  

4) 飼育室のゴミはパスボックスから搬出する。  

5) 飼育室の照明はタイマーによって自動調整されている。停電等があった場合は、各位で調節する。

原則として点灯時間内（8：00～20：00）に作業を行うこととする。やむを得ず消灯時間中に一時点

灯を行った場合は、必ず設定を元に戻す。  

6) 清浄廊下（飼育室前）、汚染廊下は作業終了後消灯に努める。  

7) ケージ洗浄中に動物を発見した場合は、必ず殺処分する。  

8) ラックの転倒防止のため、ラックのストッパーはかけない（地震発生時、ストッパーがかかっていると

転倒しやすい）。  

9) 業中に手袋が破れた場合はエアーシャワー後の前室に戻って新しい手袋に交換する。 

10)実験室の動物の死体は、退室時にエアーシャワーから搬出することを認める。 

 

＊不明な点はセンターの教職員に尋ねてください。 
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６−13．コンベンショナル飼育室利用心得 

 
最終改正 平成 22(2010).4. 1 

 

1. 運営  

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）コンベンショナル飼育室の運営は、

疾患モデルセンター長の監督下に行われる。飼育室の使用および実務的な日常作業について各飼

育室利用者が責任を持ち、運営委員会と協議して利用者間の合意が保たれるように努める。 

 

2. 方針  

1) コンベンショナル飼育室に搬入する動物は、原則として三大動物繁殖業者（日本チャールス・リバ

ー、日本クレア、日本 SLC）で生産された SPF 動物（一部についてはクリーン動物）を搬入する。  

2) 他の繁殖業者から SPF（あるいはクリーン）レベルの動物を購入する場合は、必ず「1 ヶ月以内のヘ

ルスレポート」および「過去 1 年間のモニタリング結果」を提出してセンター長の許可を得る。 

3) 上述以外の施設から動物の分与・譲渡を受ける場合は、事前に「過去 1 年間のモニタリング結果」

および「動物授受のための動物健康および飼育形態レポート(FHU)」を疾患モデルセンターに提

出し、センター長の許可を得る。 

4) 微生物モニタリングで汚染が確認された場合は、速やかに疾患モデルセンターの指示に従う。  

5) コンベンショナル飼育室にて飼育する動物は実験群を主体とし、原則として継代維持を行わない。 

6) 感染防御の観点から、疾患モデルセンターから外に搬出した動物は原則として再搬入を禁ずる。

やむを得ず疾患モデルセンターに戻す場合は、事前に疾患モデルセンターの指示を受ける。 

 

3. コンベンショナル飼育室の環境条件 

 再現性のある実験結果を得るために、実験動物の飼育環境は一定に保つことが重要であるため、

以下の基準値を参考に、定期的に環境モニタリングが実施され、その結果はセンター長が管理

する。 

 

動物種  マウス、ラット、ハムスター類、モルモット 

温  度  20〜26℃ 

湿  度  40〜60％ 

換気回数  6〜15 回/時 

気流速度  13〜18ｃｍ/秒 

気  圧  周辺廊下よりも静圧差で 20Pa高くする（SPFバリア区域） 

塵  埃  クラス 10,000＊1（動物を飼育していないバリア区域) 

落下細菌  3個以下＊2（動物を飼育していないバリア区域） 

 30個以下（動物を飼育していない通常の区域） 

臭  気  アンモニア濃度で 20ppm以下 

照  明  150〜300ルクス以下（床上 40〜85cm） 

騒  音  60db以下 

 
＊1 米国航空宇宙局の分類によるクラス分け 
＊2 9cmシャーレ 30分解放 「ガイドラインー実験動物施設の建築及び設備」 日本建築学会編（アドスリ

ー）1996 

 

4. 微生物モニタリングと微生物学的統御 

コンベンショナル飼育室では、下記に定めた微生物モニタリング検査を年2 回おこなう。微生物モニタ
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リングは、モニター動物を配布して 2 ヶ月以上通常の飼育をおこなったのち血清等の検体を採取し、

検査をおこなう。その結果は疾患モデルセンター長が管理する。 

【微生物モニタリング検査項目】 

マウス血清 4 項目：マウス肝炎ウイルス(Mouse Hepatitis Virus: MHV)、センダイウイルス(Sendai 

Virus, Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ) 、 肺 マ イ コ プ ラ ズ マ

(Mycoplasma pulmonis: Mp)、ティザー菌(Tyzzer, Clostridium piliforme) 

ラ ッ ト 血 清 5 項 目 ： 腎 症 候 性 出 血 熱 ウ イ ル ス (Hantavirus) 、 唾 液 腺 涙 腺 炎 ウ イ ル ス

(Sialodacryoadenitis Virus: SDAV) 、 セ ン ダ イ ウ イ ル ス (Sendai Virus, 

Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ(Mycoplasma 

pulmonis: Mp)、ティザー菌(Tyzzer、Clostridium piliforme)  

＊ マウス・ラット以外の小動物およびモルモット・ウサギなどの中動物等の微生物モニタリングは、

コンベンショナル飼育室のマウス・ラットの項目に順ずる。 

 

5. コンベンショナル飼育室での作業等について  

動物の飼育においては健康状態を維持するように心がける。特に飼料や飲料水の不足で動物が衰

弱することがないように気をつける。 

1) 立入り等 

(1) コンベンショナルエリアへの入室後、専用のスリッパに履き替える。 

(2) 手指を洗浄・消毒し、手袋およびマスク、専用の白衣を着用する。 

2) ケージ交換作業  

【マウス、ラット等の小動物】 

交換方法：ケージ交換は、週 1 回以上行う。 

(2) ほかの講座と飼育作業が重ならないように配慮する。 

(3) 床敷は飼育室内でケージに詰める。ケージ交換は飼育室に用意されている作業台（カート）

の上で行う。原則として、ケージなどを直接床に置かない。 

(4) 床敷交換時には、ケージ本体の捻れ、ひび割れや穴等とフタの網の欠線、捻れやフックの歪

み等がないか注意する。  

(5) 新しいケージに動物を移し、使用済みケージに幼弱動物等が隠れていないか確認する。同

時にケージカードに記載されている動物の数と、新しいケージに移した動物の数が合うこと

を確認する。  

(6) ケージ交換時にはラック内を除菌ワイパーまたは消毒薬で拭き、清潔を保つ。  

(7) 給水ビンに新鮮な水を詰める。このとき残った水は捨てて水の継ぎ足しをしない。給水ビンを

ケージにセットし、水漏れのチェックを行う。  

(8) 飼料を適量補充する。飼料の入れすぎはカビの発生や腐食の原因になるので注意す る。  

(9) 飼育棚の扉を閉めた後飼育室の床を清掃し、消毒剤を用いて床を清拭する。  

(10)床敷は床敷キャビネットを介して廃棄し、使用済みのケージ、給水ビン等は洗浄室にて洗浄

後、所定の場所にて乾燥させる。なお、給水ビン等はピューラックスに 10 分以上浸漬して消

毒することが好ましい。 

＊ 異常（感染症の疑いを含む）とみられる動物がいる場合、その動物の取り扱いは最後に行う。

また、必要に応じてセンターに報告する。 

 

【ウサギ、モルモット】 

(1) ゴム手袋およびマスクを着用する。 

(2) 飼料を適量補充する。 

(3) 動物の健康状態を観察する。 

(4) ケージは適宜洗浄して清潔を保つ。動物が入れ替わるときは必ず洗浄する。 

(5) 使用済みのケージは、洗浄室にて洗浄する。必要に応じて消毒を行い、所定の場所で乾燥

させる。 

＊ 異常（感染症の疑いを含む）とみられる動物がいる場合は、その動物の取り扱いは最後に行

う。また、必要に応じて疾患モデルセンターに報告する。 
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＊ 自動給水装置、自動洗浄システムに異常を感じたら、直ちに管理室まで報告する。 

 

2) 器具の洗浄および消毒 

【マウス、ラット用飼育器具】 

(1) ケージは、床敷を床敷キャビネット内で捨て、床敷や糞などを取り除いた後、洗浄機等で洗

う。 

(2) 給水瓶はブラシで洗う。もしくは洗浄カゴに給水瓶を逆さまに入れ、必ずフタをして洗浄機に

て洗浄する。 

(3) 給水栓先管は専用ブラシで洗う。 

(4) 洗浄室のシンクで、水（またはお湯）を用いて 300 倍希釈したピューラックス溶液を用意する。 

(5) 飼育器具を(4)の中で 10 分以上浸け置きした後所定の場所にて乾燥する。この際水道水等

ですすぐ必要はない。 

(6) その他の器具（粉餌器、代謝ケージ等）は、シンクにて洗浄し、必要に応じてシンクで 300 倍

に希釈したピューラックスに 10 分以上浸漬して消毒する。消毒後は所定の場所、または洗

浄の邪魔にならない場所にて乾燥する。 

 

【ウサギ、モルモット用飼育器具】 

(1) 洗浄室のシンクに、水（またはお湯）200 L に対してクエン酸 2 kg（ミニバケツ 1 杯分）を加えた

ものを用意する。 

(2) ケージを(1)の中で一晩浸漬する。 

(3) 汚れが落したら水道水でよくすすぎ、洗浄の邪魔にならない場所にて乾燥する。 

 

3) 飼育ラックのフィルター交換  

汚れ具合により 3〜6 ケ月に 1 度の割合で、ラックのフィルター交換を行う。  

フィルターの交換は、他講座の床換え等飼育作業等と重ならないようにする。  

【交換方法】  

(1) フィルターを交換するラックの古いフィルターを取り除く。  

(2) ラックのほこり、汚れを取り除き、消毒薬等で清拭する。  

(3) あらかじめ消毒した作業台等の上でフィルターを適当な大きさに切る（フィルターは二重にす

ることを推奨する）  

(4) ラックに合わせてフィルターを張る。  

(5) 交換年月日を新しいフィルターに記入する。  

(6) 汚れたフィルターは一般ごみとして出す。  

 

6. その他  

1) 疾患モデルセンターで使用する白衣はセンター専用とし、センター外用白衣と区別する。白衣は

各自で定期的に洗濯等を行い、清潔を保つよう心がける。 

2) 飼育室内の清掃は各講座が責任を持って行い、特に共同利用場所（流し台、床敷、飼料置き場

等）は他の利用者が気持ちよく使えるように努める。  

3) ゴミは飼育室内に設置してあるゴミ箱に出す。ただし、ケージ交換の際の床敷や不要になった飼

料等は洗浄室に廃棄し、飼育室内のゴミ箱に廃棄してはいけない。 

4) 動物輸送箱、空の飼料袋等は所定の場所に廃棄する。 

5) 飼育室の照明はタイマーによって自動調整されているので、原則として点灯時間内（8：00～20：

00）に作業を行うこととする。やむを得ず消灯時間中に一時点灯を行いたい場合は、事前にセン

ターに相談する。  

6) 18 時以降に退室する場合は、廊下の消灯を心がける。20 時以降（飼育室消灯後）廊下を点灯した

場合は、作業終了後必ず消灯する。  

7) 逃亡動物を発見した場合は速やかに管理室に連絡し、捕獲後殺処分する。  

8) ラックの転倒防止のため、ラックのストッパーはかけない（地震発生時、ストッパーがかかっていると

転倒しやすい）。 
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9) 洗浄室は作業後の清潔を保ち、特に床敷キャビネットや洗浄機は使用後に必ず清掃する。また床

敷キャビネットのゴミ箱がいっぱいになっていた場合は、ビニール袋を交換するなどして次の人が

使用できるよう心がける。 

10)センター内で昆虫などを見つけたら、直ちに排除するか、速やかに管理室に報告する。 

 

＊センターの利用方法、飼育について等、不明な点はセンターの教職員に尋ねてください。  
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６−14．遺伝子組換え動物飼育室利用心得 

 
改正  平成 22 年（2010）12.1 

 

1. 運営 

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）内遺伝子組換え動物飼育室（以下、

Tg飼育室という）の運営は、疾患モデル教育研究センター長の監督下に行なわれる。  

 

2. 方針  

1) 遺伝子組換え動物の届出、飼育および譲渡方法は文部科学省が定める｢遺伝子換え生物等の

使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律｣（平成16年2月19日告示97号）と本疾患

モデルセンターが定める組換え動物使用マニュアルに従うものとする。特に、動物の逃亡防止

（ネズミ返し等）の設置や動物個体の永久識別法（イヤーパンチ等）を行う必要性を理解するもの

とする。  

2) 遺伝子組換え動物飼育室の利用については、微生物モニタリング結果（下記に定める項目）や動

物の特性（遺伝子組換え動物を自家繁殖するあるいはそれに準ずる）を考慮し、疾患モデルセン

ターが許可した講座に限る。  

3) 入室できるものは事前に登録された者とし、新たに入室を希望する者は疾患モデルセンターが指

定するTg飼育室利用のための説明会を受講しなければならない。  

4) 同日コンベンショナル環境下の動物室や洗浄室に出入りした者は、原則としてTg飼育室へ入室し

ないこととする。  

5) 使用する飼育機材は、滅菌処理あるいはそれに準じた処理をしたものを用いる。  

6) 微生物モニタリング（年2回）で汚染が確認された場合は、速やかに疾患モデルセンターの指示に

従う。  

7) Tg飼育室から実験室や他の飼育室に移動した動物は、再びTg飼育室内に入れないこととする｡  

 

3. 遺伝子組換え動物飼育室の環境条件 

 再現性のある実験結果を得るために、実験動物の飼育環境は一定に保つことが重要であるため、

以下の基準値を参考に、定期的に環境モニタリングが実施され、その結果はセンター長が管理

する。 

 

動物種  マウス、ラット、ハムスター類、モルモット 

温  度  20〜26℃ 

湿  度  40〜60％ 

換気回数  6〜15 回/時 

気流速度  13〜18ｃｍ/秒 

気  圧  周辺廊下よりも静圧差で 20Pa高くする（SPFバリア区域） 

塵  埃  クラス 10,000＊1（動物を飼育していないバリア区域) 

落下細菌  3個以下＊2（動物を飼育していないバリア区域） 

 30個以下（動物を飼育していない通常の区域） 

臭  気  アンモニア濃度で 20ppm以下 

照  明  150〜300ルクス以下（床上 40〜85cm） 

騒  音  60db以下 

 
＊1 米国航空宇宙局の分類によるクラス分け 
＊2 9cmシャーレ 30分解放 「ガイドラインー実験動物施設の建築及び設備」 日本建築学会編（アドスリ

ー）1996 
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4. 微生物モニタリングと微生物学的統御 

クリーン飼育室では、下記に定めた微生物モニタリング検査を年 2 回おこなう。微生物モニタリングは、

モニター動物を配布して 2 ヶ月以上通常の飼育をおこなったのち血清等の検体を採取し、検査をお

こなう。その結果は疾患モデルセンター長が管理する。 

【微生物モニタリング検査項目】 

マウス血清 4 項目：マウス肝炎ウイルス(Mouse Hepatitis Virus: MHV)、センダイウイルス(Sendai 

Virus, Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ) 、 肺 マ イ コ プ ラ ズ マ

(Mycoplasma pulmonis: Mp)、ティザー菌(Tyzzer, Clostridium piliforme) 

 

5. Tg飼育室への立入り等について  

1) Tg飼育室への入退室  

クリーンエリア入口前で一般飼育室用白衣を脱いでハンガーにかける。  

(1) クリーンエリア更衣室の講座別ロッカーにあるTg飼育室専用の白衣に着替え、備え付けの消

毒薬（ハンドクリーン）で手指を消毒し、手袋、マスク等を着用する。  

(2) 手袋、白衣等に消毒用アルコールを噴霧後、Tg飼育室入口で飼育室専用スリッパに履き替

えて飼育室内で作業する。  

(3) 作業終了後は、スリッパを履き替え、手袋、マスクを清浄廊下に設置してあるゴミ箱に捨て、

前室で白衣を脱いで退室する。  

2) ケージ交換作業  

ケージ交換は、週1回以上行う。  

【交換方法】 

(1) 清浄倉庫で滅菌処理（オートクレーブ等）されたケージに床敷（チップ）を詰める。この作業は

清浄倉庫専用作業台に消毒用アルコールを噴霧しその上で行う。またケージ交換は可能な

限りTg飼育室専用作業台上で行う。諸事情により床に直接置く場合は、事前に消毒してお

く。  

(2) 滅菌済み給水ビンに新鮮な水を詰める。この際に水漏れ等がないかを確認する。ケージ交

換中は、給水ビンを滅菌物保管ケースのフタ等で覆う。  

(3) 床敷き交換時には、ケージ本体の捻れ、ひび割れや穴等とフタの網の欠線、捻れやフックの

歪み等がないか注意する。  

(4) 新しいケージに動物を移し、動物が逃亡する隙間がないように注意しセットする。  

(5) 使用済みケージに幼弱動物等が隠れていないか確認する。同時にケージカードに記載され

ている動物の数と、新しいケージに移した動物の数が合うことを確認する。床に動物が逃亡

した場合は、必ず捕獲し原則としてケージに戻さず殺処分する。  

ケージ交換時にはラックを消毒薬で拭き、清潔を保つ。  

(7) 新鮮な水が詰まった給水ビンをケージにセットし、水漏れのチェックを行う。使用済み給水ビ

ンは滅菌物保管用ケースに収め、パスボックスから搬出する。この際室内の流し台に使用済

み給水ビン内の水を捨てない。  

(8) 飼料を適量補充する。  

(9) 飼育棚の扉を閉めた後、飼育室の床に落ちたゴミを掃き、消毒薬（ピュ-ラックス等）を用いて

床を清掃する。  

(10)Tg飼育室を退室する前に、もう一度、給水ビンの水漏れ、餌の入れ忘れ、動物の逃亡の有

無を確認する。 

(11)使用済みのケージ、給水ビン等はパスボックスから搬出し、汚染廊下を経由して洗浄室に出

し、洗浄室にて洗浄後、所定の場所で乾燥させる。  

3) 飼育ラックのフィルター交換  

汚れ具合により3〜6ヶ月に1度の割合で、ラックのフィルター交換を行う。  

このフィルターの交換は、事前に同室の他講座に連絡し、飼育作業等と重ならないようにする。  

【交換方法】 

(1) 洗浄済みラックをクリーンエリア入口で消毒する。  

(2) 前室で二重にした新しいフィルターをラックに張る。  
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(3) 交換年月日を新しいフィルターに記入する。  

(4) 再度フィルターを含めた全体を確実に消毒し、新しいラックを飼育室内に搬入する。  

(5) ケージを使用中のラックから新しいラックへ移動する。  

(6) 使用済みラックをTg飼育室外に搬出し、さらにセキュリティシステム内から屋外に搬出する。

屋外に搬出する際は、教職員に電気錠の開錠を依頼する（原則として業務時間内）。  

(7) 他の講座にフィルター交換作業が済んだことを知らせる。  

(8) 屋外で、汚れたフィルターを取り、水で洗浄する。  

(9) 乾燥したラックは、疾患モデルセンター教職員が指示した場所に移動する。  

 

6. 蒸気オートクレーブの滅菌作業について  

1) 蒸気オートクレーブは講習を受けた教職員が操作する。  

2) 蒸気オートクレーブの誤操作は大事故につながる場合があるので、事前に使用方法を熟知し、異

常を感じた場合は速やかに使用を中止し、疾患モデルセンター教職員に通知する。  

3) 滅菌済み被滅菌物は、清潔倉庫内の所定の場所に保管する。  

4) 事情により予定された日程で滅菌を行うことができない場合は、利用者間の話し合いで調整を行

う。  

 

7. その他  

1) Tg飼育室で使用する白衣は飼育室専用とし、他のコンベンショナル飼育室や洗浄室等で着用す

る白衣と区別する。白衣は各自で定期的（1週間に1回を推奨）に洗濯を行う。  

2) Tg飼育室内に実験器具等の機器を搬入する場合には、アルコール噴霧等の消毒を行う。  

3) Tg飼育室内の清掃は各講座が責任を持って行い、特に共同利用場所（流し台、パスボックス、清

浄廊下および汚染廊下）は清潔を保つように努める。  

4) 飼育室の照明はタイマーによって自動調整されているので、原則として点灯時間内（8：00〜20：

00）に作業を行うこととする。やむを得ず消灯時間中に一時点灯を行った場合は、必ず設定を元

に戻す。  

5) 清浄廊下（飼育室前）、汚染廊下は作業終了後消灯に努める。  

6) ケージ洗浄中に動物を発見した場合は、必ず殺処分する。  

7) ラックの転倒防止のため、ラックのストッパーはかけない。（地震発生時、ストッパーがかかっている

と転倒しやすい。）  

 

＊センターの利用方法、飼育について等、不明な点はセンターの教職員に尋ねてください。 
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６−15．感染動物室利用心得 
 

最終改正 平成 23(2011).1. 31 

 

1. 運営  

疾患モデル教育研究センター（以下、疾患モデルセンターという）内感染動物室（前室と飼育室を含

む：以下、感染動物室という）の運営は、疾患モデル教育研究センター長（以下、センター長という）の

監督下に行われる。センター長は、全利用者間のコンセンサスが保たれるように、実務的な日常作業

を監督する管理責任者を指名する。管理責任者はセンター長の要請に応じて利用者会議を開催し、

感染動物室の運営が円滑に行われるように努める。  

 

2. 目的  

本感染動物室は、微生物を用いた研究に欠くことのできない感染動物を、人体や環境に安全でかつ

正確に行うことができる環境を提供することや動物間の交差感染を防ぎデータの信頼性を損なわな

いことを目的とする。  

 

3. 方針  

1) 飼育室に持ち込む動物は、疾患モデル教育研究センターにおける微生物学的統御に関する指

針を遵守し、微生物学的に SPF レベルの施設で生産している業者から新規購入したもの、あるい

はそれに準じた施設で繁殖したものに限る。  

2) 本飼育室で飼育することのできる動物は下記の通りとする。  

マウス、ラット、その他の小動物（ハムスター、スナネズミ等）  

3) 本飼育室に持ち込むことができる微生物は、P2 レベル以下とし、動物実験委員会の裁定・承認を

得たものに限る。  

4) 感染動物室利用者は、 一般の動物実験計画書とは別に、感染動物実験計画書と感染動物室利

用申請書を提出する。  

5) 感染動物実験小委員会の裁定・承認を得る。  

6) 利用者は、飼育室の使用方法に関する合意事項を熟知するため、主立入り者（原則として感染動

物室利用教員）による動物飼育の教育訓練（経験者について 2 週間以上）を受けることを義務づ

ける。担当者は、教育訓練が終了した旨を疾患モデルセンターに所定の書類（別紙 4 参照）で届

け出る。 

7) 一日に疾患モデルセンター内への立入りをしなくても良いように作業動線を工夫する。P2 飼育室

に入室した者は、原則として病原体持ち込み防止の観点から作業後は当日の疾患モデルセンタ

ーへの入室を禁止する。また、コンベンショナル飼育室、クリーン飼育室、SPF 飼育室の作業と感

染動物室の作業は別々の者が当たることが望ましい。  

 

4. 感染動物飼育室の環境条件 

 再現性のある実験結果を得るために、実験動物の飼育環境は一定に保つことが重要であるため、

以下の基準値を参考に、定期的に環境モニタリングが実施され、その結果はセンター長が管理

する。 

 

動物種  マウス、ラット、ハムスター類、モルモット 

温  度  20〜26℃ 

湿  度  40〜60％ 

換気回数  6〜15 回/時 

気流速度  13〜18ｃｍ/秒 

気  圧  周辺廊下よりも静圧差で 20Pa高くする（SPFバリア区域） 
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塵  埃  クラス 10,000＊1（動物を飼育していないバリア区域) 

落下細菌  3個以下＊2（動物を飼育していないバリア区域） 

 30個以下（動物を飼育していない通常の区域） 

臭  気  アンモニア濃度で 20ppm以下 

照  明  150〜300ルクス以下（床上 40〜85cm） 

騒  音  60db以下 

 
＊1 米国航空宇宙局の分類によるクラス分け 
＊2 9cmシャーレ 30分解放 「ガイドラインー実験動物施設の建築及び設備」 日本建築学会編（アドスリ

ー）1996 

 

5. 感染動物飼育室への立入り等  

1) 利用講座は利用者間で作業日程の調整を行い（使用予定表に記入）、原則として同一時間内の

作業は単独の講座のみとする。  

2) 入口の鍵はセンターのセキュリティ内に設置した「鍵 Box」からもっていき、開錠する。  

3) 入室の際は、廊下のロッカーに着用してきた白衣を入れ、備え付けのスリッパに履き替えて前室に

入室する。前室で作業する場合は、前室専用白衣を着用する。  

4) 感染動物室利用記録簿に必要事項を記入する（前室のみの作業の場合も記入する）。  

5) 前室にて、感染動物実験小委員会で指定された感染動物飼育室専用白衣（ディスポーザブル）・

手袋・マスク・帽子等を着用し、感染動物飼育室専用スリッパに履き替え飼育室に入室する。持ち

込む機材は最小限とし、原則としてアルコール消毒して搬入する。なおディスポーザブルの白衣

は、各講座で準備するものとする。  

6) 退室の際は、白衣・手袋等に消毒用アルコールを噴霧後、飼育室内にて白衣・手袋・マスク・帽子

等を袋に入れ密封後、飼育室内の所定のゴミ箱に捨てる。使用済みの白衣・手袋・マスク等はオ

ートクレーブ滅菌後、管理室外の所定の場所に廃棄する。感染動物飼育室から搬出するものは、

原則としてオートクレーブ滅菌済みのものとするが、オートクレーブ滅菌できないものは、密閉の

できる容器内にてアルコール消毒してから搬出する（最小限にする）。  

7) 作業後は手指を洗浄し消毒用アルコールを噴霧後、スリッパを履き替えて退室する。  

8) 退室時間を記載し、消灯し前室のドアを施錠する。  

9) 鍵をセンター内の「鍵 Box」に返却する。  

 

6. 動物の飼育･管理  

1) ケージ（ディスポーザブル等）・給水ビン・フタ・床敷・固形飼料は、所定の場所に準備してあるもの

を使用する｡ケージ・給水ビン・フタは、使用前に各自消毒または滅菌を行う。  

2) 床敷と固形飼料（MF と CMF）は滅菌済のものを利用講座で順番に購入し、共同で利用する。 

3) ケージの交換は原則として週 1 回とし、前室で床敷・水を入れ、飼育室の安全キャビネット内にて

新しいケージに動物を入れかえる。ケージ用ラベルに必要事項を記入後ケージに貼り、個体識

別ができる措置を行う。  

4) ケージ交換時にラック内を消毒薬（ピューラックス）で拭く。  

5) 給水ビン交換は適宜行い、前室の水道水または各自で滅菌した水を必要に応じて用いる。  

6) 交換後のケージは滅菌バックに入れてオートクレーブ滅菌し、終了後、管理室外の所定の場所に

廃棄する。  

7) その他の器具はオートクレーブ滅菌後、前室にて洗浄し所定の場所で乾燥させる。  

 

7. 飼育室における作業  

1) 動物への病原体の感染・採血・臓器採取・その他感染動物を取り扱う操作は､安全キャビネット内

でのみ行うこととし、作業台を含めキャビネット外での動物やその試料の取り扱いは禁止する｡  

2) 使用する実験器具は利用講座で準備し、飼育室に持ち込む際は、可能な限り消毒または滅菌す

る。これらの実験器具は、事前に消毒用アルコールを噴霧した UV パスボックス内で 5 分間 UV 滅
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菌処置した後に飼育室に持ち込む。  

3) 試料や検体は原則として各講座の研究室で調製後に搬入し、飼育室では希釈・投与等を行うも

のとする。感染実験に使用する微生物を持ち運ぶときは密封容器に入れ、さらにケースに入れる

などして病原体の拡散を防ぐ。また容器の最も外側の見やすい箇所に、取扱いに注意を要する

旨を表示する。  

4) 病原体封じ込めの観点より、P2 飼育室内の動物をオートクレーブ滅菌せずに搬出することは認め

ない。  

5) 動物の屍体は屍体保管簿に記入後専用ビニール袋に入れて密封し､冷凍庫に保管する。後日オ

ートクレーブ滅菌し、管理室外の冷凍庫に安置する。  

6) 滅菌は利用講座間での当番制とする。  

7) 感染性の実験器具はオートクレーブ滅菌後、外に持ち出す｡  

8) 針やシリンジは、使用後、備え付けのメディカルペールに廃棄する。  

 

8. 飼育室使用後の清掃  

1) 実験終了後、使用した安全キャビネット、作業台の清掃および消毒（消毒用アルコール）を完全に

行う。  

2) また、次の使用に支障を来さないよう整理整頓をする｡  

3) 床は清掃後、備え付けのモップで消毒（ピューラックス）を行う。また、次の使用に支障を来さない

よう整理整頓をする。   

 

9. その他  

1) オートクレーブを利用するときは、オートクレーブ利用記録簿に必要事項を記入する。また、滅菌

終了後はすみやかに滅菌物の片づけを行う。  

2) オートクレーブが使用中で感染物の滅菌ができないときは、病原体が拡散しないように密封して

保管し、各自で責任をもって滅菌を行う。  

3) 滅菌後の動物の屍体を管理室外の冷凍庫に安置する際は、屍体処理簿に必要事項を記入す

る。  

4) ディスポーザブルケージを使用した場合は、ディスポーザブル使用記録簿に必要事項を記入す

る。  

5) 固形飼料、床敷を購入の際は、「固形飼料、床敷購入簿」に記入する。 
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【マウス用バイオパック（感染動物用ラック）のメンテナンス方法】 
 

 

フィルターは本装置の排気処理装置内に排気用プレフィルター1 枚、排気用 HEPA フィルター1 個、

各チャンバー本体にカプセル HEPA フィルターが装備されています。 

 

 

■ プレフィルター、HEPA フィルター（排気フィルター） 

：フィルター交換はメーカーが行います。 

 

プレフィルター・HEPA フィルターは排気処理装置内にセットされています。 

差圧計の値の変動にご注意ください。 

通常の位置  黒針・・・300 

        赤針・・・600 

操作盤フィルター差圧計黒針の値が 500 を超えたら交換時期ですので、早めに管理室 

(2447)までご連絡ください。 

 

＊＊交換費用総額の関係上、伺い書を作成する可能性があります。 

時間を要しますので、ご注意ください。＊＊ 

 

 

■ チャンバー用（カプセル）HEPA フィルター（給気用フィルター） 

：利用者で交換してください。 

 

カプセルフィルターは各チャンバーにセットされています（写真 1） 

 

 写真 1  

 

フィルター上部より目視で表面に汚れが確認で来たら交換してください 

交換目安：約半年〜1 年 
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チャンバー用（カプセル）HEPA フィルターの交換方法 

 

① チャンバーを手前に引出し、チャンバーの横についている排気用ホース（写真 2）を、向かって左の手でつ

かんでいるリングを引きながらワンタッチカプラーから外す（写真3） 

 

  写真2    写真 3 

 

② チャンバーをラックから取り出す。 

③ 安全キャビネットの前扉を開き（写真 4）、チャンバーを中に入れる。チャンバー内にケージが入っている場

合はケージを安全キャビネット内に置いて作業する。 

 

  写真4 

 

④ 安全キャビネット内で、チャンバーの内側天井部についているフィルター取り付けリング（写真 5）を外す。 

 

  写真5 
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⑤ カプセルフィルターを外し、中のカプセル用メッシュフィルターを交換する。（写真6） 

 

 写真6 

 

⑥ カプセルフィルターをセットし、フィルター取り付けリングでとめる。その際、リングの上下にご注意する。（パ

ッキンのついている方が上。） 

⑦ チャンバーをラックに戻し、排気用ホースをワンタッチカプラーに繋ぐ。 

⑧ メッシュフィルターは滅菌して廃棄する。 
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６-16. 小動物室利用心得 

 
最終改正 平成 23(2011).1. 31 

 

1. 運営  

医学部1号館小動物室（3、4、5階）の運営は、疾患モデル教育研究センター(以下、疾患モデルセンターという）

長の監督下に行われる。飼育室の使用および実務的な日常作業については各階に責任者をおき、運営委員会

と協議して利用者間のコンセンサスが保たれるように努める。  

 

2. 方針  

医学部1号館小動物室では原則として、1年以内の実験計画（学生実習を含む）にもとづく小動物の飼育を行う。

飼育期間が 1 年以上にわたるものについては地下 3 階疾患モデルセンター内で飼育を行うものとする。  

 

3. 小動物飼育室の環境条件 

 再現性のある実験結果を得るために、実験動物の飼育環境は一定に保つことが重要であるため、以下の基

準値を参考に、定期的に環境モニタリングが実施され、その結果はセンター長が管理する。 

 

動物種  マウス、ラット、ハムスター類、モルモット 

温  度  20〜26℃ 

湿  度  40〜60％ 

換気回数  6〜15回/時 

気流速度  13〜18ｃｍ/秒 

気  圧  周辺廊下よりも静圧差で 20Pa高くする（SPFバリア区域） 

塵  埃  クラス 10,000＊1（動物を飼育していないバリア区域) 

落下細菌  3個以下＊2（動物を飼育していないバリア区域） 

 30個以下（動物を飼育していない通常の区域） 

臭  気  アンモニア濃度で 20ppm以下 

照  明  150〜300ルクス以下（床上 40〜85cm） 

騒  音  60db以下 
 

＊1 米国航空宇宙局の分類によるクラス分け 
＊2 9cmシャーレ30分解放 「ガイドラインー実験動物施設の建築及び設備」 日本建築学会編（アドスリー）1996 

 

4. 微生物モニタリングと微生物学的統御 

小動物室では、下記に定めた微生物モニタリング検査を年 2 回おこなう。微生物モニタリングは、モニター動物

を配布して配布して 2 ヶ月以上通常の飼育をおこなったのち血清等の検体を採取し、検査をおこなう。その結果

は疾患モデルセンター長が管理する。 

【微生物モニタリング検査項目】 

マウス血清 4 項目：マウス肝炎ウイルス(Mouse Hepatitis Virus: MHV)、センダイウイルス(Sendai Virus, 

Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ(Mycoplasma pulmonis: Mp)、

ティザー菌(Tyzzer, Clostridium piliforme) 

ラット血清 5 項目：腎症候性出血熱ウイルス(Hantavirus)、唾液腺涙腺炎ウイルス(Sialodacryoadenitis Virus: 

SDAV)、センダイウイルス(Sendai Virus, Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マイ

コプラズマ(Mycoplasma pulmonis: Mp)、ティザー菌(Tyzzer、Clostridium piliforme)  

 

他の動物種については長期に維持・繁殖を行う場合、必要に応じてモニタリングを行うこととする。  
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5. 小動物室への立入りについて  

1) 医学部1号館小動物室の利用者は、あらかじめ動物実験計画書(申請書１)を動物実験委員会に提出し承認

を得た後、疾患モデル教育研究センター備品利用届（様式３）を疾患モデルセンター管理室経由でセンタ

ー長に提出する。  

2) 新規利用者は疾患モデルセンターが主催する新規利用者講習会を受講しなければない。 

3) 新規利用者は各階の責任者に、ケージの洗浄・滅菌法、餌などの保管場所、清掃・消毒、汚物処理等の具

体的な方法を問い合わせる。  

4) 飼育室内では、専用白衣または作業着と手袋、マスクを着用する。また作業前後は手洗いと手指の消毒を

する  

5) 小動物室で使用するケージ、給水ビン等は地下 3 階疾患モデルセンターの備品もしくは講座で用意した適

切な機材を使用する。  

6) 小動物室から外部に搬出した動物は原則として飼育室に搬入しない。  

7) ケージは原則として各階の流しで洗浄し、乾燥後適宜エタノールなどで消毒して使用する。  

8) ケージ交換・床替え・給餌・給水は動物種と実験目的に応じて適切に行い、清潔な飼育環境の維持に努め

る。  

9) 小動物室の床とエアコンフィルターの清掃・消毒は各階のスケジュールと方法に従って行う。  

10)小動物室は特別な場合を除き施錠し、作業中も飼育室のドアを開放しないことを原則とする。  

 

6. 汚物の処理、その他  

1) 床敷と汚物（糞など）は透明のビニール袋に入れ、教室名を書いたガムテープを貼って、小型昇降機を使

用し地下3階疾患モデルセンターの所定の場所に運搬する。地下3階における小型昇降機の使用は「小

型昇降機利用方法について」に従い、疾患モデルセンター教員の指導を受けたのちにおこなう。 

2) 上記以外のゴミは地下 3 階疾患モデルセンターには出さず、各位が通常のゴミとして処理する。  

3) 動物の屍体は黒のビニール袋に入れ、小型昇降機を使用し地下 3 階疾患モデルセンターコンベエリア洗

浄室の冷凍庫に安置する。  

4) ビニール袋、マーカー、ガムテープ等は疾患モデルセンター管理室から補充することができる。  

5) 地下 3 階疾患モデルセンターから小動物室に動物を運搬する場合は逃亡防止に充分注意する。原則とし

て小型昇降機および通常のエレベーターを使用しない。 
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６-17. 医学部 3 号館 5 階マウス飼育室･実験室の利用マニュアル 
2011.04.15 

 
【はじめに】 

 <実験計画書> 

  <拡散防止措置・遺伝子組換え動物> 

 <動物飼育領域の入域制限> 

 

【施設･設備等の飼育環境条件】 

 

【施設･設備の利用心得】 

  <入退室の手順> 

 <飼育室･実験室の利用> 

  <衛生管理の心得> 

<微生物モニタリング> 

<感染･汚染拡大防止のために> 

<飼育環境管理の心得> 

 

【マウス飼育管理】 

<毎日の管理作業> 

<ケージ交換> 

<ケージ洗浄と清掃> 

<ケージ数とロケーションの確認> 

<マウスの屍体処理と廃棄物> 

 

【マウスの購入と搬入･搬出】 

 

【マウス個体情報管理】 

 

【その他】 

<区域外との連絡> 

<飲食> 

<緊急時の連絡> 
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【はじめに】 

・ 本利用マニュアルは総合医科学研究所 5 階システム医科学研究部門の飼育室･実験室について適用します。 

・ 飼育室・実験室を円滑に管理･運営するためには利用者全員の協力が必要です。殊に飼育室の清浄度に保つ

ためには、利用者の日々の努力の積み重ねが不可欠です。 

万が一、指定のウィルス・細菌・寄生虫等による汚染が生じると飼育室内のマウスを淘汰するなど大変な被害を

受けることになるため、管理運営について不明な点は確認をとるようにしましょう。 

・ 当研究施設で飼育されているマウスのほとんどは遺伝子改変マウスです。これらのマウスについては、室内出

入り口に「ネズミ返し」を取り付けるなどの逃亡防止措置をとることなどが法に定められており、マウスが室外に逃

亡するようなことは決してあってはなりません。マウスを取り扱う作業については、事前にスタッフから必ず指導

を受け、不明な点は確認するようにしましょう。 

・ 5 階の実験･飼育領域には以下の 6 室が設けられています。 

505 号室 前室（更衣室）、行動実験室 

506 号室 飼育室、ホームケージ室、動物実験室、後室（ダーティパスルーム） 

 

 <実験計画書> 

遺伝子改変マウスの使用にあたっては、事前に「組換え DNA 実験計画書」と「動物実験計画書」で実験計画を申請

し、組換え DNA 実験安全委員会と動物実験委員会で各々承認されていることが必須です。動物実験計画書は新規

も継続も年度毎の申請で、組換え DNA 実験計画書は最長 5 年間有効です。下記の場合は年度途中の変更あるい

は新規の申請が必要となります。 

・ 組換え DNA 実験のうち「組換え動物使用実験」では、軽微な変更に相当する（実験従事者の変更や遺伝子の

種類など）場合は変更届けを安全委員長に提出。組換え実験レベルを変更する場合や実験室を変更する場合

には、新規に「組換え DNA 実験計画書」を提出して承認申請する必要があります。 

・ 動物実験計画書に申請していなかった実験を行う場合は、疾患モデル教育研究センター長に相談し、実験計

画変更届けあるいは新規の実験計画申請書を提出する必要があります（委員会の承認手続きに数ヶ月を要す

る場合あり） 

 

<拡散防止措置･遺伝子組換え動物> 

組換え動物使用実験のうち、二種省令の拡散防止措置が「P1A レベル」に相当する場合には規定により下記の

措置を講じる必要があります 

・ 実験・飼育領域への出入り口に「遺伝子組換え動物等飼育中」と表示 

・ 関係者以外の者の入室制限（セキュリティ） 

・ 実験室の窓等の閉鎖 

・ 実験室の扉を閉じておく（解放厳禁） 

・ 組換え動物の使用区域での逃亡防止の措置（出入り口ドアにネズミ返しを設置） 

・ 個体識別ができる措置（耳パンチ） 

・ 運搬時には逃亡防止できる構造の容器に入れ、見やすい箇所に「遺伝子組換え動物」である旨を表示 

ただし、下記の要件をすべて満たせば「特定飼育区画」で飼育可能。 

・ 供与核酸が同定済み核酸である 

・ 供与核酸が病原性や伝達性に関与しない 

・ 供与核酸が宿主の染色体に組み込まれている 

・ 供与核酸が転移因子を含まない 
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・ 逃亡に関する運動能力（跳躍力等）が非組換え体と比較し増大していない 

・ 組換え微生物等（形質転換に用いたウィルスや細菌など）を保有していない 

 

<動物飼育領域の入域制限> 

実験動物の感染症発生防止や汚染伝搬防止のため、他の動物飼育領域（疾患モデル教育研究センターSPF 領

域・クリーン領域・コンベ領域等を含む）とのあいだで極力相互出入りをしないようにする必要があります。 

・ 複数の領域に出入りする必要がある場合は、SPF1 室 → 5 階飼育室･実験室という順であれば OK ですが、

逆方向の場合はシャワー･入浴・着替えをするか、少なくとも翌日まで入域してはいけません。 
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【施設・設備等の飼育環境条件】 

・ 506 号室の飼育室と動物実験室では、研究所屋上に設置した室外機から取り込んだ外気を HEPA フィルターに

通したのち室内に導入し、室内空調機で温度・湿度を調節しています。 

排風機(F-11)：空調機（AHU-11）と連動運転、屋上階設置 

空調機（AHU-11）：超高性能フィルターを内蔵、６F 管理室にて制御、屋上階設置 

飼育室には空調1台（AC-4）を設置し、ホームケージ室には小型空調1台（AC-5）設置。ダーティパスルー

ムについては室内の排気口から排気ファンにより屋外へ排気されています。 

・ 505 号室の行動実験室には、上記とは別系統の給気･排気ファンにより外気を中高性能フィルターに通して取り

入れ、室内空調機の HEPA フィルターを通してから室内に空気を供給し、循環させています。飼育室･実験室は

常時陽圧で、温度 20 ｰ 26℃、湿度30 ｰ 70％に維持されています。 

吸気ファン(F-1)：外気→ 防虫網→ プレフィルター→ 中高性能フィルター→ 室内 

排気ファン(F-2)：室内→ プレフィルター→ 中高性能フィルター→ 屋外 

空調機：室内空調機 3 台（AC-1,2,3）のうち 1 台(AC-3)は超高性能フィルター内蔵 

照明：飼育室は自動化照明タイムスイッチにより 12 時間同期で点灯･消灯を繰り返しています（7 時〜19 時

点灯） 

・ 室温･湿度：年間を通じて 20 ｰ 26 ℃, 湿度 30 ｰ 80 %で、室内および飼育ケージ内の温度と湿度を毎日記録

し、適宜、室内空調機を設定し、室内の温度を調整しています。ホームケージ室については、室内の温度に異

常を検知すると無線 LAN を経由して研究室スタッフの携帯メールアドレスに異常を通知するシステムを備えて

います。 

・ 飼育ラック：Innovive Inc 社(米国)製イノラックは個別換気ケージングシステムを採用し、一台で最大ケージ数 168

個という省スペース設計です。排気･給気の高性能ブロワーユニットは各々に HEPA フィルターを装備し、運転

時の振動や騒音も最小限に抑えられていて、ケージ内の換気はデジタル制御により最大 50 回/時に回数を調

節できるなど、飼育環境を最適に維持できる高性能な飼育ラックです。 

・ 動物飼育用ケージ：滅菌済ディスポーザブルタイプのイノケージは、ケージ内からのコンタミ防止のためケージ

フタの排気口側にフィルターが付いています。イノケージはディスポーザブルタイプの PET 製品で電子線滅菌

済みなので、洗浄やオートクレーブ滅菌などの作業が不要です。 

・ １ケージ当たりの飼育匹数：成体マウスを最大 5 匹飼育可能で、ケージ交換は 2 週間に一度（メーカー推奨）で

すが、当研究室ではケージ当たり 4 匹を基本としています。イノラックのケージ内のアンモニア濃度は一般的な

飼育に比べて 1/15 程度の濃度というデータがあります。 

・ 飲用水：水道管のサビなどの混入がないよう、水道水をフィルター濾過（AstroPore ミクロフィルターカートリッジ, 

25 μm）して飲用水に使用しています。 

・ 噴霧消毒液：ウェルクリンテ（ハイクロソフト水生成装置、オーク社）を設置し、次亜塩素酸系酸性水を噴霧消毒

に使用しています。 

・ 使用済みケージ等：研究室で廃棄物処理業者と契約して、週に一度引き取ってもらい処理しています。 

・ 停電時の対策：イノラックは停電があっても電力が復帰すれば自動的に運転を再開します。ただし、長時間の停

電ではイノラックの給気･排気ブロワーが停止すると、個別換気方式になっているため空気の供給が止まってし

まい、ケージ内環境が悪化してしまいます。そのような場合には、非常用電源を確保するか、一時的にオープン

ケージやオープンラック用イノケージにマウスを移動させることができます。 

・ 飼育用床敷き、餌、ケージ等の種類と入手 

滅菌ペパークリン（SLC, 10 kg） 中部科学資材（株）052-763-2116 

CRF-1（チャールスリバー, 20 kg）理科研（株）052-798-6151 
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イノケージ（100 個） オリエンタル技研工業（株）052-798-6151 

 

（参考：飼育環境目標値） 

・ 温度 18〜28 ℃ （急激な変化を防ぐ） 

・ 湿度 30〜80 ％ （急激な変化を防ぐ） 

・ 換気回数 一方向気流方式では 8〜15 回/時 

・ 気流速度 13〜18 cm/秒 

・ 気圧 静圧差で 5 mmH2O 高くする 

・ 塵埃 クラス 10,000 （107個/m3） 

・ 臭気 室内でアンモニア濃度25 ppm を超えない 

・ 照明 150〜300 ルックス（床上 85 cm） 

・ 騒音 65 ホンをこえない（空室時） 
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【施設･設備の利用心得】 

 <入退室の手順> 

・ 飼育室・実験室に入室するためには、前室（更衣室）にて所定の作業衣等を着用する必要があります。 

・ 前室には手洗い設備はないため入室前に済ませて下さい。作業衣（上下つなぎ服タイプの無塵衣）を着用

するため、厚手の衣類やスカートは適しません。 

・ 履き物を室外の白線の手前で脱いで、IC カードにて前室に入ります。前室には専用の作業衣･マスク･手袋

が用意されていますので、必ず着用して下さい。入室手順は 

①スノコ板の上で手指を消毒してマスク・キャップ・作業衣を着用（毛髪はキャップで完全に覆う）→ ②ゴム

手袋をして専用ゴム長靴またはスリッパをはく（スリッパ使用時は靴下の上に専用カバーを着用）→ ③長

靴の裏を消毒、手袋も消毒して行動実験室入り口ドアの「ネズミ返し」をまたいで入室します。 

・ 退室の際には、使用済み作業衣を更衣室内にある UV 滅菌ロッカーの中にかけて、UV ライトを 30 分間点

灯させます（滅菌は照射部分のみ有効）。ゴム長靴は靴裏と内側に次亜水を噴霧して所定の場所に整理し

て置いてください（ゴム長靴は使用前後に次亜水で噴霧消毒し定期的に洗浄するようにしています）。 

  <作業衣等について> 

作業衣は名前と使用開始日をマジックで書き込み、使用後は UV 滅菌ロッカーに保管します。通常の使用

で１〜2 週間を目安に廃棄します。ディスポタイプのキャップ・マスク・手袋は基本的に使用後廃棄します。

スリッパは後室での作業が必要な場合か、長靴の数が足りない場合に使用します。ディスポ製品は分別し

て前室手前のゴミ箱に捨てるようにして下さい。 

 

 <飼育室・実験室の利用> 

・ 動物実験（投与、処置、採取など）は、原則として飼育室ではなく動物実験室で行います。 

・ 特殊な給餌・給水は実験者が管理して下さい。その際、ケージラベルホルダーに「給餌･給水不要」と明記

し飼育作業担当者にもその旨を知らせ、給餌･給水を通常飼育に戻す場合にも、必ず飼育作業担当者に知

らせて下さい。 

・ 飼育室･行動実験室のドアの下部には逃走防止のため「ネズミ返し」を常時取り付け、外への出入り口の扉

は閉じておかなければなりません。 

・ 動物実験で使用する実験器具類等は使用者が各自で保管・管理して下さい。共用の器具類等が不足した

り紛失しないよう利用者が整理整頓し、不要な物を飼育室・実験室に持ち込んだり放置しないようにして下さ

い。実験用具等を持ち込む必要があるときは滅菌するかアルコール・次亜水で噴霧消毒して下さい。 

・ 劇毒物や向精神薬は区域内に保管せず、使用時に持ち込み、使用後は持ち出して下さい。 

・ 使用済みの注射針などは専用の廃棄用箱に入れて下さい。 

・ 実験室使用後は各自で清掃を行い、常に実験室を清浄に保つよう心がけて下さい。使用後のケージ等は

各自で所定の場所に廃棄し、マウスの屍体については実験者が系統名・匹数を記録簿に記入後、所定の

黒ポリ袋にいれて冷凍庫（後室）に安置して下さい。屍体処理記録簿はその記録に基づいてマウス数管理

簿を作成するため、日付や系統名など正確な記入が必要です。 

 

 <衛生管理の心得> 

・ ゴム長靴・スリッパ（共用）には使用の前後に次亜水を噴霧する。 

・ 作業の開始時に飼育室内全体を次亜水で噴霧する。 

・ 作業台車の作業面には使用前後にアルコール噴霧し拭き取りを行う。 

・ 作業は清浄度が高いものから実施するようにする。（例）チップ詰めや給水瓶の準備 → 上流側のラックか
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ら下流側のラックへとケージ交換 → 廃棄物の処理 → 清掃 

・ マウスを扱うときは手袋を二重にする。ケージごとにアルコール噴霧により手袋を消毒し、必要に応じて外

側の手袋を新しく交換し、汚染の拡散や感染事故を起こさないようにする。また、マウスは手袋の手にのせ

るようにし、作業衣のそでなどにはのせない。 

・ 耳尾セット（耳パンチ、はさみ、ライター、ピンセットの入った箱）のはさみ・耳パンチャーはアルコールでこ

まめに噴霧消毒する。 

・ 飼育室内で手袋をとらない。また手袋で顔や眼鏡・腕時計等に触れない。 

・ 作業終了時は床敷きチップやマウスの糞などを掃除した後、ピューラックスあるいはマイクロカットに浸した

モップで床拭きする（床に落ちた糞にギョウ虫の卵が含まれていると、スリッパの底から汚染が広がる）。 

・ 退室直前に飼育室内全体に次亜水を噴霧する。 

・ 毎日行う床のモップ拭きによる消毒に加えて、定期的に長靴を洗浄・消毒する。 

※ 次亜水 

スーパー次亜水、またはソフト酸化水などと呼ばれる消毒液は、次亜塩素酸ナトリウム系消毒液(ピューラックスやブリーチなど

と同等)を弱酸性に調節したものです。消毒用の 70%アルコールと同様に細菌・ウイルスに有効ですが、寄生虫卵には無効な

ため、寄生虫卵には物理的に拭き取り除去するなどの対策が必要です。次亜水は金属を腐食させるので金属部分の消毒に

はアルコールを使用して下さい。 

※ 日和見感染病原体 

Staphylococcus aureus（ブドウ球菌）は飼育者から動物に伝播し、Pseudomonas aeruginosa（緑膿菌）は飲水が重要な役割を果

たすとされています。感染しても発病するケースは少ないですが、ブドウ球菌の場合、皮下膿瘍、結膜炎、皮膚炎などを発症

し、創傷では二次感染菌となって病変を増悪させます 

 

<微生物モニタリング> 

・ 微生物検査は抗体検査･培養検査･顕微鏡検査によって、ウィルス･細菌･寄生虫等の汚染を摘発する、ある

いは汚染のないことを確認するためのものです。 

・ 検査は年 4 回定期的に実施し、100〜150 ケージに 1 匹の割合でモニターマウスを置くようにしています。 

・ モニタリングの方法としては、ケージ交換時に全ケージから汚れた床敷きチップと新鮮な糞便を少量ずつ

ポリ袋に採取（bedding transfer 方式）し、ラックごとにモニターマウスのケージの床敷きとして追加します。 

・ モニターマウスのケージ交換は 1 ヶ月毎に行います。 

・ 購入したSPFマウス（6週齢のICRまたはB6Jオス）をモニターマウスとして使用し、3ヶ月間 bedding transfer

方式で飼育後、ICLAS に輸送して検査します。 

ICLAS Monitoring Center：http://www.iclasmonic.jp/  

(International Council for Laboratory Animal Science 実験動物中央研究所) 

・ 定期検査項目（３ヶ月ごと） 

血清：Citrobacter rodentium, Corynebacterium Kutscheri, Mycoplasma pulmonis, Pasteurella pneumotropica, 

Salmonella spp 

培養：Clostridium piliforme, Ectromelia virus, Lymphocytic choriomeningitis virus, Mouse hepatitis virus, 

Mycoplasma pulmonis, Sendai virus 

鏡検：消化管内原虫, ギョウ虫，外部寄生虫 

・ 定期検査項目（H23 年度より年１回実施） 

培養：Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 

 定期検査とは別に、次のような場合には非定期検査を実施します。 
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・ 飼育マウスに異常な病変等が見られ原因を特定することが必要になったとき 

・ マウスを外部機関に搬出する手続きの際、追加検査が必要になったとき 

 

 <感染･汚染拡大防止のために> 

・ 微生物統御は、汚染の可能性がある齧歯類との接点を絶つことが最も肝要です。人を介した汚染を防止す

るため、家庭で齧歯類の動物を飼育したり感染源となる恐れのある動物に不用意に触れたりしないこと、汚

染の恐れのある場所に出入りしないことなどといった各自の自己規制が求められます。汚染の恐れがある

場合は、少なくとも 1 週間以上は飼育室に入らないようにして下さい。 

・ 5 階飼育室は「SPF」マウスを維持できる環境条件ですが、他のコンベンショナル施設から導入したマウスを

飼育している時もあります。飼育管理作業としてはSPFマウスを取り扱うのと同様、手袋のアルコール消毒な

どをこまめにするようにして下さい。 

・ 汚染防止のため原則として不要不急なものは持ち込まないようにすることが大切です。持ち込む場合は、

可能であれば乾熱滅菌（80℃以上、30 分）かオートクレーブ滅菌を施し、できない場合は次亜水か消毒用

アルコールで噴霧するようにします。 

・ 寄生虫卵に対してはアルコール・次亜水噴霧に殺卵効果はないので、拭き取りによる除去が必要になりま

す。日常作業でも噴霧・拭き取りを併用するように心がけて下さい。 

・ 原因不明の死亡や下痢などの症状が見られたときは責任者に連絡をして下さい。 

 

<飼育環境管理の心得> 

・ 消灯時間帯の入室はできるだけ避け、入室する場合は懐中電灯を使用して下さい。止むを得ず自動タイマ

ーを操作し室内照明を点灯した場合は、退室時に必ず元の状態に戻して下さい。 

・ 飼育室内では極力騒音を出さないようにし、人の会話やケージ交換・洗浄作業などに伴う騒音にも注意して

下さい。 

・ 飼育室・実験室では、マウスの被毛、飼料屑、床敷き屑、排泄物など、粉塵の飛散を極力抑えるよう注意し、

床に粉塵が残らないよう毎日の清掃・モップ拭き取り、消毒液噴霧を徹底して下さい。 

・ 飼育室内の臭気の原因であるアンモニアは、糞尿中の尿素が尿素分解細菌によって分解されて発生した

ものです。定期的にケージ交換するとともに、廃棄物はポリ袋などに密閉して臭気を排出しないようにし、す

みやかに搬出・処理して下さい。 

・ 消臭用UV 灯（サンクリーン）が夜間から早朝にかけて断続的に自動点灯するようになっています。 

・ イノケージは洗浄する必要はありませんが、オープンケージやホームケージを使用する場合は、ケージ洗

浄により排出される糞や毛などが洗浄廃液として本学の排水系に排出されることになるため、廃液処理シス

テムに負担のかからないよう、洗浄前に入念に糞などを取り除くようにして下さい。 

・ 野鼠や昆虫などが侵入しないよう流し台下部には排水トラップが設けられ、排水口には不溶性固形物を除

くための排水目皿が置かれています。流し台に床敷きチップなどのゴミを残さないよう掃除して下さい。 

・ 使用済みのイノケージ、給水瓶、えさ箱（ディスポーザブルタイプPET製品）等はポリ袋にまとめて袋の重量

と個数を記録し、ダーティパスルームに出して下さい。 

・ ダーティパスルームの冷凍庫に安置したマウスの屍体は、毎週、疾患モデル教育研究センターの専用冷

凍庫に移動し、屍体処理記録簿の写しをセンターに提出します。 

・ イノラックの給気ブロワー・排気ブロワーのメンテナンスについては、半年〜1 年ごとにプレフィルターの洗

浄・乾燥を行い、HEPAフィルターは3年〜4年で交換（汚れの度合いにもよる）するようにしています。いず

れの作業もブロワーユニットをラックから降ろしてフィルターを取り出す必要があるので交換作業ビデオを参
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照してください。 

・ ラックの給･排気ノズルについても日頃から点検し、アルコール・次亜塩素酸系消毒液で拭き取り掃除をす

るようにしましょう。 

・ 給水フィルターのカートリッジは、カートリッジの着色を目安として半年〜1 年程度で交換するようにしていま

す。 

《カートリッジ交換手順》 

給水側のバルブを閉めて元栓を閉める。 

圧力抜きのネジをゆるめてから本体をゆるめて外す。 

フィルターカートリッジを抜いて本体の内側を洗い、新しいフィルターを入れる。本体を装着したら元栓をゆ

っくり開けて水を導入する。 

圧力を抜く穴から空気が出て水が出てきたらネジを締める。 

給水ノズル側のバルブを開いてエアーを抜く。 
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【マウス飼育管理】 

実際のケージに入っている各マウスは「ケージ番号」「系統名」「耳穴番号」で識別され、各マウスは個体ごとに

異なる ID（系統名＋誕生日＋No）を持っています。個体 ID はマウスが誕生した時点で決まり、その番号が変わ

ることはありませんが、「ケージ番号」と「耳穴番号」は、交配や再構成などでマウスがケージを移動するのにとも

ない変更になることがよくあります。ケージラベルには各マウスの個体の情報を記載していますが、個体識別の

ための必要最小限の情報に限られ、変更や移動の履歴はケージラベルに書ききれないため、「マウスデータシ

ート」（EXCEL ファイル）に入力してその情報を管理しています。この項では、毎日のマウス飼育管理作業につ

いて説明します。 

飼育管理担当者は以下の記述をよく読み、指示に従って作業を進めて下さい。 

《ケージラベル》（右図参照） 

ケージラベルには「ケージ番号」が左上に表示

され、個体の情報は一行ずつ、左から系統名、

誕生日、No、性別、色（被毛）、遺伝子型、耳穴

番号、記録欄の順になっています。記録欄には

マウスの移動や管理上のメモと作業日を記録し

ます。 

《５Ｆ飼育管理表》 

「５Ｆ飼育室管理表」（A4 用紙）には室内の温度･

湿度（午前9〜10 時の入室時点）を記録し、作業終了時に作業者名、作業時間、一日の作業内容（マウスの

搬入･搬出、交配･出産、離乳、死亡･淘汰数、ケージ交換等）を所定の欄に記録して下さい。 

《作業シート》 

飼育作業担当者は妊娠・出産などのマウスの状態のチェックを順次行い、「作業シート」（A4 用紙）に、ケー

ジ番号、個体 ID（系統名＋誕生日＋No）、性別、遺伝子型、耳穴番号を明記して、マウスの状態を具体的

に記録して下さい。「作業シート」に記録した内容は、原則としてその日のうちに「データシート」に入力しま

すので、記録内容は誰が見てもわかるようにすることが大切です。ケージラベルにも間違いのないよう記録

して下さい。必要事項の欠落や、数値の誤記入、あいまいな表現の記述があると他者が内容を理解できず、

再確認が必要になってしまいます。 

 

<毎日の管理作業> 

 《妊娠マウスの扱い》 

妊娠したマウスは個別飼いにしますが、その際、妊娠マウスはそのまま古いチップが入っているケージに

残し、交配相手のオスや未妊娠のメスは新しいケージに移します。もとのケージラベルには、妊娠移動した

マウスの個体情報の行に横線を引いて抹消し、備考欄に移動の情報（移動先ケージ番号、日付、「妊移」）

を記入後、オスや他のメスのいるケージに貼り付けます。 

妊娠マウスのケージには新しく作成したケージラベル（新ケージ番号、個体情報、移動元ケージ番号、日付、

「妊移」を記入）を所定の白ビニルテープで貼ります。「作業シート」にも同じ内容を転記して下さい。 

  《出産時の対応》 

母親を刺激せずに外から見るだけにして、出産後一週間程度過ぎるまでケージ交換はしないようにします。

ケージラベルに出産日を記録して、「作業シート」にはケージ番号、出産したマウスの個体IDと出産したこと

を転記します。 

 《仔の数の確定》 
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生後一週前後で仔の匹数を数えてケージラベルに書き込み、「作業シート」にケージ番号、メス親の ID、仔

の数を転記します。ケージ交換する時には、仔マウスをチップと一緒に捨てないよう注意して下さい。 

 《仔の性別判定》 

生後三週前後でケージ交換作業のときに性別を判定します。オスとメスの数をケージラベルに記録し、「作

業シート」にも転記します。 

 《fighting するマウスへの対応》 

ケンカをして傷ついているオスマウスのいるケージを発見したら、ケージラベル、「作業シート」に記録して、

すみやかに個別飼いにします。攻撃するマウスを特定できる場合は、そのマウスだけを隔離する場合もあ

りますので、実験担当者に相談して対応して下さい。 

 《生育不良マウスへの対応》 

不正咬合や白内障等の見られるマウスで実験に使用できないマウスについては、実験担当者に相談の上、

安楽死させます。 

 《マウスをケージから pick up して移動するとき》 

マウスをケージから選んで別ケージに移動するような場合は、その個体だけでなく全てのマウスの耳穴番

号を確認する必要があります。また、移動先のケージで他のマウスの耳穴番号と重複しないか、ケージラ

ベルを見て確認するようにします。ケージ番号、個体 ID（誕生日と個体番号）と耳穴番号はマウスを特定す

るのに重要な情報ですので、間違えると取り返しがつきません。 

 

<ケージ交換> 

・ イノラックに収容する専用の滅菌ディスポタイプのイノケージは、ケージ交換前にあらかじめスコップ１杯程度の

床敷きチップを空ケージに詰めておき、二週に一回の割合で交換（４匹飼いの場合）するのを標準とします。ケ

ージ交換した日をマジックでケージに書き込んでおいて下さい。ケージ内の個体数とチップの汚れの程度に応

じて、適宜、交換の間隔を調整してもよいこととします。水と餌については不足を見つけたら、追加するようにし

ます。 

・ 餌は汚染防止や品質維持のため 1 ヶ月程度で交換するのが望ましいですが、餌をムダに捨てないようにするた

め、ケージ交換時に餌が少量だけ残るように量を加減しておき、全交換するようにします。 

・ 妊娠・出産・仔育て中のマウスがいる場合、ケージ交換が仔の死亡率を高めるので生後一週間はケージ交換を

しないようにします。  

Reeb-Whitaker C.K. et.al., Lab Animals. 35 (1),58-73 (2001) 

・ オープンラック飼育で一般的なオープンケージを使用する場合は、原則として、個別飼いのマウスで、内ケージ

を使用して飼育する場合に限ります。その際、内ケージは隔週交換とします。オープンケージを使用すると糞や

チップが周辺に飛散するため、必ずフィルターキャップを使用してケージ上部を覆い、汚染が広がらないように

して下さい。フィルターキャップは次亜水を噴霧し、繰り返して使用します。オープンケージに使用する給水瓶

は毎週交換し、水の継ぎ足しはしないで下さい。 

《交換の手順》 

・ 床敷きチップを詰めたケージ、ケージフタ、餌箱、給水瓶、フィルターキャップなどをアルコール消毒した作業

用台車に用意します。 

・ 交換予定のケージをラックから取り出し、オープンラック（エレクター）の棚に並べます。交換作業は 1 ケージず

つ行い、複数ケージのフタを同時に開けてはいけません。 

・ ケージラベルでマウスの個体数を確認後、手袋にアルコール噴霧しアルコールを十分に揮発させた後、マウス

を一匹ずつ取り出して新しいケージに移動させます。その際、マウスを掌にのせて眼･鼻･耳･口・排泄口のほか
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毛艶など全体的な健康状態を短時間でチェックします。 

・ マウスを移動させて新しい餌箱と餌、フタ、給水瓶をセットし、ケージラベルを移した後、微生物モニタリングの

ため、使用済みケージから汚れたチップと新鮮な糞を少量ずつ採取しポリ袋に集めます。 

・ 上記の交換作業を繰り返し、作業の最後に、集めたチップと糞をモニターのケージに入れます。モニターマウ

ス（個別飼い）のケージは月に一度新しくしますが、チップは回収したものを使用します。 

・ 使用済みのケージとフタは積み重ねて廃棄用ポリ袋に入れ、口を結束バンドでしばって重量を計測します。記

録用紙に記入後、作業終了時にダーティパスルームに移します。給水瓶と餌箱も種類ごとにポリ袋にまとめ、

同様に処理します。 

 

 <後片付け･清掃とケージ洗浄> 

・ 作業に使った耳尾セット（ハサミ、ピンセット、耳穴パンチ）は次亜水やアルコールを噴霧し、ペーパータオルな

どで拭き取ります。 

・ ケージやフタなどが未使用で残った場合は、ホコリがはいらないようポリ袋の口を閉じ、給水瓶は収納容器のフ

タを閉じておきます。 

・ 飼育室内の作業が終わったらケージ洗浄を行います。ケージ洗浄は原則としてその日に行います。オープンケ

ージで使用した内ケージの廃棄方法はイノケージの廃棄と同じです。ホームケージ用のベースケージと一般的

なオープンケージについては、汚れたチップや糞をスクレーパーで丁寧に掻き出し、二重のポリ袋に移した後、

流し台にて水洗いをします。水洗いしたケージは、ポリタンク（70㍑）にピューラックスの希釈液を準備して、数時

間〜一晩程度、浸け置き消毒を行います。消毒後はケージを流水で洗浄し、エレクターの棚に並べて室内で自

然乾燥させます。ポリタンク内の消毒液は適宜交換して下さい。 

・ オートクレーブ滅菌が可能な給水瓶や金属のケージフタなどは、洗浄後４階実験室のオートクレーブに入れて

滅菌後、乾燥機で乾かしてから５階の飼育室に戻します。 

・ 作業終了時は床に落ちた餌やチップや糞などを掃除した後、ピューラックスあるいはマイクロカットに浸したモッ

プで床拭きをして部屋を清浄に保つようにして下さい。最後に飼育室内全体に次亜水を噴霧して退室します。 

 

 <ケージ数とロケーション確認> 

・ 週一回、系統ごとにケージ数をカウントして「ケージ数記録」（EXCEL ファイル）に入力します。 

・ 「データシート」上のマウス数と実際のマウス数にずれがないか、チェックする必要がありますが、毎日のケージ

交換作業時にマウスの個体数を「ケージラベル」で確認しているので、そのケージラベルの記録と「データシー

ト」の記録とが一致しているかどうかをチェックします。その際、各ケージが系統ごとに番号順になるよう並び順

や配置（ロケーション）を整理します（不定期）。 

 

 <マウスの屍体処理と廃棄物> 

・ マウスの屍体が廃棄ケージや一般ゴミに混じってはいけません。小さな仔の屍体はチップに隠れてしまうこと

がありますので、注意が必要です。 

・ 注射針やメスなど医療廃棄物は専用の廃棄物入れ（白色）に捨てて下さい。 

・ 廃棄するイノケージのうち餌箱は金属部分があるため他のプラスチック廃棄物とは別扱いになります（透明ポリ

袋の外から見てわかればよい）。オープンケージの内ケージ、エコンアーク、汚れた廃棄チップなど、ポリ袋に

まとめて重量を計測して他の廃棄物同様に引き渡しすることができます。ただし、一般ゴミや実験ゴミについて

は４階実験室と一緒にして大学指定の集積場に搬出して下さい。 
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 <逃亡したマウスへの対処> 

・ マウスが室内に逃亡したらただちに捕獲して下さい。もし捕獲できなかったらただちに研究室スタッフに連絡を

とって下さい。一人で対処より複数で対応するほうが捕獲しやすくなります。 

・ 逃亡したマウスは捕獲できても行動が野生化するので、原則として殺処分しますが、実験中のマウスの場合は、

感染対策をしてケージにもどす場合もあります。実験担当者に判断を聞いて下さい。 

・ 万が一、室外に逃亡したマウスを発見した場合は、すみやかに応援を頼み、捕獲に努めて下さい。 

 

【マウスの購入と搬入･搬出】 

・ 業者からマウスを購入する場合は、購入匹数･搬入予定日などが確定でき次第、購入伝票を提出して、

MiyakawaMice/マウスデータシート/購入マウスリスト.xls のファイルに入力して下さい。５階出入り口の物品搬入

のカレンダーにも搬入予定を記入しておいて下さい。 

・ ブリーダー以外の施設からマウスを搬入する場合、搬入の可否を判断するための情報として、先方に下記の書

類提出を求める必要があります 

（搬入搬出マニュアル参照、提出書類は保存し、控えをとって CAMHD に提出）。 

① 微生物検査書：過去 6 ヶ月から 1 年分 

② 飼育形態調査レポート：先方の飼育施設管理責任者名で記入を依頼 

③ 書類を受け取ってから搬入までに時間が経過した場合は、直近 3 ヶ月以内の微生物検査書の提出が必要 

微生物検査の項目が前述の血清（Ⅰ）培養（Ⅰ）鏡検（Ⅰ）の項目に満たない場合は、先方に追加検査を要求す

ることになります。追加検査には搬入予定のマウスと同系統で、その繁殖に使用した親マウスなどの条件で１〜

数匹の追加検査を依頼します。 

・ 遺伝子改変マウスの場合は、組換え DNA 実験計画に記載されていることが必要です。 

 

【マウス個体情報管理】 

マウスの個体情報等はサーバーのMiyakawaMiceフォルダー上に系統ごとのファイル「マウスデータシート」を作成し

て管理しています。 

各系統の「マウスデータシート」には「作業シート」に記録したマウス管理作業の内容を、原則としてその日のうちに

入力し反映しています。 

※ マウスデータシートの入力マニュアルは別紙参照  

MiyakawaMice  マウスデータシート 

 マウス管理 

 マウス遺伝子型判定 

 各系統マウスの遺伝子情報 

 マウスの搬入･搬出情報 

 微生物検査関連 

 遺伝子組換え実験申請 

 動物実験計画申請 

 疾患モデルセンター関連 

 その他の情報 

 

【その他】 

 <区域外との連絡> 
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行動実験室から内線電話（9293）、Skype（FHU Behavior Lab）により外部に連絡できます。 

行動実験中には区域外からの電話は遠慮するようにして下さい。 

 

 <飲食> 

動物飼育領域内での飲食は一切禁止です。 

 

<緊急連絡> 



 193 

６-18. クリーン飼育室オートクレーブ使用手順 

 
改正 平成21（2009）3 月 

 
＊オートクレーブの使用は、講習を受けた教職員が行ってください。 

＜準備＞ 

1. クリーン側の操作 （１）扉の前の札が「搬出済み」であることを確認する。 （２）扉が、閉まっていることを確認する。 

（３）扉の前の札を「作業中」に換える。 

2. オートクレーブの洗浄室側扉奥にある元電源（200 V）開閉器の電源を ON にする。 

3. オートクレーブ用台車を洗浄室側に出す（缶体が陰圧になり扉が開かない場合は、行程 6 および 7 を先に行い、

缶体が温まるまで少し待つと扉が開く）。 

4. 滅菌する飼育機材等を搬入する前に、床敷が落ちていたときは、掃除機でオートクレーブ缶体内及びストレーナ

ー（排蒸気排水の穴、両ドアの前の辺りに 2 箇所ある）を清掃する。 

5. 清掃後、洗浄室側扉のパッキン（扉のシリコン部分）とフランジ（缶体側のパッキン当たり面）を除菌ワイパーを用

いて清拭する。 

6. 元蒸気用コックを開き、そのコックの右側にあるメーターの元蒸気圧力が0.15-0.25 MPa の範囲内にあることを確

認する。 

7. オートクレーブの洗浄室側操作パネルの電源を ON にする。 

8. パネルの行程選択スイッチを 3 もしくは 4 に合わせ、選択した行程表示ランプが点灯するのを確認する。 

行程3 （対象：飼育器材等） 滅菌：110℃ 30 分 乾燥：80-90℃ 60 分 

行程4 （対象：床敷） 滅菌：121℃ 90 分 乾燥：80-90℃ 60 分 

 

＜搬入＞ 

9. 年月日記入済みの滅菌テープを貼った被滅菌物をオートクレーブ用台車に乗せ、台車をオートクレーブ缶体内

に入れ扉を閉める。扉は始動スイッチ用ランプが点灯して（「カチッ」という音がして）から、さらに 3-4 回転ほど余

分に閉める。 

 

＜滅菌＞ 

10. パネルの外筒圧力計が、0.6 kg/cm2（行程 3）、もしくは 1.2 kg/cm2（行程 4）以上になっていることを確認する。 

11. 始動スイッチ（START と書いてある赤い部分）を、行程表示ランプの「準備」が消えるまで（約 5 秒間）押す。行

程表示ランプが「真空」に変わり運転が開始する。 

12. 蒸気オートクレーブ使用簿に月日、講座名、氏名、運転開始時刻、行程番号を記入する。 

13. 全行程終了後（ブザーが鳴り、行程表示ランプが「完了」になっている）、洗浄室側扉奥にある元蒸気用コックを

閉じ、元電源（200 V）開閉器の電源を OFF にし、洗浄室側操作パネルの電源を OFF にする。 

 

＜搬出＞ 

14. 洗浄室側操作パネルの電源を ON にする。 

15. オートクレーブの滅菌圧力計が 0 kg/cm2 を示していることを確認してからクリーンエリア側（反操作側）の扉を開

き、オートクレーブ用台車を出す。 

16. 滅菌物を各々所定の場所に保管する。その際、滅菌物が熱い場合は、清潔で厚手の軍手等を使用する。また、

台車を使用する場合は台車にアルコールを噴霧する。 
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17. 搬出後、床敷が落ちている場合は除菌ワイパーを用いてオートクレーブ缶体内を清掃する。 

18. オートクレーブ用台車をオートクレーブ缶体内に戻す。 クリーン側扉の前の札を「搬出済み」にする。 

19. クリーン側扉のパッキン（扉のシリコン部分）とフランジ（缶体側のパッキン当たり面）を除菌ワイパーを用いて清

拭してから扉を閉める。その際、「カチッ」という音がしてからさらに３-４回転ほど余分に閉める。 

 

＜終了＞ 

20. 洗浄室側操作パネルの電源を OFF にする。蒸気オートクレーブ使用簿に終了時刻、異常の有無を記入する。

また、蒸気オートクレーブ滅菌行程記録紙（洗浄室側操作パネル内にある記録紙）に日時を記入する。異常があ

った場合は、必ずセンター教職員にご連絡ください。 

 

◎ オートクレーブの両扉は確実に閉めて下さい。閉め方が不十分ですと蒸気が漏れ、火災警報器が鳴ることがあり

ます。火災報知器が鳴ると、消防署への届出が必要となります。ご注意ください。 

◎ オートクレーブ缶体内は適切に清掃を行い、缶体内に床敷を残さないでください。 

＊床敷が缶体底部にあるストレーナーに侵入すると故障の原因になります。 

＊床敷がシリコンパッキンに付着すると、蒸気漏れの原因となります。 

＊使用状況やトラブル発生状況によってはやむを得ず、行程 4（対象：床敷）を中止せざるを得ないことがありま

す。 
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６-19．ロータリー洗浄機使用手順 

 
改正 平成21(2009)3 月 

 

【運転準備】 

① 給水、温水バルブを開ける（本体の裏にあります） 

② スチームドレイン抜きバルブを開ける（本体の裏にあります） 

→ドレインが抜けると数秒で音が変わり、排水溝から蒸気が出ます 

③ スチームドレイン抜きバルブを閉じる 

④ 蒸気バルブを開ける（本体の裏にあります） 

⑤ 操作電源ボタン（透明スイッチ）を押す 

⑥ 本体正面の温度計がＡ槽、Ｂ槽共に４０度くらいまで到達したら準備完了 

 

【運 転】 

⑦ 全起動ボタン（緑色スイッチ）を押す 

     →洗浄開始 

 

【停 止】 

⑧ 全停止ボタン（赤色スイッチ）を押す 

＊ 本体左右の２箇所にありますので、どちらでもかまいません 

 

【終 了】 

⑨ 操作電源ボタン（透明スイッチ）を押す 

⑩ 蒸気バルブを閉じる 

⑪ 給水、温水バルブを閉じる 

⑫ フィルター扉を開けてフィルターを掃除する（本体側面に２箇所にあります） 

⑬ 終了 

 

 

不明な点等ありましたら、センター管理室（２４４７）までお尋ねください。 
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６-20．コンベンショナル洗浄室洗浄機使用方法 

 
平成22(2010)3 月 

 
【洗浄機使用に当たって】 

＊コンベンショナル洗浄室で洗浄機を使用する際は、事前に必ず入り口にある換気スイッチを入れる。 

 

 

【使用方法】 

① 「水位計」（洗浄機側面にある丸い窓）でタンクが満水であることを確認する。必要に応じて給水バルブを開い

て給水する。。 

② 電源ランプが点灯していることを確認し、始動スイッチを「１（タンク加熱）・２（洗浄ポンプ）・３（コンベア）」の順

に押してスタートさせる。 

③ 洗浄作業が終了したら、「停止」ボタンを押す。 

 

 

【洗浄作業終了後】 

① 洗浄機周りを掃除する（入口近辺の床敷きの汚れや出口の水滴など） 

② 退室の際、換気スイッチを切る。 

 

 

【注意】 

＊換気は必ず行う。そうでないと蒸気がこもり、火災報知機の誤作動の原因になる。 

＊コンベアのスピードを調整してあるので、コンベアの速度つまみを触らない 

＊第 1 水槽、第2 水槽ともタンクの温度を設定してあるので、勝手に温度を変更しない 

＊異常を感じたらただちに使用をやめて、センター教職員に連絡すること
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６-21．床敷廃棄キャビネット使用手順 

 
改正 平成21(2009)3 月 

 

操作パネル

②②

③③ ④④

①

使用時

終了時

１）殺菌灯③を消し、蛍光灯④をつける

２）ファンのスイッチ②を入れる

1）蛍光灯④を消し、殺菌灯③をつける

２）ファンのスイッチ②を切る

【注 意】

殺菌灯は使用時には必ず切り、作業が
終わったら点灯しておいてください

＊電源ブレーカー①は、常にONにし、触らない
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６-22．小動物安楽死用ドリームボックス使用手順 

 
改正 平成21(2009)3 月 

 

 
① 電源プラグと流量計プラグをコンセントにさし、電源ランプ（オレンジ色）が点灯していることを確認する。 

② 液化炭酸ガスボンベの開閉バルブを左方向に回して全開にした後で少し戻しておく。 

③ ドリームボックス使用簿に必要項目を記入する。 

④ 安楽死予定動物を動物飼育用ケージにフタをして、ドリームボックス内に入れる。 

⑤ 起動ボタン（赤色）を押すとランプが点灯しガスが注入される。ガスは約 10 分後に自動的に止まり、停止状態を

示す緑色ランプが点灯する。 

⑥ ドリームボックスの扉を開き、動物が安楽死しているのを確認する。 

⑦ 液化炭酸ガスボンベの開閉バルブを右方向に回しバルブを閉じる。その後起動ボタン（赤色）を押し、ガスメー

ターの圧力が０Kg/cm2 になることを確認後、停止ボタン（緑色）を押す。 

⑧ 電源プラグと流量計プラグをコンセントから抜く。 

⑨ ドリームボックス使用に際して、汚れた実験室及びドリームボックス内を清掃する。 

⑩ 安楽死した動物を所定のビニール袋に入れ、屍体保管場所に安置する。 

 

 

ドリームボックス使用に関してご不明な点等がありましたら、疾患モデル教育研究センター管理室（2447）または教員

室（2449）まで連絡ください。
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６-23．大型超音波洗浄機（US-KS シリーズ）使用方法 

 
改正 平成23(2011)3 月 

 

【準 備】 

1.シンク内で洗浄カゴに被洗浄物を入れ、シャワーで外側を軽く洗う。 

＊注 1：洗浄カゴ 1 個の積載量は約 10 kg までとする 

2.本体全面の排水コックを「閉」にする。 

3.洗浄槽の最低水位線まで水を入れる。 

＊注 2：お湯は用いないで、水を入れる。 

4.洗浄カゴごと被洗浄物を水槽に入れる。 

 

【運 転】 

5.漏電遮断機の「入」ボタン（1）を押す。 

6.電源スイッチ（2）を押す。 

7.スタート／ストップスイッチ（3）を押してスタートさせる。 

＊注 3：洗浄時間は 20 分に設定してあるので、基本的に変更しない。 

変更したい場合は△▽ボタンで時間を調整する。ただし、変更した場合は終了後 20 分に戻す。 

＊注 4：出力は「強」とする。 

＊注 5：ディガス（脱気）スイッチは「入」（ランプが点灯状態）のままにする。 

＊注 6：途中で停止したいおよび再開したい場合は、スタート／ストップスイッチ（3）を押す 

 

【終了後】 

8.電源スイッチ（2）を押す。 

9.漏電遮断機の「切」ボタン（1）を押す。 

10.本体前面の排水コックを「開」にして水を抜く。 

11.洗浄カゴごと被洗浄物をシンクに移し、被洗浄物をシャワーで軽く洗う。 

12.被洗浄物を洗浄カゴから取り出し、各講座の場所で乾燥させる。 

13.シャワーを用いて水槽を軽く洗う。 

14.使用簿に必要事項を記入する。 

 

 

＊何かご質問等がありましたら、管理室（2447）までお尋ねください。 
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７ 藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所疾患モデル管理室 
 

７−１．藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所疾患モデル管理室規程 
施行 Ｈ19（2007）．6．1 

 

（設 置） 

第１条 藤田保健衛生大学七栗校地におけるヒト疾患モデルに関する研究活動の円滑化を図るため、藤田保健衛

生大学藤田記念七栗研究所疾患モデル研究室（略称 七栗疾患モデル研究、英文名 Nanakuri Laboratory 

of Animal Models for Human Diseases、英文略称 NLAMHD）を動物実験研究施設として設置する。 

 

（管理室長） 

第２条 七栗疾患モデル研究室に研究室長（以下、室長という）を置く。室長は、大学長の推薦に基づき、理事会の

議を経て理事長が任命する。 

２. 室長は七栗疾患モデル研究室の管理、実験動物の管理及び動物実験の指導、監督を行う。 

 

（動物実験規程） 

第３条 七栗疾患モデル研究室におけるすべての動物実験は、別に定める藤田保健衛生大学動物実験規程に従う

ものとする。 

 

（事 務） 

第４条 七栗疾患モデル研究室の事務は、藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所事務員が兼務する。 

 

（運営委員会） 

第５条 七栗疾患モデル研究室の運営を円滑にするため、運営委員会を置き、運営委員長は室長が兼務する。 

２. 運営委員は、運営委員長が推薦し、大学長の承認を得て理事長が任命する。 

３. 運営委員の任期は１年とする。ただし、再任を防げない。 

 

（運営委員会の開催等） 

第６条 運営委員会は、年２回定期に開催する。 

２. 運営委員会は、必要に応じて臨時に開催することができる。 

 

（実験動物管理者） 

第７条 七栗疾患モデル研究室に実験動物管理者を置く。 

２. 実験動物管理者は、室長を補佐し、七栗疾患モデル研究室の管理、実験動物の管理及び動物実験の指導、

助言を行う。 

３. 室長は、教員の中から実験動物管理者を推薦し、大学長の承認を得て理事長が任命する。 

 

（費用負担） 

第８条 動物購入費、飼料代、動物ケージの補充、修理代等は使用する研究者の所属部門の負担とする。 

 

 

      附     則 

  １. この規程は、平成１９年６月１日から施行する。 

  ２．平成２３年６月１日一部改正 
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７−２．藤田記念七栗研究所疾患モデル管理室利用心得 

 
最終改正 平成 23(2011).5. 31 

1. 運営  

藤田記念七栗研究所疾患モデル管理室（以下、疾患モデル管理室という）は飼育室と動物処置室より成る。その

運営は、疾患モデル管理室室長（以下、室長という）の監督下に行われる。室長は、全利用者間のコンセンサスが

保たれるように、実務的な日常作業を監督する管理責任者を指名する。管理責任者は室長の要請に応じて利用

者会議を開催し、その運営が円滑に行われるように努める。  

 

2. 方針  

1) 疾患モデル管理室で起こる感染事故はそのほとんどが人為的なものであること（ヒトが病原微生物を持ち込

む）に鑑み、疾患モデル管理室への立ち入りは動物実験計画書提出者およびその動物実験実施分担者に限

る。なお、新たに入室を希望する者は、藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センターが主催する講習会を

受講しなければならない。 

2) 疾患モデル管理室に持ち込む動物は、原則として微生物学的に SPF 飼育室を上回るレベルの施設で生産し

ている業者から新規購入したものに限る。  

3) 他研究室動物を譲り受ける時は、搬入する動物が信頼できる SPF 施設で飼育されていることが確認されており、

搬入前 1 年間の微生物モニタリングの結果が陰性であるならば、室長の判断によって持ち込みを認める場合も

ある。  

4) 疾患モデル管理室から一旦外に持ち出した動物を再び疾患モデル管理室に戻すことを禁ずる。ただし適切な

方法で運搬した動物に関してはこの限りではない。  

5) 新規購入動物の搬入は、動物輸送箱の周りをアルコール等で噴霧消毒してから、飼育室に持ち込む。  

 

3. 疾患モデル管理室の環境条件 

再現性のある実験結果を得るためには、実験動物の飼育環境は一定に保つことが重要であり、以下の基準値を

参考に定期的に環境モニタリングを行い、その結果は室長が管理する。 

 

動物種  マウス、ラット、ハムスター類、モルモット ウサギ 

温  度  20〜26℃ 18～28℃ 

湿  度  40〜60％ (30％以下、70％以上になってはならない) 

換気回数  6〜15回/時 (給排気方式によって変化) 

気流速度  13〜18ｃｍ/秒 

気  圧  周辺廊下よりも静圧差で 20Pa高くする（SPFバリア区域） 

周辺廊下よりも静圧差で 150Pa高くする（アイソレータ 

塵  埃  クラス 10,000＊1（動物を飼育していないバリア区域) 

落下細菌  3個以下＊2（動物を飼育していないバリア区域） 

 30個以下（動物を飼育していない通常の区域） 

臭  気  アンモニア濃度で 20ppmを超えない 

照  明  150〜300ルクスを超えない（床上 40〜85cm） 

騒  音  60db以下 
 
＊1 米国航空宇宙局の分類によるクラス分け 
＊2 9cmシャーレ30分解放 「ガイドラインー実験動物施設の建築及び設備」 日本建築学会編（アドスリー）1996 

 

4. 微生物モニタリング検査と微生物統御  

疾患モデル管理室では、下記に定めた微生物モニタリング検査を年2回行う。微生物モニタリングは、モニター動

物を飼育室で2ヶ月以上通常の飼育を行った後、血清等の検体を採取し、検査を行う。その結果は室長が管理す

る。 
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【微生物モニタリング検査項目】  

マウス血清 6 項目：マウス肝炎ウイルス(Mouse Hepatitis Virus: MHV)、センダイウイルス(Sendai Virus, 

Hemagglutinating Virus of Japan: HVJ)、肺マイコプラズマ(Mycoplasma pulmonis: Mp)、

ティザー菌(Tyzzer, Clostridium piliforme)、エクトロメリアウイルス(Ectromelia virus)、リ

ンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス(Lymphocytic choriomeningitis virus: LCMV）  

 

疾患モデル管理室における微生物学的統御は、全利用者の理解と統一した作業行程等の協力が重要である。ま

た、感染事故を想定し、貴重な動物種についてはあらかじめ凍結保存卵を作製したりするなどの予防策を講じて

おくことが望ましい。感染事故を起こさないためにも、動物を常に健康な状態に保ち不必要な動物を飼育しない

等の飼育の基本を守ることが不可欠である。 

 

5. 疾患モデル管理室への立入り等  

1) 入退室  

(1) 疾患モデル管理室入口で専用スリッパに履き替え、消毒液にて手指を消毒する。  

(2) 飼育室入口前で実験用白衣を紫外線滅菌ロッカーにある各自の飼育室専用白衣に着替え、手袋、マスク

を着用し入室する。  

(3) 作業終了後、専用白衣を紫外線滅菌ロッカーに返却し、マスクや手袋は外のゴミ箱へ捨てる。  

 

2) ケージ交換作業  

ケージ交換は基本的に週に 2 回以上、飼育室全てのケージについて行う。  

手順は以下の通りとする。  

(1) 飼育室入口前でケージを消毒（ピューラックス等）して床敷を詰め、飼育室へ搬入する。  

(2) 使用中の給水瓶を取り外し、フィルター濾過された新鮮な水を詰める。この際に水漏れがないかを確認す

る。  

(3) 消毒液にてケージのフタを拭き、ケージカードに記載されている動物数を確認しながら新しいケージに一

匹ずつ動物を移す。その際、動物の行動、被毛の色、つや、汚れ、脱毛と外傷の有無、眼、鼻、口、尾、肛

門周囲などの汚れの有無、体重などを確認することで健康状態を把握する。また、動物移動の際は逃亡しな

いよう十分に注意を払う。もし、床に動物が逃亡した場合には、必ず捕獲し原則としてケージに戻さず安楽

死させる。また、ケージ本体の捻れ、ヒビ割れや穴などとフタの網の欠損、捻れやフックの歪みなどがないか

を注意する。 

(4) 交換済ケージに幼弱動物等が隠れていないかを確認する。 

(5) ケージ交換時にはラックを消毒薬で拭き、清潔を保つ。 

(6) 給水瓶、飼料の補充を行う。 

(7) 全てのケージが交換し終わった後に飼育室の床に落ちた床敷を専用掃除機にて清掃後、消毒液に浸した

モップで拭く。 

(8) 飼育室を退出する前に、もう一度給水瓶の水漏れ、飼料の補充忘れ、動物の逃亡の有無を確認する。 

(9) 使用後のケージ、給水瓶等を洗浄室に搬入する。汚れた床敷は回収して廃棄する。ケージ、給水瓶等は

洗浄後、所定の位置で乾燥させる。  

 

3) 陰圧型アイソレーションボックスのフィルター交換 

(1) アイソレーションボックスの給気および排気ヘパフィルター前面のプレフィルターは、2 週間に 1 度交換洗

浄する。交換後はボックス内の内外圧差を確認する。 

(2) 給気および排気ヘパフィルターは1年に1度交換し、使用後のヘパフィルターは産業廃棄物として処分す

る。 

(3) これらのフィルター交換については、事前に利用者に連絡し、飼育作業と重ならないようにする。 

 

4) その他  

(1) 飼育室で使用する各自の専用白衣は、各自で定期的（1 週間に 1 回を推奨）に洗濯を行う。 

(2) 本飼育室内に実験器具等の機器を搬入する場合には、出来る限りアルコール噴霧等の消毒を行うこと。 

(3) 動物の屍体は黒いビニール袋に入れ、所定の屍体用冷凍庫に安置すること。また、安楽死にエーテルを

使用した場合は、エーテルを完全に除去してから安置すること。 
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(4) 飼育室内の清掃は利用者が責任を持って行い、特に共同利用場所（給水瓶補水用流し台、動物処置室）

は清潔に保つようにする。 

(5) 飼育室の照明はタイマーによって自動調整されているので、原則として点灯時間内（6:00～18:00）に作業

を行うこととする。やむを得ず消灯時間に一時点灯を行った場合は、必ず消灯を確認する。 

(6) 飼育室入口前は、作業終了後および退室時に消灯を確認する。 

(7) ゴミは、退室時に外のゴミ箱に捨てる。 

(8) アイソレーションボックスの転倒防止対策として、ストッパーをかけないようにする。 

(9) 飼育室内のエアコンおよび全熱交換器換気扇（ロスナイ）のフィルターは 1 週間に 1 度交換洗浄する。また、

動物処置室のエアコンフィルターも 1 週間に 1 度交換洗浄する。 

(10) 飼育室内のエアコンおよび全熱交換器換気扇（ロスナイ）および動物処置室内のエアコンの専門業者に

よる点検を年 2 回実施する。 
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７−３．藤田記念七栗研究所疾患モデル管理室における災害対策マニュアル 

 
1. 総則 

藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所疾患モデル管理室（以下疾患モデル管理室という）において火災、地

震、その他の自然災害等が発生した場合、または予知される場合に対処する防災対策については、「藤田学

園防災対策規定」、「藤田記念七栗研究所防災マニュアル」に準拠する。そのため、本マニュアルでは災害時

の動物への対応および復旧作業についてのみ定める。 

 

2. 災害時における初期対策 

動物への対応として、下記の確認等を行う。 

・ 動物は直ちにケージに収容し、ケージを飼育棚に戻す。 

・ ケージの落下状況を確認する。 

・ 飼育棚の転倒状況を確認する。 

・ 上記の状況により、飼育棚に戻すことが危険と判断した時にはケージを床に置く。 

・ 災害発生時には動物が飼育室あるいは動物処置室の外に逃亡しないよう心がける。ただし、緊急の場合

はこの限りではない。 

 

3. 復旧作業 

1) 点検項目 

(1) 飼育室：飼育室内の動物の脱走の有無、アイソレーションボックスの移動や転倒、水漏れなどを確認す

る。非常時には緊急措置として逃亡動物の飼育室外への逃亡防止策を講ずる。 

(2) 動物処置室：実験機器の異常の有無と、試薬瓶の転倒、破損の有無を確認する。 

(3) 洗浄室：ケージおよびその蓋の破損状況、洗浄用ガス湯沸器の状況確認を行う。 

(4) 外部倉庫に保管してある飼料、床敷の保管状況の確認を行う。 

2) 対応策 

(1)建物の安全確認後、災害時に放置した実験中の動物の状態について確認し、逃亡動物の収容・選別（や

むをえない場合は安楽死処置）、給餌・給水体制の確立、動物屍体の処置、飼育室や動物処置室の清

掃・消毒処理など、順次緊急を要するものから復旧作業に取りかかる。 

(2)災害の規模が大きく、全動物を適正に維持することが困難と判断された場合、動物実験実施者が実験動

物を安楽死させる。 
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手術その他の医療行為についての申請【申請書１-B】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213 
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動物実験実施報告書【報告書１】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220 
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疾患モデル教育研究センター入室登録・削除願【様式１】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222 

疾患モデル教育研究センター入室登録・削除願（学生用）【様式１-２】・・・・・・・・・・・・・・・223 

一時立入許可願【様式２】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・224 
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実験動物の授受に関する承諾確認書【様式 12】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238 
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鍵借用書（感染動物室、小動物室等）【様式 18】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246 
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９ センター利用状況（平成 18 年度から年度別変移） 

 

動物実験計画書数（学部別）    

  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

医学部 基礎 44   53   56   60     67 

臨床 34   31   32   28     26 

総合医科学研究所 8   18   19   17     15 

医療科学部 11   17   13   12     24 

短大 8   8   14   14     

合  計 105   127   134   131     132 

 

 

利用講座数（学部別）     

  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

医学部 基礎 13   15   15   16     17 

臨床 19   17   17   14     14 

総合医科学研究所 6   7   7   6      6 

医療科学部 9   10   10   9     12 

短大 5   3   3   4     

合  計 52   52   52   49     49 

 

 

利用ケージ割合（学部別）     

  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

医学部 基礎 28.1  40.2  37.9  39.3    14.6 

臨床 34.3  23.4  15.8  15.5    33.6 

総合医科学研究所 19.2  15.7  28.7  29.7    37.2 

医療科学部 10.1  11.3  7.3  4.9    14.7 

短大 8.3  9.4  10.3  10.7    

合  計 100.0  100.0  100.0  100.0    100.0 

 

 

動物使用数（種別）     

  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

マウス 16,415    19,595  15,755  17,149   20,166  

ラット 3,427  3,190  3,038  2,881   3,071  

その他の小動物 404  499  484  383   263  

ウサギ･モルモット 142  106  143  57   56  

爬虫類・両生類 100  147  111  120   209  

その他 8  17  34  58   3  

合  計 20,496  23,554  19,565  20,648   23,768  
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入室登録申請者数（職種別）    

職種 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

教職員 192   100   166   178    123 

大学院生 21   20   26   36     18 

卒業論文生 126   112   55   84     13 

研究生･研究員 22   22   25   28     40 

研究補助員 23   33   40   51     53 

研究同好会員 13   3   6   1     10 

合  計 334   290   318   368    257 

 

 

延べ立ち入り人数      

  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

延べ人数 約 18,000 約 19,000 21,549    19,395   11,609 

 

 

講習会（教職員:開催回数と参加者数）       

  
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成21年度 平成 22年度 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

新規利用者講習会 14 60 9 41 12 58 14 56 8 32 

動物実験計画書説明会 2 80 2 69 - - - - - - 

利用者会議（WG等）  -  - 1 6 1 9  -  -  - - 

合  計  16 140  12 116  13   67  14  56    8  32 

 

 

講習会（学生：参加者数）         

  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

臨床検査学科 102   59   89   -   78 

リハビリテーション科 6   6   9   9   32 

放射線学科 -   -   -        3 3 

衛生技術科（短大） 39   38   44   -    

医療情報科（短大） 5   9        0 2    

合  計 152   112   142   14   113 

 

 

説明会等（開催回数と参加者数）         

  
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

機器等の使用説明会 6 11 10 14 7 11 11 64  13  56 

実技説明会 3 11 0 0 0 0   0   0   3   11 

利用説明会   3  30   0   0   8  178 14 139   5  7 

合  計 12 52 10 18   15  189 25 203  21  74 
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１０ 疾患モデル教育研究センターを利用した研究業績および教室紹介 

 

医学部 基礎   総合医科学研究所  

【生物学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 252  【抗体プロジェクト】・・・・・・・・・・・・・・・ 311 

【化学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 252  【応用細胞学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 312 

【解剖学Ⅰ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 260  【システム医科学】・・・・・・・・・・・・・・・ 313 

【解剖学Ⅱ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 266  【分子遺伝学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324 

【生理学Ⅰ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 272  【難病治療学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 327 

【生理学Ⅱ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 273    

【生化学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 277  共同利用研究施設・・・・・・・・・・・・・・・・ 334 

【薬理学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 279    

【病理学Ⅰ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 282  医療科学部   

【病理学Ⅱ】・・・・・・・・・・・・・・・・ 285  臨床検査学科  

【衛生学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 285  【解剖学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 345 

【微生物学】・・・・・・・・・・・・・・・・ 286  【臨床化学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 347 

【ウイルス･寄生虫学】・・・・・・・・ 289  【生理学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 347 

【法医学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 290  【薬理学概論】・・・・・・・・・・・・・・・・ 350 

   【病理学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 352 

医学部臨床     

【循環器内科】・・・・・・・・・・・・・・ 291  リハビリテーション学科  

【内分泌･代謝内科】・・・・・・・・・ 291  【解剖学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 353 

【腎臓内科】・・・・・・・・・・・・・・・・ 294  【機能解剖学】・・・・・・・・・・・・・・・・ 355 

【皮膚科学】・・・・・・・・・・・・・・・・ 295  【生理学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 358 

【放射線医学】・・・・・・・・・・・・・・ 296  【病理学】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 360 

【肝･脾外科学】・・・・・・・・・・・・・ 301    

【胆･膵外科】・・・・・・・・・・・・・・・ 303  短期大学  

【上部消化管外科】・・・・・・・・・・ 304  【病理形態検査学】・・・・・・・・・・・・・・ 360 

【形成外科】・・・・・・・・・・・・・・・・ 304    

【整形外科】・・・・・・・・・・・・・・・・ 304  藤田記念七栗研究所・・・・・・・・・・・・・・ 362 

【腎泌尿器外科】・・・・・・・・・・・・ 306    

【臓器移植再生医学】・・・・・・・・ 309  疾患モデル教育研究センター・・・・・・・ 366 

【応用細胞再生医学】・・・・・・・・ 309    

【病理部】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 310    
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医学部 基礎 

 

【生物学】 

 

欧文雑誌 

Tokuda, M., Kadokawa, Y., Kurahashi, H. and Marunouchi, T. CDH1 is a specific marker for 

undifferentiated spermatogonia in mouse testes. Biology of Reproduction 76, 130-141. 

(2007) （承認番号 I0201） 

 

 

国内学会 

角川裕造、徳田倍将、亀山俊樹 E-cadherin によって明らかになった未分化型精原細胞の不均一

性は幹細胞活性を反映しているのか？ 文部科学省科学研究費補助金 特定領域研究「生殖細胞

の発生プロセス・再プログラム化とエピジェネティクス」平成 19 年度 公開シンポジウム 品川（2007）

（承認番号 I0201） 

 

 

 

【化学】 

 

講座紹介 

１． 肝内胆汁うっ滞を伴うα-ナフチルイソチオシアナート（ANIT）肝障害をラットに惹起させ、その発

症･進展機序を調べている。ANIT 惹起肝障害に炎症と酸化ストレスが深く関与していることを明

らかにしている。ANIT 惹起肝障害の発症・進展にはネクロシースばかりでなくアポトーシスも関

与し、アポトーシスの出現に熱ショックタンパク質 70 も関与することを明らかにしている。また、

ANIT 惹起肝障害の発症･進展は抗酸化作用と抗炎症作用を示すビタミンＥ、メラトニン、柴胡柱

枝湯エキス（漢方薬）、四逆散エキス（漢方薬）、ブラジル産プロポリスエタノールエキスなどの投

与による抑制効果を調べている。これらの薬剤や化合物の投与により ANIT 惹起肝障害の発症･

進展が抑制されることを明らかにしている。 

２． 水浸拘束ストレス（WIRS）負荷を行ったラットにおける胃粘膜傷害の発症･進展機序を調べている。

この胃粘膜傷害の発症･進展に酸化ストレスと炎症が深く関与していることを明らかにしている。

このWIRS負荷ラットの肝臓、腎臓、心臓、骨格筋、副腎、脳、胸腺、脾臓などの組織で酸化ストレ

スが生ずることも明らかにしている。更に、WIRS で惹起された胃粘膜傷害、肝障害などの発症・

進展に内因性の硫化水素が重要な役割を果たしていることを最近明らかにしている。また、WIRS

負荷ラットの胃粘膜症傷害は抗酸化作用と抗炎症作用を示すビタミン C、ビタミン E，ブラジル産

プロポリスエタノールエキス、テプレノン（抗潰瘍薬）、黄連解毒湯エキス（漢方薬）、柴胡柱枝湯

エキス（漢方薬）などの投与による予防効果を調べている。これらの薬剤や化合物の投与により

WIRS 惹起胃粘膜症傷害が予防されることを明らかにしている。WIRS 惹起肝障害もビタミンＣ、ビ

タミンＥ、ブラジル産プロポリスエタノールエキスなどで予防されることを明らかにしている。 

３． 肥満細胞脱顆粒剤の compound 48/80（C48/80）を単回投与したラットにおける胃粘膜傷害の発

症･進展の機序を調べている。この C48/80 惹起胃粘膜傷害の発症･進展に肥満細胞の脱顆粒
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に伴って遊出するヒスタミンとセロトニンを介して生ずる炎症と酸化ストレスが深く関与しているこ

とを明らかにしている。この C48/80単回投与ラットの胃粘膜傷害の発症・進展は抗酸化作用と抗

炎症作用を示すビタミン C、ビタミン E，テプレノン（抗潰瘍薬）、エブゼレン（Se-含有抗酸化剤）、

ゲファルナート（抗潰瘍薬）、プラウノトール（抗潰瘍薬）、オメプラゾール（プロポンポンプ阻害

剤）、黄連解毒湯エキス（漢方薬）、柴胡柱枝湯エキス（漢方薬）、四逆散エキス（漢方薬）などの

投与による抑制効果を調べている。これらの薬剤や化合物の投与により C48/80 惹起胃粘膜傷

害が抑制されることを明らかにしている。また、C48/80 単回投与ラットの肝臓、肺、副腎などの組

織でも酸化ストレスが生じることを明らかにしている。 

これらの研究成果の多くを論文として報告している。 
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別講演会 岡崎（2006） 

 

厚沢季美江、臼田信光、瀬藤光利、Danev Radostin、永山國昭 位相差電子顕微鏡による氷包埋を

行った原核・真核細胞の観察 平成 17 年度生理学研究所研究会共催日本顕微鏡学会関西支部特

別講演会 岡崎（2006） 

 

 

 

【生理学Ⅰ】 

 

欧文雑誌 

Keiji Mori, Yoko S Kaneko, Akira Nakashima, Toshiharu Nagatsu, Ikuko Nagatsu, Akira Ota 

Peripherally injected lipopolysaccharide induces apoptosis in the subventricular zone 

of young adult mice.Neuroscience Letters 2010 Sep 6;481(2):126-130.（承認番号 M1701） 

 

Yoko S Kaneko, Akira Nakashima, Keiji Mori, Toshiharu Nagatsu, Ikuko Nagatsu, Akira Ota 

Lipopolysaccharide extends the lifespan of mouse primary-cultured microglia.Brain 

Research 1279:9-20. (2009)（承認番号 M1702） 

 

Akira Nakashima, Nobuhiro Hayashi, Yoko S Kaneko, Keiji Mori, Esther L Sabban, Toshiharu 

Nagatsu, Akira Ota Role of N-terminus of tyrosine hydroxylase in the biosynthesis of 

catecholamines. J Neural Transmission 116:1355-1362. (2009) 

 

Miyuki Ota, Akira Nakashima, Yoko S Kaneko, Keiji Mori, Goro Takami, Akira Ota Risperidone 

reduces mRNA expression levels of sulfonylurea receptor 1 and TASK1 in PC12 cells 

Neuroscience Letters 412(3):254-258. （2007） 

 

 

地方学会、セミナー、研究会等 

高見悟郎、太田深雪、中島 昭、金子葉子、森 啓至、太田 明 リスペリドンは PC12 細胞におけるス

ルホニル尿素受容体 1 と TASK1 の mRNA 発現量を減少させる 第 29 回日本生物学的精神医学会 

札幌（2007） 
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【生理学Ⅱ】 

 

欧文雑誌 

Poznanski, R.R.and Hidaka, S. A method for estimating gap-junctional conductance between 

CA3 hippocampal pyramidal neurons. Journal of Integrative Neuroscience Vol 9, Issue 1 

pp 49-64,（2010）（承認番号 M1806） 

 

Poznanski, R.R.and Hidaka, S. Cellular inhibitory behavior underlying the formation of 

retinal direction selectivity in the starburst network. Journal of Integrative 

Neuroscience Vol 9, Issue 3 pp 299-335,（2010）（承認番号 M1806） 

 

Hidaka, S. Serotonergic synapses modulate generation of spikes from retinal ganglion 

cells of teleosts. Journal of Integrative Neuroscience Vol 8 (No 3): pp299 - 322. (2009)

（承認番号 M1807） 

 

Hidaka, S. Intracellular cyclic-AMP suppresses the permeability of gap junctions between 

retinal amacrine cells. Journal of Integrative Neuroscience Vol 7 (No 1):pp 29 - 48. (2008)

（承認番号 M1807） 

 

Protective effect of 17β -estradiol on neuronal apoptosis in hippocampus tissue 

following transient ischemia/recirculation in Mongolian gerbils via down-regulation of 

tissue transglutaminase activity. Fujita,K., Kato,T., Shibayama,K., Imada,H., 

Yamauchi,M., Yoshimoto,N., Miyachi,E., Nagata,Y. Neurochemical Research 31:1059-1068

（2006） 

 

 

和文雑誌 

藤田公和、芳本信子、加藤寿章、今田英己、柴山健三、松本 岳、稲熊隆博、宮地栄一 スナネズミ

が経口的に摂取した植物由来リコピンは脳虚血・再灌流負荷後に海馬神経組織で発生する神経細

胞のアポトーシスを抑制する 藤田学園医学会誌 31(2).203～207（2008）（承認番号 M1804） 

 

日髙 聡 同期興奮を引き起こす網膜神経節細胞間の電気シナプスの構造機能解析 日本顕微鏡学

会誌「顕微鏡」 Vol 41 (No 2): 117-119.（2006） 

 

藤田公和、加藤寿章、今田英己、山内理充、柴山健三、宮地栄一 スナネズミの脳虚血・再灌流負荷

後に投与した 17β-estradiol による海馬組織内グルタミン酸トランスポーターの変性抑制効果 藤

田学園医学会誌 30巻１号 35-40.（2006） 

 

 

国際学会・特別講演等 

Hidaka, S.  Serotonergic synapses modulate generation of spikes from retinal ganglion 

cells. Neuro 2010 第 33回神経科学会大会 神戸（2010）（承認番号 M1807） 



 275 

Hidaka, S. Fraction of open channels in electrical synapses between homologous retinal 

neurons. XXXIV International Union of Physiological Society (IUPS) Kyoto Japan（2009）

（承認番号 M1806） 

 

Hidaka, S. Open channels in electrical synapses between homologous retinal neurons. 

Neurosci. Res. Vol 64: pp 50. Neuroscience 2009 Nagoya Japan（2009）（承認番号 M1806） 

 

Nobuko Yoshimoto, Kimikazu Fujita, Gaku Matsumoto, Takahiro Inakuma. Plant lycopene 

intake to Mongolian gerbil inhibits apoptotic damage in hippocampal neuron induced by 

cerebral ischemia.The 15th International Congress of Dietetics Sapporo Japan（2009）（承

認番号 M1804） 

 

Kimikazu Fujita, Nobuko Yoshimoto, Hideki Imada, Gaku Matsumoto, Takahiro Inakuma, Yutaka 

Nagata, Ei-ichi Miyachi. Effect of lycopene as antioxidant on hippocampus of Mongolian 

gerbil after ischemia/reperfusion. Neuroscience 2009 Nagoya Japan（2009）（承認番号 M1804） 

 

Hideki Imada, Mahito Ohkuma, Masahiro Kokubo, Toshiaki Kato, Ei-ichi Miyachi. 

Immunohistochmical and physiological analyses of histamine and histamine receptors in 

ganglion cells in the developing gerbil retina.Neurosience Chicago U.S.A（2009）（承認番

号 M1803） 

 

Hideki Imada, Mahito Ohkuma, Masahiro Kokubo, Toshiaki Kato, Ei-ichi Miyachi. The 

postnatal expression of histamine receptors in the gerbil retina.36th International Union 

of Physiological Society（IUPS). Kyoto Japan（2009）（承認番号 M1803） 

 

Kaori Iwata, Masatika Takagi, Hideki Imada, Ei-ichi Miyachi, Shunji Nagaoka, Akira 

Takabayashi.Vestibulo ocular responses in flat fish for the changes of accelerations. 

36th InternationalUnion of Physiological Society（IUPS）. Kyoto Japan（2009） 

 

Hidaka, S. Artificial antibody against electrical synapses between retinal ganglion cells. 

Neurosci. Res. Vol 61: pp 38. Neuro2008 Tokyo（2008）（承認番号 M1806） 

 

Imada Hideki,Kokubo Masahiro,Kato Toshi-aki,Ohkuma Mahito,Miyachi Ei-ichi. 

Distribution and localization of histamine receptors in the developing gerbil retina. 

Neurosci.Res.Vol 61:pp101.Neuro2008 Tokyo（2008）(認証番号 M1803） 

 

Nobuko Yoshimoto, Kimikazu Fujita, Gaku Matsumoto, Takahiro.Inakuma, Yutaka.Nagata, 

Eiichi Miyachi.Plant lycopene intake to Mongolian gerbil inhibits apoptotic damage in 

hippocampal neuron induced by cerebral ischemia. The 15th International Congress of 

Dietetics Pasiphico Yokohama, Kanagawa（2008）（承認番号 M1804） 
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Gaku Matsumoto, Kimikazu Fujita, Nobuko Yoshimoto, Toshiaki Kato,Takahiro Inakuma, 

Yutaka Nagata, Eiichi Miyachi. Lycopene uptake to Mongolian gerbil attenuates apoptosis 

in hippocampus induced by ischemia. The 15th International Symposium on Carotenoids Hotel 

Moon Beach, Okinawa（2008）（承認番号 M1804） 

 

H. Imada, M. Ohkuma, M. Kokubo, T.-A. Kato, E.-I. Miyachi Histamine receptors in the gerbil 

retina Neuroscience 2008, Washington, DC,（2008）（承認番号 M1803） 

 

Kaori Iwata, Akira Takabayashi Hideki Imada, Ei-Ichi Miyachi. Eye Movements of Flatfish 

for Different Gravity Condition 37th COSPAR Scientific Assembly.,Montreal, Canada（2008）

（承認番号 M1001） 

 

Hidaka, S. Cellular components in electrical synapses between retinal amacrine cells 

contributing to lateral interactions. Neurosci. Res. Vol 58: pp 37. Neuro2007 横浜（2007）

（承認番号 M1807） 

 

 

国内学会・特別講演等 

Hidaka, S.  Serotonergic synapses enhance generation of spikes from retinal ganglion 

cells. 第 87回日本生理学会大会 岩手（2010）（承認番号 M1807） 

 

Hideki Imada, Masahiro Kokubo, Mahito Ohkuma, Toshi-aki Kato, Ei-ichi Miyachi. Histamine 

and histamine receptor of ganglion cells in the gerbil retina. 第 87回日本生理学会大

会 岩手（2010）（承認番号 M1803） 

 

Hidaka, S. Fraction of open channels in electrical synapses between homologous retinal 

neurons. Jpn. J. Physiol. Vol 59: pp 51. 第 86 回日本生理学会大会 京都（2009）（承認番号

M1806） 

 

今田英 己 、 大熊真人、 小久保 正博 、 加藤寿章 、 宮 地栄一 Immunohistochemical and 

calcium-imaging analyses of histamine and histamine receptors in mammalian retinal 

neurons. 第 32回日本神経科学大会 愛知（2009）（承認番号 M1803） 

 

大熊真人、今田英己、宮地栄一 Localization of histamine H2 receptor in the gerbil retina. 

第 32回日本神経科学大会 愛知（2009）（承認番号 M1803） 

 

酒井一由、新里昌功、今田英己 スンクス肛門扁桃およびその周囲不の樹状細胞の分布 第 114 回

日本解剖学会総会 岡山（2009）（承認番号 C0101） 

 

Hidaka, S. Relationship between gap junctions and electrical coupling of retinal amacrine 

cells contributing to lateral interactions. Jpn..J. Physiol. Vol 58, pp110. 第 85回日

本生理学会 東京（2008）（承認番号 M1807） 
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日髙 聰、海野 修 網膜杆体系ＯＮ型双極細胞の受容野中心部の光応答特性－双極細胞間の

homologous な電気シナプスとの関係－ 第12回 視覚科学フォーラム大会 大阪（2008）（承認番号

M1807） 

 

Kimikazu Fujita, Nobuko Yoshimoto, Gaku Matsumoto, Takahiro Inakuma, Toshiaki Kato, 

Hideki Imada, Yutaka Nagata. Eiichi Miyachi.Lycopene administration to Mongolian gerbil 

increase SOD activity in hippocampus after transient cerebral ischemia 第 51回日本神

経化学会 富山（2008）（承認番号 M1804） 

 

今田英己、小久保正博、加藤寿章、大熊真人、宮地栄一 Distribution and localization of 

histamine receptors in the developing gerbil retina 第 31回日本神経学大会 東京（2008）

（承認番号 M1803） 

 

岩田香織、高林 彰、今田英己、宮地栄一 魚の眼球運動からみる重力適応 第 85 回日本生理学会

大会 東京（2008）（承認番号 M1001） 

 

Hidaka, S. Gap junction channels and functional coupling between retinal amacrine cells. 

Jpn.J. Physiol., Vol 57, pp 109. 第 84回日本生理学会 大阪 (2007)（承認番号 M1807） 

 

日髙 聰 網膜ニューロン間電気シナプスのチャネル開口率の計測 第 11 回 視覚科学フォーラム

大会 岡崎（2007）（承認番号 M1806） 

 

今田英己、小久保正博、加藤寿章、大熊真人、宮地栄一 スナネズミ網膜におけるヒスタミンレセプタ

ーの分布 第 84回日本生理学会大会 大阪（2007） 

 

芳本信子、藤田公和、今田英己、菅沼大行、山根理学、稲熊隆博、永田 豊、宮地栄一 遺伝的運動

ニューロン変性モデルマウスの発育におよぼすカロテノイド系色素・リコピン経口投与による抗酸化

効果 第 29回日本フリーラジカル学会 名古屋 (2007)（承認番号 M1804） 

 

Fujita,Kimikazu,Yoshimoto,Nobuko,Kato,Toshiaki,Yamane,Masataka,Inakuma,Takahiro, 

Nagata,Yutaka,Miyachi,Eiichi Lycopene uptake to Mongolian gerbil attenuates apoptosis 

in hippocampus by ischemia. Neuro 2007（日本神経化学会第50回大会、日本神経科学会第30 回

大会合同大会） 横浜（2007）（承認番号 M1804） 

 

Hidaka S. Estimation of open channel fraction of electrical synapses between retinal 

ganglion cells. Neurosci. Res. Vol 55: pp 54. 第 29回神経科学会 京都 (2006) 

 

Hidaka S. Structural and functional properties of homologous electrical synapses between 

retinal amacrine cells. Jpn.J. Physiol., Vol 56, pp 91. 第 83回日本生理学会 群馬 (2006) 

 

Kimikazu Fujita，Nobuko Yoshimoto，Toshiaki Kato，Masataka Yamane，Takehiro Inakuma，

Yutaka Nagata,Eiichi Miyachi.Lycopene administration to gerbil treated with ischemia can 
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attenuate an apoptosis in hippocampus 第 49回日本神経化学会（合同年会）名古屋（2006） 

 

 

地方学会 

酒井一由、新里昌功、今田英己、竹川順子、佐藤祐文 スンクス扁桃群の樹状細胞の分布 第 41 回

藤田学園医学会 愛知（2009）（承認番号 C0101） 

 
 
 
【生化学】 

 

講座紹介 

アロマターゼノックアウトマウス及び各種酵素遺伝子導入マウスを使用した神経内分泌、神経行動

学、神経分子生物学的研究を通し、脳の性分化、性行動抑制さらには食用区や探索行動などにお

けるアロマターゼの関与、脳内特定領域及び特定発達段階での一過性発現制御機構、またエストロ

ゲン依存性癌の癌化・進展機構、エストロゲン代謝酵素群の発現機構について解析を行っている。 

 

 

欧文雑誌 

McAllister C, Long J, Bowers A, Walker A, Cao P, Honda S, Harada N, Staufenbiel M, Shen 

Y, Li R. Genetic targeting aromatase in male amyloid precursor protein transgenic mice 

down-regulates beta-secretase (BACE1) and prevents Alzheimer-like pathology and ognitive 

impairment. J Neurosci.26;30(21):7326-34(2010)（承認番号M1902） 

 

Wu MV, Manoli DS, Fraser EJ, Coats JK, Tollkuhn J, Honda S, Harada N, Shah NM. Estrogen 

masculinizes neural pathways and sex-specific behaviors. Cell 2;139(1):61-72(2009)（承

認番号M1902） 

 

Harada N, Wakatsuki T, Aste N, Yoshimura N, Honda SI. Functional analysis of eurosteroidal 

oestrogen using gene-disrupted and transgenic mice. J Neuroendocrinol. 21(4):365-9(2009)

（承認番号M1921 M1902） 

 

Kurokawa K, Tamagawa M, Harada N, Honda S-I, Bai C-X, Nakaya H, Furukawa T. Acute effects 

of estrogen on the guinea pig and human I kr channels and drug-induced prolongation of 

cardiac repolarization. J. Physiol., 586, 2961-2973,（2008）(承認番号 M1901) 

 

Morale MC, L'episcopo F, Tirolo C, Giaquinta G, Caniglia S, Testa N, Arcieri P, Serra 

PA, Lupo G, Alberghina M, Harada N, Honda S, Panzica GC, Marchetti B. Loss of aromatase 

cytochrome P450 function as a risk factor for Parkinson's disease? Brain Res. Rev., 57, 

431-443,（2008）(承認番号 M1901) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20505099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20505099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20505099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804754
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804754
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19226348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19226348
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Tsukahara K, Kakuo S, Moriwaki S, Hotta M, Ohuchi A, Kitahara T, Harada N. The 

characteristics of aromatase deficient hairless mice indicate important roles of 

extragonadal estrogen in the skin. J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 108, 82-90,（2008） 

(承認番号 M1901) 

 

Harada N, Wakatsuki T, Aste N, Yoshimura N, Honda S.-I. Functional analysis of 

neurosteroidal oestrogen using gene-disrupted and transgenic mice. J. Neuroendcrinol. 

21(4): 365-369,（2008）(承認番号 M1901) 

 

Sasahara, K., Shikimi, H., Haraguchi, S., Sakamoto, H., Honda, S., Harada, N. & Tsutsui, 

K. Mode of action and functional significance of estrogen-inducing dendritic growth, 

spinogenesis, and synaptogenesis in the developing Purkinje cell. J. Neurosci., Vol.27: 

7408-7417 (2007)（承認番号 M1902） 

 

 

国際学会・特別講演等 

Toru Wakatsuki, Shin-ichiro Honda, and Nobuhiro Harada.Gene expression profiles in the 

brain of aromatase knock-out mice at critical period of the sexual differentiation.20th 

IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and11th FAOBMB 

Congress Kyoto (2006) 

 

 

国内学会 

石丸直澄、本間尚子、吉村憲子、原田信広、林 良夫 自己免疫疾患におけるアロマターゼの役割 

第 18回日本ステロイドホルモン学術集会 名古屋(2010)（承認番号 M1901） 

 

本田伸一郎、原田信広 Multiple transcription factors regulate the brain-specific 

promoter activity of the aromatase gene. 第 31回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化

学会大会合同大会 神戸（2008）(承認番号 M1902) 

 

若月 徹、本田伸一郎、佐々木恵美、吉村憲子、原田信広 エネルギー代謝関連遺伝子発現に及ぼ

すエストロゲンの影響 第 40回藤田学園医学会 豊明（2008）（承認番号 M1921） 

 

若月 徹、本田伸一郎、佐々木恵美、吉村憲子、原田信広 アロマターゼ欠損マウスにおけるエネル

ギー代謝関連遺伝子群の発現調節 第16回日本ステロイドホルモン学会学術集会 福井（2008）（承

認番号 M1921） 

 

若月 徹、本田伸一郎、佐々木恵美、吉村憲子、原田信広 肥満・エネルギー代謝関連遺伝子発現

におけるエストロゲンの影響 第31 回日本分子生物学会年会・第81回日本生化学会大会合同大会 

神戸（2008）（承認番号 M1921） 
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若月徹、本田伸一郎、佐々木恵美、吉村憲子、原田信広 アロマターゼ欠損マウスにおける肥満のメ

カニズム 第 30 回日本分子生物学会・第 80 回日本生化学会大会 合同年会 横浜 (2007) （承認

番号 F1903） 

 

若月 徹、本田伸一郎、原田信広 アロマターゼ欠損マウスにおける脳性分化臨界期の遺伝子発現

プロフィール 第 14回日本ステロイドホルモン学会学術集会 大阪（2006） 

 

 

地方学会、セミナー、研究会等 

若月 徹、本田伸一郎、原田信広 アロマターゼ欠損マウスにおける摂食及び探索行動 第５回ステ

ロイドホルモンを考える会 東京（2006） 

 

 
 

【薬理学】 

 

講座紹介 

薬理学教室では動物実験による研究として、（１）「神経および代謝異常疾患モデルマウス（PTS-KO

および DPS レスキュー）を用いた治療法の開発」、（２）「神経および代謝異常疾患モデルマウス

（DHPR-KO）を用いた治療法の開発」を継続しておこなっている。これに加え、2008 年に着任した近藤

教授により、新たに（３）「血小板におけるテトラヒドロビオプテリン（BH4）と加齢による修飾について」を

開始した。また当教室では例年100名を越す医学部2年生を対象に、疾患モデル教育研究センター

(CAMHD)の協力を得て薬理学実習をおこない、重要な薬物の作用について理解を深めるとともに、医

薬品開発における動物実験の位置づけと倫理について学ばせている。 

（１）および（２）： BH4 はフェニルアラニン水酸化酵素、およびカテコラミン合成とセロトニン合成の

それぞれ律速酵素であるチロシン水酸化酵素(TH)、トリプトファン水酸化酵素の活性に必須の酵素

である。当教室では BH4 の生合成系、およびリサイクル系酵素の遺伝子変異マウスを作成し、その解

析によって①BH4 欠損ではカテコラミン神経終末の TH のタンパク質量が選択的に減少する、②TH た

んぱく質の減少は線条体背外側かつ後方に強く、これが協調運動の障害を生じると推測される、③

BH4の不足によるTHの減少は生後経時的に線条体中のストリオソームに分布するドパミン（DA）ニュー

ロン優位におき、この時期に異常姿勢が見られることがわかった。ストリオソーム優位の線条体の機

能低下はジストニアの本態である可能性が高い。また近年 BH4 は血管内皮細胞において、平滑筋を

弛緩させる一酸化窒素の合成酵素(NOS)のコファクターおよび Redox state の決定に重要な因子と

して注目されていることから、BH4 欠損マウスの血管機能の解析を開始した。この研究は現在当教室

で行われているヒト臍帯静脈血管内皮細胞を用いた研究と対をなすものである。 

（３）：血液系におけるBH4の意義は明らかではない。そこで血中BH4濃度と血小板細胞内濃度との

関係、さらにはこれら濃度が年齢と共にどの様に変遷するか、マウスを用いた検討を開始した。 

（４）共同研究：BH4 欠損マウスについては、自然科学研究機構生理学研究所の南部篤教授らと電

気生理学的な機能解析を進めている。東京工業大学一瀬宏教授・IGBMC Daniel Metzger 博士らと

の共同研究では Cre-loxP システムを用いて核内受容体 Nurr-1 の誘導的破壊を行い、成熟途上の

ニューロンのほうが Adult stageよりも急速な DA減少をおこすことを見出した。本学解剖学 I教室の
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千田隆夫教授・総合医科学研究所システム医科学研究部門宮川剛教授らとの共同研究では大腸が

ん関連分子 APCの中枢神経系における役割についての研究おこなっている。 

 

 

欧文雑誌 

Chiho Sumi-Ichinose, Hiroshi Ichinose, Kazuhisa Ikemoto, Takahide Nomura, and Kazunao 

Kondo Regulation of dopaminergic neural transmission by tyrosine hydroxylase protein 

at nerve terminals. Journal of Pharmacological Science 2010 114: 17–24.（2010）(承認番

号 M2001) 

 

Banafsheh Kadkhodaei, Takehito Ito, Eliza Joodmardi, Bengt Mattsson, Claude Rouillard, 

Manolo Carta, Shin-Ichi Muramatsu, Chiho Sumi-Ichinose, Takahide Nomura, Daniel Metzger, 

Pierre Chambon, Eva Lindqvist, Nils-Göran Larsson, Lars Olson, Anders Björklund, Hiroshi 

Ichinose and Thomas Perlmann Nurr1 is Required for Maintenance of Maturing and Adult 

Midbrain Dopamine Neurons J Neurosci.29:15923-15932,（2009） 

 

Ichinose H, Nomura T, Sumi-Ichinose C. Metabolism of tetrahydrobiopterin: Its relevance 

in monoaminergic neurons and neurological disorders. Chem Rec. 8(6):378-385,（2008）（承

認番号 M2001） 

 

Sato* K , Sumi-Ichinose* C , Kaji K , Ikemoto K , Nomura T , Nagatsu I , Ichinose H , 

Ito M , Sako W, Nagahiro S , Graybiel A, Goto S. (* equally contributed) Differential 

involvement of striosome and matrix dopamine systems in a transgenic model of 

dopa-responsive dystonia. Proc Natl Acad Sci USA, 105(34) 12551-12556,（2008） （承認番

号 M2001） 

 

 

国際学会・特別講演等 

Chiho Sumi-Ichinose, Fumi Urano, Atsushi Shimomura, Takashi Sato, Kazuhisa Ikemoto, 

Hiroaki Shiraishi, Takao Senda, Hiroshi Ichinose, and Takahide Nomura. (September 10-11, 

2006) Genetic rescue of 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase knockout mice. 

Tetrahydrobiopterin and alternative treatment in PKU, cardiovascular disease, and 

diabetes. Sendai（2006） 

 

Chiho Sumi-Ichinose, Fumi Urano, Atsushi Shimomura, Kazuhisa Ikemoto, Takao Senda, 

Hiroshi Ichinose, and Takahide Nomura. (October 28- November 2, 2006) Genetic rescue of 

6-pyruvoyltetrahydropterin synthase knockout mice: an animal model for dopa-responsive 

dystonia. The movement disorder society’s 10th international congress of Parkinson’s 

disease and movement disorder. Kyoto（2006） 
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国内学会 

一瀬 宏、一瀬千穂、川畑伊知郎、野村隆英 ドパミン生合成酵素タンパク質量による神経終末での

ドパミン神経伝達調節機構 シンポジウム No.14 ドパミン神経伝達を標的とした精神疾患創薬基盤

の探索（オーガナイザー：福永浩司、西昭徳）第 82 回日本薬理学会年会 横浜（2009）（承認番号

M2001） 

 

一瀬（鷲見）千穂、佐藤健太、伊藤正之、梶 龍兒、池本和久、近藤一直、永津郁子、一瀬 宏、佐光 

亘、永廣信治、Ann M Graybiel、後藤 惠、 野村隆英 テトラヒドロビオプテリン欠乏マウスの運動症

状と線条体内部構の解析 第 82回日本薬理学会年会 横浜（2009）(承認番号 M2001) 

 

一瀬（鷲見）千穂、下村敦司、池本和久、近藤一直、千田隆夫、野村隆英 テトラヒドロビオプテリン部

分欠損マウスと運動症状 第 81回日本薬理学会年会 横浜（2008）（承認番号 M2001） 

 

Hiroaki Sakane, Chiho Sumi-Ichinose, Masayo Kojima, Yoshinori Aso, Shin-ichi Muramatsu, 

Imaharu Nakano, Keiya Ozawa, Takahide Nomura, Ikuko Nagatsu, Toshiharu Nagatsu, Daniel 

Metzger, Pierre Chambon, Hiroshi Ichinose Delayed reduction of the protein level in the 

striatum after geneticablation of the tyrosine hydroxylase gene in the substantia nigra

（チロシン水酸化酵素遺伝子の黒質特異的破壊後、線条体におけるチロシン水酸化酵素量は遅れ

て減少する） Neuron2007 横浜（2007） 

 

一瀬千穂、浦野扶美、下村敦司、佐藤 崇、池本和久、白石弘章、千田隆夫、一瀬 宏、野村隆英 

線条体外側部に投射するドパミン神経終末のチロシン水酸化酵素はテトラヒドロビオプテリン不足に

よってもっとも減少しやすい 第 79回日本薬理学会年会 横浜（2006） 

 

 

地方学会 

千田隆夫、尾之内高慶、唐沢延幸、一瀬千穂、高雄啓三、近藤一直、宮川 剛 統合失調症様行動

異常を呈する APC1638T マウスの脳におけるモノアミンの動態 日本解剖学会代 70 回中部支部学術

集会 岐阜（2010）(承認番号 M1502) 

 

一瀬（鷲見）千穂、池本和久、野村隆英、近藤一直 テトラヒドロビオプテリン欠損マウスの生後発達と

生化学的変化 第 118回日本薬理学会近畿部会 大阪（2010）(承認番号 M2001) 

 

一瀬（鷲見）千穂、池本和久、野村隆英、近藤一直 23、テトラヒドロビオプテリン部分欠損マウスの生

後発達と生化学 第 41回藤田医学会総会 豊明（2010）(承認番号 M2001) 

 

一瀬千穂 ビオプテリン代謝異常症モデルマウスの生化学・組織化学と運動症状 平成 21 年度「ビ

オプテリン代謝異常を伴う難病」班合同班会議 東京（2009）(承認番号 M2001) 

 

一瀬（鷲見）千穂、伊藤正之、池本和久、野村隆英、近藤一直 テトラヒドロビオプテリン部分欠損マウ

スの運動症状と線条体チロシン水酸化酵素減少の部位差 第 40 回藤田医学会総会 豊明（2009）

(承認番号 M2001) 



 283 

一瀬千穂、佐藤健太、梶 龍兒、伊藤正之、山田寛也、池本和久、近藤一直、永津郁子、一瀬 宏、

永廣信治、佐光 亘、Ann M Graybiel、後藤 惠、野村隆英 テトラヒドロビオプテリン部分欠損マウス

の運動症状と線条体チロシン水酸化酵素の減少 第７回神経科学研究会 東京（2009）(承認番号

M2001) 

 

一瀬千穂、野村隆英、梶 龍兒、後藤 惠 ビオプテリン欠乏マウスにおける運動異常の解析 平成19

年度「ジストニアの疫学、病態、治療に関する研究」班会議 東京（2008）（承認番号 M2001） 

 

一瀬千穂、佐藤健太、梶 龍兒、伊藤正之、池本和久、近藤一直、永津郁子、一瀬 宏、永廣信治、

佐光 亘、Ann M Graybiel、後藤 惠、野村隆英 ビオプテリン欠乏マウスにおける運動異常 第 22

回 Japan Pteridine Conference・第 16回日本サイトカイン・ネオプテリン研究会・第 4回 合同研究

発表会 東京（2008）（承認番号 M2001） 

 

一瀬（鷲見）千穂、佐藤健太、梶 龍兒、伊藤正之、池本和久、近藤一直、永津郁子、一瀬 宏、永廣

信治、佐光 亘、Ann M Graybiel、後藤 惠、野村隆英 ジストニアモデルマウスとしてのテトラヒドロビ

オプテリン部分欠損マウス 第 114回日本薬理学会近畿部会 神戸（2008）（承認番号 M2001） 

 

Chiho Sumi-Ichinose and Hiroshi Ichinose Biochemical and phenotypical analyses of 

BH4-deficient mice. SNCC Symposium 東京（2007）（承認番号 M2001） 

 

浦野扶美、一瀬（鷲見）千穂、野村隆英、一瀬 宏 チロシン水酸化酵素タンパク質の減少とパーキ

ンソン病 第 14回カテコールアミンと神経疾患研究会 東京（2006） 

 

一瀬（鷲見）千穂、下村敦司、池本和久、秋田朝日、千田隆夫、野村隆英 線条体外側に投射するド

パミン神経終末のチロシン水酸化酵素は、テトラヒドロビオプテリン不足によって減少しやすい 第 38

回藤田医学会総会 豊明（2006） 

 
 
 
【病理学Ⅰ】 

 

和文雑誌 

大西山大 創傷治癒に対するポピドンヨード消毒の有毒性、水道水洗浄の有効性ならびに残留塩素

濃度の影響について～創傷モデル動物を用いた実験的研究～ 

 

大西山大、塩竈和也、堤 寛 創傷治癒に対するプラスモイスト ®V の有効性について～遺伝的糖

尿病マウスを用いた実験的研究～ 医学と薬学 59(2):225-234. (2008)（承認番号 M2102） 

 

大西山大、塩竈和也、堤 寛 水道水残留塩素濃度の創傷治癒への影響—遺伝的糖尿病マウスを用

いた実験的研究— 治療 89:3121-3125. (2007) 
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大西山大、塩竈和也、下村龍一、小出 直、堤 寛 創傷治癒に対するポビドンヨード消毒の有害性と

水道水洗浄の有効性～ヘアレスマウスを用いた実験的研究～ 熱傷 32(1), 26-32. (2006) 

 

大西山大、堤 寛 創傷治癒に対する水道水洗浄の有効性～遺伝的糖尿病マウスを用いた実験的

研究～ 熱傷 32(5), 24-32. (2006) 

 

 

国際学会・特別講演等 

MIZUTANI, Y., K. SHIOGAMA, R. SHIMOMURA, S. KAMOSHIDA, K. INADA, Y. TSUTSUMI: 

Immunohistochemical Detection Of Antigen-Specific Antibody-Producing Plasma Cells In 

Regional Lymph Nodes And Spleen Of Rats Immunized With Horseradish Peroxidase. 7th Joint 

Meeting of The Histochemical Society & The Japan Society of Histochemistry and 

Cytochemistry, Hawaii, USA (2006) 

 

 

国内学会 

大西山大、塩竈和也、堤 寛 創傷治癒に対する消毒の有害性～ラットⅡ度熱傷モデルを用いた実

験的研究～ 第 35回日本熱傷学会 東京（2009） 

 

大西山大、塩竈和也、堤 寛 創傷治癒に対する消毒の有害性～ラットⅡ度熱傷モデルを用いた実

験的研究～ 第 11回日本褥瘡学会 大阪（2009） 

 

大西山大、塩竈和也、堤 寛 創傷治癒に対する消毒の有害性と水道水洗浄の有効性～熱傷モデ

ルを用いた実験的研究～ 第 39回日本創傷治癒学会 

 

大西山大、堤 寛 水道水残留塩素濃度の創傷治癒への影響～遺伝的糖尿病マウスを用いた実験

的研究～ 第 34回日本熱傷学会 名古屋 (2008)（承認番号 M2102） 

 

大西山大、塩竈和也、堤 寛 水道水残留塩素濃度の創傷治癒への影響～遺伝的糖尿病マウスを

用いた実験的研究～ 第 10回日本褥瘡学会 神戸 (2008)（承認番号 M2102） 

 

水谷泰嘉、柘植信哉、塩竈和也、下村龍一、鴨志田伸吾、稲田健一、堤 寛 酵素抗原法の技術開

発 ～ovalbumin および keyhole limpet hemocyanin 免疫ラットを用いて～ 第 49 回日本組織細

胞化学会総会・学術集会 長崎（2008）（承認番号 M2101） 

 

水谷泰嘉、柘植信哉、塩竈和也、下村龍一、鴨志田伸吾、稲田健一、堤 寛 ovalbumin および

keyhole limpet hemocyanin 免疫ラットを用いた「酵素抗原法」の技術開発 第 97回日本病理学会

総会 金沢（2008）（承認番号 M2101） 

 

大西山大、小出 直、塩竈和也、堤 寛 創傷治癒に対するプラスモイスト TMV の有効性について〜

遺伝的糖尿病マウスを用いた実験的研究〜 第 33回日本熱傷学会、金沢 (2007) 

 



 285 

大西山大、小出 直、塩竈和也、堤 寛 創傷治癒に対するプラスモイスト TMV の有効性について〜

遺伝的糖尿病マウスを用いた実験的研究〜 第９回日本褥瘡学会 前橋 (2007) 

 

大西山大、塩竈和也、下村龍一、堤 寛 水道水残留塩素濃度の創傷治癒への影響 —遺伝的糖尿

病マウスを用いた実験的研究— 第 16回日本形成外科基礎学術集会 神戸 (2007) 

 

大西山大、小出 直、塩竈和也、下村龍一、堤 寛 創傷治癒に対する水道水洗浄の有効性～創傷

モデルを用いた実験的研究～ 第 32回日本熱傷学会 仙台 (2006) 

 

大西山大、小出 直、塩竈和也、下村龍一、堤 寛 創傷治癒に対する水道水洗浄の有効性～創傷

モデルを用いた実験的研究～ 第 8回日本褥瘡学会 埼玉 (2006) 

 

大西山大、塩竈和也、下村龍一、堤 寛 創傷治癒に対する水道水洗浄の有効性～創傷モデルを用

いた実験的研究～ 第 15回日本形成外科基礎学術集会 埼玉 (2006) 

 

大西山大、堤 寛 創傷治癒に対するポビドンヨード消毒の有害性と水道水洗浄の有効性～ヘアレス

マウスを用いた実験的研究～ 第 19回日本外科感染症学会 東京(2006) 

 

水谷泰嘉、塩竃和也、下村龍一、鴨志田伸吾、稲田健一、堤 寛 horseradish peroxidase 免疫ラ

ットを用いた特異抗体産生細胞の局在の証明(「酵素抗原法」) 第 95 回日本病理学会総会 東京

（2006） 

 

 

地方学会、セミナー、研究会など 

大西山大 創傷治癒に対するポピドンヨード消毒の有害性と水道水洗浄の有効性～ラットⅡ度熱傷

モデルを用いた実験的研究～ 第 1回東海創傷ケア研究会 名古屋（2009） 

 

大西山大 創傷治癒に対するポピドンヨード消毒の有害性、水道水洗浄の有効性について～創傷モ

デル動物を用いた実験的研究～ 第 10回南埼地区 Wound Care 研究会 埼玉（2009） 

 

大西山大 創傷治癒に対するプラスモイスト V の有効性および、ポビドンヨード消毒の有害性と水道

水洗浄の有効性～創傷モデルを用いた実験的研究～ 第 5 回湿潤療法（潤い療法）に関するセミナ

ー 名古屋（2009） 

 

大西山大、小出 直、塩竈和也、堤 寛 創傷治癒に対するプラスモイスト TMV の有効性について〜

遺伝的糖尿病マウスを用いた実験的研究〜 第４回日本褥瘡学会中部地方会 金沢 (2007) 

 

大西山大、塩竈和也、下村龍一、堤 寛 水道水残留塩素濃度の創傷治癒への影響 —遺伝的糖尿

病マウスを用いた実験的研究— 第４回日本褥瘡学会中部地方会 金沢(2007) 

 

大西山大、小出 直、塩竈和也、下村龍一、堤 寛 創傷治癒に対する水道水洗浄の有効性～遺伝

的糖尿病モデルを用いた実験的研究～ 第 3 回日本褥瘡学会中部地方会 三島 (2006) 
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研究会 

大西山大 水道水の残留塩素濃度の変化に伴う創傷治癒への影響に関する検証〜遺伝的糖尿病

マウスを用いた実験的研究〜 第６回南埼地区 Wound care 研究会 特別講演 埼玉 (2007) 

 

水谷泰嘉、塩竃和也、下村 龍一、鴨志田伸吾、稲田健一、堤 寛 「酵素抗原法」の技術的検討 第

26回日本分子病理学研究会 神奈川（2007） 

 

 

 

【病理学Ⅱ】 

 

欧文雑誌 

Baudouin SJ, Angibaud J, Loussouarn G, Bonnamain V,Matsuura A,Kinebuchi M,Naveilhan P 

and Boudin H: The signaling adaptor protein CD3zeta is a negative regulator of dendrite 

development in young neurons. Mol Biol Cell 19:2444-2456, 2008 （承認番号 M2201） 

 

 

和文雑誌 

松浦晃洋、杵渕 幸、溝口良順、叶 春林、鎌田義正遺伝子変異解析と蛍光Ｘ線元素分析の応用によ

るウィルソン病の早期診断 第 97 回病理学会総会 肝胆膵 日本病理学会誌 97:255,（2008）（承認

番号 M2202） 

 

北澤淳一、松浦晃洋 アデノウイルス感染症を契機に発見されたウイルソン病の 1 例. 第 12 回ウイ

ルソン病研究会誌 12 頁（2008）（承認番号 M2202） 

 

Matsuura A, Kinebuchi M: Quantitative and topographic detection of copper deposition in 

the tissues of inherited disorders of copper metabolism. 平成 19年度 Spring-8 メディカ

ルバイオ・トライアルユース成果報告書 2 巻 26 頁 （2008）（承認番号 M2202） 

 

 

 

【衛生学】 

 

和文雑誌 

栗田秀樹、谷脇弘茂、亀井哲也、長岡 芳、吉田 勉 免疫担当細胞のインターロイキン産生に対す

るジルコニウムの影響 医学と生物学 151：415－419．（2007)（承認番号 M2501） 
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【微生物学】 

 

欧文雑誌 

Hirai K, Arimitsu H, Umeda K, Yokota K, Shen L, Ayada K, Kodama Y, Tsuji T, Hirai Y, and 

Oguma K. Passive oral immunization by egg yolk immunoglobulin (IgY) to Vibrio cholerae 

effectively prevents cholera.  Acta Med Okayama（2010） 64:163-170.(承認番号 M2306) 

 

Ochi, S., T. Shimizu, K. Ohtani, Y. Ichinose, H. Arimitsu, K. Tsukamoto, M. Kato, and 

T. Tsuji. Nucleotide sequence analysis of the enterotoxigenic Escherichia coli Ent 

plasmid. DNA Res 16:299-309.（2009）(承認番号 M2302) 

 

Arimitsu, H., K. Tsukamoto, S. Ochi, K. Sasaki, M. Kato, K. Taniguchi, K. Oguma, and T. 

Tsuji. Lincomycin-induced over-expression of mature recombinant cholera toxin B subunit 

and the holotoxin in Escherichia coli. Protein Expr Purif 67:96-103. （2009）(承認番号

M2306) 

 

Arimitsu H., Sakaguchi Y., Lee JC., Ochi S., Tsukamoto K., Yamamoto Y., Ma S., Tsuji T., 

Oguma K. Molecular properties of each subcomponent in Clostridium botulinum type B 

haemagglutinin complex. Microb Pathog. 45(2):142-9,（2008）（承認番号 M2305） 

 

Tsuji, T., Shimizu, T., Sasaki, K., Tsukamoto, K., Arimitsu, H., Ochi, S., Taniguchi, 

K., Noda, M., Neri, P.,Mori, H. A nasal vaccine comprising B-subunit derivative of Shiga 

toxin 2 for cross-protection against Shiga toxin types 1 and 2. Vaccine 26(17):2092-9,

（2008）（承認番号 M2301） 

 

Tsuji T., Shimizu T., Sasaki K., Shimizu Y., Tsukamoto K., Arimitsu H., Ochi S., Sugiyama 

S., Taniguchi K., Neri P., Mori H. Protection of mice from Shiga toxin-2 toxemia by mucosal 

vaccine of Shiga toxin 2B-His with Escherichia coli enterotoxin. Vaccine 26(4):469-76, 

（2008）（承認番号 M2301） 

 

Takahashi H, Sasaki K, Takahashi M, Shigemori N, Honda S, Arimitsu H, Ochi S, Ohara N, 

Tsuji T. Mutant Escherichia coli enterotoxin as a mucosal adjuvant induces specific Th1 

responses of CD4+ and CD8+ T cells to nasal killed-Bacillus Calmette-Guerin in 

mice.Vaccine.（2006）24(17):3591-8. 

 

Shimizu T, Sasaki K, Kato M, Arimitsu H, Ochi S, Yano T, Oguma K, Yokochi T, Tsuji T. 

A mutant of Escherichia coli enterotoxin inducing a specific Thl-type of T cells to 

varicella-zoster vaccine enhances the production of IL-12 by IFNgamma-stimulated 

macrophages. Vaccine.（2006）24:3719-26 

 

Yamanaka H, Ishibashi D, Yamaguchi N, Yoshikawa D, Nakamura R, Okimura N, Arakawa T, Tsuji 

T, Katamine S, Sakaguchi S. Enhanced mucosal immunogenicity of prion protein following 
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fusion with B subunit of Escherichia coli heat-labile enterotoxin.Vaccine.（2006）

24(15):2815-23. 

 

Kakita M, Takahashi T, Komiya T. Iba Y, Tsuji T, Kurosawa Y, Takahashi M.Isolation of 

a human antibody with strong neutralizing activity against diphtheria toxin. Infect. 

Immun.（2006）74:3682-3683. 

 

 

国際学会 

Sadayuki Ochi, Tohru Shimizu, Kaori Ohtani, Yoshio Ichinose, Hideyuki Arimitsu, Kentaro 

Tsukamoto, Michio Kato, Toshiyasu Shimizu and Takao Tsuji Analysis of the transfer and 

plasmid maintenance regions of the enterotoxigenic Escherichia coli Ent plasmid 

pEntH10407 45th Annual Joint Panel Meeting on Cholera and Other Bacterial Enteric 

Infections Panel Kyoto (承認番号 M2302) 

 

Construction of over-expression and purification system of cholera toxin and its mutants 

in Escherichia coli Hideyuki Arimitsu, Kentaro Tsukamoto, Sadayuki Ochi, Keiko Sasaki, 

Michio Kato and Takao Tsuji 44th Joint Meeting and Conference of the United States-Japan 

Panel on Cholera and Other Bacterial Enteric Infections in San Diego.（2009）(承認番号

M2306) 

 

Hideyuki Arimitsu, Kentaro Tsukamoto, Sadayuki Ochi, Keiko Sasaki and Takao Tsuji 

Construction of lincomycin-induced expression system of cholera toxin B subunit in 

Escherichia coli. 43rd U.S.-Japan Cholera & Other bacterial Enteric Infections Joint 

Panel Meeting in Fukuoka.（承認番号 M2306） 

 

 

国内学会 

越智定幸、有満秀幸、塚本健太郎、大谷 郁、Neri Paola、佐々木慶子、加藤道夫、一瀬休生、清水 

徹、辻 孝雄 毒素原性大腸菌H10407株Entプラスミドの機能領域配列解析 第83回日本細菌学会 

横浜（2010）(承認番号 M2302) 

 

越智定幸、清水徹、大谷郁、有満秀幸、塚本健太郎、佐々木慶子、加藤道夫、一瀬休生、辻 孝雄 

毒素原性大腸菌 H10407株 Entプラスミドの機能領域の配列解析 第 57回トキシンシンポジウム 長

浜（2009）(承認番号 M2302) 

 

有満秀幸、中嶋秀満、越智定幸、佐々木慶子、塚本健太郎、加藤道夫、清水利康、辻 孝雄 コレラ

毒素によるマウス脾臓細胞の CREB 活性化シグナル伝達経路の解析 第 57 回トキシンシンポジウム 

長浜（2009）(承認番号 M2306) 

 

有満秀幸、塚本健太郎、越智定幸、佐々木慶子、辻 孝雄 大腸菌におけるコレラ毒素及びその変

異毒素の過剰発現系の作製 第 82回日本細菌学会 名古屋（2009）(承認番号 M2306) 
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越智定幸、有満秀幸、塚本健太郎、大谷 郁、佐々木慶子、加藤道夫、清水 徹、辻 孝雄 毒素原性

大腸菌 H10407 株 Ent プラスミドの配列解析 第 82 回日本細菌学会 名古屋（2009）(承認番号

M2302) 

 
有満秀幸、塚本健太郎、越智定幸、佐々木慶子、辻 孝雄 リンコマイシンで誘導されるコレラ毒素 B 

サブユニット大腸菌発現系の構築 第 20回微生物シンポジウム 岐阜（2008）（承認番号 M2306） 

 

越智定幸、有満秀幸、塚本健太郎、大谷 郁、佐々木慶子、清水 徹、辻 孝雄 毒素原性大腸菌

H10407 株Ent プラスミドの全塩基配列決定と解析 第20回微生物シンポジウム 岐阜（2008）（承認

番号 M2302） 

 

越智定幸、有満秀幸、塚本健太郎、大谷 郁、佐々木慶子、加藤道夫、清水 徹、辻 孝雄 毒素原性

大腸菌 H10407 株 Ent プラスミドの全塩基配列決定と解析 第 55 回毒素シンポジウム 山梨（2008）

（承認番号 M2302） 

 

有満秀幸、越智定幸、塚本健太郎、佐々木慶子、小熊惠二、辻 孝雄 リンコマイシンで誘導されるコ

レラ毒素 B サブユニット大腸菌発現系の構築 第 81 回日本細菌学会 京都（2008）（承認番号

M2306） 

 

越智定幸、有満秀幸、塚本健太郎、大谷 郁、佐々木慶子、加藤道夫、清水 徹、辻 孝雄 毒素原性

大腸菌H10407 株の Ent プラスミドの全塩基配列決定 第81回日本細菌学会 京都（2008）（承認番

号 M2302） 

 

大野周子、佐々木慶子、清水 健、塚本健太郎、有満秀幸、越智定幸、Paola Neri、森 裕志、辻 孝

雄 志賀毒素 1 と 2 の交叉中和抗体を誘導する経鼻投与 Stx2B ワクチン 第 81 回日本細菌学会 

京都（2008）（承認番号 M2301） 

 

重盛尚子、佐々木慶子、高橋弘樹、加藤道夫、有満秀幸、越智定幸、辻 孝雄 毒素原性大腸菌の

産生する LT の B subunit により誘導される腹腔内γδT 細胞はαβT 細胞依存性である 第 79 

回日本細菌学会総会 金沢（2006） 

 

有満秀幸、重盛尚子、越智定幸、辻 孝雄、阪口義彦、李 在哲、小熊惠二 ボツリヌスB型赤血球凝

集素を構成するサブコンポーネントの性状解析 第 53回毒素シンポジウム 山梨（2006） 

 

 

地方学会 

越智定幸、有満秀幸、塚本健太郎、大谷 郁、佐々木慶子、加藤道夫、一瀬休生、清水 徹、辻 孝雄 

毒素原性大腸菌 H10407 株 Ent プラスミドの接合伝達領域 第 46 回日本細菌学会中部支部総会 

名古屋（2009）(承認番号 M2302) 

 

有満秀幸、塚本健太郎、越智定幸、佐々木慶子、辻 孝雄 大腸菌におけるコレラ毒素過剰発現系

の構築 第 45回日本細菌学会中部支部総会 金沢（2008）（承認番号 M2306） 
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越智定幸、有満秀幸、塚本健太郎、大谷 郁、佐々木慶子、加藤道夫、清水 徹、辻 孝雄 毒素原性

大腸菌H10407 株Ent プラスミドの塩基配列解析 第45回日本細菌学会中部支部総会 金沢（承認

番号 M2302） 

 

有満秀幸、重盛尚子、塚本健太郎、越智定幸、佐々木慶子、辻 孝雄 ボツリヌス B 型赤血球凝集素

を構成するサブコンポーネントの性状解析 第 43回日本細菌学会中部支部総会 岐阜（2006） 

塚本健太郎、越智定幸、有満秀幸、重盛尚子、佐々木慶子、辻 孝雄 ボツリヌス D 型神経毒素の受

容体結合に関与するアミノ酸残基の解析 第 43回日本細菌学会中部支部総会 岐阜（2006） 

 
 

 

【ウイルス･寄生虫学】 

 

欧文雑誌 

Inoue,M. Matsuyama,M. Shiono,H. Honda,O. Sumikawa,H. Tomiyama,N.Okumura,M. 

Characterizaition of T cell maturity in thymic epithelial cell tumors from BUF/Mna 

spontaneous thymoma rats and BUF/Mna-Rnu/+ rats showing delayed thymomagenesis. 

Int.J.Clin.Exp.Pathol.,3(6):587-592（2010） 

 

Maeno Y, Shinzato M, Nagashima S, Rittling SR, Denhardt DT, Uede T, Taniguchi K. Effect 

of Osteopontin on Diarrhea Duration and Innate Immunity in Suckling Mice Infected with 

a Murine Rotavirus. Viral Immunol. Apr;22(2):139-44 (2009)（承認番号 M2402） 

 

Akiyama, K., Morita, H., Suetsugu, S., Kuraba, S., Numata, Y., Yamamoto, Y., Inui, K., 

Ideura, T., Wakisaka, N., Nakano, K., Oniki, H., Takenawa, T., Matsuyama, M., Yoshimura, 

A. Actin-related protein 3 (Arp3) is mutated in proteinuric BUF/Mna rats. Mamm. Genome, 

19: 41-50,（2008） 

 

Matsuyama, M., Kato, K., Moriguchi, K-H., Yamada, T., Kuramoto,T., Kuroda, M. 

Establishment of thymoma-prone congenic rat strain, ACI.BUF/Mna-Tsr1/Tsr1. J. Cancer Res. 

Clin. Oncol., 134: 789-792,（2008） 

 

Maeno, Y., Nakazawa, S., Yamamoto, N., Shinzato, M., Nagashima, S., Tanaka, K., Sasaki, 

J., Rittling, S.R., Denhardt, D.T., Uede, T., Taniguchi, K. Osteopontin participates in 

Th1-mediated host resistance against nonlethal malaria parasite Plasmodium chabaudi 

chabaudi infection in mice. Infect Immun.74: 2423-2427.(2006) 

 

 

国際学会 

Akiko Yui, Noriko Tabayashi, Uiko Kagaya, Noriko Itchoda, Yoshimasa Maeno, Kyoko 

Higo-Moriguchi, Koki Taniguchi, Takeshi Matsumura. Effect of lactalbumin and 

anti-rotavirus immunoglobulin expressed in strawberry or potato plants on rotavirus 
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diarrhea in suckling mice or on rotavirus growth in cultured cells. The 5th International 

Conference on Vaccines for Enteric Diseases, Malaga, Spain (2009)（承認番号 M2404） 

 

 

国内学会 

羽根田千江美、鈴木昇一、井田義宏、家池 勤、長尾静子、松山睦司 遺伝性胸腺過形成を示す 

BUF/Mna系ラットにおける画像診断の有用性 日本実験動物技術者協会第 44回総会 旭川 (2010) 

 

 

地方学会（セミナー研究会等含む） 

羽根田千江美、鈴木昇一、家池 勤、長尾静子、濱中 功、松山睦司 検定交配における画像診断

の有用性、東海実験動物研究会 7月例会 三重（2010)  

 

羽根田千江美、鈴木昇一、井田義宏、長尾静子、松山睦司 ラット胸腺過形成、胸腺腫、腎欠損およ

び腎水腫の診断における画像解析の有用性 東海実験動物研究会 2009 年９月例会 名古屋

（2009） 

 
 

 

【法医学】 

 

国内学会 

磯部一郎、平田ゆかり、折井みなみ、浜島 誠、中留真人 グリア細胞における内因性カンナビノイド

システム関連遺伝子の発現とドーパミンの影響 第 53 回日本神経化学会大会(Neuro2010)神戸 

(2010)（承認番号 M2602） 

 

磯部一郎、平田ゆかり、濱島 誠 薬毒物のカンナビノイドシステムへの影響 －培養アストロサイトに

おけるカンナビノイド受容体発現の検討 第93次日本法医学会総会 大阪（2009）（承認番号M2602） 

 

磯部一郎、平田ゆかり、濱島 誠、中留真人 培養ラットアストロサイトにおける内因性カンナビノイド

システム関連遺伝子発現に対するドーパミンの影響 第82回日本生化学会大会 神戸（2009）（承認

番号 M2602） 

 

 

地方学会 

磯部一郎、平田ゆかり、折井みなみ、中留真人、濱島 誠 培養グリア細胞における内因性カンナビ

ノイドシステム関連遺伝子の発現変動 第 42 回藤田学園医学会総会 豊明(2010)（承認番号

M2602） 

 

平田ゆかり、濱島 誠、中留真人、磯部一郎 内因性カンナビノイドシステム関連遺伝子発現に対す

るドーパミンの影響 第 41回藤田学園医学会総会 豊明（2009）（承認番号 M2602） 
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医学部臨床 

 

【循環器内科】 

 

国内学会・特別講演等 

Maoqing Tong,Eiichi Watanabe,Shigenobu Shibata,Naoki Yamamoto,Misao-Ishiguro,Hitoshi 

Hishida,Koji Maemura,Norihiko Takeda,Ryozo Nagai,Itsuo Kodama. Circadian expression of 

cardiac potassium channel in clock/clock mutant mouse 第 13 回日本時間生物学会学術大

会（2006） 

 

 

 

【内分泌･代謝内科】 

 

講座紹介 

無機リンは血中では主に無機リン酸の形で存在する。血中カルシウム(Ca)イオン濃度は、わずか

な変化が重篤な臨床症状を引き起こすため厳密な濃度調節が行われているが、リン酸濃度の上下

動が急性症状は引き起こすことはまれであるため、血中リン濃度は比較的緩徐に調節されている。そ

の調節の主役は、副甲状腺ホルモン(PTH)、活性型ビタミン D3 ならびに線維芽細胞増殖因子

-23(FGF-23)で、主に腎臓でその作用を発揮している。細胞外からのリンの取り込みは、ATP の合成

に必須である一方、過剰のリン負荷は細胞死を惹起するが、細胞でのリンの感知・調節機構は未だ

明らかではない。われわれは、今まで細胞外からのリン酸の取り込みを多くの臓器で III 型 Na 依存

性無機リン酸輸送担体 Pit-1 が担うこと、ならびに Pit-1 が生理的・病理的石灰化に関与することを

報告してきた (Suzuki A et al., J Bone Miner Res 2000; 15 :95, 同 2006; 21: 674)。 

我々は Pit-1 過剰発現ラットを作成し、細胞外からのリン負荷の発達・成長に及ぼす影響につき

検討した。その結果、Pit-1 過剰発現ラットが短命であり、白内障、骨粗鬆症を惹起することを発見、

報告した（Suzuki et al., J Bone Miner Metab 28:139-148, 2010）。さらに Pit-1 TG ラットは、

同腹仔の Wild type ラットと比較して一貫して低体重であった。血清学的パラメーターを経時的に

観察すると、進行性の著しい蛋白尿を認め、また低アルブミン血症、高コレステロール血症を伴い、

いわゆるネフローゼ症候群に一致する病態を示した(Sekiguchi et al., Am J Physiol, in press)。電子顕

微鏡下での観察により、Pit-1 TG ラットの腎障害は、出生直後には認められず、後天的にしんこうす

ることが明らかとなったが、その主体はpodocyte傷害であった。Podocyte傷害により、糸球体硬化は

進行し、基底膜の著しい肥厚も認められた。また、高リン食により podocyte 傷害は加速することが示

され、慢性的なリン負荷が腎糸球体上皮細胞傷害により、腎障害を引き起こす可能性が更に強く示

唆された。（承認番号 M0201） 

 

 

欧文雑誌 

Suzuki A, Ammann P, Nishiwaki-Yasuda K Sekiguchi S, Asano S, Nagao S, Kaneko R, Hirabayashi 
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M, Oiso Y, Itoh M, Caverzasio J. 2010 Effects of Transgenic Pit-1 Overexpression on Calcium 

Phosphate and Bone Metabolism.  Journal of Bone and Mineral Metabolism 28(2):139-148. 

 

 

国際学会 

Sekiguchi S,  Shibata M, Asano S, Yoshino Y, Yokoyama A, Kakizawa H, Hayakawa N, Oda N, 

Suzuki A,  Itoh M. Hyperphosphatemia induced by high phosphate-adenine diet progresses 

nephrotic syndrome in type III Na-dependent phosphate transporter over-expressing rats.  

14th International Congress of Endocrinology.京都 (2010) 

 

Yoshioka H, Yoshiko Y, Minamizaki T, Nobukiyo A, Sotomaru Y, Suzuki A, Itoh M, Maeda N. 

Overexpression of the Type III Sodium-dependent Phosphate Transporter Pit1 Markedly 

Perturbs Enamel Formation during Tooth Development.  32nd Annual Meeting of American 

Society for Bone and Mineral Research Toronto Canada (2010) 

 

Suzuki A, Sekiguchi S, Shibata M, Asano S, Yasutake J, Takanashi H, Sakai T, Itoh M.  

Novel insight of phosphate-overload on atherosclerosis: self-limiting process of 

arterial calcification in type III Na-dependent Pi transporter-overexpressing rats 32nd 

Annual Meeting of American Society for Bone and Mineral Research Toronto Canada (2010) 

 

Sekiguchi S, Asano S, Shibata M, Hayakawa N, Suzuki A, Itoh M.  High phosphate diet 

accelerates renal glomerulus damage in type III Na-dependent phosphate transporter 

overexpressing rats. 32nd Annual Meeting of American Society for Bone and Mineral Research 

Toronto Canada (2010) 

 

S. Sekiguchi, S. Asano, M. Shibata, J. Yasutake, H. Takanashi, T. Sakai, N. Hayakawa, 

N. Oda, A. Suzuki, M. Itoh. Long-term effect of high phosphate diet on progression of 

renal damage and arterial calcification in type III Na-dependent phosphate transporter 

over-expressing rats. 31st Annual Meeting of American Society for Bone and Mineral 

Research. Denver, USA（2009） 

 

S. Sekiguchi, S. Asano, M. Shibata, A. Yokoyama, K. Inagaki, H. Kakizawa, N. Hayakawa, 

N. Oda, A. Suzuki, M. Itoh. Development of nephrotic syndrome in transgenic rats over 

expressing typeⅢ Na-dependent phosphate transporter. 30th Annual Meeting of American 

Society for Bone and Mineral Research. Montreal, Canada（2008） 

 

S. Sekiguchi, S.Asano, K. Nishiwaki-Yasuda, A Yokoyama, K Inagaki, H Kakizawa, N Hayakawa, 

N Oda, A, Suzuki, M. Itoh. The overexpression of type Ⅲ Na-dependent Phosphate 

transporter Pit-1 in rats develops the progressive nephrotic syndrome. 29th Annual 

Meeting of The American Society for Bone and Mineral Research, Honolulu, USA（2007） 

 

 



 294 

A. Suzuki, P. Amman, S. Sekiguchi, S.Asano, K. Nishiwaki-Yasuda, S. Nagao, H. Takahashi, 

M. Hirabayashi, J. Caverzasio, M. Itoh. Effects of Pit-1 type III sodium-dependent 

phosphate transporter overexpression on calcium phosphate and bone metabolism. 29th 

Annual Meeting of The American Society for Bone and Mineral Research, Honolulu, USA（2007） 

 

Suzuki, A., Amman, P., Nishiwaki-Yasuda, K., Sekiguchi, S., Nagao, S., Takahashi, H., 

Yan, K., Hirabayashi, M., Itoh, M., Caverzasio, J. Effects of Pit-1 overexpression on 

calcium phosphate and bone metabolism. 28th Annual Meeting of The American Society for 

Bone and Mineral Research, Philadelphia, PA USA (2006) 

 

 

国内学会 

吉岡広陽、吉子裕二、南崎朋子、鈴木敦詞、伊藤光泰、前田憲彦 Ⅲ型ナトリウム依存性リン酸トラン

スポーターPit1 の過剰発現は骨・ミネラル代謝に先行して歯のエナメル質形成に障害をきたす 第

28回日本骨代謝学会 東京 (2010) 

 

関口佐保子、鈴木敦詞、浅野昇悟、四馬田恵、安武純一、高梨宏美、酒井輝行、伊藤光泰 高リン負

荷食は Pit-1 過剰発現動物の腎障害と動脈硬化とを促進する。 第 28 回日本骨代謝学会 東京 

(2010) (承認番号 M0201) 

 

鈴木敦詞、関口佐保子、浅野昇悟、四馬田恵、伊藤光泰 公募シンポジウム 骨芽細胞の分化増殖

と臨床展開 ―骨基質石灰化とリン酸輸送担体の役割 第 82 回日本内分泌学会学術総会 前橋

（2009） 

 

関口佐保子、浅野昇悟、四馬田恵、鈴木敦詞、伊藤光泰 Ⅲ型 Na 依存性無機リン酸輸送担体

Pit-1 過剰発現ラットにおける腎糸球体障害に関する組織学的検討 第 82 回日本内分泌学会学術

総会 前橋（2009） 

 

吉岡広陽、吉子裕二、南崎朋子、鈴木敦詞、伊藤光泰、前田憲彦 Ⅲ型Na/Pi 共輸送担体Pit1 過

剰発現ラットはエナメル質の形成不全を来す。 第 27回日本骨代謝学会 大阪（2009） 

 

四馬田恵、関口佐保子、浅野昇悟、鈴木敦詞、伊藤光泰 高リン・アデニン負荷食モデルラットでの

高リン血症は腎糸球体障害を促進する。 第 27回日本骨代謝学会 大阪（2009）（承認番号 M0201） 

 

関口佐保子、浅野昇悟、四馬田恵、鈴木敦詞、伊藤光泰 Ⅲ型 Na 依存性無機リン酸輸送担体

Pit-1 過剰発現ラットにおける糸球体障害とネフローゼ症候群発症進展機構の解析 第 26 回日本

骨代謝学会 大阪（2008） 

 

鈴木敦詞 ミニシンポジウム 「リン代謝とＦＧＦ23」２．血中リン濃度の調節機構 第 26 回日本骨代謝

学会 大阪（2008） 
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関口佐保子、浅野昇悟、安田啓子、稲垣一道、柿澤弘章、早川伸樹、織田直久、鈴木敦詞、伊藤光

泰 Ⅲ型 Na 依存性無機リン酸輸送担体 Pit-1 過剰発現ラットにおける腎障害の検討 藤田医学会 

豊明（2008） 

 

鈴木敦詞、関口佐保子、浅野昇悟、四馬田恵、伊藤光泰 早期老化モデル動物としての無機リン酸

輸送担体過剰発現動物の解析 第８回日本抗加齢医学会 東京（2008） 

 

関口佐保子、浅野昇悟、四馬田恵、横山敦司、稲垣一道、柿澤弘章、早川伸樹、織田直久、鈴木敦

詞、伊藤光泰 Ⅲ型 Na 依存性無機リン酸輸送担体 Pit-1 過剰発現ラットにおける腎障害の評価 

第３回トランスポーター研究会 京都（2008）（承認番号 M0201） 

 

関口佐保子、稲垣一道、梅谷洋介、浅野昇悟、糸井智子、山元弘桜、松本 崇、安田啓子、柿澤弘

章、早川伸樹、織田直久、鈴木敦詞、伊藤光泰 Ⅲ型 Na 依存性無機リン輸送担体 Pit-1 過剰発現

ラットにおける腎障害の評価 第 80回日本内分泌学会学術総会 東京 (2007) 

 

鈴木敦詞、関口佐保子、浅野昇悟、伊藤光泰 Ⅲ型 Na 依存性無機リン酸輸送担体 Pit-1過剰発現

ラットにおけるカルシウム・リン代謝と骨代謝の解析 第 25 回日本骨代謝学会学術集会 大阪 

(2007) 

 

鈴木敦詞、安田啓子、関口佐保子、稲垣一道、糸井智子、松本 崇、小野保長、今村繁夫、柿澤弘

章、早川伸樹、織田直久、大磯ユタカ、伊藤光泰 Ⅲ型 Na 依存性無機リン酸輸送担体 Pit-1 過剰

発現ラットにおける骨代謝異常 第 79回日本内分泌学会学術総会 神戸（2006） 

 
 
 
【腎臓内科】 

 

欧文雑誌 

Wada Y, Dell A, Haslam SM, Tissot B, Canis K, Azadi P, Backstrom M, Costello CE, Hansson 

GC, Hiki Y, Ishihara M, Ito H, Kakehi K, Karlsson N, Hayes C, Kato K, Kawasaki N, Khoo 

K-H, Kobayashi K, Kolarich D, Kondo A, Lebrilla C, Nakano M, Narimatsu H, Novak J, Novotny 

MV, Ohno E, Packer NH, Palaima E, Benfrow MB, Tajiri M, Thomsson KA, Yagi H, Yu S-Y, 

Taniguchi N. Comparison of methods for profiling O-glycasylation. Mol. Cell. Prteomics 

9:719-727,（2010） 

 

Inoue T, Sugiyama H, Hiki Y, Takiue K, Morinaga H, Kitagawa M, Maeshima Y, Fukushima K, 

Nishizaki K, Akagi H, Narimatsu Y, Narimatsu H, Makino H. Differential expression of 

glycogenesis in tonsillar B lymphocytes in association with proteinuria and renal 

dysfunction in IgA nephropathy. Clin. Immunol. 136: 447-455,（2010） 
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和文雑誌 

比企能之 II. 検査データの見方 3.IgA の異常、腎疾患：診断と治療の進歩 日本内科学会雑誌 

97 巻 962-970（2008） 

 

岩山紗智子、比企能之 Hypoglycosylated IgA、特集 腎疾患の診療に役立つ新しい検査 腎と透

析 65 巻: 11-15（2008） 

 

比企能之 IgA 腎症の成因と治療法の検討―ヒト IgA1 糸球体沈着動物モデル作成とその適応― 

平成 16～18 年度科学研究費補助金（一般研究Ｃ:16590804）研究成果報告書 (2007)（承認番号

M0301） 

 

 

セミナー 

比企能之 IgA 腎症における IgA1 ヒンジ部 O 結合型糖鎖異常とその意義 第３玄海腎フォーラム 

福岡 (2007)（承認番号 M0301） 

 

 

国際学会・特別講演等 

Hiki Y. Structural analyses of O-glycans in IgA1 hinge region in IgA nephropathy. HUPO 

6th Annual World congress Precongress Session Human glycol-proteomics Initiative Seoul 

(2007)（承認番号 M0301） 

 

 

国内学会・特別講演等 

比企能之 IgA 腎症におけるIgA1ヒンジ部O 結合型糖鎖の構造と意義について 第15回中部日本

小児腎臓病研究会 豊明 (2007)（承認番号 M0301） 

 

比企能之 IgA 腎症における IgA 糖鎖異常 ―IgA１ヒンジ部 O 結合型糖鎖の構造解析法とそれら

から得られる情報― 第 37回日本腎臓学会西部学術大会 ワークショップ１腎障害と免疫・凝固異常 

(2007)（承認番号 M0301） 

 

 

 

【皮膚科学】 

 

欧文雑誌 

Yamada T, Akamatsu H, Hasegawa S, Yamamoto N, Yoshimura T, Hasebe Y, Inoue Y, Mizutani 

H, Uzawa T, Matsunaga K, Nakata S. Age-related changes of p75 neurotrophin 

receptor-positive adipose-derived stem cells. J Dermatol Sci. 58, 36-42,（2010）（承認番

号 M0402） 
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和文雑誌 

山北高志、有馬 豪、清水善徳、赤松浩彦、松永佳世子 慢性ストレスは正常マウスより AD マウスに

対し、より多くの肥満細胞脱顆粒を引き起こし、皮膚組織中サブスタンス P を上昇させる 皮膚の科

学 ８巻 Suupl.12、687-688（2009）（承認番号 M0401） 

 

 

国内学会 

山北高志、清水善徳、芦原 睦、松永佳世子 慢性ストレスとかゆみの心身医学的検討アトピー性皮

膚炎モデルマウスを用いて 第 50 回日本心身医学会総会ならびに学術講演会 東京（2009）（承認

番号 M0401） 

 

清水善徳、山北高志、矢上晶子、有馬 豪、松永佳世子 アトピー性皮膚炎様モデルマウス（HR-ADf）

における拘束ストレスの免疫学的影響 第 108 回日本皮膚科学会総会 福岡（2009）（承認番号

M0401） 

 

井上 悠、赤松浩彦、長谷川靖司、山田貴亮、吉村知久、長谷部祐一、山本直樹、水谷 宏、松永佳

世子、中田 悟 メラノサイトの分化制御因子の探索 第８回日本再生医療学会総会 東京（2009)（承

認番号 M0402） 

 

山田貴亮、赤松浩彦、長谷川靖司、井上 悠、伊達 靖、水谷 宏、山本直樹、松永佳世子、中田 悟 

Exploration of melanocyte stem cell in the skin 第 82回日本生化学会大会 神戸（2009）（承

認番号 M0402） 

 

山北高志、有馬 豪、清水善徳、牧浦宗彦、赤松浩彦、松永佳世子 慢性ストレスは正常マウスより

AD マウスに対し、より多くの肥満細胞脱顆粒を引き起こし、皮膚組織中サブスタンス P を上昇させる 

第 32回日本研究皮膚科学会総会 横浜 (2007)（承認番号 M0401） 

 

清水善徳 ストレスと免疫 ―アトピー性皮膚炎モデルマウス（HR-ADf）を用いて 第 37回日本皮膚ア

レルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会 名古屋 (2007)（承認番号 M0401） 

 

 

 

【放射線医学】 

 

欧文雑誌 

Ito F, Toyama H, Kudo G, Suzuki H, Hatano K, Ichise M, Katada K, Ito K, Sawada M.  

Two activated stage of microglia and PET imaging of peripheral benzodiazepine receptors 

with [11C]PK11195 in rats. Ann Nucl Med24(3):163-169, 2010（承認番号 M0501） 

 

Toyama H, Hatano K, Suzuki H, Ichise M, Momosaki S, Kudo G, Ito F, Kato T, Yamaguchi H, 

Katada K, Sawada M, Ito K. In-vivo imaging of microglial activation using a peripheral 

benzodiazepine receptor ligand, [11C]PK-11195 and animal PET following ethanol injury 
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in rat striatum. Ann Nucl Med 22(5):417-424 (2008)（承認番号 M0501） 

 

Rodrigues-Gomes JA, Lu J-Q, Velasco I, Rivera S, Zoghbi SS, Liow J-S, Musachio JL, Chin 

FT, Toyama H, Seidel J, Green MV, Thanos PK, Ichise M, Pike VW, Innis RB, McKay RDG. 

Persistent dopamine functions of neurons derived from embolic stem cells in a rodent model 

of Parkinson disease. Stem Cells 25:918-928. (2007) 

 

Kudo G, Toyama H, Hatano K,Suzuki H, Ichise M, Ito F, Yamaguchi H, Sekimata K, Kato T, 

Katada K, Serra M, Trapani G, Sawada M, Ito K. In-vivo imaging of microglial activation 

using a peripheral benzodiazepine receptor ligand, 11C-CB148 and animal PET following 

ethanol injury in rat striatum: A comparison with 11C-PK11195. J Nucl Med 48(Suppl.):242P. 

(2007)（承認番号 M0501） 

 

Kudo G, Toyama H, Hatano K, Suzuki H, Ichise M, Ito F, Kato T, Sawada M, Katada K, Ito 

K. In vivo imaging of microglial activation using a peripheral benzodiazepine receptor 

ligand, [11C]PK11195 and animal PET following implantation of cultured activated 

microglia into rat siriatum. NeuroImage 31(Suppl. 2): T148, (2006) 

 

Ito F, Kudo G, Toyama H, Suzuki H, Hatano K, Nakane M, Ohashi M, Kato T, Katada K, Ichise 

M, Sawada M, Ito K. Stereo-tactic imaging of the rat brain lesions using 1.5 T MRI system 

‐Development of reproducible imaging technique without stereo-tactic device. Molecular 

Imaging 5:431-432 (2006) 

 

 

和文雑誌 

外山 宏、籏野健太郎、鈴木弘美、工藤 元、野村昌彦、山田貴史、木村裕一、市瀬正則、澤田 誠 

小動物における定量的画像解析 脳循環代謝 21(2):50-57,（2010）（承認番号 M0501） 

 

赤松北斗、外山 宏、工藤 元、土田邦博、片田和広 マグネタイト内包カーボンナノホーンと MRI に

よるセンチネルリンパ節イメージングの試み 藤田学園医学会誌 34(1):139-142, （2010）（承認番

号 M0531） 

 

外山 宏 SPECT・PETによるニューロイメージング（総説）脳死・脳蘇生 18:17-22(2006) 

 

工藤 元 PETによる生体内活性型ミクログリアの画像化の研究 藤田学園医学会誌（2006）25 

 

 

和文本 

外山 宏、籏野健太郎、鈴木弘美 PET・SPECT 分子イメージングと医薬品開発:画像バイオマーカー

としての分子イメージングの利用：治療効果評価への分子イメージングの利用、小動物PETによるラッ

トパーキンソン病モデルの神経傷害性と治療効果判定. pp.195-200、佐治英郎編集、遺伝子医学

MOOK 18号、【創薬研究への分子イメージング応用】、メディカルドゥ、大阪（2010）（承認番号 M0501） 
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国際学会 

Toyama H, Kudo G, Hatano K, Suzuki H, Yamada T, Nomura M, Ichise M, Wilson AA, Sawada 

M, Ito K. Detection of fully activated microglia with novel translocator protein (18kDa) 

ligand, [18F]FEPPA PET. 2010 World Molecular Imaging Congress, Kyoto, Japan (2010)（承

認番号 M0501） 

 

Hatano K, Yamada T, Toyama H, Kudo G, Nomura M, Suzuki H, Ichise M, A.A. Wilson, Sawada 

M, Kato T, Ito K. Correlation of FEPPA uptake and microglia activation in 6-OHDA injured 

rat brain. Eighth International Symposium on Functional Neuroreceptor Mapping of the 

Living Brain (NRM2010), Glasgow, UK (2010)（承認番号 M0501） 

 

Toyama H, Hatano K, Suzuki H, Kudo G, Ichise M, Wilson AA, Yamada T, Katada K, Sawada 

M, Ito K. Comparison of [18F]FEPPA and [11C]PBR28, novel peripheral benzodiazepine receptor 

ligands for PET, in a rat model of neuroinflammation .56th Annual Meeting Society of 

Nuclear Medicine, Toronto Canada (2009) （承認番号 M0501） 

 

Toyama H, Kudo G, Hatano K, Suzuki H, Ichise M, Wilson AA, Kato T, Katada K, Sawada M, 

Ito K. PET imaging of microglial activation using a novel peripheral benzodiazepine 

receptor ligand, 18F-FEPPA, in a rat neuroinflammation model. 55th Annual Meeting Society 

of Nuclear Medicine, New Orleans, USA (2008)（承認番号 M0501） 

 

Kudo G, Toyama H, Hatano K, Suzuki H, Wilson AA, Ichise M, Ito F, Kato T, Katada K, Sawada 

M, Ito K. In-vivo imaging of microglial activation using a novel peripheral benzodiazepine 

receptor ligand, 18F-FEPPA and animal PET following 6-OHDA injury of the rat striatum; 

A comparison with 11C-PK11195. 7th International Symposium on Neuroreceptor Mapping, 

Pittsburgh, USA (2008)（承認番号 M0501） 

 

Ito F, Kudo G, Toyama H, Hatano K,Suzuki H, Ichise M, Yamaguchi H, Sekimata K, Kato T, 

Katada K, Serra M, Trapani G, Sawada M, Ito K. In-vivo imaging of microglial activation 

using a peripheral benzodiazepine receptor ligand, 11C-CB148 and animal PET following 

ethanol injury in rat striatum. Brain PET`07, Osaka, Japan (2007)（承認番号 M0501） 

 

Kudo G, Toyama H, Hatano K,Suzuki H, Ichise M, Ito F, Yamaguchi H, Sekimata K, Kato T, 

Katada K, Serra M, Trapani G, Sawada M, Ito K. In-vivo imaging of microglial activation 

using a peripheral benzodiazepine receptor ligand, 11C-CB148 and animal PET following 

ethanol injury in rat striatum: A comparison with 11C-PK11195. 54th Annual Meeting Society 

of Nuclear Medicine, Washington DC, USA (2007)（承認番号 M0501） 

 

Kudo G, Toyama H, Hatano K, Suzuki H, Ichise M, Ito F, Kato T, Sawada M, Katada K, Ito 

K. In vivo imaging of microglial activation using a peripheral benzodiazepine receptor 

ligand, [11C]PK11195 and animal PET following implantation of cultured activated 

microglia into rat siriatum. Sixth International Symposium on Neuroreceptor Mapping, 
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Copenhagen (2006) 

 

Ito F, Kudo G, Toyama H, Suzuki H, Hatano K, Nakane M, Ohashi M, Kato T, Katada K, Ichise 

M, Sawada M, Ito K. Stereo-tactic imaging of the rat brain lesions using 1.5 T MRI system 

‐Development of reproducible imaging technique without stereo-tactic device. Fifth 

Annual Meeting of the Society for Molecular Imaging, Hawaii (2006) 

 

 

国内学会 

外山 宏 小動物のインビボ分子イメージング 第 10 回日本核医学会春季大会 ランチョンセミナー 

東京（2010）（承認番号 M0501） 

 

外山 宏 インビボ・イメージングのための小動物ハンドリングーマウス・ラットの静脈注射－動脈内血

管カテーテル挿入を含めて－（基調講演） 第４回小動物インビボイメージング研究会 大府 (2010)

（承認番号 M0501） 

 

外山 宏 脳核医学－ヒトからマウスまで－（JSNM 教育講演） 第 50 回日本核医学会総会 埼玉 

(2010)（承認番号 M0501） 

 

野村昌彦、外山 宏、工藤 元、片田和広、籏野健太郎、山田貴史、加藤隆司、伊藤健吾 ラット脳

6-OHDAモデルと動物PETによるドーパミン機能障害とミクログリア活性化の検討 第50回日本核医学

会総会 埼玉 (2010)（承認番号 M0501） 

 

赤松北斗、外山 宏、村上達也、工藤 元、田中栄一、湯田坂雅子、飯島澄男、土田邦博、片田和広 

マグネタイト内包カーボンナノホーンと MRI によるセンチネルリンパ節イメージングの試み 日本分子

イメージング学会第４回総会・学術集会 東京 (2009)（承認番号 M0531） 

 

外山 宏、籏野健太郎、工藤 元、山田貴史、野村昌彦、木澤 剛、伊藤文隆、片田和広、伊藤健吾 

ラット脳 6-OHDA モデル PET における末梢性ベンゾジアゼピン受容体製剤(11C-PBR28, 18F-FEPPA)

の比較、検討 第 49回日本核医学会総会 旭川 (2009)（承認番号 M0501） 

 

外山 宏 小動物における定量的画像解析（シンポジウムⅡ：小動物分子イメージング研究の最前

線）  第 21回日本脳循環代謝学会総会 大阪 (2009)（承認番号 M0501） 

 

外山 宏 小動物定量PET へ向けて（シンポジウム） 第48回日本核医学会総会 千葉（2008）（承認

番号 M0501） 

 

工藤 元 小動物定量 PET の現状－ラットモデルにおける組織学及び PCR との検討－（シンポジウ

ム） 第 48回日本核医学会総会 千葉（2008）（承認番号 M0501） 

 

鈴木弘美、外山 宏、籏野健太郎、工藤 元、伊藤文隆、小野健治、加藤隆司、Alan Wilson、伊藤健

吾、市瀬正則、澤田 誠 新規末梢性ベンゾジアゼピン受容体製剤：[18F]FEPPA PET とパーキンソン
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病モデルラットを用いた活性化ミクログリアイメージング 日本分子イメージング学会第３回総会・学術

集会 大宮（2008）（承認番号 M0501） 

 

伊藤文隆、工藤 元、外山 宏、鈴木弘美、籏野健太郎、加藤隆司、片田和広、市瀬正則、澤田 誠、

伊藤健吾 動物 PET によるラット線条体障害モデルにおけるミクログリア毒性転換の検討 日本分子

イメージング学会第２回総会・学術集会 福井（2007）（承認番号 M0501） 

 

伊藤文隆、工藤 元、外山 宏、簱野健太郎、加藤隆司、片田和広、市瀬正則、伊藤健吾 動物 PET

によるラット線条体モデルにおけるミクログリア毒性転換の検討 第 47 回日本核医学会総会 仙台

（2007）（承認番号 M0501） 

 

伊藤文隆、工藤 元、外山 宏、鈴木弘美、籏野健太郎、中根正人、大橋正男、加藤隆司、片田和広、

市瀬正則、澤田 誠、伊藤健吾 1.5T MRI による定位的ラット線条体撮像－定位脳固定具を用いな

い撮像法の開発－ 日本分子イメージング学会設立総会 京都(2006) 

 

Hiromi Suzuki, Hiroshi Toyama, Kentaro Hatano, Gen Kudoh, Fumihiro Ito, Kenji Ono, Takashi 

Kato, Kengo Ito, Makoto Sawada Imaging of activated microglia in brain injury 第 49

回神経化学会大会 名古屋（2006） 

 

工藤 元、外山 宏、伊藤文隆、片田和広、籏野健太郎、加藤隆司、伊藤健吾、市瀬正則 末梢性ベ

ンゾジアゼピン受容体製剤11C-CB148と11C-PK11195の比較－エタノール障害モデルラットによる検討

－ 第 46回日本核医学会総会 鹿児島（2006） 

 

工藤 元、外山 宏、伊藤文隆、片田和広、籏野健太郎、加藤隆司、伊藤健吾、市瀬正則 末梢性ベ

ンゾジアゼピン受容体製剤 11C-PK11195、株化ミクログリア注入モデルによる活性型ミクログリア評価 

第 46 回日本核医学会総会 鹿児島（2006） 

 

 

地方学会 

野村昌彦、外山 宏、工藤 元、片田和広、籏野健太郎、山田貴史、加藤隆司、伊藤健吾、鈴木弘美、

澤田 誠 ラット 6-OHDA モデルにおける末梢性ベンゾジアゼピン受容体/輸送蛋白(18kDa)とドーパ

ミントランスポーターPET –ドーパミン機能障害とミクログリア活性化の検討 第 71 回日本核医学会中

部地方会 金沢 (2010)（承認番号 M0501） 

 

外山 宏 脳の悪い細胞を PET で検出する－動物 PET と組織的評価－（特別講演） 第 23回海の中

道 RIカンファランス 福岡 (2010)（承認番号 M0501） 

 

外山 宏、工藤 元、伊藤文隆、片田和広、籏野健太郎、山田貴史、伊藤健吾、鈴木弘美、澤田 誠 

ラット 6-OHDA モデル PET における末梢性ベンゾジアゼピン受容体製剤(11C-PK11195, 11C-PBR28, 
18F-FEPPA)の比較、検討 第 68回日本核医学会中部地方会 名古屋(2009)（承認番号 M0501） 

 

赤松北斗、外山 宏、工藤 元、片田和広、土田邦博、村上達也、湯田坂雅子、飯島澄男、田中栄一 
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マグネタイト内包カーボンナノホーンによるセンチネルリンパ節のMRIイメージングの試み 日本医学

放射線学会第 146回中部地方会 浜松（2009）（承認番号 M0531） 

 

外山 宏 中枢神経の分子イメージング（特別講演） 第 47 回千葉核医学研究会 千葉(2008)（承認

番号 M0501） 

 

外山 宏 認知症の分子イメージング（特別講演） 第 22 回三重総合画像研究会 津(2008)（承認番

号 M0501） 

 

外山 宏 マルチプローブ型脳標識抗体の開発と高感度検出器の作製－分子イメージング

(Molecular Imaging)と蛍光イメージング(Optical Imaging)への期待－ 第２回プロジェクト形成研

究会 名古屋（2007）（承認番号 M0501） 

 

外山 宏 小動物 PET によるマウスの定量的脳機能評価の有用性と問題点 独立行政法人放射線医

学総合研究所分子イメージング研究センター講演会 千葉（2007）（承認番号 M0501） 

 

外山 宏 小動物PETによるマウスの定量的脳機能評価の有用性と問題点 第4回プロジェクト形成研

究会 名古屋（2007）（承認番号 M0501） 

 

伊藤文隆、工藤 元、外山 宏、片田和広 動物 PET によるラット線条体障害モデルにおけるミクログリ

ア毒性転換の検討 藤田学園医学会第 39回総会 豊明（2007）（承認番号 M0501） 

 

外山 宏 βアミロイド：アルツハイマー病における分子画像の新展開―βアミロイドと活性型ミクログ

リアイメージングを中心にー 第 7回関西アルツハイマー病治療 SPECT研究会 大阪（2006） 

 

外山 宏 SPECT/PET によるニューロイメージング 第 11 回信州脳循環代謝カンファレンス 長野

（2006） 

 

工藤 元、外山 宏、鈴木弘美、籏野健太郎、市瀬正則、伊藤文隆、加藤隆司、片田和広、澤田 誠、

伊藤健吾 「ラット脳株化ミクログリア注入モデルにおける 11C-PK11195 と動物用 PET による活性化ミ

クログリア画像化の評価」 第 62回日本核医学会中部地方会 長久手（2006） 

 

 

 

【肝･脾外科学】 

 

欧文雑誌 

Morita M., Fujino M., Kitazawa Y., Liu Z., Xie L., Azuma M., Yagita H., Nagao S., Sugioka 

A., Kurosawa Y., Takahara S., Jiang G., Qian S., Lu L., Li X.K., PD1/B7-H1 Interaction 

Contribute to the Spontaneous Acceptance of Mouse Liver Allograft. Am. J. Transplant., 

10(1), 40-46,（2010）(承認番号 M0621) 
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Atsushi B. Tsuji, Miwa Morita, Xiao-Kang Li, Chizuru Sogawa, Hitomi Sudo1, Aya 

Sugyo1,Masayuki Fujino, Atsushi Sugioka, Mitsuru Koizumi1, and Tsuneo Saga. 18F-FDG PET 

for Semiquantitative Evaluation of Acute Allograft Rejection and Immunosuppressive 

Therapy Efficacy in Rat Models of Liver Transplantation. Journal of Nuclear Medicine. 

50(5):827-830（2009）（承認番号 M0603） 

 

Kunihito Gotoh, Zhenhui Lu, Miwa Morita, Masahiro Shibata, Masato Koik, Satoshi Wagurix, 

Keizo Dono, Yuichiro Doki, Eiki Kominami, Atsushi Sugioka, Morito Monden and Yasuo 

Uchiyama. Participation of autophagy in the initiation of graft dysfunction after rat 

liver transplantation. Autophagy 5(3)：351-360,（2009）（承認番号 M0602） 

 

Morita, M., Fujino, M., Li, XK., Kimura, H., Nakayama, T., Taniguchi, M., Sugioka, A. 

Spontaneous tolerance involving natural killer T cells after hepatic grafting in mice 

Transplant. Immunol. 18:142-145. (2007) 

 

Jiang X, Morita M, Sugioka A, Harada M, Kojo S, Wakao H, Watari H, Ohkohchi N, Taniguchi 

M, Seino KI The importance of CD25(+)CD4(+) regulatory T cell in mouse hepatic allograft 

tolerance. Liver Transpl. 12(7):1112-8,（2006） 

 

 

国際学会 

Morita M., Tsuji A.B., Takahara S., Nagao S., Sugioka A., Koizumi M., Saga T., Li X.K., 

Noninvasive imaging with 18F-FDG in rat liver transplantation., XXIII international 

congress of The Transplantation Society Vancouver, Vancouver, Canada, August（2010）(承

認番号 M0603) 

 

Miwa Morita, Atsushi B Tsuji, Shizuko Nagao，Shiro Takahara, Atsushi Sugioka, Mitsuru 

Koizumi, Tsuneo Saga and Xiao-Kang Li Noninvasive 18F-FDG Positron Emission Tomography 

Provides Window into Cellular Properties of Rejection after Liver Transplantation 

American Transplant Congress 2009, Boston, USA（2009）（承認番号 M0621） 

 

Miwa Morita, Masayuki Fujino, Lin Xie, Yusuke Kitazawa, Hiromitsu Kimura, Hideo Yagita, 

Miyuki Azuma, Xiao-Kang Li, Atsushi Sugioka：The requirement of the B7-H1 for spontaneous 

acceptance after mouse liver allografting. XXII International Congress of the 

Transplantation Society. Sydney Australia（2008）（承認番号 M0621） 

 

 

国内学会 

小倉 薫、橋本 俊、原普二夫、冨重博一、日比将人、加藤充純、奥村尚威、森田美和、杉岡 篤 

肝移植における免疫寛容機序解明に関する検討、レシピエント細胞の移植肝細胞への分化の可能

性 第 47回小児外科学会学術集会 名古屋 (2010) (承認番号 M0622) 
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岡部安博、森田美和、竹浦千夏、香川 幹、棚橋義直、所 隆昌、守瀬善一、杉岡 篤 DNA マイクロ

アレイ解析を用いたマウス肝移植における免疫寛容のメカニズムの検討 第 111 回日本外科学会 

東京 (2010) 

 

森田美和、辻 厚至、釘田雅則、吉原大輔、李 小康、杉岡 篤、長尾枝澄香 (静子) 非侵襲的拒

絶反応診断法としてのFDG-PETの有用性の検討 第57回日本実験動物学会総会 京都 (2010) (承

認番号 M0603) 

 

MORITA Miwa, KITAZAWA Yusuke, XIE Lin, KIMURA Hiromitsu, AZUMA Miyuki, NAGAO Shizuko, 

SUGIOKA Atsushi, LI Xiao-Kang The importance of the PD-1/PD-L1 co stimulatory signal for 

spontaneous acceptance after mouse liver allografting 第 39 回日本免疫学会 大阪（2009）

（承認番号 M0621） 

 

森田美和、辻 厚至、長尾静子、杉岡 篤、李 小康 ラット肝移植モデルを用いた FDG-PET による非

侵襲的拒絶反応診断法の検討 第 41回藤田医学会総会 豊明（2009）（承認番号 M0603） 

 

森田美和、辻 厚至、長尾静子、杉岡 篤、李 小康 FDG-PET を用いた非侵襲的拒絶反応診断法の

検討 第 45回日本移植学会総会 東京（2009）（承認番号 M0603） 

 

森田美和、釘田雅則、吉原大輔、杉岡 篤、李 小康、長尾枝澄香 マウス肝移植モデルを用いた

PD-L1 免疫寛容誘導における影響の解析 第 56 回日本実験動物学会 大宮（2009）（承認番号

M0621） 

 
森田美和、東みゆき、長尾枝澄香、李 小康、杉岡 篤 マウス肝移植モデルを用いた PD-L1 の免疫

寛容誘導における影響の解析 第 4回藤田医学会総会 豊明（2008）（承認番号 M0621） 

 

森田美和、藤野真之、謝 琳、北沢祐介、木村廣光、長尾枝澄香、東みゆき、李 小康、杉岡 篤 マ

ウス肝移植モデルを用いた免疫寛容誘導における PD-L1 の必要性 第 44 回 日本移植学会総会 

大阪（2008）（承認番号 M0621） 

 

後藤邦仁、蘆震輝、森田美和、柴田昌宏、小池正人、堂野恵三、杉岡篤、内山安男、門田守人 ラッ

ト肝冷虚血再灌流傷害へのオートファジー/リソソーム系の関与について 第 107 回日本外科学会 

大阪（2007）（承認番号 M0602） 

 
 
 

【胆･膵外科】 

 

欧文雑誌 

Ito M, Ito R, Yoshihara D, Ikeno M, Kamiya M, Suzuki N, Horiguchi A, Nagata H, Yamamoto 

T, Kobayashi N, Fox IJ, Okazaki T, Miyakama S. Immortalized hepatocytes using human 

artificial chromosome. Cell Transplant. 2008;17(1-2):165-71.(3.45) 
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【上部消化管外科】 

 

欧文雑誌 

Sakurai, Y., Yoshida, I., Kamoshida, S., Inaba, K., Isogaki, J., Komori, Y., Uyama, I., 

Tsutsumi, Y. Effects of combined administration of DPD-inhibitory oral fluoropyrimidine, 

S-1, plus paclitaxel on gene expressions of fluoropyrimidine metabolism-related enzymes 

in human gastric xenografts. Ann. Surg. Oncol. 15:2301-2309,（2008） 

 

Sakurai, Y., Yoshida, I., Kamoshida, S., Inaba, K., Isogaki, J., Komori, Y., Uyama, I., 

and Tsutsumi. Y. Changes of gene expression of thymidine phosphorylase, thymidylate 

synthase, dihydropyrimidine dehydrogenase after the administration of 5 ’

-deoxy-fluorodeoxyuridine, paclitaxel and its combination in human gastric cancer 

xenografts. Anticancer Res., 28: 1593-1602,（2008） 

 

 

 

【形成外科】 

 

欧文雑誌 

Okano, J., Sakai, Y., and Shiota, K. Retinoic acid down-regulates Tbx1 expression and 

induces abnormal differentiation of tongue muscles in fetal ice. Dev Dyn. 237:3059-3070, 

(2008) 

 

 

 

【整形外科】 

 

欧文雑誌 

Y,Yamamoto., N,Yamamoto., K,Tajima., A,Oono., Y,Washimi., D,Isimura., O,Washimi., 

H,Yamada, Characterzation of human multicentric osteosarcoma using newly established 

cells derived from multicentric ostesarcoma J Cancer Res Clin Oncol.137,423-433（2011）

（承認番号 M0906） 

 

Y,Yamamoto.,  Y,Washimi., A,Kanaji.,  K,Tajima.,  D,Isimura., H,Yamada,, The effect of 

bisphosphonate and intermittent human parathyroid hormone 1-34 treatments on cortical 

bone allografts in rabbits. J Endocrinological  Investigation （2010）(in press)（承認番

号 M0904） 

 

Ishimura D., Yamamoto N., Tajima K., Ohno A., Yamamoto Y., Washimi O., Yamada H. 

Differentiation of adipose-derived storomal vascular fraction culture cells into 

chondrocytes using the method of cell sorting with a mesenchymal stem cell marker. Tohoku 

J Exp Med. 216(2), 149-156,（2008）（承認番号 M0901） 
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国際学会・特別講演等 

M. Nishio, A. Kanaji, N.Yamamoto, K. Tajima, K, Ando, M. Nakagawa, H. Yamada, Sca-1 

positive cells from the capsule and the synovium of anadult Japanese white rabbit can 

differentiate into neuron-like cells. Osteoarthritis Research Society International 

World Congress,Prague,Czech Republic（2006) 

 

 

国内学会 

石村大輔、山本直樹、田島香里、大野亜由美、鷲見大輔、鷲見雄希、山本康洋、山田治基 脂肪組

織由来培養細胞から幹細胞マーカーを用いた軟骨細胞への分化誘導 第 22 回日本軟骨代謝学会 

名古屋 (2009)（承認番号 M0901） 

 

山本康洋、鷲見雄希、田島香里、大野亜由美、石村大輔、鷲見大輔、金治有彦、山田治基 ウサギ

皮質骨同種骨移植におけるビスフォスネート投与および間欠的 PTH 投与の効果 第 24 回日本整形

外科学会基礎学術集会 横浜 (2009)（承認番号 M0904） 

 

石村大輔、山本直樹、田島香里、鷲見大輔、山本康洋、赤松浩彦、松永佳代子、山田治基 マウス

脂肪由来培養細胞を用いた軟骨細胞への分化誘導 第７回日本再生医療学会総会 名古屋 

（2008）（承認番号 M0901） 

 

石村大輔、山本直樹、田島香里、鷲見大輔、山本康洋、赤松浩彦、松永佳代子、山田治基 マウス

脂肪由来培養細胞を用いた軟骨細胞への分化誘導 第 21 回日本軟骨代謝学会 京都 （2008）（承

認番号 M0901） 

 

石村大輔、山本直樹、田島香里、鷲見大輔、山本康洋、山田治基 マウス脂肪由来培養細胞を用い

た軟骨細胞への分化誘導 日本組織培養学会第 81回大会 茨城（2008）（承認番号 M0901） 

 

石村大輔、山本直樹、田島香里、鷲見大輔、山本康洋、山田治基 マウス脂肪由来培養細胞を用い

た軟骨細胞への分化誘導 第 23 回日本整形外科学会基礎学術集会 京都（2008）（承認番号

M0901） 

 

石村大輔、山本直樹、田島香里、鷲見大輔、山本康洋、山田治基 マウス脂肪由来培養細胞を用い

た軟骨細胞への分化誘導 第 110 回中部日本整形外科災害外科学会 滋賀（2008）（承認番号

M0901） 

 

西尾 真、金治有彦、山本直樹、田島香里、山田治基 家兎滑膜・関節包由来の Sca-1 陽性細胞か

ら神経様細胞への分化誘導が可能である 第６回再生医療 横浜（2007）（承認番号 M0901 M0905） 

 

西尾 真、金治有彦、山本直樹、田島香里、安藤謙一、中川雅人、山田治基 家兎滑膜・関節包由来

の Sca-1 陽性細胞から神経様細胞への分化誘導が可能である 第 20 回軟骨代謝学会 岡山

（2007）（承認番号 M0901 M0905） 
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地方学会 

石村大輔、山本直樹、田島香里、鷲見大輔、山本康洋、赤松浩彦、松永佳代子、山田治基 脂肪組

織由来組織幹細胞からの軟骨再生研究 第 39回藤田学園医学会 豊明（2007）（承認番号 M0901） 

 
西尾 真、金治有彦、山本直樹、田島香里、安藤謙一、中川雅人、山田治基 兎関節包由来の cKit 

陽性細胞から神経様細胞への分化誘導が可能である 第５回再生医療 岡山(2006) 

 

西尾 真、金治有彦、山本直樹、田島香里、安藤謙一、中川雅人、山田治基 ウサギ関節包由来の

Oct-3/4 および cKit 陽性細胞は神経への分化誘導が可能である 第 19 回軟骨代謝学会 横浜

（2006） 

 

西尾 真、金治有彦、山本直樹、田島香里、安藤謙一、中川雅人、山田治基 ウサギ関節包由来の

Oct-3/4および cKit陽性細胞は神経への分化誘導が可能である 第 21回日本整形外科学会基礎

学術集会 長崎（2006） 

 
 
地方学会、セミナー、研究会等 

西尾 真、金治有彦、山本直樹、田島香里、安藤謙一、中川雅人、山田治基 ウサギ滑膜/関節包由

来細胞から神経細胞への分化誘導の試み 第 38回藤田学園医学会 (2006) 

 
 
 
【腎泌尿器外科】 

 

欧文雑誌 

Kusaka M, Kuroyanagi Y, Mori T, Nagaoka K, Sasaki H, Maruyama T, Hayakawa K, Shiroki R, 

Kurahashi H, Hoshinaga K Global expression profiles in 1-hour biopsy specimens of human 

kidney transplantation from donors after cardiac death. Cell Transplant. Vol.18 (5) 

647-656（2009） 

 

Ichino M, Kuroyanagi Y, Kusaka M, Mori T, Ishikawa K, Shiroki R, Kurahashi H, Hoshinaga 

K Increased Urinary Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin Levels in a Rat Model of 

Uppre Urinary Tract Infection J Urol. Vol.181(5),2326-2331（2009） 

 

Ichino, M., Mori, T., Kusaka, M., Kuroyanagi Y., Ishikawa, K., Shiroki, R., Kowa, H., 

Kurahashi, H., Hoshinaga, K. Global gene expression profiling of renal scarring in a rat 

model of pyelonephritis. Pediatr Nephrol. 23（7）：1059-1071（2008） 

 

Kusaka, M., Kuroyanagi, Y., Kowa, H., Nagaoka, K., Mori, T., Yamada, K., Shiroki, R., 

Kurahashi, H., Hoshinaga, K. Genomewide expression profiles of rat model renal isografts 

from brain dead donors. Transplantation. 83(1):62-70.(2007) 

 



 308 

和文雑誌 

星長清隆 Ⅳ 腎移植術の実際 手術手技 腎保存 腎移植のすべて 125-126 （2009） 

 

星長清隆 Ⅳ 腎移植術の実際 手術合併症への対応 泌尿器科合併症に対する処置腎移植のすべ

て 164-165（2009） 

 

星長清隆 Ⅳ 腎移植術の実際 手術合併症への対応 外科合併症に対する処置 腎移植のすべて 

166（2009） 

 

星長清隆 Ⅳ 腎移植術の実際 術直後の一般的管理 ドナー 腎移植のすべて 169（2009） 

 

星長清隆 Ⅳ 腎移植術の実際 術直後の一般的管理 レシピエント：生体腎、献腎腎移植のすべて 

170-174（2009） 

 

星長清隆 マージナルドナーシリーズ[9]：マージナルドナー（Expanded Criteria Donor）からの腎

移植 Organ Biology Vol.16.No.2.247-253（2009） 

 

日下守 5 章 腎 －９ 腎性高血圧症 スタディメイト泌尿器科 117-120（2009） 

 

日下守 13 章 腎不全・腎移植 －５ 腎移植 スタディメイト泌尿器科 342-350（2009） 

 

 

国際学会 

M Kusaka, F Iwamatsu, Y Kuroyanagi, H Sasaki, T Maruyama, K Hayakawa, R Shiroki, A Sugitani, 

H Kurahashi, K Hishinaga Gene set enrichment analysis for interpreting genome-wide 

expression profiles in one hour biopsy specimens of human kidney transplantation from 

donors after cardiac death Okayama 2009 Joint Conference of the 10th biannual Cell 

Transplant Society (CTS) Congress and the 36 th annual meeting of Japan Society for Organ 

Preservation and Medical Biology (JSOPMB)（2009） 

 

M. Kusaka, Y. Kuroyanagi, M. Ichino, H. Sasaki, T. Maruyama, K. Hayakawa, R. Shiroki, 

A. Sugitani, H. Kurahashi, K. Hishinaga Serum tissue inhibitor of metalloproteinases 1 

(TIMP-1) predicts organ recovery from delayed graft function after kidney transplantation 

from donors after cardiac death The 14 the Congress of the European Society for Organ 

Transplantation (ESOT)（2009） 

 

Kusaka M，Kuroyanagi Y，Mori T，Nagaoka K，Sasaki H，Maruyama T，Hayakawa K， Shiroki R，

Kurahashi H，Hoshinaga K Global Expression Profiles in One Hour Biopcy Specimens of Human 

Kidney Transplantation from Donors After Cardiac Death The Transplantation Society 

（2008） 

 

Kusaka M，Kuroyanagi Y，Ichino M，Sasaki H，Maruyama T，Hayakawa K，Shiroki R， Sugitani A，
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Kurahashi H，Hoshinaga K Serum Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 1(TIMP-1) as a 

Predictor of Organ Recovery from Delayed Graft Function After Kidney Transplantation from 

Donors After Cardiac Death The Transplantation Society （2008） 

 

Kusaka M，Kubota Y，Sasaki H，Maruyama T，Hayakawa K，Shiroki R，Hoshinaga K Warm Ischemic 

Time and Recipient Factors Are Important forPredicting Primary Non-Function in Renal 

Transplants Engrafting DCD Kindneys American Transplant Congress（2008） 

 

 

国内学会 

日下 守、畔柳陽子、佐々木ひと美、丸山高広、早川邦弘、白木良一、星長清隆、倉橋浩樹 献腎移

植における血清TIMP-1 値の移植後変化（移植腎機能回復の指標として） 第35回日本臓器保存生

物医学会（2008） 

 

日下 守、佐々木ひと美、丸山高広、早川邦弘、白木良一、星長清隆 献腎移植における網羅的遺

伝子解析と graft biomaker の開発 第 44回日本移植学会総会（2008） 

 

日下 守、佐々木ひと美、丸山高広、早川邦弘、白木良一、星長清隆 献腎移植と生体腎移植にお

ける移植後 1 時間生検の網羅的遺伝子解析と pathway analysis 96 日本泌尿器科学会総会

（2008） 

 

日下 守、佐々木ひと美、丸山高広、伊藤 徹、宮川真三郎、早川邦弘、白木良一、星長清隆 (ワー

クショップ 腎移植長期生着へのストラテジー：メカニズムから見た慢性拒絶反応の予防と治療への提

言) 慢性拒絶反応の予防とその対策：周術期の臓器障害を如何に予防し軽減するか（セレクチンリ

ガンドを用いた慢性拒絶反応軽減の試み） 第 39回日本臨床腎移植学会 鬼怒川（2006） 

 

日下 守、窪田裕輔、佐々木ひと美、丸山高広、早川邦弘、白木良一、星長清隆 (ワークショップ 2 

腎移植－最近の話題-) ハイリスク献腎ドナ－からの腎移植－いかに腎移植を向上させるか－ 第

94回日本泌尿器科学会総会 博多（2006） 

 

日下 守、佐々木ひと美、丸山高広、伊藤徹、宮川真三郎、早川邦弘、白木良一、星長清隆 腎移植

虚血灌流障害ならびに脳死により変化する遺伝子の網羅的解析と移植後の変化２ 遺伝子の

pathway transcription factor の変化 第 94回日本泌尿器科学会総会 博多（2006） 

 

日下 守 (シンポジウム 3 マージナルドナーの Organ Biology) マージナルドナーにおける移植

腎の網羅的遺伝子解析 第 33 回日本臓器保存生物医学会総会 東京（2006） 

 

 

シンポジウム 

日下 守、早川邦弘、佐々木ひと美、丸山高広、永野哲郎、白木良一、杉谷 篤、星長清隆 心停止

ドナー献腎移植における Expanded Criteria Donor からの移植成績と臓器提供の適応と限界－藤

田保健衛生大学の経験をもとに－ 第 45回日本移植学会（2009） 
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日下 守、丸山高広、佐々木ひと美、永野哲郎、早川邦弘、白木良一、星長清隆 心停止ドナーから

の献腎移植における血清 NGAL 値の変化とグラフトバイオマーカーとしての有用性に関する検討 第

97回日本泌尿器科学会（2009） 

 

 
 
【臓器移植再生医学】 

 

三谷明彦、杉谷 篤 驚異の長期保存を可能にした未来の凍らない冷凍技術 【夢の扉】2008 年 11 

月 30 日放送 TBS 系列 27 局 

 

 

 

【応用細胞再生医学】 

 

欧文雑誌 

Yamada T, Akamatsu H, Hasegawa S, Yamamoto N, Yoshimura T, Hasebe Y, Inoue Y, Mizutani 

H, Uzawa T, Matsunaga K, Nakata S. Age-related changes of p75 neurotrophin 

receptor-positive adipose-derived stem cells. J Dermatol Sci. 58, 36-42,（2010）（承認番

号 M0402） 

 

 

和文雑誌 

山北高志、有馬 豪、清水善徳、赤松浩彦、松永佳世子 慢性ストレスは正常マウスより AD マウスに

対し、より多くの肥満細胞脱顆粒を引き起こし、皮膚組織中サブスタンス P を上昇させる 皮膚の科

学８巻 Suupl.12、687-688、（2009）（承認番号 M0402） 

 

 

国際学会 

Hasegawa S., Akamatsu H., Yamamoto N., Yamada T., Yoshimura T., Hasebe Y., Inoue Y., 

Mizutani H., Matsunaga K. and Nakata S. Age-related changes in subcutaneous adipose tissue 

derived stem cells. 5th International Investigative Dermatology., S145, Kyoto（2008） 

 

Hasebe Y., Akamatsu H., Yamamoto N., Hasegawa S., Yamada T., Yoshimura T., Inoue Y., 

Mizutani H., Matsunaga K. and Nakata S. Age-related changes in skin derived stem cells. 

5th International Investigative Dermatology., S147, Kyoto（2008) 

 

 

国内学会 

井上 悠、赤松浩彦、長谷川靖司、山田貴亮、吉村知久、長谷部祐一、山本直樹、水谷 宏、松永佳

世子、中田 悟 メラノサイトの分化制御因子の探索 第８回日本再生医療学会総会 東京（2009)

（承認番号 M0402） 



 311 

山田貴亮、赤松浩彦、長谷川靖司、井上 悠、伊達 靖、水谷 宏、山本直樹、松永佳世子、中田 

悟 Exploration of melanocyte stem cell in the skin 第 82回日本生化学会大会 神戸（2009）

（承認番号 M0402） 

 

吉村知久、長谷川靖司、赤松浩彦、山本直樹、山田貴亮、長谷部祐一、井上 悠、水谷 宏、松永佳

世子、中田 悟 加齢に伴う表皮組織における幹細胞の変化 第７回日本再生医療学会総会抄録集 

pp.281 名古屋（2008） 

 

長谷部祐一、長谷川靖司、赤松浩彦、山本直樹、山田貴亮、吉村知久、井上 悠、水谷 宏、松永佳

世子、中田 悟 加齢に伴う真皮組織における幹細胞の変化 第７回日本再生医療学会総会抄録集 

pp.281 名古屋（2008） 

 

山田貴亮、長谷川靖司、赤松浩彦、山本直樹、吉村知久、長谷部祐一、井上 悠、水谷 宏、松永佳

世子、中田 悟 加齢に伴う皮下脂肪組織における幹細胞の変化 第７回日本再生医療学会総会抄

録集 pp.282 名古屋（2008） 

 

石村大輔、山本直樹、田島香里、鷲見大輔、山本康洋、赤松浩彦、松永佳世子、山田治基 マウス

脂肪由来培養細胞を用いた軟骨細胞への分化誘導 第７回日本再生医療学会総会 名古屋（2008） 

 

石村大輔、山本直樹、田島香里、鷲見大輔、山本康洋、赤松浩彦、松永佳世子、山田治基 マウス

脂肪由来培養細胞を用いた軟骨細胞への分化誘導 第 21回日本軟骨代謝学会 京都（2008） 

 

山本直樹、赤松浩彦、長谷川靖司、山田貴亮、中田 悟、大熊真人、宮地栄一、丸野内棣、松永佳

世子 脂肪組織幹細胞を用いた神経細胞への分化誘導 第 81 回日本組織培養学会総会 つくば

（2008） 

 

山田貴亮、長谷川靖司、吉村知久、長谷部祐一、井上 悠、山本直樹、水谷 宏、松永佳世子、赤松

浩彦、中田 悟 幹細胞の白色及び褐色脂肪細胞への分化誘導機構に関する研究(3P-0871) 第

31回日本分子生物学会年会・第 81回日本生化学会大会合同大会 神戸（2008） 

 

 
 
【病理部】 

 

欧文雑誌 

Matsuyama, M., Kato, K., Moriguchi, K.-H., Yamada, T., Kuramoto, T., Kuroda, M. 

Establishment of thymoma-prone congenic rat strain, ACI.BUF/Mna-Tsr1/Tsr1. J. Cancer Res. 

Clin. Oncol., 134：789-792（2008） 

 

Akiyama, K., Morita, H., Suetsugu, S., Kuraba, S., Numata, Y., Yamamoto, Y., Inui, K., 

Ideura, T., Wakisaka, N., Nakano, K., Oniki, H., Takenawa, T., Matsuyama, M., Yoshimura, 

A. Actin-related protein 3 (Arp3) is mutated in proteinuric BUF/Mna rats. Mamm. Genome, 
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19(1)：41-50,(2008) 

 

 

和文雑誌 

加藤一夫、舟橋正範、金子千之、松山睦司 遺伝子領域 Pur1 を導入したコンジェニックラットにおけ

る蛋白尿発症 藤田学園医学会誌 31(1)： 27-29 (2007) 

 

加藤一夫、舟橋正範、金子千之、伊藤充哉、松山睦司 ラット筋萎縮および胸腺腫発生に関与する

遺伝子の蛋白尿発現におよぼす影響 藤田学園医学会誌 vel.30,No.1,pp15～17（2006） 

 

 

国内学会・特別講演等 

加藤一夫、舟橋正範、金子千之、伊藤充哉、松山睦司 遺伝子領域 Purl を導入したコンジェニック

ラットでの蛋白尿発現 藤田学園医学会 第 38回総会（2006） 

 

 

地方学会、セミナー、研究会等 

松山睦司、加藤一夫、黒田 誠 Pur-1 遺伝子領域を導入したコンジェニックラットにおける蛋白尿

発症 東海実験動物研究会 名古屋（2006） 

 

 

 

総合医科学研究所 

 

【抗体プロジェクト】 

 

欧文雑誌 

G. Kurosawa, M. Sumitomo, Y. Ukai, J. Subere, C. Muramatsu, K. Eguchi, M. Tanaka, M. 

Sugiura, M. Ando, N. Sato, M. Morita, S. Morigaki, A. Takasaki, Y. Akahori, S. Miyakawa, 

I. Uyama, K. Maeda, R. Shiroki, K. Hoshinaga, Y. Mizoguchi, Y. Hattori, A. Sugioka, M. 

Sugiura & Y.Kurosawa. Selection and analysis of anti-cancer antibodies for cancer 

therapy aobtained from antibody phage library. Cancer Sci. 102, 175-181,(2011). 

 

Kurosawa G, Akahori Y, Morita M, Sumitomo M, Sato N, Muramatsu C, Eguchi K, Matsuda K, 

Takasaki A, Tanaka M, Iba Y, Hamada-Tsutsumi S, Ukai Y, Shiraishi M, Suzuki K, Kurosawa 

M, Fujiyama S, Takahashi N, Kato R, Mizoguchi Y, Shamoto M, Tsuda H, Sugiura M, Hattori 

Y, Miyakawa S, Shiroki R, Hoshinaga K, Hayashi N, Sugioka A, Kurosawa Y Comprehensive 

screening for antigens overexpressed on carcinomas via isolation of human mAbs that may 

be therapeutic. Proc Natl Acad Sci U S A. 105(20):7287-92,（2008）（承認番号 I0102） 

 

Akahori Y, Kurosawa G, Sumitomo M, Morita M, Muramatsu C, Eguchi K, Tanaka M, Suzuki K, 

Sugiura M, Iba Y, Sugioka A, Kurosawa Y Isolation of antigen/antibody complexes through 
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organic solvent (ICOS) method Biochemical and Biophysical Research Communications. 

378832–835,（2009）（承認番号 I0102） 

 

 

国内学会 

神谷彰宏、鈴木和宏、安藤美咲、杉浦真依、鵜飼由範、東 成見、森田美和、黒澤 仁、黒澤良和 

「体系的に取得したがん特異抗体の in vivo 評価」 第 32回日本分子生物学会年会 (2009)（承認

番号 I0103） 

 

安藤美咲、鈴木和宏、神谷彰宏、杉浦真依、鵜飼由範、森田美和、黒澤 仁、黒澤良和 系統的に取

得されたがん特異抗体の性能評価 第 31回日本分子生物学会年会 （2008）（承認番号 I0103） 

 

 

 

【応用細胞学】 

 

欧文雑誌 

Tokuda, M., Kadokawa, Y., Kurahashi, H. and Marunouchi, T. CDH1 is a specific marker for 

undifferentiated spermatogonia in mouse testes. Biology of Reproduction 76: 130-141. 

(2007) 

 

Tanaka, M., Yanagawa, Y.,Obata, K., Marunouchi, T. Dendritic morphogenesis of cerebellar 

Purkinje cells through extension and retraction revealed by long-term tracking of living 

cells in vitro. Neuroscience 141: 663-674. (2006) 

 

Tanaka, M., Duncan, R. S., McClung, N., Yannazzo, J. A., Hwang, S. Y., Marunouchi, T., 

Inokuchi, K., Koulen, P. Homer proteins control neuronal differentiation through IP(3) 

receptor signaling. FEBS Lett. 580: 6145-6150. (2006) 

 

 

国際学会・特別講演等 

Matsushita, F., Kadokawa, Y., Kameyama, T. and Marunouchi, T. Targeted analysis of 

NZF-2/Myt1, a putative regulator of neuronal and glial differentiation. 20th IUBMB 

International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress 

Kyoto, Japan (2006) 

 

Tokuda, M., Kadokawa,Y., Kurahashi,H. and Marunouchi,T. E-cadherin is the specific marker 

of undifferentiated spermatogonia in the mouse testis. 20th IUBMB International Congress 

of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress Kyoto, Japan (2006) 

 

Kameyama,T., Matsushita,F., Kadokawa,Y. and Marunouchi,T. Lacks of NZF-2/MyT1 and NZF-3 

transcription factors result in defects of neuronal differentiation and in forelimb 
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posture abnormality. International soceity of developmental neurology 2006 Banff, Canada 

(2006) 

 

 

国内学会・特別講演等 

角川裕造、徳田倍将、倉橋浩樹、丸野内棣 E-cadherin は未分化型精祖細胞の特異的マーカー

である。生殖細胞の発生プロセス・再プログラム化とエピジェネティクス 公開シンポジウム 東京

（2006） 

 

亀山俊樹、松下文雄、角川裕造、丸野内棣 Lack of NZF2/Myt1 and NZF3 transcription factors 

results of neuronal differentiation and arthrogryposis multiplex congenita. 神経科学

会 京都（2006） 

 

 

 

【システム医科学】 

 

講座紹介 

脳は遺伝子に基づいて作り出された多段階の階層構造をもつ複雑な生体システムである。ヒトゲノ

ムの全塩基配列が解読された現在において、脳科学の大きな課題は、脳の階層性を意識した遺伝

子の個体レベルでの機能を明らかにすることにある。我々は、遺伝子改変マウスについて単純な反

射や痛覚から運動機能、運動学習機能、社会的行動、学習、記憶力、うつ様行動など多岐にわたる

行動テストを一式にまとめた「網羅的行動テストバッテリー」を用いることにより、遺伝子と種々の行動・

精神疾患や脳高次機能の関係を明らかにすることを目指している。これまでに百数十系統の遺伝子

改変マウスを行動解析した結果、解析したほとんど全ての遺伝子はマウスの行動になんらかの影響

をおよぼしていることを明らかにしている。また、これまで数多くの系統を比較検討した中から精神疾

患ともよべる行動異常を示すマウスを十数系統同定しており、それらの脳を用いて多面的な解析を

行っている。 

最も顕著な精神疾患様の行動異常を示すマウス系統の一つとして、アルファカルシウム/カルモジュ

リン依存性リン酸化酵素 II 

(αCaMKII) ヘテロノックア

ウト (HKO) マウスが挙げ

られる。このマウスの行動

異常の特徴として、同ケ

ージのマウスを死なせる

こと、活動量が異常に亢

進していること、さらにそ

の活動量に１−２週間の周

期的な変動があることなど

が明らかになっている。さ

らに、分子生物学的、電

気生理学的、組織学的な解析により、αCaMKII HKO マウスの海馬歯状回が未成熟な状態（未成熟

 
図 1. 神経活動依存的に蛍光タンパク質を発現することのできるマウスを用いた解

析。Controlマウスでは海馬歯状回（DG）の神経細胞が活動することにより蛍光タンパ

ク質を発現しているが（左）、αCaMKII HKO マウスの DG ではほとんど蛍光タンパク

質が発現していない（右）。この結果は、電気生理学的、組織解剖学的、分子生物学

的解析によりαCaMKII HKO マウスの DG が未成熟化しているデータと一致する。 
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歯状回: immature Dentate Gyrus, iDG）になっていることを見出した（図 1）。興味深いことに、

αCaMKII HKOマウスと同様な精神疾患様の行動異常を示す15系統のマウスの脳を解析したところ、

Schnurri-2 KO マウスや SNAP-25 ノックインマウスなど 7-8 系統についても iDG 様の表現型を見出し

ており、行動異常と iDGに高い相関がみられることがわかりつつある。現在研究室では、iDGを生じさ

せるメカニズムの解明を目的として、プロテオミクスや組織学的手法等を用いて iDG を詳細に解析し

ている。また、iDGを正常化させるレスキュー実験として、別系統の遺伝子改変マウスとのかけ合わせ

や各種薬剤の投与実験を行っており、iDG が一部正常化することを示すデータも得られつつある。ま

た、ヒト精神疾患患者の死後脳から得られた遺伝子・タンパク質発現データとの比較から、iDG はマウ

スに特異的なものではなくヒトの精神疾患でも生じている可能性が高いことが示唆されている。今後、

iDG を生じさせるメカニズムの解明をさらに進め、iDG の誘導や正常化を試みることによって、ヒトの

各種関連精神疾患の予防・治療法の確立へと近づけたい。 
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ノックアウトにより引き起こされる行動異常と歯状回顆粒細胞の成熟異常 第31回日本神経科学大会 

東京（2008） 

 

山崎信幸、高雄啓三、大平耕司、遠山桂子、大迫清子、山口 瞬、宮川 剛 αCaMKⅡへテロノックア

ウトマウスの作業記憶課題遂行後の神経活動マッピング 第 31 回日本神経科学大会 東京（2008）  

 

宮川 剛 遺伝子改変マウスの行動解析による精神疾患の研究 第 35 回日本トキシコロジー学会 

学術年会 東京（2008） 

 

宮川 剛 遺伝子改変マウスの表現型解析を起点とした精神疾患の研究 第８回蛋白質科学会年会 

東京（2008）（承認番号 I0721） 

 

宮川 剛 遺伝子改変マウスの表現型解析を起点とした精神疾患の研究 大日本住友製薬講演会

（2007） 

 

宮川 剛 遺伝子改変マウスの体系的な脳行動表現型解析と精神神経疾患研究 第30 回日本神経

科学大会、第 50 回日本神経化学会大会、第 17 回日本神経回路学会大会 合同大会 シンポジウ

ム（2007） 

 

宮川 剛“ Alpha-CaMKII deficiency causes dysregulated behaviours and immature dentate 

gyrus” 4th Neuroscience Frontier Research Conference （2007） 

 

宮川 剛 グリア研究のためのモデル動物開発とその評価 特定領域研究班「神経—グリア回路網」

サマーワークショップ （2007） 
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宮川 剛 遺伝子改変マウスの表現型解析を起点とした精神疾患の研究 日本先天異常学会学術集

会（2007） 

 

宮川 剛 遺伝子改変マウスの表現型解析を起点とした精神疾患の研究 東京大学 機能生物学セ

ミナー（2007） 

 

宮川 剛“Alpha-CaMKII deficiency causes dysregulated behaviours and immature dentate 

gyrus”第２６回躁うつ病薬理・生化学研究懇話会 （2007） 

 

宮川 剛 遺伝子改変マウスの表現型解析を起点とした精神疾患の研究 鳥取大学セミナー（2007） 

 

宮川 剛 遺伝子改変マウスの表現型解析を起点とした精神疾患の研究 生理研所長招聘セミナー

（2007） 

 

宮川 剛“Alpha-CaMKII deficiency causes dysregulated behaviours and immature dentate 

gyrus” 東京大学医科学研究所ゲノム解析センター セミナー（2007） 

 

 

地方学会 

Hirotaka Shoji, Keizo Takao, Satoko Hattori, Keiko Toyama, Kazuo Nakanishi, Tsuyoshi 

Miyakawa Effects of Experiment Execution Time and Age on Mouse Behavior: A Large Scale 

Analysis Using Behavioral Phenotype Database of Genetically Engineered Mice 第一回包

括脳ネットワーク夏のワークショップ (2010) 

 

Keizo Takao, Katsunori Kobayashi, Hideo Hagihara, Koji Ohira, Keiko Toyama, Tsuyoshi 

Takagi, Isabella A. Graef, Megumi Eguchi, Shun Yamaguchi, Shunsuke Ishii, Hidenori Suzuki, 

Gerald R. Crabtree, Tsuyoshi Miyakawa  Immature dentate gyrus as a candidate 

endophenotype of psychiatric disorders第一回包括脳ネットワーク夏のワークショップ (2010) 

 

Koji Ohira, Hideo Hagihara, Keiko Toyama, Keizo Takao, Masaaki Kanai, Hiroshi Funakoshi,  

Toshikazu Nakamura, Tsuyoshi Miyakawa Expression of Tryptophan 2, 3-Dioxygenase in 

Mature Granule Cells of the Adult Mouse Dentate Gyrus第一回包括脳ネットワーク夏のワーク

ショップ (2010) 

 

宮川 剛 精神疾患の中間表現型としての未成熟歯状回 第 57回中部日本生理学会 (2010) 

 

宮川 剛 遺伝子・脳・行動：遺伝子改変マウスを用いた精神疾患の研究 豊橋技術科学大学グロー

バル COE 第 3回センシングアーキテクト・シンポジウム ADIST2010 (2010) 

 

Tsuyoshi Miyakawa, Keizo Takao Immature dentate gyrus as a candidate endophenotype of 

psychiatric disorders 第一回脳表現型の分子メカニズム研究会 (2010) 
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宮川 剛 精神疾患の中間表現型としての未成熟歯状回：多因子疾患における階層と全体 自然科

学研究機構連携プロジェクト「自然科学における階層と全体」平成 21年度シンポジウム（2009） 

 

宮川 剛 マウスを活用した精神疾患の中間表現型の解明 CREST「精神・神経疾患の分子病態理解

に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出」領域 平成 21年度 領域全体会（2009） 

 

宮川 剛 精神疾患の中間表現型としての未成熟歯状回 武田薬品工業株式会社（2009） 

 

宮川 剛 展示の前で研究者に会おう！ 日本科学未来館（2009） 

 

宮川 剛 精神疾患の中間表現型としての未成熟歯状回 第５回行動遺伝学研究会（2009）（承認番

号 I0731） 

 

 
 
【分子遺伝学】 

 

欧文雑誌 

Kogo H., Kowa-Sugiyama H., Yamada K., Bolor H., Tsutsumi M., Ohye T., Inagaki H.,Taniguchi 

M., Toda T., Kurahashi H. Screening of genes involved in chromosome segregation during 

meiosis I: toward the identification of genes responsible for infertility in humans. J. 

Hum. Genet. 55(5): 293-299. (2010)（承認番号 I0501） 

 

Kurahashi H., Bolor H., Kato T., Kogo H., Tsutsumi M., Inagaki H. Ohye T. Recent advance 

in our understanding of the molecular nature of chromosomal abnormalities. J. Hum. Genet. 

54(5): 253-260. (2009)（承認番号 I0501 I0502 I0505） 

 

Bolor H., Mori T., Nishiyama S., Ito Y., Hosoba E., Inagaki H., Kogo H., Ohye T., Tsutsumi 

M., Kato T., Tong M., Nishizawa H., Pryor-Koishi K., Kitaoka E., Sawada T., Nishiyama 

Y., Udagawa Y., Kurahashi H. Mutations of the SYCP3 gene in women with recurrent pregnancy 

loss. Am. J. Hum. Genet. 84(1): 14-20. (2009)（承認番号 I0502） 

 

 

和文雑誌 

倉橋浩樹、大江瑞恵、ボロルハスバイラ、加藤武馬 ここまでわかった染色体異常症の発生メカニズ

ム 小児内科 41(6): 919-924.（2009）（承認番号 I0501 I0502 I0505） 

 

 

国際学会 

Kurahashi H., Tsutsumi M., Egusa H., Nishiyama S., Suzuki M., Kogo H., Inagaki H., Ohye 

T. Mutation of the SYCP3 gene in women with recurrent pregnancy loss. International 

Symposium on Epigenome Network, Development and Reprogramming of Germ Cells. Fukuoka, 
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Japan (2010) （承認番号 I0501 I0502） 

 

Kurahashi H., Bolor H., Mori T., Nishiyama S., Inagaki H., Kogo H., Tsutsumi M., Ohye 

T. Mutations of the SYCP3 gene in women with recurrent pregnancy loss. European Human 

Genetics Conferences 2009, Vienna, Austria (2009)（承認番号 I0502） 

 

Kurahashi, H., Bolor, H., Mori, T., Nishiyama, S., Inagaki, H., Kogo, H., Tsutsumi, M., 

Ohye, T. Mutations of the SYCP3 gene in women with recurrent pregnancy loss. 58th annual 

meeting of American Society of Human Genetics, Philadelphia, USA (2008)（承認番号 I0502） 

 

 

国内学会 

Maoqing Tong, Hidehito Inagaki, Hiroshi Kogo, Tamae Ohye, Makiko Tsutumi, Takema Kato, 

Hiroki Kurahashi Detection of cruciform DNA structure in spermatogenic cells. 第 33

回日本分子生物学会年会 神戸（2010）（承認番号 I0522） 

 

堤真紀子、西脇愛美、ボロルハスバイラ、向後 寛、稲垣秀人、大江瑞恵、倉橋浩樹 卵母細胞の体

外培養系を用いた習慣流産原因遺伝子の解析 第 33 回日本分子生物学会年会・第 83回日本生化

学会大会合同大会 神戸（2010）（承認番号 I0501） 

 

向後 寛、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 哺乳類雄の減数分裂における HORMAD2 の機

能 第 33 回日本分子生物学会年会・第 83 回日本生化学会大会合同大会 神戸（2010）（承認番号 

I0504） 

 

童 茂清、稲垣秀人、向後 寛、大江瑞恵、堤真紀子、加藤武馬、倉橋浩樹 Detection of 

cruciform DNA structure in spermatogenic cells 第 33回日本分子生物学会年会・第 83回日

本生化学会大会合同大会 神戸（2010）（承認番号 I0522） 

 

倉橋浩樹、向後 寛、堤真紀子、稲垣秀人、大江瑞恵 対合不全のチェックポイントの男女間の違い

と不妊・習慣流産 第 55回日本人類遺伝学会 さいたま（2010）（承認番号 I0503） 

 

堤真紀子 マウス卵母細胞の体外培養系を用いた習慣性流産原因遺伝子の解析 生殖サイクル若

手勉強会 2010 つくば（2010）（承認番号 I0501） 

 

向後 寛、ボロルハスバイラ、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 HORMAD1 は哺乳類の減数

分裂における対合チェックポイントに必須である 第 115 回日本解剖学会全国学術集会 盛岡

（2010）（承認番号 I0503） 

 

堤真紀子、安川由梨亜、ボロルハスバイラ、向後 寛、稲垣秀人、大江瑞恵、倉橋浩樹 卵母細胞の

体外培養系を用いた習慣性流産原因遺伝子の解析 第 32 回日本分子生物学会年会 横浜（2009）

（承認番号 I0501） 
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向後 寛、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 HORMAD1 は哺乳類雌の対合チェックポイント

に必須である 第 32回日本分子生物学会年会 横浜（2009）（承認番号 I0503） 

 

加藤武馬、稲垣秀人、向後 寛、大江瑞恵、堤真紀子、童 茂清、吉原大輔、釘田雅則、長尾枝澄香、

倉橋浩樹 t(11;22)染色体転座のモデルマウスの作製 第 32 回日本分子生物学会 横浜（2009）

（承認番号 I0522） 

 

加藤武馬、稲垣秀人、向後 寛、大江瑞恵、堤真紀子、吉原大輔、釘田雅則、長尾枝澄香、倉橋浩樹 

t(11;22)染色体転座モデルマウスの作製 第 54 回日本人類遺伝学会 東京（2009）（承認番号

I0522） 

 

堤真紀子 マウス卵巣の体外培養系を用いた減数分裂関連遺伝子の機能解析 生殖サイクル若手

勉強会 2009 御殿場（2009）（承認番号 I0501） 

 

向後 寛、ボロルハスバイラ、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 哺乳類の減数分裂におけ

る HORMAD1 の機能と減数分裂チェックポイントの性差 第 114 回日本解剖学会全国学術集会 岡山

（2009）（承認番号 I0503） 

 

堤真紀子、橋本かおり、向後 寛、河和寛恵、山田晃司、稲垣秀人、大江瑞恵、倉橋浩樹 マウスの

減数分裂期に特異的に発現する新規遺伝子MLZ663 の解析 第31回日本分子生物学会年会・第81

回日本生化学会大会合同大会 神戸 (2008)（承認番号 I0501） 

 

ボロルハスバイラ、森 輝実、西山幸江、伊藤辰将、細羽恵理子、稲垣秀人、向後 寛、大江瑞恵、堤

真紀子、加藤武馬、童 茂清、西澤春紀、小石プライア奏子、北岡絵里、澤田富夫、西山幸男、宇田

川康博、倉橋浩樹 SYCP3 遺伝子変異による習慣性流産 第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 

回日本生化学会大会合同大会 神戸 (2008)（承認番号 I0502） 

 

向後 寛、ボロルハスバイラ、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 哺乳類の減数分裂におけ

るHORMAD1 の機能とチェックポイントの性的二型性 第31回日本分子生物学会年会・第81回日本生

化学会大会合同大会 神戸 (2008)（承認番号 I0503） 

 

倉橋浩樹、ボロルハスバイラ、森 輝美、稲垣秀人、向後 寛、堤真紀子、大江瑞恵 SYCP3 遺伝子変

異による習慣性流産 第 53回日本人類遺伝学会 横浜 (2008)（承認番号 I0502） 

 

向後 寛、ボロルハスバイラ、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 新規減数分裂関連分子

HORMAD1 のリン酸化修飾と減数分裂染色体上への局在 第 113 回日本解剖学会全国学術集会 大

分 (2008)（承認番号 I0501） 

 

向後 寛、山田晃司、谷口真理子、大江瑞恵、稲垣秀人、戸田達史、倉橋浩樹 新規減数分裂関連

分子 HORMAD1、HORMAD2 の細胞内局在の解析 第 112 回日本解剖学会全国学術集会 大阪 （2007）

（承認番号 I0501） 
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向後 寛、ボロルハスバイラ、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 哺乳類における減数分裂

特異的 HORMAドメインタンパク質の解析 第 78回日本動物学会大会 弘前（2007）（承認番号 I0501） 

 

向後 寛、ボロルハスバイラ、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 マウス新規減数分裂関連

分子 HORMAD1、HORMAD2 の細胞内局在とリン酸化 第 30 回日本分子生物学会年会・第 80 回日本生

化学会大会合同大会 横浜（2007）（承認番号 I0501） 

 

堤真紀子、橋本かおり、向後 寛、河和寛恵、山田晃司、稲垣秀人、大江瑞恵、倉橋浩樹 マウスの

減数分裂期に特異的に発現する新規遺伝子の同定 第 30 回日本分子生物学会年会・第 80回日本

生化学会大会合同大会 横浜（2007）（承認番号 I0501） 

 

ボロルハスバイラ、向後 寛、稲垣秀人、大江瑞恵、倉橋浩樹 小型精巣突然変異マウスの減数分裂

の観察 第 30 回日本分子生物学会年会・第 80 回日本生化学会大会合同大会 横浜（2007）（承認

番号 I0501） 

 

 

地方学会 

向後 寛、堤真紀子、大江瑞恵、稲垣秀人、倉橋浩樹 哺乳類の減数分裂における対合チェックポイ

ントの発見：マウス HORMAD1 遺伝子の機能解析 藤田学園医学会第 42 回総会 豊明（2010）（承認番

号 I0503） 

 

 
 
【難病治療学】 

 

欧文雑誌（総説を含む） 

Lee, S.J., Lee, Y.S., Zimmers, T.A., Soleimani, A., Matzuk, M.M., Tsuchida, K., Cohn, 

R.D., Barton, E.R. Regulation of muscle mass by follistatin and activins. Mol. 

Endocrinol. 24(10): 1998-2008 (2010) (承認番号 I0602) 

 

Murakami, T., Wijagkanalan, W., Hashida, M., Tsuchida, K. Intracellular drug 

delivery by genetically engineered high density lipoprotein nanoparticle. Nanomed. 

5(6): 867-879 (2010) (承認番号 I0601)  

 

Ageta, H., Ikegami, S., Miura, M., Masuda, M., Migishima, R., Hino, T., Takashima, 

N., Murayama, A., Sugino, H., Setou, M., Kida,S., Yokoyama, M., Hasegawa,Y., 

Tsuchida, K., Aosaki, T., Inokuchi, K. Activin plays a key role in the maintenance 

of long-term memory and late-LTP. Learning and Memory 17(4): 176-185 (2010) (承

認番号 I0602) 

 

Uezumi,A., Fukada, S., N. Yamamoto, N., Takeda, S.I., Tsuchida, K. Mesenchymal 
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progenitors distinct from muscle satellite cells contribute to ectopic fat cell formation 

in skeletal muscle. Nature Cell Biology 12(2): 143-152 (2010) (承認番号 I0602) 

 

Oshima, Y.,Ouchi,N., Shimano,M., Pimentel,D.R., Papanicolaou,K.N., Panse, K.D., 

Tsuchida, K., Lara-Pezzi, E., Lee, S.-J., Walsh, K. Activin A and follistatin-like 3 

determine the susceptibility of heart to ischemic injury. Circulation 120(16), 1606-1615 

(2009) (承認番号 I0602) 

 

Gilson, H., Schakman, O., Kalista,S., Lause,P., Tsuchida, K., Thissen, J. Follistatin 

induces muscle hypertrophy through satellite cell proliferation and inhibition of both 

myostatin and activin. Am. J. Physiol. Endocrinol & Metabol. 297, 157-164 (2009) (承

認番号 I0602) 

 

Tsuchida,K., Nakatani, M., Hitachi,K., Uezumi,A., Sunada,Y., Ageta, H., Inokuchi, K. 

Emerging role of activin signaling as a target for therapeutic intervention. Cell Commun. 

Signal 7(1), 15 (2009) (承認番号 I0602) 

 

Tsuchida, K. Myostatin inhibition by a follistatin-derived peptide ameliorates the 

pathophysiology of muscular dystrophy model mice. Acta Myologica 27：14-18 (2008) (承

認番号 I0602) 

 

Zhang,M., Murakami,T., Ajima,K., Tsuchida, K., Sandanayaka, A.S.D.,Ito, O., Iijima, S., 

Yudasaka, M. Fabrication of ZnPc/protein nanohorns for double photodynamic and 

hyperthermic cancer phototherapy. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105(39):14773-14778 

(2008) (承認番号 I0601) 

 

Murakami,T., Sawada, H., Tamura, G., Yudasaka, M., Iijima, S., Tsuchida, K. 

Water-dispersed single-wall carbon nanohorns as drug carriers for local cancer 

chemotherapy. Nanomedicine 3(4):453-463 (2008) (承認番号 I0601) 

 

Tsuchida, K. Targeting myostatin for therapies against muscle-wasting disorders. Curr. 

Opin. Drug Discov. Devel. 11(4):487-494 (2008) (承認番号 I0602) 

 

Tsuchida, K., Nakatani,M., Uezumi, A., Murakami, T.,Cui, X. Signal transduction pathway 

through activin receptors as a therapeutic target of musculoskeletal diseases and cancer. 

Endocrine J. 55(1):11-21 (2008) (承認番号 I0602) 

 

Murakami, T., Tsuchida, K. Recent advances in inorganic nanoparticle-based drug delivery 

systems. Mini. Rev. Med. Chem. 8(2):175-183 (2008) (承認番号 I0601) 

 

Nakatani, M., Takehara, Y., Sugino, H., Matsumoto, M., Hashimoto, O., Hasegawa, Y., 

Murakami, T., Uezumi, A., Takeda, S., Noji, S., Sunada, Y., Tsuchida, K. Transgenic 
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expression of a myostatin inhibitor derived from follistatin increases skeletal muscle 

mass and ameliorates dystrophic pathology in mdx mice. FASEB J. 22（2）:477-487 (2008) (承

認番号 I0602) 

 

Sawada, H., Ishiguro, H., Nishii, K., Yamada, K., Tsuchida, K., Takahashi, H., Goto, J., 

Kanazawa, I., Nagatsu, T. Characterization of neuron-specific huntingtin aggregates in 

human huntingtin knock-in mice. Neurosci. Res. 57:559-573. （2007）（承認番号 I0602） 

 

Tsuchida, K., The role of myostatin and BMPs in muscular disorders Expert Opinion on 

Biological Therapy 6:147-154. (2006) 

 

Tsuchida, K., Sunada,Y., Noji, S.,Murakami, T., Uezumi,A., Nakatani, M., Inhibitors for 

the TGF-beta superfamily and their clinical applications. Mini-reviews in Medicinal 

Chemistry 6(11):1255-1261. (2006) 

 

Ohsawa, Y., Hagiwara, H., Nakatani, M., Yasue, A., Moriyama,K., Murakami, T., Tsuchida, 

K., Noji, S., Sunada, Y. Muscular atrophy of caveolin-3-deficient mice is rescued by 

myostatin inhibition. J. Clin. Invest. 116(11):2924-2934. (2006) 

 

 

和文雑誌（総説を含む） 

上住聡芳、中谷直史、常陸圭介、土田邦博 老化や疾患における骨格筋の萎縮と治療への応用  

基礎老化研究 34(4): 5-11 (2010) (承認番号 I0602) 

 

土田邦博 筋骨格系難治疾患の病態生理の解明と治療法開発 藤田学園医学会誌 33(1), pp.1-9 
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田 悟 加齢に伴う皮下脂肪組織由来幹細胞の変化 第32回日本研究皮膚科学会年次学術大会総

会 横浜（2007）（承認番号 M0402） 

 

長谷川靖司、赤松浩彦、山本直樹、山田貴亮、吉村知久、長谷部祐一、石井 泉、松永佳世子、中

田悟 加齢に伴う皮下脂肪組織由来幹細胞の変化と化粧品への応用 第32回日本香粧品学会学術

大会 東京（2007）（承認番号 M0402） 

 

山本直樹、羽根田千江美、高橋久英 新たに育成した有色白内障マウス(BpS/cat) 第 41回日本実

験動物技術者協会総会 名古屋（2007） 

 

山本直樹 アトピー白内障の基礎研究 第 45回日本白内障学会 東京（2006） 

 

山本直樹、赤松浩彦、丸野内棣、松永佳世子 マウスおよびヒト皮下脂肪由来組織幹細胞を用いた

神経細胞への分化誘導 第５回日本再生医療学会 岡山（2006） 

 

長谷川靖司、山本直樹、丸野内棣、松永佳世子 皮下脂肪組織由来幹細胞のメラノサイトへの分化

誘導 第５回日本再生医療学会 岡山（2006） 
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山本直樹、堀尾直市、堀口正之 Iodine free ICG の安全性についての基礎的評価 第 110 回日

本眼科学会 大阪（2006） 

 

赤松浩彦、長谷川靖司、山本直樹、松永佳世子 皮下脂肪組織由来幹細胞を用いたメラノサイトへ

の分化誘導 第 31回日本研究皮膚科学会年次学術大会・総会 京都（2006） 

 

赤松浩彦、山本直樹、丸野内棣、松永佳世子 皮下脂肪組織由来組織幹細胞の神経細胞への分化

誘導 第 105回日本皮膚科学会総会 京都（2006） 

 

香西伸彦、赤松浩彦、山本直樹、松永佳世子 培養脂腺細胞に対するビタミンの影響 第 105 回日

本皮膚科学会総会 京都（2006） 

 

長谷川靖司、赤松浩彦、山本直樹、松永佳世子 皮下脂肪組織における多能性幹細胞の研究と化

粧品への応用 第 31回日本香粧品学会総会 東京（2006） 

 

 

地方学会、研究会、セミナー、その他 

山本直樹、中村政志、高崎昭彦、林 宣宏、家池 勤、馬嶋清如、谷口孝喜 透明ヒト水晶体の異な

る領域における遺伝子発現量解析とプロテオミクス 第 36 回水晶体研究会 東京（2010）（承認番号

M2701 M2702） 

 

安里崇徳、馬嶋清如、山本直樹、横山 翔、内藤尚久、市川一夫水晶体上皮細胞とそれに関与する

因子 第 36回水晶体研究会 東京（2010）（承認番号：M2701 M2702） 

 

山本直樹、谷川篤宏、平野耕治、谷口孝喜、堀口正之 水晶体上皮細胞の不死化細胞株作出の試

み 第 42回藤田学園医学会 豊明（2010）（承認番号 M2701 M2702） 

 

山本直樹 動物実験代替法を用いた安全性評価体制の確立と国際協調に関する研究（課題番号：

H19-医薬-一般-003）－分子生物学的・組織化学的手法を用いた新規眼刺激性試験・眼毒性試験代

替法の開発－厚生労働省科学研究費補助金報告書（2010）（承認番号 M2701 M2702） 

 

山本直樹、中村政志、高崎昭彦、塩竈和也、柳田隆正、家池 勤、宮田佳樹、小佐野博史、林 宣宏、

馬嶋清如 マウスとヒト水晶体上皮細胞の分化における GAPDH の発現変化 第 35 回水晶体研究会 

栃木（2009）（承認番号 M2701 M2702） 

 

嶋田 新、宮田佳樹、山本直樹、小佐野博史 鶏胚由来水晶体上皮初代培養細胞の増殖・マトリック

スメタロプロテアーゼ（MMPs）発現に対するコラーゲンコートの影響 第 35 回水晶体研究会 栃木

（2009）（承認番号 M2701） 

 

馬嶋清如、山本直樹、内藤尚久、市川一夫、荒木琢磨 角膜内皮と水晶体上皮の細胞密度の相関

関係 第 35回水晶体研究会 栃木（2009）（承認番号 M2701 M2702） 
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山本直樹、平野耕治、谷口孝喜 ヒト角膜上皮細胞の分離培養法と不死化細胞株の樹立 藤田学園

医学会第 41回総会 豊明（2009）（承認番号 M2701 M2702） 

 

杉山和寛、村上和隆、杉山 敏、山本直樹 腹膜透析療法が及ぼす腹腔内マクロファージビタミン D

受容体の発現調節に関する臨床研究 藤田学園医学会第 41回総会 豊明（2009） 

 

前野芳正、菅田 健、山本直樹、吉川哲史、河本聡志、守口匡子、佐々木潤、浅野喜造、谷口孝喜 

藤田学園医学会第 41回総会 豊明（2009） 

 

山本直樹 動物実験代替法を用いた安全性評価体制の確立と国際協調に関する研究（課題番号：

H19-医薬-一般-003）－分子生物学的・組織化学的手法を用いた新規眼刺激性試験・眼毒性試験代

替法の開発－ 厚生労働省科学研究費補助金報告書（承認番号 M2701 M2702） 

 

簾内桃子、小坂忠司、山本直樹、竹内早苗、増田光輝、宮岡悦良 JaCVAM 眼刺激性試験代替法外

部評価委員会報告書 

 

山本直樹 皮膚・眼・培養皮膚モデルにおける組織標本作製の課題と留意点（教育講演）皮膚基礎

研究クラスターフォーラム第３回教育セミナー 東京（2008）（承認番号 M2701 M2702 M0402） 

 

諏訪光美、宮田佳樹、嶋田 新、山本直樹、小佐野博史 鶏胚水晶体での GAPDH 発現に関する組織

学的解析と水晶体上皮細胞における核内 GAPDH 機能解析 第 34 回水晶体研究会 抄録集 pp.29 

金沢（2008）（承認番号 M2701 M2702） 

 

山本直樹、宮田佳樹、小佐野博史、柳田隆正、日比野勤、高橋久英、鴨志田伸吾、林 宣宏、馬嶋清

如 水晶体の恒常的な細胞増殖・制御と分化における透明性維持機能の解明にむけた基礎研究 

第 34回水晶体研究会抄録集 pp.31 金沢（2008）（承認番号 M2701 M2702） 

 

山本直樹 組織幹細胞による再生医療へのアプローチ －組織幹細胞の分離と目的細胞への分化

誘導－ 第40 回藤田学園医学会総会 豊明（2008）〔第４回藤田学園医学会奨励賞受賞〕（承認番号

M2701 M2702） 

 

山本直樹 マウス水晶体上皮細胞における組織幹細胞候補細胞の検索と細胞増殖 第 40 回藤田学

園医学会総会 豊明（2008）（承認番号 M2701 M2702） 

 

柳田隆正、新里昌功、山本直樹、家池 勤 白内障ラットの病理組織学的検索 第 40 回藤田学園医

学会総会 豊明（2008） 

 

山田守正、竹田 清、大原義隆、桑原恭子、山本直樹 全胚培養法を用いた A/J 系マウスの口唇裂

発現におよぼす揮発性麻酔薬セボフルランの影響の検討 第 40 回藤田学園医学会総会 豊明

（2008） 
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木村麻美、柳澤昌実、友重直子、江口 亮、鈴木康司、山本直樹、松井太衛、井上 孝 ヒト腸内ビフ

ィズス菌群とヒト ABO 式血液型抗原の相互作用についての検討 第 40 回藤田学園医学会総会 豊

明（2008） 

 

山本直樹 組織幹細胞による再生医療へのアプローチ －組織幹細胞の分離と目的細胞への分化

誘導－ 第 131 回医学セミナー 豊明（2008）〔第４回藤田学園医学会奨励賞受賞講演〕（承認番号

M2701 M2702） 

 

土田邦博、中谷直史、常陸圭介、上住聡芳、山本直樹、山田治基、武田伸一、野地澄晴、砂田芳秀 

マイオスタチン阻害による骨格筋肥大と脂肪量減少の分子機構平成 20 年度厚生労働省精神・神経

疾患研究委託費報告書（承認番号 I0602） 

 

山本直樹 動物実験代替法を用いた安全性評価体制の確立と国際協調に関する研究（課題番号：

H19-医薬-一般-003）－分子生物学的・組織化学的手法を用いた新規眼刺激性試験・眼毒性試験代

替法の開発－ 厚生労働省科学研究費補助金報告書 

 

簾内桃子、小坂忠司、山本直樹、竹内早苗、増田光輝、宮岡悦良 JaCVAM 眼刺激性試験代替法外

部評価委員会報告書（承認番号 M2701 M2702） 

 

山本直樹 『網膜幹細胞の分離方法および網膜幹細胞』特許公開 2008-92891．（承認番号 M2701、

M2702） 

 

山本直樹、丸野内棣、鴨志田伸吾、堤寛、日比野勤、高橋久英、馬嶋清如 新たに育成した有色白

内障マウス(BpS/cat) 第 33回水晶体研究会 兵庫（2007） 

 

山本直樹、西起史、西佳代 ウサギ後発白内障モデルを用いた眼内レンズのエッジ効果についての

検討 第 33回水晶体研究会 兵庫（2007） 

 

山本直樹、丸野内棣、日比野勤、馬嶋清如 水晶体上皮細胞の細胞周期 第32回水晶体研究会 横

浜（2006） 

 

 

 
医療科学部  

臨床検査学科 

 

【解剖学】 

 

欧文雑誌 

Katoh.Y.Y. and Isomura,G.   Light microscopic study of the locus ceruleus in the hamster 

(Mesocricetus auratus). Structure and Function 8: 51-58. 2010 
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Katoh,YY., Yamazaki,E., Taniguti, K., Yamada, K., Isomura, G. Light and electron 

microscopic observation of intracytoplasmic inclusion bodies in the locus coeruleus of 

the hamster. Arch Histol Cytol. 69: 129-134. (2006) 

 

 

国内学会 

加藤好光、平手いづみ、本田夕貴、山田敬喜、安倍雅人、磯村源蔵 マウス神経細胞質内封入体と

ヒト青斑核に観察される酸好性小体との比較 コ・メディカル形態機能学会 第９回学術集会 新潟

（2010） 

 

加藤好光、高津加奈、磯村源蔵 リポポリサッカライド（LPS）投与によるマウス青斑核細胞質内封入体

の変化 第 114回日本解剖学会総会・全国学術集会 岡山（2009） 

 

加藤好光、大須賀沙和子、高見 舞、三輪明日香 二種の実験による青斑核細胞質内封入体の量的

変化の観察 藤田学園医学会 第 41回総会 豊明（2009） 

 

加藤好光、高津加奈、磯村源蔵 リポポリサッカライド（LPS）投与によるマウス青斑核細胞質内封入体

の変化 第 114回日本解剖学会総会・全国学術集会 岡山（2009） 

 

加藤好光、大須賀沙和子、高見 舞、三輪明日香 二種の実験による青斑核細胞質内封入体の量的

変化の観察 藤田学園医学会 第 41回総会 豊明（2009） 

 

加藤好光、高津加奈、武田佳奈、瀬在洋一、磯部源蔵 リポポリサッカライド投与によるマウス青斑核

細胞質内封入体の量的変化 コ・メディカル形態機能学会 第 7 回学術集会 藤田保健衛生大学 

豊明（2008） 

 

加藤好光、山田敬喜 シリアンハムスター青斑核の光顕・電顕的研究 第 111 回日本解剖学会総会 

神奈川（2006） 

 

加藤好光、山田敬喜、磯村源藏 封入体を指標としたハムスター青斑核の光顕・電顕的研究 コ・メデ

ィカル形態機能学会 第５回総会 山形（2006） 

 

 

地方学会（セミナー、研究会等含む） 

加藤好光、平手いづみ、本田夕貴、山田敬喜、安倍雅人、磯村源蔵 マウス青斑核細胞質内封入体

の染色性とその微細構造 藤田学園医学会 第 42回総会 豊明（2010） 

 

加藤好光、山田敬喜、磯村源蔵 レセルピン投与後のマウス青斑核に観察される核小体用封入体の

変化 藤田学園医学会 第 38回総会 豊明（2006） 
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【臨床化学】 

 

国内学会・特別講演等 

小林千春、伊藤康宏、石川浩章、大橋鉱二、長村洋一 継続するトレーニングが及ぼすトリプトファン

-キヌレニン代謝経路への影響 第 60 回日本栄養食糧学会大会 静岡（2006） 

 

大橋鉱二、千葉さやか、石川浩章、太田好次 インスリン抵抗性Ⅱ型糖尿病モデルマウスに対する

オクタコサノールの改善効果 第 60回日本栄養食糧学会大会 静岡（2006） 

 

 

 

【生理学】 

 

欧文雑誌 

Yamada K, Nishii K, Sawada H, Ito M, Aizu N, Dohi S, Hida T. Shaking stimuli may prevent 

bone fracture by restraining a bone density decrease gently. J Anal Bio-Sci 33(2)141-150 

(2010)（承認番号 H0702） 

 

Yasushi Nakagami , Kazuhiro Maruta, Naoki Ban, Saori Ukon, Yasuhiro Ito, Yuka Uhida，

Junichi Ishii , Changes in serum SH in acute and chronic hepatopathies caused by carbon 

tetrachloride J.Anal.Bio-Sci 31(3)215～220 （2008）（承認番号 H0401） 

 

 

和文雑誌 

長岡俊治、大石康晴、山崎将生、河野史倫、中井直也、大平充宣、後藤勝正、須藤正道、石原昭彦、

哺乳動物の発育・発達における重力の役割追求ＷＧ：心肺自律神経反射の生後発達と進化、Space 

Utilization Research、24, 276-277（2008） 

 

 

国際学会 

Yamada K, Nishii K, Ito M, Hida T The stimulation to make it shake may prevent a fracture 

by restraining bone density decrease gently. 21th IUBMB International Congress of 

Biochemistery and Molecular Biology and 12th FAOBMB Congress Shanghai China（2009）（承

認番号 H0702） 

 

Ito M, Yamada K, Nishii K, Hida T Effects of shaking on origin and insertion sides of 

the murine psoas major. 21th IUBMB International Congress of Biochemistery and Molecular 

Biology and 12th FAOBMB Congress Shanghai China（2009）（承認番号 H0702） 

 

Yuko Eno, Shunji Nagaoka, Vestibulo-cardiovascular Reflex of Fish induced by Sinusoidal 

Linear and Rotational Accelerations, 28th Annual International Gravitational Physiology 

Meeting, San Antonio, Texas, USA (2007) 
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S. Nagaoka, C. Miyasaka, M. Shida, Y. Eno, Y. Ohira, Gravity Plays a Key Role in Postnatal 

Development of Heart Rate Variability, 23rd American Society for Gravitational and Space 

Biology Annual Meeting, Moffett Field, California, USA (2007) 

 

 

国内学会 

伊藤正典、山田晃司、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、肥田岳彦 振盪刺激がマウス肝臓内臓脂

肪に与える影響 第 114回日本解剖学会総会 岡山（2009）（承認番号 H0702） 

 

Nagaoka Shunji, Eno Yuko, Ohira Yoshinobu, Gravity is Essential for Postnatal Development 

of Cardiopulmonary Reflex 第 85回日本生理学会大会 東京 (2008) 

 

Ito Yasuhiro, Nakagami Yasushi, Maruta Kazuhiro, Nagaoka,Shunji, Oxidative stress of 

blood may relate to examination result of students 第 85回日本生理学会大会 東京 (2008) 

 

Yasushi Nakagami, Naoki Ban, Saori Ukon, Kazuhiro Maruta, Yasuhiro Ito, Change of seum 

SH groups in carbon tetrachloride induced acute and chronic liver injury 第 85回日本

生理学会大会 東京 (2008) （承認番号 H0401） 

 

Nomura Hiroko, Nagaoka Shunji, Hata Tadayoshi, Effects of the doxapram HCl on the cardiac 

conduction system under sevoflurane anesthesia 第 85 回日本生理学会大会 東京 (2008)（承

認番号 H0501） 

 

長岡俊治、宮坂知香、志田まい子、大田原慎也、江野佑子、大平充宣 過重力環境下での心拍変動

の生後発達 第 53回日本宇宙航空環境医学会大会 愛知（2007） 

 

長岡俊治、宮坂知香、志田まい子、大田原慎也、江野佑子、大平充宣 心拍変動の生後発達は重力

に依存する 日本宇宙生物科学会第 21回大会 東京（2007） 

 

Shunji Nagaoka, Yuko Eno, Yoshinobu Ohira Gravity and Postnatal Development of Heart Rate 

Variability (２)  日本比較生理生化学会第 29回大会 岡山（2007） 

 

Yuko Eno, Shunji Nagaoka Vestibulo-cardiovascular Reflex of Fish under Accelerated 

Conditions 第 84回日本生理学会大会 大阪（2007） 

 

Yasushi Nakagami, Kazuhiro Maruta, Yasuhiro Ito, Yuka Uchida Variation in serum SH groups 

in carbon tetrachloride induced liver injury 第 84回日本生理学会大会 大阪（2007） 

 

Nomura Hiroko, Hata Tadayoshi, Tomiyasu Mayu, Irikura Mitsuru, Irie Tetsumi, Shunji 

Nagaoka Effects of changes in the doxapram HCl concentration in the blood on the cardiac 

conduction system 第 84回日本生理学会大会 大阪（2007） 
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長岡俊治、宮坂知香、志田まい子、大田原慎也 心拍変動の生後発達と重力 第 39 回藤田学園医

学会 豊明（2007） 

 

蒲生一将、則武明香里、高橋久英、長岡俊治 運動障害マウスB6-wob の行動 第39回藤田学園医

学会 豊明（2007） 

 

坂 尚樹、奥村 陽、磯部勇太、右近紗緒里、中上 寧、丸田一皓、伊藤康宏、内田由香 四塩化炭

素誘導の急性肝炎が血清 SH 基に及ぼす影響 第 39回藤田学園医学会 豊明（2007） 

 

右近紗緒里、磯部勇太、奥村 陽、坂 尚樹、中上 寧、丸田一皓、伊藤康宏、内田由香 四塩化炭

素誘導の慢性肝障害における血清 SH 基の変動 第 39 回藤田学園医学会 豊明（2007） 

 

野村裕子、畑 忠善、小川佳子、山本那津美、長岡俊治 塩酸ドキサプラムのラット心臓伝導時間へ

の影響 第二報 第 39 回藤田学園医学会 豊明 (2007) 

 

長岡俊治、進藤嘉昭、野村裕子、畑 忠善 加速度負荷に伴う心拍変動と重力 第 52 回日本宇宙航

空環境医学会大会 米子 (2006) 

 

Shindo Yoshiaki, Nomura Hiroko, Hata Tadayoshi, Nagaoka Shunji Heart rate variability 

of rat under sinusoidal rotation 第 83回日本生理学会大会 前橋 (2006) 

 

Hiroko Nomura, Tadayoshi Hata, Yutaka Hirata, Shunji Nagaoka Effect of doxapram HCl on 

cardiac conduction system 第 79回日本薬理学会年会 横浜 (2006) 

 

 

地方学会 

伊藤正典、山田晃司、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、肥田岳彦 振盪刺激がマウス大腰筋の起

始側・停止側に与える影響 第 25回東海北陸理学療法学術大会 岐阜（2009）（承認番号 H0702） 

 

栗木万里奈、野村裕子、楠木啓史、細井光沙、真野聖子、松浦秀哲、入江徹美、入倉 充、長岡俊治、

畑 忠善 心筋の再分極過程に対する塩酸ドキサプラムの影響 第３回日本臨床検査学教育学会学

術大会 福岡 (2008)（承認番号 H0501） 

 

野村裕子、畑 忠善、楠木啓史、長岡俊治 セボフルレン麻酔下における塩酸ドキサプラムの心臓刺

激伝導系への影響 第 40回藤田学園医学会 豊明 (2008)（承認番号 H0501） 

 

野村裕子、畑 忠善、井口文世、武田明子、長岡俊治 ラットの呼吸循環動態に対する塩酸ドキサプ

ラムの濃度依存性作用 第 38回藤田学園医学会 豊明（2006） 
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【薬理学概論】 

 
教室紹介 
 野村は臨床病態学の畑忠善教授と共に呼吸促進剤の塩酸ドキサプラムに関する研究を過去 5 年

間行ってきた。特にラットを用いて塩酸ドキサプラムの心筋再分極に対する影響を追求している。そ

の研究内容の概要を以下に記す。 
 QRSの極性が１心拍ごとに逆方向に変化する両方向性心室頻拍（BVT）はジギタリス中毒や重症心

筋疾患において報告されているが、実験モデルによる詳細な検討はなされていない。本研究室では、

ハロセン麻酔下のエピネフリンによる不整脈誘発実験ラットを用いて、細胞内 Ca2+を増加させる塩酸

ドキサプラムの追加投与が BVT を誘発する可能性についての検証を行ってきた。 
 実験は雌の成熟ウイスターラットにハロセンの吸入麻酔（1.2%）を行い、心電図と呼吸運動を

BiopacMP-35 システムによって記録した。塩酸ドキサプラム(0.25〜0.75mg/kg/min)を持続投与し、続

いてエピネフリン(10μg/kg/min)を持続投与した。その結果、塩酸ドキサプラム投与後およびエピネ

フリン追加後は薬物投与前と比較して、心電図の QTc 値は延長し (102.1±12.6→120.9±15.3→

143.9±17.8msec)、RR 間隔は有意に短縮した(203.0±1.9→184.1±1.4→168.9±3.6msec)が、PQ 間

隔には変化なかった。BVT はエピネフリン投与開始後 15〜20 分に出現した。塩酸ドキサプラム濃度

による BVT 出現率は 0.25mg/kg/min で 33％、0.50 mg/kg/min で 40％、0.75 mg/kg/min では 100％

であった。ハロセン麻酔下で、ドキサプラム(0.75mg/kg/min)とエピネフリン(10μg/kg/min)の持続投与

では 100%BVT が誘発された。このことからこの実験モデルは BVT の発現機序と停止機序の検討に

有用であることがわかった。そこで、この BVT 誘発実験モデルを用いて BVT の発現機序の検討を

行った。BVT は主に心筋細胞膜の膜電位制御障害と細胞内 Ca2+ハンドリング異常が原因と考えられ、

その発現機序には細胞内 Ca2+過負荷の関与が考えられているので、Ca2+の細胞内流入を制御する

アデノシンと筋小胞体からの Ca2+の放出を阻害するライアノジンを用いて BVT を停止させる可能性

について検討した。塩酸ドキサプラム持続投与におけるエピネフリンの追加投与によりBVTを出現さ

せた後にアデノシンの単回投与を行うと一過性のBVT 停止効果を示した。一方、ライアノジンの持続

投与は、その開始後平均 3 分 15 秒後で BVT を停止させ、正常洞調律波形に復帰させた。アデノシ

ン、ライアノジン投与による BVT の停止効果は全例で観察された。即ち、われわれの研究も BVT の

発現機序には細胞内 Ca2+過負荷が関与していることを示している。現在、臨床応用の可能性も考え

ながら、更に継続して本課題を追求している。 
 
   before drug administration  

    
   continuous injection of doxapram and epinephrine 

    
                        appearance of BVT  
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欧文雑誌 

Hiroko Nomura, Hirofumi Kusuki, Marina Kuriki, Yoshie Kochiyama, Akiko Tanaka, Mitsuru 

Irikura, Tetsumi Irie, Hiroko Boda, Masatomo Takeuchi, Masafumi Miyata, Toshio Yamazaki, 

Shunji Nagaoka, Tadayoshi Hata  Effects of Doxapram on Myocardial Repolarization in 

Anesthetized Rats  Ther. Res. 30(8) 1367～1374（2009）（承認番号 H0501） 

 

 

国際学会 

Hiroko Nomura, Hirofumi Kusuki, Marina Kuriki, Kayo Horio, Yumi Omeki, Masao Yamasaki, 

Yasuhiro Ito, Tadayoshi Hata  The study of drug-induced bidirectional ventricular 

tachycardia  19th International Conference of the Cardiovascular System Dynamics Society, 

Fukuoka, Japan (2010)（承認番号 H0501） 

 

Yuka Aoyama, Tadayoshi Hata, Yasuhiro Ito, Hiroko Nomura, Masao Yamasaki  Inhalation of 

1,8-Cineole Decreases the Heart Rate and Common Carotid Arterial Flow in Wistar Rats   

19th International Conference of the Cardiovascular System Dynamics Society, Fukuoka, 

Japan  (2010)（承認番号 H0531） 

 

Hiroko Nomura, Tadayoshi Hata, Hirofumi Kusuki, Tetsumi Irie, Mitsuru Irikura, Yoshie 

Kochiyama, Akiko Tanaka, Shunji Nagaoka  Effects of the doxapram HCl on the cardiac 

conduction system 36th International Congress of Physiological Sciences, Kyoto,Japan 

(2009）（承認番号 H0501) 

 

 

国内学会 

Hiroko Nomura, Kayo Horio, Masao Yamasaki, Yasuhiro Ito, Tadayoshi Hata  A model for drug- 

induced bidirectional ventricular tachycardia  第 87 回日本生理学会大会 盛岡 (2010)

（承認番号 H0501） 

 

青山友佳、真鍋里菜、松本 唯、野村裕子、伊藤康宏、畑 忠善、山崎将生 ラットでの物質の吸入実

験方法の確立と工夫 第４回日本臨床検査学教育学会学術大会 東京(2009)（承認番号 H0531） 

 

 

地方学会（セミナー、研究会等含む） 

野村裕子、堀尾佳世、大目木佑美、山﨑将生、伊藤康宏、畑 忠善 薬剤誘発性両方向性心室頻拍

に関する検討  第 42回藤田学園医学会 豊明 (2010)（承認番号 H0501） 

 

野村裕子、栗木万里奈、堀尾佳世、山崎将生、伊藤康宏、畑 忠善 エピネフリン誘発不整脈へのド

キサプラムの影響 第 41回藤田学園医学会 豊明 (2009)（承認番号 H0501） 
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【病理学】 

 

教室紹介 

家池はラットやマウスなどを用いた実験的発癌に対する修飾因子の検索を行っている。 

1）N-Dimethylnitrosamine(ＤＭＮ)１回胃内強制投与により、Sprague-Dawley(ＳＤ)系雄ラットでは成人

型の腎細胞癌が、Fischer 系雄ラットでは胎児型の腎芽腫を誘発する実験系を確立した。この実験系

において、天然β－カロチンの抑制作用および痛風治療薬であるコルヒチンの腫瘍増殖促進作用

を明らかにした。またアセトン水を投与した実験ではＤＭＮ腎細胞癌の増殖を抑制したが、ＤＭＮ腎

芽腫の増殖に対しては何ら影響を与えないことを明らかにした。    

他方、プラスチックの原料であるエピクロロヒドリンがＤＭＮ腎腫瘍の増殖に対して顕著な促進作用

をみいだしている。現在、ＤＭＮ腎腫瘍に対する促進のエピクロロヒドリンと抑制のアスコルビン酸の

修飾因子について検索を進めている。 

2）ラットよりヒトに近いマウス（ICR 系）にＤＭＮを２回胃内強制投与により、成人型の腎細胞癌を発生

させる実験系を確立した。この実験系において、エピクロロヒドリンがラットのＤＭＮ腎腫瘍のみならず、

マウスＤＭＮ腎腫瘍増殖に対しても促進作用を有することを明らかにした。現在、ＤＭＮ腎腫瘍に対

するエピクロロヒドリンの促進作用を経時的に検索している。 

 柳田の研究はラットを用いた白内障誘発モデルの確立を目指している。F344 系ラットの自然発症し

た加齢性白内障の病理組織学的検索を行い、雑誌投稿（日本疾患モデル学会誌, vol.21, 

PP.66-67, 2005）をした。自然発症した加齢性ラット白内障の系統を用いて、高濃度のガラクトース含

有飼料、摂取させることでガラクトース白内障を誘発させ、水晶体上皮細胞の変性過程を種々のアポ

トーシス関連因子の発現を病理組織学的に検索している。同時に加齢性白内障の自然発症のため

長期飼育も行い、白内障発症における雌雄差を観察している。 

今後は白内障症例数を増やし、白内障形成過程における水晶体上皮細胞の変化を種々の免疫

染色により検索を進めている。 

家池、柳田は研究成果を以下のように発表・投稿した。化学発癌実験モデルを用いた研究が中心
となっている。ヒトの生活に深い関わりを持つ有益なエピクロロヒドリン（プラスチックの原料として広範
に使用されている）のラット及びマウスのＤＭＮ腎細胞癌やＤＭＮ肺腫瘍の発生及び増殖を促進する
作用を報告した。（第95回病理学会総会抄録、2006）（第6回コ・メディカル形態機能学会抄録、2007）
（66th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association、2007）（第39回藤田学園医学会抄
録、2007） 

ラットＤＭＮ腎腫瘍の系統差及び雌雄差を報告した。（第97回日本病理学会総会抄録、2008）
（67th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association, 2008）（第43回日本実験動物技術
者協会全国大会抄録、2009） 
痛風治療薬であるコルヒチンのラットＤＭＮ腎腫瘍増殖促進作用と系統差を報告した。（第65回日本
癌学会学術総会抄録、2006）（第7回コ・メディカル形態機能学会、2008） 
ガラクトース誘発ラット白内障の免疫染色による組織学的特徴を報告した。（第4回コ・メディカル形態
機能学研究会抄録、2006）（第40回藤田学園医学会抄録、2008）（第8回コ・メディカル形態機能学会
学術集会抄録、2009） 

生薬研究塾との共同実験、マウスＤＭＮ腎腫瘍増殖に対する高温高圧処理ニンニクによる影響を
を報告した。（68th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association, 2009） 

今後ヒトの生活環境中の有益な化学物質の種々の作用を検索し、生活環境から有害な作用を有

する化学物質の排除に貢献できる研究を進めることが必要と考える。 
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和文雑誌 

柳田隆正、家池 勤、新保寛、千原 猛、金児孝晃、別府秀彦 ICR系雄マウスのNDMA腎腫瘍発生に

おける高温高圧処理ニンニク混餌投与の修飾作用 藤田学園医学会誌  Vol.34,No.1,pp81～85

（2010） 

 

 

国内学会 

家池 勤、柳田隆正 DMN投与による SD系雌ラットの腎腫瘍及び多発性肝嚢胞 第99回日本病理学

会 東京（2010）（承認番号 C0302） 

 

新保 寛、金児孝晃、千原 猛、戸松亜希子、別府秀彦、園田 茂、柳田隆正、新里昌功、家池勤 

マウス胃・小腸並びに腎臓発がんに及ぼす高温高圧処理ニンニクの修飾作用 第 17 回日本がん予

防学会 札幌（2010）（承認番号 C0322） 

 

柳田隆正、山本直樹、家池 勤 ブリダー3 社の SD 系雌ラットにおける NDMA 腎腫瘍について 第 44

回日本実験動物技術者協会全国大会 旭川（2010）（承認番号 C0327） 

 

Takamasa Yanagida, Tsutomu Ieike Effect of a single dose of N-Nitrsodimethylamine on 

the thymoma-prone Buf/Mna rats. 69th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association 

大阪（2010）（承認番号 C0331） 

 

羽根田千江美、鈴木昇一、井田義宏、家池 勤、長尾静子、松山睦司、遺伝性胸腺過形成を示す 

BUF/Mna系ラットにおける画像診断の有用性 日本実験動物技術者協会第 44回総会 旭川 (2010) 

 

 

地方学会 

柳田隆正、 山本直樹、 松山睦司、 家池  勤  胸腺腫好発 BUF/Mna 系ラ ッ ト に お け る 

N-Nitrsodimethylamine 投与の影響 第 42回藤田学園医学会 豊明（2010）（承認番号 C0331） 

 

羽根田千江美、鈴木昇一、家池 勤、長尾静子、濱中 功、松山睦司 検定交配における画像診断

の有用性 東海実験動物研究会 7月例会 三重（2010)  

 

 

 

医療科学部 

リハビリテーション学科 

 

【解剖学】 

 

欧文雑誌 

Sawada, H., Ishiguro, H., Nishii, K., Yamada, K., Tsuchida, K., Takahashi, H., Goto, J., 

Kanazawa, I., Nagatsu, T. Characterization of neuron-specific huntingtin aggregates in 
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human huntingtin knock-in mice. Neurosci Res. 57(4):559-573. (2007) 

 

Yamada, K., Sawada, H., Nishii, K., Ichino, N., Hida, T., Nagao, S., Takahashi, H., 

Ishiguro, H., Nagatsu, T. Expression levels of Egr-1 and Nur77 proteins in mouse brain 

are increased by withdrawal of nicotine. Biogenic Amines 21(4), 183-194. (2007) 

 

Yamada K, Ichino N, Nishii K, Sawada H, Hida T, Ishiguro H Increased expression of signal 

proteins in mouse brain by withdrawal of nicotine after chronic administration of the 

alkaloid Biogenic Amines, 20(3-4)105－120（2006） 

 

 

国際学会 

Yamada K., Sawada H., Nishii K., Hida T. Effects of a new physiotherapy method using 

shaking stimulation on serum bone formation marker. 28th WORLD CONGRESS OF BIOMEDICAL 

LABORATORY SCIENCE, NEW DELHI, INDIA（2008）（承認番号 H0702） 

 

Yamada K, Sawada H, Nishii K, Ichino N, Hida T, Ishiguro H, Nagatsu T Increased expression 

of signal proteins in mouse brain after chronic nicotine administration followed by 

withdrawal 20th IUBMB International Congress of Biochemistery and Molecular Biology and 

11th FAOBMB Congress, Kyoto, Japan（2006） 

 

 

国内学会 

山田晃司、西井一宏、澤田浩秀、会津直樹、伊藤正典、肥田岳彦 振盪刺激を用いた新規物理療法

の血清中骨形成マーカーによる効果の検討 第 31 回日本分子生物学会年会 兵庫（2008）（承認番

号 H0702） 

 

伊藤正典、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、山田晃司、肥田岳彦 マウスにおける振盪台を用い

た物理療法の筋増強効果 コ・メディカル形態機能学会第７回学術集会 愛知（2008）（承認番号

H0702） 

 

西井一宏、吉原大輔、山口太美雄、山下積徳、長岡香百合、倉橋浩樹、Wallace, DP. 髙橋久英、長

尾枝澄香 嚢胞性腎疾患モデル pcy マウスにおける責任遺伝子 Nphp3 の解析 福岡（2008） 

 

吉原大輔、西井一宏、長岡香百合、倉橋浩樹、髙橋久英、長尾枝澄香 多発性嚢胞腎症モデル pcy 

マウスの責任遺伝子 Nphp3 の解析 日本実験動物科学技術 2008 宮城（2008） 

 

山田晃司、澤田浩秀、西井一宏、肥田岳彦 アルカロイドの長期投与後、その除去がマウス脳内の

Bag1と Hsp70タンパク質に与える影響 第 112回日本解剖学会総会 大阪（2007） 

 

会津直樹、園田明子、山田晃司、肥田岳彦 実験的脊髄損傷ラットにおける下腿の筋の組織変化 

第６回コ・メディカル形態機能学会学術集会 愛媛（2007）（承認番号 H0701） 
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山田晃司、会津直樹、肥田岳彦 骨密度低下モデルマウスにおける物理療法を用いた骨折予防効

果 第６回コ・メディカル形態機能学会学術集会 愛媛（2007）（承認番号 H0702） 

 

会津直樹、山田晃司、澤田浩秀、肥田岳彦 骨密度低下を制御する物理療法の開発 第 30 回日本

分子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会合同大会 横浜（2007）（承認番号 H0702） 

 

山田晃司、澤田浩秀、会津直樹、肥田岳彦 振盪刺激がマウス大腿骨に与える影響 第30回日本分

子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会合同大会 横浜（2007）（承認番号 H0702） 

 

堤真紀子、橋本かおり、向後寛、河和寛恵、山田晃司、稲垣秀人、大江瑞恵、倉橋浩樹 マウスの減

数分裂期に特異的に発現する新規遺伝子の同定 第30回日本分子生物学会年会・第80 回日本生

化学会大会合同大会 横浜（2007） 

 

国内学会・特別講演等 

山田晃司、澤田浩秀、西井一宏、市野直浩、肥田岳彦、石黒啓司、永津俊治 ニコチン添加および

除去が神経細胞に与える影響 第 111回日本解剖学会総会 東京（2006） 

 

肥田岳彦、山田晃司、磯村源蔵 スンクスの体壁を縦走する動脈について 第 5 回コ・メディカル形

態機能学会学術集会 山形（2006） 

 

 

地方学会 

会津直樹、土肥さやか、伊藤正典、西井一宏、山田晃司、肥田岳彦 実験的脊髄損傷ラットにおける

ヒラメ筋の筋タンパクの変化 第 40回藤田学園医学会 愛知（2008）（承認番号 H0701） 

 

会津直樹、園田明子、山田晃司、肥田岳彦 実験的脊髄損傷ラットにおける骨格筋の組織化学的変

化－下腿の筋について－ 第 39 回藤田学園医学会 豊明（2007）（承認番号 H0701） 

 

山田晃司、会津直樹、肥田岳彦 振盪刺激の継続による骨折予防効果に関する研究 第 39 回藤田

学園医学会 豊明（2007）（承認番号 H0702） 

 

肥田岳彦、山田晃司、大木奈津子、寺島 優 スンクスにおける体壁前壁の縦走動脈の形成につい

て 第 37回藤田学園医学会 豊明（2006） 

 

 

 

【機能解剖学】 

 

欧文雑誌 

Kugita M, Nishii K, Morita M, Yoshihara D, Kowa-Sugiyama H, Yamada K, Yamaguchi T, Wallace 

DP, Calvet JP, Kurahashi H, Nagao S. Global gene expression profiling in early-stage 

polycystic kidney disease in the Han:SPRD Cy rat identifies a role for RXR signaling. 
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Am J Physiol Renal Physiol. 300(1):177-188 2010 （承認番号 H0701） 

 

Yamada K, Nishii K, Hida T. Shaking stimuli can retard accelerated decline of bone strength 

of a mouse model assumed to represent a postmenopausal woman. J Anal Bio-Sci Sep 33(4) 

355-365 2010（承認番号 H0702） 

 

Yamada K, Nishii K, Sawada H, Ito M, Aizu N, Dohi S Hida T. Shaking stimuli may prevent 

bone fracture by restraining a bone density decrease gently. J Anal Bio-Sci Mar 33(2) 

141-150 2010 （承認番号 H0702） 

 

Yamada K, Nishii K, Sawada H, Ito M, Aizu N, Dohi S, Hida T. Shaking stimuli may prevent 

bone fracture by restraining a bone density decrease gently. J Anal Bio-Sci 2010 in press

（承認番号 H0702） 

 

Sawada, H., Ishiguro, H., Nishii, K., Yamada, K., Tsuchida, K., Takahashi, H., Goto, J., 

Kanazawa, I., Nagatsu, T. Characterization of neuron-specific huntingtin aggregates in 

human huntingtin knock-in mice. Neurosci Res. 57(4):559-573. (2007) 

 

Yamada, K., Sawada, H., Nishii, K., Ichino, N., Hida, T., Nagao, S., Takahashi, H., 

Ishiguro, H., Nagatsu, T. Expression levels of Egr-1 and Nur77 proteins in mouse brain 

are increased by withdrawal of nicotine. Biogenic Amines 21(4),183-194. (2007) 

 

Yamada K, Ichino N, Nishii K, Sawada H, Hida T, Ishiguro H Increased expression of signal 

proteins in mouse brain by withdrawal of nicotine after chronic administration of the 

alkaloid Biogenic Amines, 20(3-4)105－120（2006） 

 

 

論文—和文 

伊藤正典、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、肥田岳彦、山田晃司 振盪刺激がマウス大腰筋に及

ぼす影響について組織学と特異的タンパク質の発現量からの検討 形態・機能、第 9 巻、1 号、3-11

（2010）（承認番号 H0702） 

 

 

国際学会・特別講演等 

Yamada K, Sawada H, Nishii K, Ichino N, Hida T, Ishiguro H, Nagatsu T Increased expression 

of signal proteins in mouse brain after chronic nicotine administration followed by 

withdrawal 20th IUBMB International Congress of Biochemistery and Molecular Biology and 

11th FAOBMB Congress, Kyoto, Japan（2006） 

 

 

国際学会 

Yamada K., Sawada H., Nishii K., Hida T. Effects of a new physiotherapy method using 
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shaking stimulation on serum bone formation marker. 28th WORLD CONGRESS OF BIOMEDICAL 

LABORATORY SCIENCE, NEW DELHI, INDIA（2008）（承認番号 H0702） 

 

 

国内学会・特別講演等 

山田晃司、澤田浩秀、西井一宏、市野直浩、肥田岳彦、石黒啓司、永津俊治 ニコチン添加および

除去が神経細胞に与える影響 第 111回日本解剖学会総会 東京（2006） 

 

肥田岳彦、山田晃司、磯村源蔵 スンクスの体壁を縦走する動脈について 第 5 回コ・メディカル形

態機能学会学術集会 山形（2006） 

 

 

国内学会 

山田晃司、伊藤正典、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、名和史朗、大川麻樹、肥田岳彦 水平板

回転装置による刺激がマウス下肢筋に与える効果の分析 第 115 回日本解剖学会総会 盛岡

（2010）（承認番号 H0702） 

 

西井一宏、会津直樹、山田晃司、伊藤正典、土肥さやか、名和史朗、大川麻樹、肥田岳彦 脊髄損

傷早期における下腿筋変化の解析(実験的モデルラットを用いて) 第115回日本解剖学会総会 盛

岡（2010）（承認番号 H0701） 

 

伊藤正典、山田晃司、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、肥田岳彦 振盪刺激がマウス肝臓内臓脂

肪に与える影響 第 114回日本解剖学会総会 岡山（2009）（承認番号 H0702） 

 

山田晃司、西井一宏、澤田浩秀、会津直樹、伊藤正典、肥田岳彦 振盪刺激を用いた新規物理療法

の血清中骨形成マーカーによる効果の検討 第 31 回日本分子生物学会年会 兵庫（2008）（承認番

号 H0702） 

 

伊藤正典、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、山田晃司、肥田岳彦 マウスにおける振盪台を用い

た物理療法の筋増強効果 コ・メディカル形態機能学会第７回学術集会 愛知（2008）（承認番号

H0702） 

 

西井一宏、吉原大輔、山口太美雄、山下積徳、長岡香百合、倉橋浩樹、Wallace, DP. 髙橋久英、長

尾枝澄香 嚢胞性腎疾患モデル pcy マウスにおける責任遺伝子 Nphp3 の解析 福岡（2008） 

 

吉原大輔、西井一宏、長岡香百合、倉橋浩樹、髙橋久英、長尾枝澄香 多発性嚢胞腎症モデル pcy 

マウスの責任遺伝子 Nphp3 の解析 日本実験動物科学技術 2008 宮城（2008） 

 

山田晃司、澤田浩秀、西井一宏、肥田岳彦 アルカロイドの長期投与後、その除去がマウス脳内の

Bag1と Hsp70タンパク質に与える影響 第 112回日本解剖学会総会 大阪（2007） 

 

会津直樹、園田明子、山田晃司、肥田岳彦 実験的脊髄損傷ラットにおける下腿の筋の組織変化 
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第６回コ・メディカル形態機能学会学術集会 愛媛（2007）（承認番号 H0701） 

 

山田晃司、会津直樹、肥田岳彦 骨密度低下モデルマウスにおける物理療法を用いた骨折予防効

果 第６回コ・メディカル形態機能学会学術集会 愛媛（2007）（承認番号 H0702） 

 

会津直樹、山田晃司、澤田浩秀、肥田岳彦 骨密度低下を制御する物理療法の開発 第 30 回日本

分子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会合同大会 横浜（2007）（承認番号 H0702） 

 

山田晃司、澤田浩秀、会津直樹、肥田岳彦 振盪刺激がマウス大腿骨に与える影響 第30回日本分

子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会合同大会 横浜（2007）（承認番号 H0702） 

 

堤真紀子、橋本かおり、向後 寛、河和寛恵、山田晃司、稲垣秀人、大江瑞恵、倉橋浩樹 マウスの

減数分裂期に特異的に発現する新規遺伝子の同定 第30回日本分子生物学会年会・第80 回日本

生化学会大会合同大会 横浜（2007） 

 

 

地方学会 

伊藤正典、山田晃司、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、肥田岳彦 振盪刺激がマウス大腰筋の起

始側・停止側に与える影響 第 25回東海北陸理学療法学術大会 岐阜（2009）（承認番号 H0702） 

 

会津直樹、土肥さやか、伊藤正典、西井一宏、山田晃司、肥田岳彦 実験的脊髄損傷ラットにおける

ヒラメ筋の筋タンパクの変化 第 40回藤田学園医学会 愛知（2008）（承認番号 H0701） 

 

会津直樹、園田明子、山田晃司、肥田岳彦 実験的脊髄損傷ラットにおける骨格筋の組織化学的変

化－下腿の筋について－ 第 39 回藤田学園医学会 豊明（2007）（承認番号 H0701） 

 

山田晃司、会津直樹、肥田岳彦 振盪刺激の継続による骨折予防効果に関する研究 第 39 回藤田

学園医学会 豊明（2007）（承認番号 H0702） 

 

肥田岳彦、山田晃司、大木奈津子、寺島 優 スンクスにおける体壁前壁の縦走動脈の形成につい

て 第 37回藤田学園医学会 豊明（2006） 

 

 

 

【生理学】 

 

欧文雑誌 

Yamada K, Nishii K, Sawada H, Ito M, Aizu N, Dohi S, Hida T. Shaking stimuli may prevent 

bone fracture by restraining a bone density decrease gently. J Anal Bio-Sci 33(2)141-150 

(2010)（承認番号 H0702） 

 

Yamada K, Ichino N, Nishii K, Sawada H, Hida T, Ishiguro H Increased expression of signal 
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proteins in mouse brain by withdrawal of nicotine after chronic administration of the 

alkaloid Biogenic Amines, 20(3-4)105－120（2006） 

 

 

国際学会・特別講演等 

Yamada K, Sawada H, Nishii K, Ichino N, Hida T, Ishiguro H, Nagatsu T Increased expression 

of signal proteins in mouse brain after chronic nicotine administration followed by 

withdrawal 20th IUBMB International Congress of Biochemistery and Molecular Biology and 

11th FAOBMB Congress, Kyoto, Japan（2006） 

 

 

国際学会 

Yamada K, Nishii K, Ito M, Hida T The stimulation to make it shake may prevent a fracture 

by restraining bone density decrease gently. 21th IUBMB International Congress of 

Biochemistery and Molecular Biology and 12th FAOBMB Congress Shanghai China（2009）（承

認番号 H0702） 

 

Ito M, Yamada K, Nishii K, Hida T Effects of shaking on origin and insertion sides of 

the murine psoas major. 21th IUBMB International Congress of Biochemistery and Molecular 

Biology and 12th FAOBMB Congress Shanghai China（2009）（承認番号 H0702） 

 

 

国内学会・特別講演等 

山田晃司、澤田浩秀、西井一宏、市野直浩、肥田岳彦、石黒啓司、永津俊治 ニコチン添加および

除去が神経細胞に与える影響 第 111回日本解剖学会総会 東京（2006） 

 

肥田岳彦、山田晃司、磯村源蔵 スンクスの体壁を縦走する動脈について 第 5 回コ・メディカル形

態機能学会学術集会 山形（2006） 

 

 

国内学会 

伊藤正典、山田晃司、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、肥田岳彦 振盪刺激がマウス肝臓内臓脂

肪に与える影響 第 114回日本解剖学会総会 岡山（2009）（承認番号 H0702） 

 

 

地方学会 

肥田岳彦、山田晃司、大木奈津子、寺島 優 スンクスにおける体壁前壁の縦走動脈の形成につい

て 第 37回藤田学園医学会 豊明（2006） 

 

伊藤正典、山田晃司、西井一宏、会津直樹、土肥さやか、肥田岳彦 振盪刺激がマウス大腰筋の起

始側・停止側に与える影響 第 25回東海北陸理学療法学術大会 岐阜（2009）（承認番号 H0702） 
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【病理学】 

 

和文雑誌 

加藤一夫、舟橋正範、金子千之、伊藤充哉、松山睦司 ラット筋萎縮および胸腺腫発生に関与する

遺伝子の蛋白尿発現におよぼす影響 藤田学園医学会誌 Vol.30,No.1,pp.15～17（2006） 

 

 

国内学会・特別講演等 

加藤一夫、舟橋正範、金子千之、伊藤充哉、松山睦司 遺伝子領域 Purl を導入したコンジェニック

ラットでの蛋白尿発現 藤田学園医学会 第 38回総会（2006） 

 

 

地方学会、セミナー、研究会等 

松山睦司、加藤一夫、黒田誠 Pur-1 遺伝子領域を導入したコンジェニックラットにおける蛋白尿発

症 東海実験動物研究会 名古屋（2006） 

 

 

 

短期大学 

 

【病理形態検査学】 

 

国内学会 

日比野勤、柳田隆正、羽根田千江美、山本直樹 NDMA 投与による SD 系ラット腎腫瘍の性差 第 43

回日本実験動物技術者協会全国大会 新潟（2009）（承認番号 C0302） 

 

Takamasa Yanagida, Tsutomu Ieike, Takeshi Chihara, Takaaki Kaneko, Hidehiko Beppu,and 

kan Shimpo 68th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association Effect of high 

temperature- and Pressure-treated garlic on the kidney tumorigenesis induced by 

Nitorsodimethyiamine in ICR male mice 横浜（2009）（承認番号 C0322） 

 

柳田隆正、加藤さや香、日比野勤 F344 ラットのガラクトース投与による糖白内障発症の雌雄差 第

８回コ・メディカル形態機能学会学術集会 京都（2009）（承認番号 C0323） 

 

山本直樹、宮田佳樹、小佐野博史、柳田隆正、日比野勤 他 第34 回水晶体研究会 水晶体の恒常

的な細胞増殖・制御と分化による透明性維持の解明にむけた基礎研究 金沢（2008） 

 

柳田隆正、日比野勤、新里昌功 DMN 腎腫瘍発生における ICR 系マウスの雌雄差について 第 97

回日本病理学会総会 金沢（2008）（承認番号 C0301） 

 

柳生 茂、羽根田千江美、日比野勤、高橋久英 エゴマ投与実験の Dahl ラットに与える影響 日本

実験動物科学技術 2008（第 55 回日本動物学会総会、第 42 回日本実験動物技術者協会総会）仙
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台（2008） 

 

羽根田千江美、柳生 茂、高橋久英、日比野勤 UM-X7.1 ハムスターの心筋症に対する硬水の影響 

日本実験動物科学技術 2008（第 55 回日本動物学会総会、第 42 回日本実験動物技術者協会総

会）仙台（2008） 

 

日比野勤、柳田隆正、羽根田千江美、山本直樹 NDMA1 回投与による SD 系雄ラット腎腫瘍の経時

的観察 日本実験動物科学技術 2008（第 55 回日本動物学会総会、第 42 回日本実験動物技術者

協会総会）仙台（2008）（承認番号 C0304） 

 

山本直樹、宮田佳樹、日比野勤 水晶体上皮細胞の増殖と分化における Endogenous Control の推

移 第 47回日本白内障学会総会 東京（2008） 

 

日比野勤、加藤さや香、柳田隆正 SD 系雄ラットの DMN 腎腫瘍発生に対するコルヒチンの腹腔投与

と経口投与の影響 第７回コ・メディカル形態機能学会 豊明（2008）（承認番号 C0304） 

 

柳田隆正、日比野勤、山本直樹、新里昌功 白内障ラットの病理組織学的検索 第 40 回藤田学園医

学会 豊明（2008）（承認番号 C0305） 

 

Takamasa Yanagida, Tsutomu Hibino, Masanori Shinzato Effct of Epichlorohydrin on the lung 

tumorigenesis induced by Nitorosodimethylamine in F344 male rats. 67th Annual Meeting 

of the Japanese Cancer Association. Nagoya（2008）（承認番号 C0302） 

 

日比野勤、柳田隆正、山本直樹 ICR 雄マウスの DMN 腎腫瘍発生に対するエピクロロヒドリの影響 

第 41 回日本実験動物技術者協会総会 名古屋（2007） 

 

柳田隆正、加藤さや香、日比野勤 SD 雄ラットのDMN 腎腫瘍に対するEpichlorohydrinの影響 第

６回コ・メディカル形態機能学会 豊明（2007） 

 

Tsutomu Hibino, Masanori Shinzato, Takamasa Yanagida, Naoki Yamamoto, Effct of 

Epichlorohydrin on the kidney tumorigenesis induced by Nitorosodimethylamine in ICR male 

mice. 66th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association 横浜（2007） 

 

日比野勤、新里昌功、柳田隆正 F344雄ラットの DMN腎及び肺腫瘍に対する Epichlorohydrinの影

響 第 95回病理学会総会 東京（2006） 

 

柳田隆正、日比野勤、加藤さや香 ICR 雄マウスの DMN 腎腫瘍 第５回コ・メディカル形態機能学会 

横浜（2006） 

 

日比野勤、山本直樹、新里昌功、柳田隆正 SD 雄ラットの DMN 腎細胞癌に対するコルヒチンによる促

進効果の経時的観察 第 65回日本癌学会学術総会 京都（2006） 
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柳田隆正、日比野勤、山本直樹 ブリダー３社のSD雄ラットにおけるDMN腎腫瘍発生の差異について 

第 40回日本実験動物技術者協会総会 京都（2006） 

 

 

地方学会、セミナー、研究会等 

柳田隆正、新里昌功、山本直樹、日比野勤 SD 雄ラット DMN 腎腫瘍に対する Epichlorohydrin の

影響 第 39 回藤田学園医学会 豊明（2007） 

 

 

 

藤田記念七栗研究所 

 

欧文雑誌 

Chihara T., Shimpo K., Kaneko T., Beppu H., Tomatsu A., Sonoda S. Inhibitory effects of 

high temperature- and pressure-treated garlic on formation of 

1,2-dimethylhydrazine-induced mucin-depleted foci and 06-methylguanine DNA adducts in 

the rat colorectum. Asian Pac. J. Cancer Prev., 10, 827-831, (2009)（承認番号 N0121） 
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疾患モデル教育研究センター 

研究室紹介 

医学領域研究において自然発症あるいは遺伝子組換え動物を含む疾患モデル動物（実験動物）を

用いた動物実験は不可欠である。そこで、本疾患モデル教育研究センター教職員は、マウス・ラット

等の自然発症モデルや遺伝子改変動物を開発・維持し、それらの疾患モデル動物を用いて、疾病

の発症機序の解明や内科的あるいは外科的治療実験を行い、ヒトの疾病に外挿する医学領域研究

を行っている。 

 

（１）遺伝的多発性嚢胞腎症（PKD）の嚢胞発生機序と治療に関する研究： 

ヒトの PKD は、本邦において 1,000人～2,000人に一人発症するという腎臓領域における最も代

表的な遺伝性疾患であり、両側の腎臓に液体を貯溜した嚢胞が多数認められるとともに高血圧、

肝嚢胞、大腸憩室、脳動脈瘤および心臓弁膜異常が合併する全身性疾患である。しかし、わが

国にはPKDの基礎研究機関がほとんど存在しないと言っても過言ではない。その中で、本疾患モ

デル教育研究センターはPKDにおける嚢胞発生機序の解明と内科的・外科的治療のための研究

を 25年以上に亘り継続的に行っている。 

[1] これまでの研究成果： PKD 疾患モデル動物を用いて育種学的な遺伝子同定を行うと共に、

この病気の発症機序の解明治療に結びつく研究［増殖因子の関与、基底膜構成成分の変

化、走化因子（MCP‐1とOPN）の関与、発症機序に関与するcAMPの役割、細胞情報伝達系の

異常、脱炭酸酵素活性の発症に伴う変化、増悪因子としての性ホルモンの役割、抗がん剤

の病態に及ぼす影響、抗炎症剤の病態進行抑制効果、抗酸化剤（Probucol）の効果等を報

告してきた(Nagao et al.)。 

[2] 患者様が実践することが可能である嚢胞性腎疾患進行の軽減因子としての水（継続的飲

水:内因性 vasopressinの抑制によるセカンドメッセンジャーである cAMPの減少）の効果に

ついても検討を重ねてきた（Nagao et al.J Am Soc Nephrol. 2006）。我々の動物実験結

果等を受けて、日本・米国・欧州共同で AVP 受容体拮抗薬、そして継続的な飲水について

米国で、PKD 患者に対する病態進行抑制効果に関する臨床治験が行われている。

http://www.pkdcure.org/Research/ClinicalTrials/ActiveNotRecruiting.aspx 
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[3] PKDの上皮細胞では、責任遺伝子産物の異常により細胞内カルシ

ウム濃度の低下が見られることから、代表的な降圧剤の一つであ

るカルシウムチャネルブローッカーが増悪因子となることを明らか

にした（Nagao et al. Kidney Int. 2008）。我々の動物実験結

果を受けて、厚生労働省研究班多発性嚢胞腎分科会による Ca2+

拮抗剤の PKD患者に対する影響(安全性)に関する臨床治験が

計画されている。（雑誌表紙に掲載。） 

http://www.clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00541853 

[4] PKDモデルである Han:SPRD Cyラットの責任遺伝子の検索と DNAマイクロアレイを用い

た網羅的遺伝子解析により、早期病態発現における RXR 情報伝達系の関与を示唆し、

新たな PKD 治療薬開発に関する新規情報伝達系を提供した (Kugita et al. Am. J. 

Physiol. Renal Physiol. 2010）。加えて、責任遺伝子産物 SamCystin の細胞内発現

増加と局在異常の分布の異常および変化が嚢胞の発症機序あるいは病態の悪化に及ぼ

すことを報告した (Nagao et al. Am. J. Physiol. Renal Physiol. 2010）。 

[5]  ヒト劣性遺伝性多発性嚢胞腎（ARPKD）と ortholog な責任遺伝子の変異により腎臓と肝臓

に嚢胞を生じるPCKラットに対して、糖尿病治療薬としても知られるPPARγアゴニスト（ピオグ

リタゾン）を投与した結果、腎臓と肝臓共に病態進行が有意に抑制されたので、臨床への応

用の可能性を示唆した報告を行った(Yoshihara et al. Am. J. Physiol. Renal Physiol. 

2010）。(日本腎臓学会で優秀演題賞を受賞) 
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西井一宏、吉原大輔、藤本伸吾、日高智子、長尾静子、髙橋久英 腎細胞内カルシウム濃度が多発

性嚢胞腎症モデルの症状進行と腎機能へ及ぼす影響 第１回日本臨床検査学教育学会学術大会 

東京（2006） 

 

西井一宏、吉原大輔、長岡香百合、勝山 慎、倉橋浩樹、丸野内棣、髙橋久英、Wallace,DP、長尾静

子 嚢胞性腎臓疾患モデルにおける水分摂取がもたらす影響 日本分子生物学会 2006 フォーラム 

名古屋（2006） 

 

西井一宏、吉原大輔、山口太美雄、山下積徳、勝山 慎、長岡香百合、倉橋浩樹、大野亜由美、髙橋

久英、長尾枝澄香（静子） ヒト ARPKD 責任遺伝子とオーソログな遺伝子である Pkhd1 変異による嚢

胞発生機序－PCK ラットによる検討－ 第 30回日本分子生物学会年会・第 80 回日本生化学会大会

合同大会 横浜（2006）（承認番号 M2806） 

 

羽根田千江美、髙橋久英 軟Ｘ線発生装置ＳＯＦＲＯＮの有効活用 報告１ －嚢胞腎症への活用－ 

第 40 回日本実験動物技術者協会総会 京都（2006） 

 

藤本伸吾、日高智子、吉原大輔、西井一宏、長尾静子、髙橋久英 多発性嚢胞腎症モデルラットに

おける充分な水分摂取が腎機能にもたらす効果 第１回日本臨床検査学教育学会学術大会 東京

（2006） 

 

 

地方学会 

長尾枝澄香 (静子) 多発性嚢胞腎の治療に向けた最近の研究モデル動物を用いて 第５回

Sendai Renal Research Seminar 仙台 (2010) (承認番号 M2806) 

 

吉原大輔、森田美和、釘田雅則、山口太美雄、倉橋浩樹、長尾枝澄香 (静子) 多発性嚢胞腎ラット

モデル PCK の腎臓と肝臓における細胞情報伝達系の解析 第 42 回藤田医学会総会 豊明 (2010) 

(承認番号 M2806) 

 

釘田雅則、西井一宏、森田美和、吉原大輔、山口太美雄、日下 守、倉橋浩樹、長尾枝澄香 (静子) 

嚢胞性腎臓疾患モデル Cy ラットにおける嚢胞形成と RXR との関連性についての検討 第 42回藤田

医学会総会 豊明 (2010) (承認番号 M2805) 

 

吉原大輔、森田美和、釘田雅則、山口太美雄、倉橋浩樹、長尾枝澄香 (静子) PCK ラットの腎臓と

肝臓における PPAR-γアゴニストの治療効果 第 18 回 嚢胞性腎疾患研究会東京 (2010) (承認番

号 M2805) 

 

羽根田千江美、鈴木昇一、家池 勤、長尾静子、濱中 功、松山睦司 検定交配における画像診断

の有用性、東海実験動物研究会 7月例会 三重（2010) 

 

羽根田千江美 地震対策紹介 -施設での取り組み 大学の場合－ 日本実験動物技術者協会東海

支部 第 13回技術交流会 岐阜 (2010) 
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森田美和、辻厚至、長尾枝澄香（静子）、杉岡篤、李小康 ラット肝移植モデルを用いた FDG-PETによ

る非侵襲的拒絶反応診断法の検討、第 41回藤田医学会総会、豊明（2009）（承認番号 M0603） 
 
吉原大輔、森田美和、釘田雅則、山口太美雄、倉橋浩樹、長尾枝澄香（静子） 多発性嚢胞肝にお

けるピオグリタゾンの治療効果、第 41回藤田医学会総会、豊明(2009) （承認番号 M2806） 
 
釘田雅則、西井一宏、森田美和、吉原大輔、山口太美雄、日下守、倉橋浩樹、長尾枝澄香（静子） 

多発性嚢胞腎における RXR を介した情報伝達経路の機能予測、第 41 回藤田医学会総会、豊明

（2009）（承認番号 M2805） 

 
釘田雅則、西井一宏、森田美和、吉原大輔、山口太美雄、日下守、倉橋浩樹、長尾枝澄香（静子） 

嚢胞性腎疾患モデル動物である Han:SPRD Cy ラットの初期嚢胞腎における遺伝子発現プロファイリ

ング、第 17回嚢胞性腎疾患研究会、東京（2009）（承認番号 M2805） 
 
羽根田千江美、鈴木昇一、井田義宏、長尾静子、松山睦司 ラット胸腺過形成、胸腺腫、腎欠損およ

び腎水腫の診断における画像解析の有用性、東海実験動物研究会 2009 年 9 月例会、名古屋

（2009） 
 
釘田雅則、西井一宏、森田美和、吉原大輔、山口太美雄、日下 守、倉橋浩樹、長尾静子 嚢胞性腎

臓疾患モデル動物 Cy ラットの初期嚢胞腎におけるトランスクリプトーム解析 第 40 回藤田医学会総

会 豊明（2008）（承認番号 M2806） 

 

吉原大輔、森田美和、釘田雅則、山口太美雄、羽根田千江美、倉橋浩樹、長尾静子 多発性嚢胞腎

モデル、PCK ラット、の肝臓における繊維化と胆管増生の解析 第 40 回藤田医学会総会 豊明

（2008）（承認番号 M2806） 

 

森田美和、東みゆき、長尾枝澄香、李 小康、杉岡 篤 マウス肝移植モデルを用いた PD-L1 の免疫

寛容誘導における影響の解析 第 40 回藤田医学会総会 豊明（2008）（承認番号 M0621） 

 

長尾枝澄香（静子）、森田美和、吉原大輔、釘田雅則、西井一宏、山口太美雄、倉橋浩樹 嚢胞性腎

疾患モデル動物である Han:SPRD Cy ラットにおける SamCystin の分布 第16 回嚢胞性腎疾患研究

会 東京（2008）（承認番号 M2805） 

 

羽根田千江美 水について考える －飼育水についての事例紹介－ 第 34 回日本実験動物技術者

協会東海支部総会 名古屋（2008） 

 

羽根田千江美 環境モニタリングについての事例紹介 －大学の立場から－「まずはこんなところか

らはじめてみませんか」日本実験動物技術者協会 3 支部合同技術交流会 京都（2008） 

 

長尾静子 「多発性嚢胞腎の最新情報」多発性嚢胞腎財団日本支部講演会 東京（2007）（承認番号

M2805 M2806） 
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長尾枝澄香（静子）、吉原大輔、西井一宏、長岡香百合、伊東昌広、溝口良順、山口太美雄、山下積

徳、髙橋久英、Darren Wallace、James Calvet PCK ラットにおける肝嚢胞の変化 第 15 回嚢胞性

腎疾患研究会 東京 (2007)（承認番号 M2806） 

 

西井一宏、吉原大輔、大野亜由美、長岡香百合、倉橋浩樹、長尾枝澄香（静子）、髙橋久英 多発性

嚢胞腎症モデル ‘Han:SPRD-Cy ラット, における責任遺伝子産物SamCystinの分布 第39回藤田

学園医学会 豊明（2007）（承認番号 M2805） 

 

柳生 茂、別府秀彦、髙橋久英 αリノレン酸を多く含むエゴマ投与における Dah１ラットへの影響 第

39回藤田学園医学会 豊明（2007）（承認番号 M2804） 

 

吉原大輔、西井一宏、大野亜由美、長岡香百合、倉橋浩樹、伊東昌広、長尾枝澄香（静子）、髙橋久

英 多発性嚢胞腎モデル、PCK ラット、における膵臓と肝臓の病変 第 39 回藤田学園医学会 豊明

（2007）（承認番号 M2806） 

 

羽根田千江美、鈴木昇一、井田義宏、髙橋久英 疾患モデル動物を用いた軟Ｘ 線撮影やＣＴ撮影

について 第 39回藤田学園医学会 豊明（2007） 

 

長尾静子 「多発性嚢胞腎の最新情報」水を積極的に飲むと PKD の進行を抑制できる？ 多発性嚢

胞腎財団日本支部講演会 東京（2006） 

 

長尾静子、西井一宏、倉橋浩樹、丸野内棣、髙橋久英 嚢胞性腎疾患の進行を抑制する因子 平成

17年度総合医科学研究所研究報告会 豊明（2006） 

 

西井一宏、長岡香百合、倉橋浩樹、吉原大輔、山口太美雄、山下積徳、髙橋久英、Darren Wallace、

James Calvet、長尾枝澄香（静子） 嚢胞性腎疾患モデルである pcy マウスの責任遺伝子 Nphp3 に

ついて 第 15回嚢胞性腎疾患研究会 東京 (2006) 

  

西井一宏、吉原大輔、髙橋久英、Wallace, DP、山下積徳、長尾静子 腎細胞内カルシウム濃度が

PKDの腎機能に及ぼす影響（モデル動物における検討） 第 14回嚢胞性腎疾患研究会 東京（2006） 

 

西井一宏、吉原大輔、藤本伸吾、日高智子、長岡香百合、倉橋浩樹、丸野内棣、長尾静子、髙橋久

英 多発性嚢胞腎症のモデル動物である Han:SPRD(Cy) ラットを用いた嚢胞形成機序の解明 第 38

回藤田学園医学会総会 豊明（2006） 

 

柳生 茂、大野知志、藤田たえ子、金子千之、小保朋子、牧野友美、千原 猛、別府秀彦、髙橋久英 

食塩高感受性ラット(Dahl/S)及び食塩低感受性ラット(Dahl/R)の雌雄における血圧変動 第38回藤

田学園医学会 豊明（2006） 

 

長岡香百合、西井一宏、長尾静子、向後 寛、河和寛恵、山田晃司、髙橋久英、倉橋浩樹 嚢胞性腎

疾患モデル(pcy マウス)における責任遺伝子 Nphp3 の解析 平成 17 年度総合医科学研究所研究

報告会 豊明（2006） 
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羽根田千江美、藤田たえ子、関口 恵、高橋美穂、後藤崇仁、髙橋久英 急性アルコール肝障害マウ

スにおけるシジミエキス投与の影響 第 38回藤田学園医学会 豊明（2006） 

 

長岡香百合、西井一宏、吉原大輔、藤本伸吾、日高智子、倉橋浩樹、丸野内棣、長尾静子、髙橋久

英 多発性嚢胞性腎疾患の責任遺伝子である Nphp3 の解析 第 38 回藤田学園医学会 豊明

（2006） 

 

長岡俊治、太田原慎也、市川園佳、髙橋久英 運動障害マウス B6-wob の行動と生理 第 38 回藤田

学園医学会総会 豊明（2006） 

 

前田宗紀、藤田たえ子、坪井 誠、寺脇 孝、髙橋久英 インド植物ニーム葉抽出物を添加した飲料

水による３ヶ月間の連続投与試験加[マウス] 第 38 回藤田学園医学会総会 豊明（2006） 
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